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平成２９年 第１回 松川町議会定例会 
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日 程 表 

月日 曜日 日         程 頁 

3.6 月 開 会  平成２９年３月６日（月曜日）    午後１時００分 

開会宣告 

議事日程の報告 

日程第 １ 会議録署名議員の指名 

日程第 ２ 会期の決定 

日程第 ３ 町長あいさつ 

日程第 ４ 専決処分事項の承認（１件） 

承認第１号 

日程第 ５ 議案審議（２７件） 

議案第１号～第２７号 

 

14 

 

 

 

 

19 

 

20 

7 火 再 開  平成２９年３月７日（火曜日）  午前９時３０分 

開議宣告 

議事日程の報告 

日程第 １ 総括質疑 

散 会 

 

66 

8 水   

9 木 総務産業建設常任委員会  

10 金 総務産業建設常任委員会  

11 土   

12 日   

13 月 社会文教常任委員会  
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月日 曜日 日         程 頁 

14 火   

15 水 社会文教常任委員会  

16 木   

17 金   

18 土   

19 日   

20 月   

21 火 再 開  平成２９年３月２１日（火曜日）  午前９時３０分 

開議宣告 

議事日程の報告 

日程第 １ 一般質問（１１名） 

散 会 

 

177 

22 水 再 開  平成２９年３月２２日（水曜日）  午後３時００分 

開議宣告 

議事日程の報告 

日程第 １ 議案審議（１９件） 

議案第１０号～第２８号 

日程第２０ 議員提出議案（１件） 

発議第１号 

日程第２１ 継続審査・調査について 

日程第２２ 町長あいさつ 

閉 会 

 

303 

 

 

 

326 

 

328 

23 木   

24 金   
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付議議案および議決結果一覧表 

《 承認議案 》 

議案番号 議  案  名 上程月日 議決月日 結 果 議決頁 

承認第 １号 
平成２８年度松川町一般会計補正予算

（第７回）について（専決第３号） 
3月 6日 3月 6日 承 認 19 

 

《 議案審議 》 

議案番号 議  案  名 上程月日 議決月日 結 果 議決頁 

議案第 １号 
特別職の職員等の給与に関する条例の一

部を改正する条例の制定について 
3月 6日 3月 6日 可 決 

20 

議案第 ２号 

議会の議員の報酬及び費用弁償等に関す

る条例の一部を改正する条例の制定につ

いて 

3月 6日 3月 6日 可 決 

議案第 ３号 

特別職の職員で非常勤の者の報酬及び費

用弁償に関する条例の一部を改正する条

例の制定について 

3月 6日 3月 6日 可 決 21 

議案第 ４号 
松川町税条例等の一部を改正する条例の

制定について 
3月 6日 3月 6日 可 決 22 

議案第 ５号 
松川町福祉医療費給付金条例の一部を改

正する条例の制定について 
3月 6日 3月 6日 可 決 22 

議案第 ６号 
長野県松川青年の家建物及び土地等の取

得について 
3月 6日 3月 6日 可 決 23 

議案第 ７号 
松川町特別会計条例の一部を改正する条

例の制定について 
3月 6日 3月 6日 可 決 24 

議案第 ８号 辺地に係る総合整備計画の変更について 3月 6日 3月 6日 可 決 31 

議案第 ９号 
松川町高齢者支え合い拠点施設の指定管

理者の指定について 
3月 6日 3月 6日 可 決 32 

議案第１０号 
平成２８年度松川町一般会計補正予算

（第８回）について 
3月 6日 3月 22日 可 決 

303 

議案第１１号 
平成２８年度松川町国民健康保険事業特

別会計補正予算（第４回）について 
3月 6日 3月 22日 可 決 
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議案番号 議  案  名 上程月日 議決月日 結 果 議決頁 

議案第１２号 
平成２８年度松川町後期高齢者医療特別

会計補正予算（第２回）について 
3月 6日 3月 22日 可 決 

303 

議案第１３号 
平成２８年度松川町介護保険事業特別会

計補正予算（第３回）について 
3月 6日 3月 22日 可 決 

議案第１４号 
平成２８年度松川町公共下水道事業特別

会計補正予算（第３回）について 
3月 6日 3月 22日 可 決 

議案第１５号 
平成２８年度松川町農業集落排水事業特

別会計補正予算（第３回）について 
3月 6日 3月 22日 可 決 

議案第１６号 
平成２８年度松川町保養宿泊施設事業特

別会計補正予算（第３回）について 
3月 6日 3月 22日 可 決 

議案第１７号 
平成２８年度松川町発電事業特別会計補

正予算（第２回）について 
3月 6日 3月 22日 可 決 

議案第１８号 
平成２８年度松川町水道事業会計補正予

算（第３回）について 
3月 6日 3月 22日 可 決 

議案第１９号 
平成２９年度松川町一般会計予算につい

て 
3月 6日 3月 22日 可 決 

319 

議案第２０号 
平成２９年度松川町国民健康保険事業特

別会計予算について 
3月 6日 3月 22日 可 決 

議案第２１号 
平成２９年度松川町後期高齢者医療特別

会計予算について 
3月 6日 3月 22日 可 決 

議案第２２号 
平成２９年度松川町介護保険事業特別会

計予算について 
3月 6日 3月 22日 可 決 

議案第２４号 
平成２９年度松川町公共下水道事業特別

会計予算について 
3月 6日 3月 22日 可 決 

議案第２５号 
平成２９年度松川町農業集落排水事業特

別会計予算について 
3月 6日 3月 22日 可 決 

議案第２６号 
平成２９年度松川町保養宿泊施設事業特

別会計補正予算について 
3月 6日 3月 22日 可 決 

議案第２６号 
平成２９年度松川町発電事業特別会計予

算について 
3月 6日 3月 22日 可 決 

議案第２７号 
平成２９年度松川町水道事業会計予算に

ついて 
3月 6日 3月 22日 可 決 
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議案番号 議  案  名 上程月日 議決月日 結 果 議決頁 

議案第２８号 
松川町使用料徴収条例の一部を改正する

条例の制定について 
3月 22日 3月 22日 可 決 326 

 

《 議員提出議案 》 

議案番号 議  案  名 上程月日 議決月日 結 果 議決頁 

発議第 １号 
地方議会議員の厚生年金制度への加入

を求める意見書の提出について 
3月 22日 3月 22日 可 決 326 
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一 般 質 問 の 質 問 事 項 

平成２９年３月２１日 

順 序 発言通告者 質   問   事   項 頁 

1 坂 本 勇 治 
１ 課題解決の経過と実績は 

２ 役場内の業務仕分けと見直しは 
177 

２ 熊 谷 宗 明 
１ コスタリカ共和国との友好交流の意義は 

２ 各種集会から見えてきた課題と対応策は 
192 

３ 大 蔵   洋 

１ ふるさと納税制度への対応について 

２ 南信州まつかわ観光局（仮称）設立に向けた進め方につ

いて 

204 

４ 川 瀬 八十治 
１ 高齢化社会が進む中、現在の介護施設について 

２ 認知症対策について 
214 

５ 佐 藤 史 人 
１ 町民への教育施策について 

２ ハーフマラソン大会について 
227 

６ 中 平 文 夫 
１ 核となる自治会活動の支援について 

２ 情報発信のメディア活用について 
238 

７ 島 田 弘 美 
１ 人口減少社会における行政サービスについて 

２ 職員の働く場での生きがいと人事について 
250 

８ 米 山 郁 子 
１ 火災や災害に強い地域力のあるまちづくりの取組状況

は有効であるのか 
262 

９ 菅 沼 一 弘 
１ 認知症予防対策について 

２ 放置自転車について対策について 
273 

10 間 瀬 重 男 
１ 英語教室の現状と今後の進め方の考えは 

２ 小中学校へのエアコン設置について 
283 

11 黒 澤 哲 朗 
１ 町長がチャンネル・ユー社長の是非について 

２ 所信表明に関しての質問 
288 
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平成２９年第１回松川町議会定例会会議録 

（ 第 １ 日 目 ） 

 

 

平成２９年 ３月 ６日（月曜日）    午後１時００分 開議 

 

 

開会宣告 

議事日程の報告 

日  程 

第 １ 会議録署名議員の指名 

第 ２ 会期の決定 

第 ３ 町長あいさつ 

第 ４ 専決処分事項の承認 

承認第 １号 平成２８年度松川町一般会計補正予算（第７回）について（専決第

３号） 

第 ５ 議案第 １号 特別職の職員等の給与に関する条例の一部を改正する条例の制定に

ついて 

第 ６ 議案第 ２号 議会の議員の報酬及び費用弁償等に関する条例の一部を改正する条

例の制定について 

第 ７ 議案第 ３号 特別職の職員で非常勤の者の報酬及び費用弁償に関する条例の一部

を改正する条例の制定について 

第 ８ 議案第 ４号 松川町税条例等の一部を改正する条例の制定について 

第 ９ 議案第 ５号 松川町福祉医療費給付金条例の一部を改正する条例の制定について 

第１０ 議案第 ６号 長野県松川青年の家建物及び土地等の取得について 

第１１ 議案第 ７号 松川町特別会計条例の一部を改正する条例の制定について 

第１２ 議案第 ８号 辺地に係る総合整備計画の変更について 

第１３ 議案第 ９号 松川町高齢者支え合い拠点施設の指定管理者の指定について 

第１４ 議案第１０号 平成２８年度松川町一般会計補正予算（第８回）について 
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第１５ 議案第１１号 平成２８年度松川町国民健康保険事業特別会計補正予算（第４回）

について 

第１６ 議案第１２号 平成２８年度松川町後期高齢者医療特別会計補正予算（第２回）に

ついて 

第１７ 議案第１３号 平成２８年度松川町介護保険事業特別会計補正予算（第３回）につ

いて 

第１８ 議案第１４号 平成２８年度松川町公共解す痔宇治業特別会計補正予算（第３回）

について 

第１９ 議案第１５号 平成２８年度松川町農業集落排水事業特別会計補正予算（第３回）

について 

第２０ 議案第１６号 平成２８年度松川町保養宿泊施設事業特別会計補正予算（第３回）

について 

第２１ 議案第１７号 平成２８年度松川町発電事業特別会計補正予算（第２回）について 

第２２ 議案第１８号 平成２８年度松川町水道事業会計補正予算（第３回）について 

第２３ 議案第１９号 平成２９年度松川町一般会計予算について 

第２４ 議案第２０号 平成２９年度松川町国民健康保険事業特別会計予算について 

第２５ 議案第２１号 平成２９年度松川町後期高齢者医療特別会計予算について 

第２６ 議案第２２号 平成２９年度松川町介護保険事業特別会計予算について 

第２７ 議案第２３号 平成２９年度松川町公共下水道事業特別会計予算について 

第２８ 議案第２４号 平成２９年度松川町農業集落排水事業特別会計予算について 

第２９ 議案第２５号 平成２９年度松川町保養宿泊施設事業特別会計補正予算について 

第３０ 議案第２６号 平成２９年度松川町発電事業特別会計予算について 

第３１ 議案第２７号 平成２９年度松川町水道事業会計予算について 

散  会 

 

出席議員    １４名 

（別表のとおり） 

欠席議員    なし 
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地方自治法第１２１条の規定により説明のため会議に出席した者の職・氏名 

（別表のとおり） 

本会議に職務のため出席した者の職・氏名 

（別表のとおり） 
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午後１時００分 開 議 

開会宣告 

○議長（森谷岩夫） 出席議員が定足数に達しておりますので、ただいまから平成２９年第１

回松川町議会定例会を開会いたします。 

 

議事日程の報告 

○議長（森谷岩夫） 議事日程の報告でありますが、日程につきましてはお手元に配布のとお

りであります。 

本日の会議に説明者として理事者、各課長、局長の出席を求めてあります。 

なお、小木曽生涯学習課長が国土交通省の会計検査対応のため、生涯学習課片桐係長

の代理出席を認めています。 

株式会社チャンネル・ユーのケーブルテレビ生中継の許可をしてあります。 

 

＝＝＝ 日程第１ 会議録署名議員の指名 ＝＝＝ 

○議長（森谷岩夫） 日程第１、会議録署名議員の指名についてであります。会議規則第１１

９条の規定により３番、川瀬八十治議員、４番、大蔵洋議員を指名いたします。 

 

＝＝＝ 日程第２ 会期の決定 ＝＝＝ 

○議長（森谷岩夫） 日程第２、会期の決定についてを議題といたします。 

お諮りいたしますが、本定例会の会期につきましては、本日から３月２４日までの１

９日間といたしたいと思いますが、ご異議ございませんか。 

（「異議なし」との声あり） 

○議長（森谷岩夫） 異議なしと認めます。 

よって、本定例会の会期は、本日から３月２４日までの１９日間と決定いたしました。 

 

＝＝＝ 日程第３ 町長あいさつ ＝＝＝ 

○議長（森谷岩男） 日程第３、町長あいさつであります。 

深津町長、あいさつをお願いします。 

○町長（深津 徹） どんよりとした曇り空の１日となりました。本日３月６日でございます。

３月に入りましてから穏やかな、そして暖か日差しの中に春の訪れを感じる今日この頃
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となりました。 

本日、平成２９年松川町議会第１回定例会を招集いたしましたところ、議員各位には

年度末何かとお忙しい中ご出席をいただき、２８年度の補正予算、２９年度の新年度予

算等についてご審議をいただきますこと心から御礼を申し上げる次第でございます。 

３月も１カ月を切ったわけでありますけれども、２８年度あと１カ月あまりとなりま

した。 

２８年度の主力事業でありました公民館えみりあでございます。１１月の１日にオー

プンをして４カ月あまりが経ちました。 

住民の皆様が自由に気軽に集い合い、笑顔で語り合う場、そしてまた住民活動の拠点

として、生涯学習の場として、そしてチャンネル・ユーを併設をいたしました。情報発

信の基地として、また相乗効果を生み、住民の皆さんの拠点となり、住民の皆さんの生

涯学習のなお一層の場になることを願い、２年をかけて建築をいたしてまいりました。 

広いロビーやラウンジ、自然光で明るいガラスカーテンウォール、吹き抜け、様々な

特徴を持った施設でございます。 

１１月にオープン以来、この４カ月あまり、一昨年と比べおおむね３５％ぐらい多く

の皆さんに利用をいただいております。 

そのえみりあでございますけれども、今年に入りまして１月２月様々な事業が行われ

ましたけれども、その中で特に触れておきたいのは、住民の自主的活動によります福祉

を考える集会第３５回でございます。公民館研究集会は第５４回。そして健康を考える

集会が４１回。それぞれの地域住民の主体的な取り組みによってスタートをしたこのそ

れぞれの集会が、まさに住民活動を代表する松川町の６０周年を振り返ってもそうした

歴史が育まれてきたという、松川町の長い歴史がございます。そうした活動が、あのえ

みりあを中心にして、なお一層継続をし、発展をしていくことを願う次第でございます。 

合わせまして、平成２８年度は、町制施行６０周年の記念すべき年であったとともに、

第５次総合計画のスタートする１年目でございました。 

松川町は、その豊かな自然や風景、暖かな風土、そして人とのつながり、住民の主体

的な取り組みによって町制６０周年を迎えることができました。 

この住民一体となって守り、育んできたこの６０年、まさに地域の財産と受け止めて

おります。松川町に住んでいる皆さんが、安心して暮らし続けていける地域であるため

に松川町の将来像を「一緒に育てよう、一人一人が輝く笑顔あふれるまち、まつかわ」

を据えております。 



 －16－ 

そしてその大きな将来像の元に３つの柱、「あなたの思いを活かします」「人のつなが

りを大切にします」「住みよいまちをつくります」この３つの柱を掲げております。 

それらの目標は、まさに松川町が町制施行６０周年であったこの年に、６０年間を振

り返り、松川町がこれから将来に持続可能な自治体づくりのためにも、６０年育んでき

たこの宝をしっかりと今ここでいま一度振り返り、将来に向かってまいりたいというふ

うに思っております。 

住民の皆さん、お互いがお互いを知り、その価値観を認め合い、補い合い、支え合い、

お互いがこの町に住んで良かったと実感のできる松川町に、幸せを感じるまちづくりの

ために、この第５次総合計画に掲げている内容に沿って進めてまいりたいというふうに

強く念じるところであります。 

私たち行政は執行機関であります。今掲げた様々な目標をどうしたら前へ進んでいけ

るか、どのような施策をしたらいいか、常に考えることが大事だというふうに認識いた

しております。職員一同とともに考え、考え、考え抜いて、この第５次総合計画の遂行

に努めてまいります。 

２月の初旬に長野県内の人口が発表になりました。昨年１年間の動きでございます。

今、日本全国人口減少、少子高齢化の時代を迎えております。 

そうした中で、長野県下の人口も発表になりました。昨年１年間で１１，３８９人の

減少ということでございました。率にいたしまして０.５４％、１５年連続の減少という

ことでございました。また、自然減少については、昨年１年間が過去最多であったとい

うふうに報道をされておりました。長野県内７７市町村がございますけれども、９市町

村で増、あと６８市町村で減少ということでございました。 

この下伊那郡でありますけれども、率に１.１９％の減少ということで、長野県下の中

でも減少度は率はやや高い率になっております。 

松川町は、平成２８年１年間でちょうど１００名の減少でありました。０.７６％の比

率で減少でございました。 

２７年には、国勢調査が行われました。１４歳以下の年少人口、これが５年間で１２％

の減少。生産年齢人口１５歳から６４歳まででありますけれども、７.３％の減少。そし

て６５歳以上が７.５％の増という結果的には５年間で３.７％、１年の率にしますと０.

７％ということで、おおむね０.７％前後の人口が減少をしているということでございま

す。 

そうした年齢構成を見ていますと、５年間で子どもたちの率が一番減っているという
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ことでございます。人口比率を見ますと１４歳までは比率では１２.７％でございます。

それから１５歳から６４歳までが５５.２％、６５歳以上が３２.１％ということでござ

います。高齢化率が３２.１％ということになります。 

子どもの比率、これが１２.７％なんですが、下伊那の平均で見ますと、子どもの比率

は１３.３％です。これらの国勢調査の結果、それから人口比率、様々な面から見て、今

２８年度から本格的に第５次総合計画、また私自身の方針にもよりまして、子育て支援

に力を入れてきております。ストップ人口急減社会という言葉を使っておりますけれど

も、やはり急減していく社会の中で、少しでも子どもの育てやすい環境を作っていくこ

とが大切であるという。将来に向けての若者定住、人口増対策にとって大きな鍵である

ということが、こうした数字から如実に表れているというふうに捉えております。 

そうした事業を推進、２９年度の予算の中におきましても、そうしたことを力を入れ

てまいりたいというふうに思っている次第でございます。 

次に、くだものの里であり続けるためにでございます。 

つい先日、同年代の親しい人たちと懇談をいたしました。その時に同世代であります

けれども、今までくだものに大きく取り組んで、そして地域の農業に大きく貢献してき

たある友人でありますけれども、私に「町長、自分の家は後継者がいない」と。「子ども

たちはもう継ぐ気がない」と。「自分としたら、今までやってきたこの果樹農業を続けて

いってもらいたい」と。「自分の持っている農地、それから自分が抱えているお客様もす

べてバトンタッチしていってもいい」と。「自分は、果樹をやってくれる人がおれば、自

分は一歩退いて、自分の持っているノウハウ、技術をすべて教えていく」と。「住まいは

残しておいてほしい」と。「農地については、新規就農者でもいいですし、どういう形で

あれば農業、果樹を続けていってもらえる人にバトンタッチしていきたい。町長ぜひそ

うしたシステムを難しい問題はあると思うけれども、作っていってほしい」という、本

当ざっくばらんな話がございました。つい数日前で実はございます。 

今まで町が、交流センターみらいを通じて農地の流動化、あるいは相談には乗ってき

ております。しかしながら、そうした親しき友人のそうした生の声を聞きますと、一歩

前へ出て行くことが大切だなと、そんなことを痛感をした次第でございます。 

これからそうしたことについても、大きく取り組んでまいりたいというふうに考えて

おります。 

松川町は、観光果樹を中心にして、多くの皆さんが１年間を通じますと訪れてくれて

おります。くだもの観光では、おおむね４万人、清流苑、それから西山を一帯とした清
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流苑を中心とした観光としておおむね２４万人の皆さんが訪れてくれております。そう

した観光事業が、様々な産業に６次産業化、あるいは農商工連携、様々な波及効果を大

きく発揮をしつつあります。そうした観光、交流を通じた地域づくりを戦略的に、そし

て各種組織や団体、住民が連携する場作りを将来に向けて作っていく必要があると考え、

社団法人で一般社団法人になると思うんですけれども、観光局の立ち上げを提案をした

ところでございます。 

昨年の１０月の１日に観光局設立準備室を設け、観光局設立検討委員会、幹事会、観

光交流地域づくり戦略会議と、様々な会議を立ち上げ、今検討をしていただいておりま

す。また、観光地域づくりアドバイザーとして高砂氏をお招きし、アドバイスをいただ

いております。 

今まで町長に就任以来、地域の宝、地財の再発見、再認識をし、発信をしていきます。

そして交流人口を増やしていきます。そして地域の活性化を図っていきます。これは私

自身の大きな柱でもあります。様々な形で、友好姉妹都市、新たに作り交流を図り、様々

な形で発信を続けてきておりました。しかしながら、それが一体的に、戦略的に、様々

な事業が連携を図る中で、大きく松川町を推し進めていくということにまでは至ってい

ないということを痛感をしておりました。そうした中で、やはり専門性、あるいは俊敏

性を持った組織が必要ではないかと考えた次第でございます。 

今、観光交流地域づくり戦略会議の中では、松川町の宝はなんだ、松川町のブランド

はなんだ、将来残していくものはどういったものが必要なんだ、そういう観点からスタ

ートをいたしております。しっかりと精査、検討をいただき、新たな方向に向かってま

いりたいというふうに思っております。 

また、この準備室の中で、清流苑を中心にしたあの一帯ということで、フォレストア

ドベンチャー、あるいは青年の家でございますが、青年の家は４月１日をもって松川町

に無償譲渡いただけることになっております。あの場を、あの一帯をどのように活かし

ていくかということも近々の課題だと認識いたしております。それらも含めて、総合的

な精査、研究をお願いをしているところでございます。 

観光を手段として、持続可能な地域をつくっていく。松川町のブランドをしっかりと

見極めてまいりたいというふうに思っております。 

２９年度予算につきましては、この後また所信を述べてまいりたいというふうに思っ

ております。 

ここでリニアの工事関連について触れておきたいというふうに思っております。 
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昨年の９月の定例会で私は、ＪＲ東海に対しまして安全安心に対しての説明がなされ

ていないということを申し上げ、その後、県、ＪＲ東海、地元、それぞれと様々な話し

合いをしてまいりました。また、下流地域からは、大きな懸念があるということで要望

書もいただき、ＪＲ東海の方に通告をしたわけでございます。その後、知事との直接面

談、あるいは県の担当部局との話してきております。 

私は、安全安心がまず第一であると。そしてそれが、地域住民の皆さんに理解を得る

に至っていないというふう認識をしているということで話をしてまいりました。阿部知

事とＪＲ東海柘植社長との懇談会も経て、若干ＪＲ東海の考え方も変わってまいりまし

た。先日、豊丘での話も出ておりましたけれども、残土を置いた後の管理についてもＪ

Ｒ東海は報告を考えているようでございます。しかしながら、まだ松川町には、その話

は当然ないわけでございますし、また地域が違います。その辺のところをしっかりと踏

まえた対応をお願いをしたいと思う次第でございます。 

やはり二重三重に当たる安全安心、そして沿線住民の皆さんの不安、少しでも払拭す

る形での住民目線に沿った説明をお願いをする次第でございます。 

本日上程いたします案件は、承認案件１件、条例案件６件、その他３件、２８年度補

正予算案９件、２９年度予算案件９件、合計２８件でございます。 

予算につきましては、この後、所信を述べさせていただきます。 

多くの案件が上程をいたしております。慎重審議をいただきまして、ご認定いただき

ますことをお願いを申し上げまして、冒頭のあいさつといたします。 

よろしくお願いいたします。 

 

＝＝＝ 日程第４ 専決処分事項の承認 ＝＝＝ 

◇ 承認第１号 平成２８年度松川町一般会計補正予算（第７回）について（専決第３号） 

○議長（森谷岩夫） 日程第４、専決処分事項の承認について、承認第１号、平成２８年度松

川町一般会計補正予算（第７回）について（専決第３号）を議題といたします。 

説明を求めます。吉澤副町長。 

○副町長（吉澤澄久） それでは承認第１号をお願いいたします 

＝ 議案第１号朗読・説明 ＝ 

○議長（森谷岩夫） 説明を終わります。 

これより質疑を行います。質疑はありませんか。 

（「なし」との声あり） 
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○議長（森谷岩夫） 質疑なしと認めます。 

質疑を終結し、討論を行います。討論はありませんか。 

（「なし」との声あり） 

○議長（森谷岩夫） 討論なしと認めます。 

採決を行います。 

承認第１号について、原案に賛成の方の起立を求めます。 

（起立１３名） 

○議長（森谷岩夫） 全員賛成であります。 

よって、承認第１号、平成２８年度松川町一般会計補正予算（第７回）について（専

決第３号）は、原案のとおり承認されました。 

 

＝＝＝ 日程第５ 議案審議 ＝＝＝ 

◇ 議案第１号 特別職の職員等の給与に関する条例の一部を改正する条例の制定について 

◇ 議案第２号 議会の議員の報酬及び費用弁償等に関する条例の一部を改正する条例の制

定について 

○議長（森谷岩夫） 続きまして日程第５、議案第１号、特別職の職員等の給与に関する条例

の一部を改正する条例の制定について、日程第６、議案第２号、議会の議員の報酬及び

費用弁償等に関する条例の一部を改正する条例の制定についてを一括議題といたします。 

説明を求めます。塩倉総務課長。 

○総務課長（塩倉智文） それではお願いいたします。 

＝ 議案第１号・第２号 朗読・説明 ＝ 

○議長（森谷岩夫） 説明を終わります。 

これより質疑を行います。質疑はありませんか。 

（「なし」との声あり） 

○議長（森谷岩夫） 質疑なしと認めます。 

質疑を終結し、討論を行います。討論はありませんか。 

（「なし」との声あり） 

○議長（森谷岩夫） 討論なしと認めます。 

お諮りいたします。 

議案第１号から第２号までを一括して採決を行いますが、ご異議ございませんか。 

（「異議なし」との声あり） 



 －21－ 

○議長（森谷岩夫） 異議なしと認めます。 

採決を行います。 

議案第１号から第２号までについて、原案に賛成の方の起立を求めます。 

（起立１３名） 

○議長（森谷岩夫） 全員賛成であります。 

よって、議案第１号、特別職の職員等の給与に関する条例の一部を改正する条例の制

定について、議案第２号、議会の議員の報酬及び費用弁償等に関する条例の一部を改正

する条例の制定については、原案のとおり可決されました。 

 

◇ 議案第３号 特別職の職員で非常勤の者の報酬及び費用弁償に関する条例の一部を改正

する条例の制定について 

○議長（森谷岩夫） 引き続きまして日程第７、議案第３号、特別職の職員で非常勤の者の報

酬及び費用弁償に関する条例の一部を改正する条例の制定についてを議題といたします。 

説明を求めます。塩倉総務課長。 

○総務課長（塩倉智文） では議案第３号をお開きください。 

＝ 議案第３号朗読・説明 ＝ 

○議長（森谷岩夫） 説明を終わります。 

これより質疑を行います。質疑はありませんか。 

（「なし」との声あり） 

○議長（森谷岩夫） 質疑なしと認めます。 

質疑を終結し、討論を行います。討論はありませんか。 

（「なし」との声あり） 

○議長（森谷岩夫） 討論なしと認めます。 

採決を行います。 

議案第３号について、原案に賛成の方の起立を求めます。 

（起立１３名） 

○議長（森谷岩夫） 全員賛成であります。 

よって、議案第３号、特別職の職員で非常勤の者の報酬及び費用弁償に関する条例の

一部を改正する条例の制定については、原案のとおり可決されました。 
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◇ 議案第４号 松川町税条例等の一部を改正する条例の制定について 

○議長（森谷岩夫） 続きまして日程第８、議案第４号、松川町税条例等の一部を改正する条

例の制定についてを議題といたします。 

説明を求めます。北村住民税務課長。 

○住民税務課長（北村 稔） それでは議案第４号をお願いいたします。 

＝ 議案第４号朗読・説明 ＝ 

○議長（森谷岩夫） 説明が終わりました。 

これより質疑を行います。質疑はありませんか。 

（「なし」との声あり） 

○議長（森谷岩夫） 質疑なしと認めます。 

質疑を終結し、討論を行います。討論はありませんか。 

（「なし」との声あり） 

○議長（森谷岩夫） 討論なしと認めます。 

採決を行います。 

議案第４号について、原案に賛成の方の起立を求めます。 

（起立１３名） 

○議長（森谷岩夫） 全員賛成であります。 

よって、議案第４号、松川町税条例等の一部を改正する条例の制定については、原案

のとおり可決されました。 

 

◇ 議案第５号 松川町福祉医療費給付金条例の一部を改正する条例の制定について 

○議長（森谷岩夫） 続きまして日程第９、議案第５号、松川町福祉医療費給付金条例の一部

を改正する条例の制定についてを議題といたします。 

説明を求めます。米山保健福祉課長。 

○保健福祉課長（米山政則） それでは議案第５号をお願いいたします。 

＝ 議案第５号朗読・説明 ＝ 

○議長（森谷岩夫） 説明を終わります。 

これより質疑を行います。質疑はありませんか。 

（「なし」との声あり） 

○議長（森谷岩夫） 質疑なしと認めます。 

質疑を終結し、討論を行います。討論はありませんか。 
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（「なし」との声あり） 

○議長（森谷岩夫） 討論なしと認めます。 

採決を行います。 

議案第５号について、原案に賛成の方の起立を求めます。 

（起立１３名） 

○議長（森谷岩夫） 全員賛成であります。 

よって、議案第５号、松川町福祉医療費給付金条例の一部を改正する条例の制定につ

いては、原案のとおり可決されました。 

 

◇ 議案第６号 長野県松川青年の家建物及び土地等の取得について 

○議長（森谷岩夫） 日程第１０、議案第６号、長野県松川青年の家建物及び土地等の取得に

ついてを議題といたします。  

説明を求めます。酒井まちづくり政策課長。 

○まちづくり政策課長（酒井 仁） 議案第６号、長野県松川青年の家建物及び土地等の取得

について朗読をもって説明に代えさせていただきます。 

＝ 議案第６号朗読・説明 ＝ 

○議長（森谷岩夫） 説明を終わります。 

これより質疑を行います。質疑はありませんか。 

（「なし」との声あり） 

○議長（森谷岩夫） 質疑なしと認めます。 

質疑を終結し、討論を行います。討論はありませんか。 

（「なし」との声あり） 

○議長（森谷岩夫） 討論なしと認めます。 

採決を行います。 

議案第６号について、原案に賛成の方の起立を求めます。 

（起立１３名） 

○議長（森谷岩夫） 全員賛成であります。 

よって、議案第６号、長野県松川青年の家建物及び土地等の取得については、原案の

とおり可決されました。 
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◇ 議案第７号 松川町特別会計条例の一部を改正する条例の制定について 

○議長（森谷岩夫） 引き続きまして日程第１１、議案第７号、松川町特別会計条例の一部を

改正する条例の制定についてを議題といたします。 

説明を求めます。酒井まちづくり政策課長。 

○まちづくり政策課長（酒井 仁） それでは議案第７号をお願いいたします。 

＝ 議案第７号朗読・説明 ＝ 

○議長（森谷岩夫） 説明を終わります。 

これより質疑を行います。質疑はありませんか。 

佐藤議員。 

○２番（佐藤史人） 県の方から松川町になるわけですけれども、土地、建物だけではなくて、

補助金がついてくる１億何千万円ついてくるわけですけれども、方向性が決まらないま

ま、それからその補助金の使い方についても今は青年の家ですけれども、４月１日以降

は旧松川青年の家になるわけなんで、使用についても旧松川青年の家に限定されるわけ

なんですけれども、今のままで特別会計でやる不具合というのがあるんでしょうか。 

○議長（森谷岩夫） 酒井まちづくり政策課長。 

○まちづくり政策課長（酒井 仁） 松川町特別会計条例ございますけれど、町の方の規定を

見ますと、地方自治法第２０９条第２項の規定により、うちの町の特別会計が制定され

ております。 

２０９条を地方自治法の２０９条を読まさせていただいてよろしいでしょうか。 

地方自治法、会計の区分というとこにあります。第２項という部分を読まさせていた

だきます。 

特別会計は普通地方公共団体が特定の事業を行う場合、その他特定の歳入をもって特

定の歳出に充て、一般の歳入歳出と区分して経理する必要がある場合において、条例で

これを設置することができるというできる規定の条例になっております。 

今までの青年の家の方につきましては、特定の収入というものにつきましては、県か

らいただいております指定管理料というものでありましたので、特別会計をもってやっ

ておりましたが、佐藤議員の今質問ございましたように、３年間にわたり１億なにがし

の補助金というような形になりますので、その補助金というものにつきましては特定の

収入というような考え方ではなくて、一般会計で行う事業の収入というような形で考え

ておりますので、この特別会計によらず一般会計で行うというか、一般会計の方がより

いいのではないかというような規定で予算を組まさせていただいておりましたので、特
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別会計の方につきましては、今回削除をするというような形で条例で改正する提案をさ

せていただいております。 

○議長（森谷岩夫） 佐藤議員。 

○２番（佐藤史人） 旧青年の家については４月１日以降は産業観光課とそれからまちづくり

と生涯学習課の３部門が担当するというふうに聞いております。ですから、それでその

今法律の方をお聞きしたんですが、それで不具合は出るんでしょうか。 

○議長（森谷岩夫） 同じ質問ですか。 

○２番（佐藤史人） 不具合というか、特別会計にしたら法律上まずいんでしょうか。 

○議長（森谷岩夫） 酒井まちづくり課長。 

○まちづくり政策課長（酒井 仁） 考え方の問題だと思います。 

私どものこの提案理由の方でこちらの方、後ほど平成２９年度の予算提案をさせてい

ただいておりますけれども、こちらの方に社会教育総務費の中に旧松川青年の家管理費

というような形で計上させていただきました。ですので、次年度以降、平成２９年度に

つきましては特別会計ではなくて一般会計の方でやるのがいいのではないかというよう

な提案でございますので、必要ない会計につきましては削除をするというような形です。 

問題ある、なしということではなくて、今回はこういう提案をさせていただいていま

すので、必要のないものについては今回削除をお願いしているというような考え方でご

ざいます。 

○議長（森谷岩夫） 坂本議員。 

○８番（坂本勇治） ただいま佐藤議員の答弁にもありましたけれども、妥当だと思う言い方

で、法律的には何ら問題もないという解釈でよろしいかどうかと思うんですけれども、

そもそもこの旧青年の家になるわけですけれども、これの事業の継続というのがゼロじ

ゃないはずだと思うんですけれども、だとすれば将来あれが継続して利用して、松川町

が観光交流の事業に使っていくという、少なからず意思がある以上、本来は特別会計を

残して収入と支出、事業もすべてここでやっていくのが妥当だと思うのですが、いかが

お考えでしょうか。 

正確なこの特別会計をなくすという理由にしっかりとした根拠が見当たらない気がす

るんですが、その辺も含めて答弁をお願いします。 

○議長（森谷岩夫） それでは酒井まちづくり政策課長。 

○まちづくり政策課長（酒井 仁） まず、こちらの方も松川町特別会計条例の方にあります

のは、第９項に松川町青年の家特別会計、事業内容については松川青年の家運営事業と
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いうような形が条例の方に載っております。 

２９年、３０年、３１年度どのような内容を行うかというような形になったときに、

どんなものをやるかというのが今時点決まってないということもありますので、一度削

除させていただきまして、正式に方向性が見えたときには改めて特別会計がいいのか、

一般会計がいいかありますけれども、その折にはまたご協議をお願いしていただきたい

と思っています。 

○議長（森谷岩夫） 坂本議員。 

○８番（坂本勇治） ただ、施設は残っていくわけで、その一回やめるということが交流人口

を続けていくのに一回切ってしまう。青年を家を利用してくれておった合宿だとか、必

ず使いたいという人たちが少なからず年間４，０００人前後おるわけで、そこら辺もあ

ってここで少なからず決まってないから一回消すというんじゃなくて、これを残してい

く方が妥当だと思うんですが、会計がなくてもかぶたは残していく方が、これから先３

年間は全く考えていかないというか、考えていく何かをやっていくのが３年後というよ

うに聞こえてしまうんですけれども、２９年度の途中でも決定して方向性が決まればす

ぐ始められるような体制というのは、本来だったらこれを残さなきゃいけないと思うん

ですけれど、そこら辺も考えた答弁をもう一度お願いします。 

○議長（森谷岩夫） それでは再度酒井まちづくり政策課長。 

○まちづくり政策課長（酒井 仁） 補足がありましたらまた担当部局の方からお願いしたい

と思いますけれども、特別会計の方でこの項目がなくなったとしても佐藤議員のご質問

の方でもお答えしましたが、２９年度の予算書、また後で提案がありますけれども、９

９ページの方に旧松川青年の家管理費ということで、松川青年の家の管理費については

計上させていただいております。 

また、その中に生涯学習課の方で新たな取り組みというような形で、生涯学習課全体

としての計画もございますので、その中で新しい取り組みもあるということだと思いま

すので、今回特別会計というわけではなくて一般会計の中で旧松川青年の家については

管理をしていくというような形で予算提案をさせていただいております。それに付随し

まして、条例の方を名称の方を削除して繰り上げる。１０項の方を繰り上げるというよ

うな条例提案でございます。 

以上でございます。 

○議長（森谷岩夫） 高坂教育長。 

○教育長（高坂敏昭） 教育委員会の方から少し補足をさせていただきます。 
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青年の家の事業展開ということでありますが、これまで県の教育委員会から２，７０

０万円近い補助金をいただいて、その中で事業をやってまいりました。来年度につきま

しては、体育館の耐震工事、それから署長官舎の解体ということに絞って補助金をいた

だくということになっております。 

あと利用については、まだ明確な結論が出ておりませんので、教育委員会の方ではほ

かにもある社会体育施設、町内ほかにもある社会体育施設としてあそこを当面使ってい

きたいということであります。したがって、そういう意味では、一般会計の中からの支

出という形で対応していきたいということであります。 

また、自然体験を含めた事業については、新しい外遊び等のプロジェクトを今、考え

ておりますので、その中で継続して現在やっているものが松川プログラム等を展開でき

ればいいなとそんなふうに思っております。 

以上でございます。 

○議長（森谷岩夫） よろしゅうでございますか。 

それではほかにどうであります。 

黒澤議員。 

○７番（黒澤哲郎） 今、教育長からも答弁があったわけですが、先ほど酒井課長から地方自

治法を読み上げて説明がありました。事業を行う場合というふうに言われたわけですけ

れども、教育長の説明の中でも全く事業を行わないということではないということだと

思います。我々もそういう認識をしております。ただ、閉鎖をして管理していくだけで

はないわけでありまして、その確認ができましたので、事業を行うというふうに理解し

ていいかどうかの確認が１つです。事業は何かしら行うというあの場所で、そしてその

確認が１つ。 

それと酒井課長のその一般会計での管理の方が良いというような形の説明の中で、当

初予算の方にもそういう形で計上してあるというお話でしたが、私としてはこの３月定

例会にこの条例改正を一緒に出すということについて、これが決まらないと当初予算組

めないんじゃないかなって思うわけですが、これが通る前提で当初予算が組まれている

ようにしか思えません。そこら辺の見解についてお聞きをしたいと思います。 

○議長（森谷岩夫） それでは順番にいきます。 

高坂教育長の方、事業としての答弁を。 

○教育長（高坂敏昭） 先ほどのお話しさせていただいた中の町の体育館、そして公民館等で

社会教育並びに社会体育という形で町内の皆さんにお使いいただけるという、そういう
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ものとしてあそこの体育館、そして研修棟は使わせていただきます。したがって、どち

らかというと、これまでの松川青年の家の利用というよりも町の体育館としてあそこを

考えていきたいなという、そういう考えでございます。 

それから新しい事業というのは、これは青年の家の事業をそのまま私たちは引き継い

でいくという、そういう考えは持っておりません。全く新しいものとして提案をしてい

きたいというふうに考えておりますので、やっぱりこれまでの事業とは一線を画して事

業展開をしていきたいとそんなふうに思います。 

以上です。 

○議長（森谷岩夫） 酒井まちづくり政策課長。 

○まちづくり政策課長（酒井 仁） 既定の条例上程ではないかというようなお話の質問だと

思いますけれども、実はこちらの条例いつ出すかというのを悩みました。 

当初がいいのか、本日がいいのか最終日がいいのかというの悩みましたけれども、当

町のそれでいきますと条例の方につきましては議場でお願いするというような形になっ

て、委員会審議が得られませんので、本日上程してこういう方法でいきたいというよう

な示した方がいいということで本日上程させていただいております。 

逆に最終日に上げた場合ですけれども、どこかの段階で平成２９年度松川町青年の家

特別会計が上程されてないという説明をする機会がございませんので、それも含めて当

初本日条例を改正するというような形をもって特別会計を上程してないような理由も含

めて本日条例改正も上程したものでございます。 

以上です。 

○議長（森谷岩夫） 黒澤議員。 

○７番（黒澤哲郎） 当然そうだと思いますけれども、私が聞いているのは１２月定例会とか

に出すべきじゃないですかということですよ。 

要するに今回一般、当初予算もできあがっているわけですよね。この条例改正案同時

に出されているわけですよ、本日。この条例改正が通らなかった場合には、当初予算の

審議に支障を来すんじゃないですかね。 

だから本来ならこの内容であれば、本定例会じゃなくてそれ以前に決めておいた方が

いいんじゃないかというふうに私は考えるけれど、その点についてどう考えるかという

ふうにお聞きしておるわけですが。 

○議長（森谷岩夫） 酒井まちづくり政策課長。 

○まちづくり政策課長（酒井 仁） その点につきましてですけれども、当町の特別会計条例
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の中に会計として提案してない会計もございます。例えば第３項の災害復旧事業特別会

計というようなものも名称もありますけれども、ここに設置条例のあるもの会計すべて

を予算に特別会計として上げなければいけないということもあったので、今回青年の家

については削除をするというような形になります。 

先ほど坂本議員の方から質問がありましたけれども、この会計をこの名称で残すとい

うことは、その事業がそのまま継続されるというような誤解釈もあるというようなこと

も鑑みまして、平成２９年度当初予算で上げたいタイミングで今回削除の条例を提案し

たということですので、黒澤議員今ほど支障があるのではないかというようなご質問あ

りましたけれども、支障は特にないと考えています。 

以上です。 

○議長（森谷岩夫） 黒澤議員。 

○７番（黒澤哲郎） 答弁になってないと思うんですが、この定例会じゃなくてもっと前にや

るべきじゃないかということについてどう思うかって聞いているわけですよ。その方が

スムーズに事が運ぶんじゃないか、そう聞いているんで、その部分について明確な答え

をいただきたいと思いますけれど。 

○議長（森谷岩夫） 酒井まちづくり政策課長。 

○まちづくり政策課長（酒井 仁） 黒澤議員１２月、昨年の１０月に提案すべき事項ではな

いかというようなご質問だったかと思います。 

私どもの方で説明の方が遅れたという部分もございます。また、そういうことも含め

まして、２月の全協で今回の特別会計につきましてはこういうような方針でお願いした

いというようなご説明をさせていただきました。 

時期的には、町の方針が決まった折の１２月定例会ですので、１０月１１月頃ご提案

できれば良かったかもしれませんけれども、遅くなったことをお詫びしまして、今回３

月に上程するものでございます。 

以上です。 

○議長（森谷岩夫） ほかにいかがであります。 

（「なし」との声あり） 

○議長（森谷岩夫） 質疑なしと認めます。 

質疑を終結し、討論を行います。討論はありませんか。 

坂本議員。 

○８番（坂本勇治） この条例案に対して、反対の立場で一言お願いします。 
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やはりその名前が本来だったら削除じゃなくて名前の変更をというようなことが提案

だったら納得いくと思うんですけれども、やはりこれから使っていかなきゃならないの

いつに再開できるんだか、しかも３年前からこの４月というのはわかっていたことで、

３年間何をしておったのかなという気がしております。 

これから先も観光局の方針が決まってからとか、延ばし延ばしになっていくというこ

と自体が問題で、一般会計に入ることによってこれが見えにくくなる。町民からは多分

おそらく全くわからなくなる。我々もこの会計の予算にしても、いろんな場所を探さな

いとわからなくなる。事業もこの施設を使ってやっているのかわからなくなる。それを

ごまかすためにこれ消すんじゃないかって気がしてしょうがありません。 

ですから、ぜひこれは名前を変えても残すべきだと思うので反対意見とします。 

○議長（森谷岩夫） ほかにありますか。 

佐藤議員。 

○２番（佐藤史人） 私も坂本議員と同じ考えです。 

この特別会計条例の一部を改正する条例については名称、旧松川青年の家であるべき

であって、当初予算は特別会計で上げて、それが認められたところで一般会計の方がい

いといえばそっちの方へしてもいいですけれども、来年度予算については特別会計の中

で上げてくるべきものだと思いますので私も反対です。 

○議長（森谷岩夫） ほかにはどうですか。 

黒澤議員。 

○７番（黒澤哲郎） 私も反対討論をします。 

先ほどの佐藤議員の質問の中で、特別会計として残して不都合があるかという質問に

対して、こういう不都合があるという答弁がありませんでした。そして一般会計に持っ

ていった方が良いのではないかという、そういう見解をいただいたところであります。 

行政側はそう思っておるかもしれませんが、一般会計に移した場合に佐藤議員、それ

から坂本議員言われるように、非常に町民にとっても見えにくくなるという欠点がある

かと思います。施設は残っているわけで、これからもまた観光局、仮称観光局とも考え

られる中で、残すということは決まっていますし、譲り受けて残して使っていくという

ことは方針が出ていますので、きちっとその経緯がわかるような形で特別会計として残

していった方が、町民にも明確にどのようなふうに移管していくかというのも明確化さ

れると思います。 

そういうふうに比較してみると、教育長の答弁は、その間の事業というのは町の体育
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館や施設として取り扱っていくというような話ではありましたけれども、ぜひ移管をす

るにしても、この会計を残して経緯がはっきり町民にもわかるような形である特別会計

としていくべきかと考えますので、この条例改正については反対としたいと思います。 

○議長（森谷岩夫） ほかにいかがであります。ありませんか。 

（「なし」との声あり） 

○議長（森谷岩夫） それでは討論なしと認めます。 

採決を行います。 

議案第７号について、原案に賛成の方の起立を求めます。 

（起立８名） 

○議長（森谷岩夫） 賛成多数であります。 

よって、議案第７号は、原案のとおり可決されました。 

 

◇ 議案第８号 辺地に係る総合整備計画の変更について 

○議長（森谷岩夫） 続きまして日程第１２、議案第８号であります。辺地に係る総合整備計

画の変更についてを議題といたします。 

説明を求めます。酒井まちづくり政策課長。 

○まちづくり政策課長（酒井 仁） 議案第８号、辺地に係る総合整備計画の変更について。 

＝ 議案第８号朗読・説明 ＝ 

○議長（森谷岩夫） 説明を終わります。 

これより質疑を行います。質疑はありませんか。 

（「なし」との声あり） 

○議長（森谷岩夫） 質疑なしと認めます。 

質疑を終結し、討論を行います。討論はありませんか。 

（「なし」との声あり） 

○議長（森谷岩夫） 討論なしと認めます。 

採決を行います。 

議案第８号について、原案に賛成の方の起立を願います。 

（起立１３名） 

○議長（森谷岩夫） 全員賛成であります。 

よって、議案第８号、辺地に係る総合整備計画の変更については、原案のとおり可決

されました。 
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◇ 議案第９号 松川町高齢者支え合い拠点施設の指定管理者の指定について 

○議長（森谷岩夫） 続きまして日程第１３、議案第９号、松川町高齢者支え合い拠点施設の

指定管理者の指定についてを議題といたします。 

説明を求めます。米山保健福祉課長。 

○保健福祉課長（米山政則） では議案第９号をお願いいたします。 

＝ 議案第９号朗読・説明 ＝ 

○議長（森谷岩夫） 説明を終わります。 

これより質疑を行います。質疑はありませんか。 

熊谷議員。 

○９番（熊谷宗明） ただいま高齢者支え合い拠点施設の指定管理の継続というようなことで、

５年の指定管理の期間が過ぎてさらに５年というようなことの説明がございました。 

これじゃ支え合い拠点というのは、国の大きな福祉空間整備事業という、非常に活用

度の高い補助制度の中で５カ所の自治会会所が新設されて、本当に自治会の拠点として

大いに今も利用されているということでございます。 

それでこの指定管理の体制ですが、もう５年延長というかなってくるわけですけれど、

今後のこの指定管理の体制はこのままでいくのかどうか、まずその点についてお聞きを

いたします。 

○議長（森谷岩夫） 米山保健福祉課長。 

○保健福祉課長（米山政則） ただいま議員申されましたように、今回５年の期間が満了いた

しまして、さらに５年間という形で延長をお願いするというものでございます。 

これにつきましては、町で現在指定管理ということで、各自治会の方にお願いしてお

るわけなんですけれども、やはりこれも次回１０年経過するというそのタイミングで、

自治会の方へお願いしていくかどうかというところについては検討をしていきたいとい

うふうに思っております。 

○議長（森谷岩夫） 熊谷議員。 

○９番（熊谷宗明） ひとつ１０年という区切りの中で考えていくというようなご答弁でござ

いました。 

福祉空間整備事業についてお聞きをいたします。 

この事業は非常に友好的、活用的、具現化しやすいというようなことで、多くの自治

体が活用してきたわけですが、国の状況、この整備事業が今後どんなふうに変化してい

くのか、その点についてお聞きをいたします。 
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○議長（森谷岩夫） 米山保健福祉課長。 

○保健福祉課長（米山政則） この建設当時ですけれども、平成２３年の時にはただいまお話

のございましたように、地域介護福祉空間施設整備交付金という交付金がございまして、

ハード事業を中心に１０／１０の補助で補助を受けられたというようなことでございま

す。 

現在もこの交付金につきましてはあるわけなんでございますけれども、今はその特に

その内容につきましては、既存施設のスプリンクラーの整備事業といったようなものに

重点が置かれているために、当時の会所といったような建設につきましては、なかなか

な採択の方が難しくなってきておりますし、また枠の方も小さくなってきているという

ような状況かと思っております。 

現在の施設につきましては、今の４地区も含め、大島中部の施設もこの整備同時に行

ったわけなんですけれども、今後の方向といたしましては、この高齢者の生きがいとい

うようなことも目的としたこの交付金でございますので、新たな施設につきましては交

付金の活用も考えてまいりたいと思いますけれども、当面は町の積み立てを行う等で対

応していかなければならないかなというふうには考えております。 

以上です。 

○議長（森谷岩夫） 深津町長。 

○町長（深津 徹） この補助金についてでございます。 

私今、細かい数字、あるいはピシャッとしたものはちょっと持ち合わせておりません

けれども、昨年あたりも実は国の方へ働きかけました、この補助制度の。ところがこの

補助制度、もう激変でございます。ないに等しいような状況でございます。 

昨年も動きましたけれども、非常に厳しいという状況下でございます。その厳しさの

どのくらいの当初始まった頃より何％くらいかといった数字については、ちょっと私も

承知はしておったんですけれども、ちょっと今ここではお答えできない状況であります

けれども、非常に厳しいというのは事実でございます。 

○議長（森谷岩夫） 熊谷議員。 

○９番（熊谷宗明） 非常に厳しいということでございます。 

今後松川町では松川荘の改築、あと城山地籍でコミュカフェをやっておりますが、そ

の施設の点、大きなお金がこれからかかっていくというふうに思っております。 

この福祉空間事業の補助金については厳しいわけでありますが、これをさらにそうい

った方向で老人の皆さんが、お年を召せた皆さんが生き生きと活動できるようなふうに
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利用していただきたいと思いますので、国の方への働きかけを継続して行っていただき

ますようお願いいたします。 

以上です。 

○議長（森谷岩夫） 要望で結構ですか。 

ほかにございますか。 

（「なし」との声あり） 

○議長（森谷岩夫） それでは質疑を終結し、討論を行います。討論はありませんか。 

（「なし」との声あり） 

○議長（森谷岩夫） 討論なしと認めます。 

採決を行います。 

議案第９号について、原案に賛成の方の起立を願います。 

（起立１３名） 

○議長（森谷岩夫） 全員賛成であります。 

よって、議案第９号、松川町高齢者支え合い拠点施設の指定管理者の指定については、

原案のとおり可決されました。 

お諮らいいたします。 

区切りがいいと思いますので、このあたりで休憩を挟みたいと思いますが、ご異議ご

ざいませんか。 

（「異議なし」との声あり） 

○議長（森谷岩夫） それでは２時４０分まで休憩といたします。 

 

休  憩  午後 ２時３２分 

再  開  午後 ２時４０分 

 

○議長（森谷岩夫） それでは再開をいたします。 

 

◇ 議案第１０号 平成２８年度松川町一般会計補正予算（第８回）について 

◇ 議案第１１号 平成２８年度松川町国民健康保険事業特別会計補正予算（第４回）につい

て 

◇ 議案第１２号 平成２８年度松川町後期高齢者医療特別会計補正予算（第２回）について 

◇ 議案第１３号 平成２８年度松川町介護保険事業特別会計補正予算（第３回）について 
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◇ 議案第１４号 平成２８年度松川町公共下水道事業特別会計補正予算（第３回）について 

◇ 議案第１５号 平成２８年度松川町農業集落排水事業特別会計補正予算（第３回）につい

て 

◇ 議案第１６号 平成２８年度松川町保養宿泊施設事業特別会計補正予算（第３回）につい

て 

◇ 議案第１７号 平成２８年度松川町発電事業特別会計補正予算（第２回）について 

◇ 議案第１８号 平成２８年度松川町水道事業会計補正予算（第３回）について 

○議長（森谷岩夫） 引き続きまして日程第１４、議案第１０号、平成２８年度松川町一般会

計補正予算（第８回）について、日程第１５、議案第１１号、平成２８年度松川町国民

健康保険事業特別会計補正予算（第４回）について、日程第１６、議案第１２号、平成

２８年度松川町後期高齢者医療特別会計補正予算（第２回）について、日程第１７、議

案第１３号、平成２８年度松川町介護保険事業特別会計補正予算（第３回）について、

日程第１８、議案第１４号、平成２８年度松川町公共下水道事業特別会計補正予算（第

３回）について、日程第１９、議案第１５号、平成２８年度松川町農業集落排水事業特

別会計補正予算（第３回）について、日程第２０、議案第１６号、平成２８年度松川町

保養宿泊施設事業特別会計補正予算（第３回）について、日程第２１、議案第１７号、

平成２８年度松川町発電事業特別会計補正予算（第２回）について、日程第２２、議案

第１８号、平成２８年度松川町水道事業会計補正予算（第３回）について、以上を一括

議題といたします。 

説明を求めます。吉澤副町長。 

○副町長（吉澤澄久） それでは議案第１０号をお願いいたします。 

＝ 議案第１０号・第１１号・第１２号・第１３号・第１４号・第１５号・第１６号・

第１７号・第１８号 朗読・説明 ＝ 

○議長（森谷岩夫） 説明を終わります。 

これより議案第１０号から第１８号までについて、総括して質疑を行います。質疑あ

りませんか。 

黒澤議員。 

○７番（黒澤哲郎） それでは一般会計の補正予算について質問をさせていただきたいと思い

ます。 

別件に補正予算の概要というのも用意していただいておるわけでありますけれども、

資料でいきますと一般会計の方の２１ページであります。総務費の部分でございますが、
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積立金であります。 

合計で１億２，０００万円余の積立金の補正が組まれているわけでありますけれども、

補正予算ですからなぜこの時期にこの積み立てが必要なのかということを奨学金基金へ

１，５００万円、財政調整基金へ８，０００万円、公共施設等整備基金へ２，０００万

円ということでありますけれども、それぞれ理由をお聞かせ願いたいということであり

ます。 

それからこれだけの額を入れるわけですけれども、要するに財源というか、その部分

についてもお答えをいただきたいなと思います。 

それから２点目は、最終ページの３０ページ予備費でございますけれども、３，３０

０万円余の減額補正でありますが、主な理由というか、その部分についてお伺いをした

いと思います。 

３点目でありますけれども、３点目はちょっと細かくて申し訳ないんですが、第１５

号議案の農業集落排水事業特別会計ですが、副町長の朗読によると、第１条のところ、

１４１万１千円を追加しというふうに説明がありましたが、記載は１，４１１円という

ふうになっております。 

中身を見ますと、やっぱり１４１万１千円かなというふうに思うわけですが、どちら

が正しいのかなということで、細かいことですがお伺いをいたします。 

○議長（森谷岩夫） そいじゃ細かくいきます。 

奨学基金償還分の件からよろしゅうございます。 

福島こども課長。 

○こども課長（福島敏美） 奨学基金につきましては、償還金分については１万円の増という

ことで、本年度歳入の方で現年分と過年分の過年分の方から現年度分の方へ振り替えて

おりますので、滞繰分が１３万円の増、現年分が１２万円の減というような形で１万円

増となっておりますので、その差額の１万円を追加で積み立てるものでございます。 

それと新規の１，５００万円につきましては、平成２９年度予算の方で予算計上させ

ていただいておりますけれども、奨学金、平成２９年度の奨学金の貸し付け予定に見合

う金額を本年度平成２８年度で積み立ての方させていただくものでございます。 

よろしくお願いします。 

○議長（森谷岩夫） ちょっと申し訳ありません。 

財政調整基金の８，０００万円のみでいい。今の答えでいい。 

そいじゃすいません、続いて財政調整基金８，０００万円。 
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酒井まちづくり政策課長。 

○まちづくり政策課長（酒井 仁） この部分、今議長の方から財調と公共の方というような、

すいません、黒澤議員の方から基金全体のご質問があったと思いますので、全体的な流

れということで説明をさせていただきたいと思います。 

今、なぜこの時期にというようなご質問だったと思いますけれども、１つは平成２８

年度の補正予算を組む作業と平成２９年度の当初予算を組む作業がございます。平成２

９年度の予算編成の時期というのは１２月ということで、２カ月ほど平成２８年度の時

期とずれてまいります。 

今回、何年かぶりというような言い方が適切などうかわかりませんけれども、補正予

算の方を本日提出させていただいております。それにつきましては、過去から３月３１

日の専決補正で議会の議決なくして専決補正で基金を積むのが適切かどうかというよう

なご議論もございましたので、本年度については職員の方を前倒しいたしまして、どれ

ぐらいの予算が運用見込みというか、歳出見込み、歳入見込みの部分で計算をさせてい

ただきました。 

その中で、２番目の質問と関連していきますけれども、まず予備費の方がどれぐらい

になるかというような計算をしたところ、約１億８，０００万円程度予備費というもの

がございましたので、その部分をそのまま予備費に持つよりは、本日提案する議会の方

に財政調整基金、また公共整備資金を積んだ方が、２９年度の予算編成を鑑みる中でこ

ちらの方に計上させていただきました。 

公共施設整備基金の方が２，０００万円というような形でなっておりますけれども、

こちらの方１２月補正の方で５，０００万円計上しておりますので、トータル的には８，

０００万円と７，０００万円というような形になります。 

先ほど２８年度２９年度の絡みというようなお話もさせていただきましたが、これに

よりまして２８年度、これは補正予算が認められた場合ですけれども、２８年度の年末

には多分この額を認めていただければ約１２億３，０００万円程度が財政調整基金にな

ると。公共整備等施設基金につきましては、６億７，０００万円程度の予定になるとい

うような形になっております。 

２９年度につきましては、財調の方を取り崩す額が約１億４，０００万円ほど計画し

ております。公共施設整備基金の方については、１億１，２００万円ほど取り崩すよう

な予定を立てておりますので、町長の方ともご相談しながら、２９年度末の基金の方が

それを鑑みますと財政調整基金が約１０億９，８００万円、公共施設整備基金の方が５
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億６，４００万円程度になるのではないかというようなことを見通しまして、今回議員

の皆様方にもご議論ご審議いただく機会というようなことを捉えて、今回財政調整基金

については８，０００万円、公共施設整備基金については２，０００万円。その部分に

つきましては、２番目の質問ですけれども、予備費を充てながら今回基金の方へ積み増

しをするということで予算案としてお願いするものでございます。 

○議長（森谷岩夫） 黒澤議員。 

○７番（黒澤哲郎） ただいまの答弁を聞いておりますと、次に聞こうと思っていた部分まで

言っていただきましたが、財調約１２億円の残、公共施設等整備基金６億７，０００万

円、こういう額が現存している中で、当初予算を組むのに全然問題ないなと。今言われ

たように２９年度は財調で１億円ぐらい出す予定。公共事業ではもう１億円ぐらいとい

う。 

今入れなくても全然当初予算を回していく、組んでいくことはできるということです

よね。私が聞いているのは、なぜ今この補正で入れなきゃいけないかというふうに聞い

ているわけです。 

なぜ、そういう質問をするかと言いますと、ここで財調に積み立てという形でしてい

きますと、決算に非常に響いてくるんじゃないかなというふうに思うわけです。この今

入れることによって決算にどのような影響が出るのか、そこら辺のとこをお聞きしたい

と思いますし、もうこのあともですけれども、当初予算の案が出ておりますが、基金の

残高等も出ております。 

この補正の８，０００万円、２，０００万円等も当初予算の基金の残高に繰り込まれ

たものになっているのかどうか、そこら辺のところもお聞きしたいと思います。 

まず、決算への影響ですね、数値がいろいろと変わってきてしまうんじゃないかなと

いうふうに私は思うわけですが、担当課長、ここ今繰り入れることによってどういう影

響が出るのか。それから当初予算の基金に入っているのかどうか、基金残高にお願いい

たします。 

○議長（森谷岩夫） 酒井まちづくり政策課長。 

○まちづくり政策課長（酒井 仁） 平成２８年度の決算にどう影響するかということですけ

れども、こちらの方明確に今決算の方が出ていないのでどう影響するかというような形

になると、これがこうなります、ああなりますという確定的なことは申し上げられませ

んが、おっしゃるように各種の数値に影響は出てまいりますが、その中で使途の部分が

どうなるかということでございますので、予備費で１億７，０００万円繰り越してもっ
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ていくかというような形になってきますので、決算でいきますと歳入歳出の差引額の方

で影響が出てくるんではないかと思っています。 

それともう１つ、当初予算について基金に組み込まれているかどうかということです

が、少々お待ちください。 

○議長（森谷岩夫） それではその間を利用して１４１万円の農集排の。 

○環境水道課長（下沢克裕） この件につきましては、議案の文書の中に千の字が脱字になっ

ております。大変申し訳ありません。千の字を加入していただきまして訂正をさせてい

ただきたいと存じます。 

よろしくお願いします。 

○議長（森谷岩夫） いっぺんちょっと訂正を言ってください。 

○環境水道課長（下沢克裕） では第１条、既定の歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ１

４１万１千円です。千円千の字を１と円の間に入れてください。 

ということで訂正をお願いします。 

大変失礼しました。 

○議長（森谷岩夫） よろしゅうございますか。 

今のは議案第１５号の農集排の特別会計の補正予算第３回の表紙であります。 

１４１万１千円。 

それではお願いいたします。 

それでは酒井課長。 

○まちづくり政策課長（酒井 仁） 当初予算にどう組み込まれているかということなんです

けれども、こちらの方は基金の推移になりますので、使途の部分ではなくて予算概要で

いきますとそのこの部分に入っているかどうかというようなご質問でしょうか。そうい

うわけではなくて２９年度で積むお金の中に入っているかどうかというような形になり

ますと、２９年度に積む額につきましてはまた決算状況を見て９月に改めて補正を計上

するというような形になろうかと思います。 

○議長（森谷岩夫） 黒澤議員。 

○７番（黒澤哲郎） ３回目になりますが、要するにこの今の質問は課長の答弁は、この出し

ていただいた当初予算の概要にもありますし、平成２９年度の基金残高で何億円ってこ

う出ておるところにも影響してくるわけですよ。ここで補正が通るかどうかで。 

それでこれが通った額を入れてあるのかどうかというふうに聞いただけでありますけ

れども、それは大きな問題じゃなくて、課長の答弁の中に収支に決算で収支に影響が出
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るという答弁がありました。まさしくここで積立金をこう入れると、決算で収支に影響

が出るわけですね。要するに不用額の合計も変わってくるし、繰越金の額とかいろいろ

に影響が出てくる。実質収支も変わってくるということです、だから。 

だから私は、課長答弁で以前専決でこの財調への繰り入れをしたときに私が指摘をさ

せていただきました。こういうものを専決でやるべきじゃないと。その時の町長答弁で

は、その時の状況を判断して決めるという、そういう答弁をいただいておりましたが、

以後専決でそういうのはなくなっておりました。そして課長答弁があったように、こう

いうふうに出してきてくださいました。 

けれども今、課長の答弁があったように、決算の値に影響してきてしまうんですね、

この段階で積立金にこう入れていくと。そうすると実質収支とか不用額の額の問題だと

か、繰越金、そういう部分に影響していってしまう。そうすると２８年度の決算が明確

化にならなく、見えなくなっていっちゃう部分になるんですね。それを私は非常に危惧

するわけです。なぜ、決算まで待てないのか。なぜ、ここで補正するのかって質問して

いるのはそういう意味なんですね。 

だから財政調整基金も１２億円もあって新年度予算に問題ない。公共整備基金も６億

円あって当初予算に問題ない。新年度も回っていく。なのになぜここで入れるのか。決

算まで待てないのかということを聞いているわけですので、きちんと答えていただきた

い。 

○議長（森谷岩夫） 酒井まちづくり政策課長。 

○まちづくり政策課長（酒井 仁） 私の方でちょっと説明の誤りがもしかしたらあった部分

はちょっと訂正させていただきたいと思いますけれども、先ほど申しました平成２８年

度末の部分の部分につきましては１２億円というようなお話をしましたけれども、これ

の場合につきましては仮に８，０００万円及び２，０００万円を積み立てた場合に１２

億円というような形になりますので、それがなかった場合には１１億円なにがしという

ような形で想定をしていただければと思います。 

また、今回というようなお話なんですけれども、３月の見通しの中に３月２次分、３

月分の特別交付税が若干あるということと、これから不用額の部分が出てきます。そう

いうようなものを勘案しまして、予備費で１億１億いくらをもっていくよりも今回積ん

で明確化した方がいいというような判断をしたところです。 

予備費で先ほど３，０００万円を減らすというような話がありましたけれども、この

部分をもっていかないという言い方変なんですけれども、ここの部分がそのまま大きく
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なるという決算の数値等よりもこちらの方で明確化する手法を選んだというような判断

で補正予算を組まさせていただきました。 

○議長（森谷岩夫） 手法の話だな。今のは。 

ずっとこういうふうできておるので、今答弁のあったとおりだということでご理解を

いただきます。３回でありますので。 

町長。 

○町長（深津 徹） 先ほどからこの数値が決算上どういうふうな実質収支は当然であります

けれども、一番大事にしているのは実質単年度収支です。これがやっぱり財調、あるい

は繰上償還、これが大きく影響してまいります。 

先ほど課長の方でお答えをしてまいりましたけれども、やはり１２月末から今年に入

りますと、２８年度の予想、決算予想を立ててまいります。 

そうした中で、３月３１に締めた時点で予備費、当然多くなってくる。だけれども、

起債償還、それから財調、それから公共、これらは大事な貯金であります。皆さん方か

らもそんなに使っていいのか、それだけでいいのかという質問を今までも幾度となくい

ただいてきているわけでございます。 

繰上償還については、順次進めてまいります。基金も減らしてまいりました。財調も

使ってまいりました。だけれども、昨年のいつの議会ですか、私は借金を早く返せとい

うことでずっとやってまいりました。繰上償還もほぼしてまいりましたけれども、今度

は基金の方もウエートを置きながらいこうということ。これからは将来にわたってのい

ろんな事業がございます。そういった意味合いでこうした判断をさせていただいたとこ

ろでございます。 

一番はやっぱり実質単年度収支が重要だというふうに思っております。 

○議長（森谷岩夫） 町長の答弁がありましたので黒澤議員もう一度。 

○７番（黒澤哲郎） 町長の気持ちといいますかもよくわかるわけでありますけれども、その

実質収支もそうですし、表に出る数字になっていくわけですね。決算結果指標というの

は。 

そしてこの積立金、要するに余ったから余裕がありそうだから決算を見込んで調整し

てこのくらい積んでおけばいいかなという気持ちもわかります。積み立てすることにつ

いて私も反対ではありませんし。けれども、そのさじ加減によっていくらでも決算結果

が捜査できてしまうということにつながってしまうんじゃないかなというふうにそうい

う部分があるわけです。そこについてだからなぜこの時期にやっていいのかどうかとい



 －42－ 

うことに疑問を持って質問をさせてもらっておって、このまま締めて決算でしっかり公

表して、それを見て次年度予算なり補正予算を組むという、そういう形の方がいいんで

はないかなというふうに私は思っているので質問をさせていただいたということであり

ます。 

○議長（森谷岩夫） ほかにございますか。 

中平議員。 

○５番（中平文夫） 去年１１月に議員になったもんですから今までの予算の立て方とか、い

ろいろなものがちょっとあんまり把握しておりませんけれど、今までの流れの中で全般

的なことで２つほど質問させてもらいたいと思います。 

今回８回目の補正予算ということでなっております。補正予算もう８回も組んでおる

んですけれど、今回で２，５００なにがしを減額というような形がとられております。 

当初予算確か６３億８，０００万円ぐらいだったと思うんですけれど、それが６７億

なにがしになっておって、そこまで一生懸命補正予算を組みながら積み上げてきてて、

またここで減らしておるというようなことをしております。なんか補正予算の組み方に

なんか問題があるんじゃないかなというような気がするのが１つ。 

全体的に一般予算にしてもそう。その次の国民保険から介護保険までが全部が積み上

げておいてまたマイナスしておるというようなところがあるもんですから、その補正予

算の組み方についてちょっとこんなふうに一生懸命積み上げておいてまたマイナスして

おるという部分があるので、なんか無駄な作業を何回もやっているような気がするんで

すけれど、そこら辺についてちょっとお伺いしたいと思います。 

○議長（森谷岩夫） 酒井まちづくり政策課長。 

○まちづくり政策課長（酒井 仁） 補正予算ですけれども、こちらの方は議決事項になりま

すので、年４回の定例会及びこちらの方でお願いした臨時会、また協承認がありました

けれども、専決で行って承認をするというような方向がございます。 

やはり予算でありますので、必要なものを必要なだけ計上し、その中で運用していく

というのが正しい使い方、それを監督するのが私どもの仕事だと思いますけれども、中

には国のもの、また県のもの、災害等で不要不急、こちらの方で全く予算がないものに

ついて計上するような事例もありますのでお願いをしているものでございます。 

また、事業を執行するにあたり、今回も出ていますけれども、大きな額を減額するよ

うなものもございます。そのようなものにつきましては、国のお金を減らし、そのまま

町の一般財源にも影響するようなものがございますので、それにつきまして改めて一緒
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に減額をお願いするものもございます。 

議員おっしゃるように、私どももこちらの方今回の定例会に合わせて使用経過、予算

の残がどれぐらいあるとか、予算管理を各課にお願いしているところでございますけれ

ども、どうもお金が足りたいとか、お金が余るとかというような事例がその定例会ごと

に出てきているのが現状です。できるだけ仕事時間のこともありますので、効率的な補

正予算、予算管理をお願いしながら今後とも進めていきたいと思います。 

以上です。 

○議長（森谷岩夫） 中平議員。 

○５番（中平文夫） いずれにしても補正予算を組むにしても、人員が非常にいると思うんで

すよね、人員が。企業でいけば２００時間換算人員というのでよくやるんですけれど、

人員がどのくらいいってどうのこうのと計算していくと、どうしても補正を８回、今回

で８回、一般でですね、ということは、普通に考えて１２カ月のうちのほぼ１.５カ月に

１回ぐらいずつは補正を組まなきゃいけない。そうすると職員の方にそれに労力をとら

なきゃいけないということで人員も足りなくなるという悪循環が出てくるんじゃないか

なと思いますので、ぜひそういうようなことを勘案していただいて、次年度からはぜひ

補正を組むときにも気をつけていっていただきたいと思います。 

もう１つは、介護保険の方で５，１００万円ぐらいの減額になっておりますけれども、

これは何か原因で大きなものがあったらちょっと教えてもらいたいと思いますけれど。 

○議長（森谷岩夫） この介護保険の１ページですか。 

○５番（中平文夫） そうです。介護保険のところの５，１４６万円減額となっていますので、

何か介護保険の方で何かどこかで一生懸命何かやったもんでこれだけ減額しましたよと

か、なんかそんなようなものがあったら教えていただければと思います。 

○議長（森谷岩夫） 次のページに明細が出ておりますけれども、そいじゃ米山保健福祉課長、

先にこちらを。 

○保健福祉課長（米山政則） 介護保険の関係で大きく金額が今回減額になったものにつきま

しては、保険給付費の関係でございます。 

８ページの歳出のところをご覧いただきますと、真ん中あたりに保険給付費の欄がご

ざいます。この中で居宅介護サービス給付費ですとか、施設介護給付費のサービスの給

付費が大きく減額になってございます。 

やはり今、総合事業が始まったりですとか、介護予防、コミュニティ・カフェもそう

なんですけれども、そういったようなものに力を入れてきたというようなこともありま
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して、介護給付費が大きく下がってきたというところもこの要因で大きな減額になって

いるというようなその要因かと思っております。 

○議長（森谷岩夫） そいじゃ先ほどの補正のことはご要望ということで。 

ほかにはいかがですか。 

佐藤議員。 

○２番（佐藤史人） ２つございます。 

１つは一般補正の５ページの教育費の中の小学校費、放課後子ども教室一体型の推進

に関わる整備事業で、県からの補助金をもらっていろいろＩＴ機器を導入してやるわけ

ですけれども、午前中の全協で提示されました資料の中に学校を核とした地域力強化プ

ランというのがあって、交付メニューが３つあるということで、１つは学校を核とした

地域力強化プラン。２つ目が地域未来塾に関わる学習支援を促進するために必要なＩＣ

Ｔ機器等の整備。３つ目が放課後子ども教室一体型の推進に関わる設備という３つの交

付メニューがあって、その中の３を活用するということだったんですが、１・２につい

ては申請がしてあるのかどうか。 

それからもう１点は、今回の補正で一般会計は第７回を迎えるわけですけれども、当

初予算、平成２８年度の当初予算に採用されなかった事案で、その予算が余ればそっち

の方に回して補正に回った項目があるのかどうか、その２点についてお聞きしたいと思

います。 

○議長（森谷岩夫） こども課長お願いします。 

○こども課長（福島敏美） お願いします。 

ただいまお話のございましたのは、放課後子ども教室の一体型の推進に関わる整備事

業ということで、繰り越しの補正をお願いした部分でございますけれども、午前中の全

協でご説明申し上げました３つメニューがあるというような中で、学校を核とした地域

力強化プラン。これについては、コミュニティスクール等の導入に関する部分というこ

とで、それについては松川町それぞれコミュニティスクールについて各学校の方で進め

ておりますので、これについてはもう既に対応しておるという部分がございます。 

また、２番目の地域未来塾にかかるＩＣＴの整備等につきましては、別途予算計上が

されております。また、昨年平成２７年度予算でもこの地域未来塾の関係の補助金を使

いまして、ＩＣＴの整備はさせていただいたところでございます。 

今回そのような中で今回３番目のメニューであります放課後子ども教室の一体化とい

うような形の中で補助金をいただき、備品等の整備をしていきたいということでござい
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ます。 

よろしくお願いします。 

○議長（森谷岩夫） 吉澤副町長。 

○副町長（吉澤澄久） 今の２つ目のご質問ですけれど、いわゆる予算算定の段階で落ちたと

いうか、査定落ちの部分はどういうふうにしているかということでございますけれども、

財政担当のリストを持っていまして、それでもってやらさせていただいております。 

一番は決算が出る９月の議会のときに繰越金等が出ますので、その段階で拾い上げて

復活をさせていただいているのが現状でございます。 

ただ、今回の３月については、もうこれで今日ご提案をさせていただいて、ご承認い

ただくのが２０日過ぎになってしまいますから、事業時間がありませんのでこの段階で

はほとんどそういったことはありません。 

したがって、新年度予算等で見る場合がございます。２９年度におきましても、完全

に事業としてこれは採択できないものと、それから今言った補正予算で採択しようと思

うものはリストアップしてもっておりますので、この決算の状況を見ながらその辺を判

断していきたいと思っているところでございます。 

○議長（森谷岩夫） 佐藤議員。 

○２番（佐藤史人） １つ目の質問についてのお答えの中で、放課後子ども教室等それから各

児童館の活動、長野市では今まで無料でやっていただけれども、２，０００円の実費を

ご父兄の方にその負担していただくということが決まりましたけれども、それこそその

ＩＴ機器の前にその人員だとか、そういう父兄のご負担の面は大丈夫なんでしょうかと

いうのが１つ。 

それから２つ目の質問で、それじゃもう２８年度はもう終わってしまうのでしょうが

ないんですけれども、２９年度のその補正で予算組むとこに落ちてしまったそのチャン

スというのは何月の補正で出てくるか予定をお聞きしたいと思います。 

○議長（森谷岩夫） 福島こども課長、先に。 

○こども課長（福島敏美） 最初の質問でございます。 

この今回補正させていただく補助事業につきましては、メニューの１、２、３ござい

ますけれども、それについてはハード事業、設備、備品等の整備に関わる部分というこ

とでございますので、そのような形で備品購入の予算を計上させていただいておりまし

て、今回補正をさせていただいております工事請負費等については補助対象外となりま

すので、単独費で対応をさせていただくという予算を組んでございます。 
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また、長野市の例ございましたけれども、今現在松川町におきましては児童館につい

ては月額２，０００円という形でおやつ等を出しておりますので、その実費というよう

な形でお願いしております。 

放課後子ども教室につきましては、無料というようなことで運営の方させていただい

ております。 

よろしくお願いします。 

○議長（森谷岩夫） 副町長、お願いします。 

○副町長（吉澤澄久） 復活は何月かというようなお話でございますけれど、主には先ほど申

し上げましたとおり、決算が出てからは一番だと思っております。財源がないとできな

い話でございますので、９月あるいは１２月の議会でご提案できればと思っております。 

当初予算の査定の段階ですけれど、２８年度につきましては当初のこの歳入と歳出の

段階で約５億円の差がありましたし、今回の２９年度におきましても４億円余の差があ

りましたので、かなりこうやって落としていかないとすり合わせができないという状況

だったので、リストアップしたものは持っておりますので、また財源を見ながらその辺

をやらせていただきたいと思っているところでございます。 

○議長（森谷岩夫） 佐藤議員。 

○２番（佐藤史人） ３回目ですので最後の質問になりますが、最初の質問のところのこども

課の事業について。やっぱり町の事業というのは事業にはソフトとハードが必要なんで、

どうもその設備の方が補助金をもらえるからってやるけれども、もっとその人の方にお

金をかけていただきたいと思います。 

以上です。 

○議長（森谷岩夫） そいじゃそれ要望としてお聞きをいたします。 

熊谷議員。 

○９番（熊谷宗明） 関連質問をさせていただきます。 

ただいまの放課後子ども教室一体化設備事業でございますが、これは全協で説明を受

けました学校を核とした地域力強化プランという、そういう補助事業を利用してＩＴ化

を推進し、あるいは子ども議会でもありましたように、エアコンを設置していくという

ことが大きいのではないかなというふうに思っております。 

佐藤議員言うように、人にももう少しその部分があるといいということも確かなこと

でございますけれど、そうはいってもこの一体化設備事業ということにつきましては、

放課後子ども教室、いわゆる今やられておる余裕教室において、専門の先生が放課後に
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授業を行っておるということ。それから児童館において、子どもたちの教育というか面

倒を見ておるというようなことで、児童館においては大勢の子どもさんたちが利用され

て、年々多くなってきております。 

北小においては、本当に大勢の方たちが児童館を利用しているということだと思って

おりますが、こうした人たちをこの事業の中でタブレット端末１００台をどのように使

っていただいて教育していくかというのを１つの方策だと思いますし、教育長言われま

したように、夏休みに児童館においてタブレットに触れてもらうというのも１つの手だ

と思うし、いろいろやり方があろうかと思いますが、放課後子ども教室の実態、どのく

らいの人たちが余裕教室で勉強されているか。 

それから児童館の状況について、まずお聞きをしたいと思います。 

○議長（森谷岩夫） 福島こども課長、よろしいですか。 

○こども課長（福島敏美） まず、放課後子ども教室については、中央小学校につきましては

小学校の１～２年生のみ。また、北小については１年から６年ということですが、高学

年については月一回というような形で、放課後子ども教室に参加していただいておりま

す。 

これについては、それぞれから申し込みをいただいておりまして、中央小についてが

３５名、北小についてが８５名というような形で運営をさせていただいております。 

ちょっと今、すぐ児童館の人数が出ないので申し訳ございません。 

それで放課後子ども教室につきましては、先ほどちょっと議員の方からも触れられま

したけれども、地域と連携するような形の中で学習ですとかスポーツだとか、そういう

ものを交流を放課後子ども教室の中でやっていくんだということ。 

また、児童館についてもまた目的が違っておりまして、就労等によって放課後留守家

庭のお子さんをお預かりしていくというような形で運営の方させていただいております。 

今回の補助事業におきまして、放課後子ども教室での目的であります学習ですとかス

ポーツ、文化活動等に児童館の子どもたちも参加するというような形の中で、今までの

児童の保育という部分から少し放課後子ども教室の目的であります学習ですとか、そち

らの方面の取り組みにも参加できるというような形で今後やってまいるということでご

ざいます。 

○議長（森谷岩夫） 熊谷議員。 

○９番（熊谷宗明） 多分年々放課後子ども教室、あるいは児童館に利用される子どもたちが

多くなろうかと思っております。 
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そういった中でタブレット端末が１００台、それからエアコンがついた教室の中で勉

強ができるということが非常に大きなメリットであろうかと思いますが、その人たちを

いかにどういうふうにマッチングさせていくか。 

それから通常の学校の授業でも使用可能ということでありますので、それも非常に大

きいことであります。 

ＩＣＴを利用した教育というものが全国展開をされております。それにこの事業が１

つのステップとして動いていくわけだと思いますが、それらを束ねてどんなふうに子ど

もたちにＩＣＴ教育を進めていくのかなという点が大事かなと思いますが、そこら辺の

プログラムについていま一度お聞きしたいと思います。 

○議長（森谷岩夫） 高坂教育長。 

○教育長（高坂敏昭） 大事な点をご指摘いただきました。 

単にタブレット１００台入れればいいという、そういう問題ではないというふうに思

います。放課後子ども教室、それから児童館の子どもたちがそれに触れられるというこ

とと、学校でタブレット端末等を使った学習をどうするかということはやはり表裏一体

で当然考えていかなければいけないというふうに思っております。したがって、北小学

校、中央小学校それぞれに学年に応じたＩＣＴ教育の目標をしっかり定めてもらいまし

て、それに合わせて各学年で指導をする。また、放課後子ども教室の中で、ここまでは

できるようにしてほしいとか、学校の方でこういうことは今できているのでそれを活用

してこういう学びをしてほしいという、そういうことをお互いに理解しあいながら進め

ていきたいというふうに考えております。 

しかしながら、実際にじゃあ放課後子ども教室、児童館の中でその職員がＩＣＴの指

導をできるかといったらまだまだ不十分な面があると思います。したがって、その中に

学校の先生方に入ってもらってサポートしてもらうというようなことも合わせて考えて

いきたいとそんなふうに思っております。 

○議長（森谷岩夫） ほかにはいかがですか。よろしゅうございますか。 

熊谷議員。 

○９番（熊谷宗明） もう１点お願いをしたいと思います。 

先ほど黒澤議員より言われた基金の積み立てでございます。 

確かに黒澤議員の言われるとおり、財政調整基金はいつも１２億円あるから１２億円

にしていかなきゃならん。それから公共施設等の整備基金については、６億８，０００

万円ぐらい持っていなきゃならないというようなそういう組み立ての仕方が果たしてい
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いのかどうかという点は疑問符が伴うと思いますが、この問題として私が思うのは基金

の状況、起債の状況いつも概要として出てくるわけですけれど、この基金の残高の内容

については明確に出てこないという部分があります。いろんな基金がこの貯金の中にあ

るわけで、そういったものもやっぱり細かく提示していただけるとありがたいなと思い

ます。 

そこで先ほどこども課長がこの奨学金の基金、新規貸し付け分１，５００万円という

内容が言われましたが、この奨学金の基金の状況についてまずお聞きをしたいと思いま

す。 

○議長（森谷岩夫） 内容ですか。 

福島こども課長。 

○こども課長（福島敏美） 今回次年度、平成２９年度の貸し付け分ということで１，５００

万円補正をさせていただきました。 

奨学基金の残高につきましては、ちょっと正確にはわかりませんが、２００万円ほど

だというふうに財政の方から聞いております。したがいまして、平成２９年度予算の貸

付額を賄うためにこの基金に平成２９年の予算が組んだ形の中で、この補正を組まさせ

ていただいておるところでございます。 

平成２９年度におきましては、２８年度から大学生の貸付額増額させていただいて対

応しておるわけでございますけれども、ご紹介等もいただく中で増加見込まれるという

ことで、平成２９年度におきまして合計で大学、高校合わせて３０名の方の貸し付けを

予定しております。それに見合う基金残高というような形の中で、今回積み増しをさせ

ていただくということでございます。 

○議長（森谷岩夫） 酒井課長、この去年のこの概要を見ても細かい内容は出ておらんけれど、

今年も出ておらんのでそれについてお願いいたします。 

○まちづくり政策課長（酒井 仁） 基金の関係ですけれども、大変申し訳ございませんけれ

ども、当町の基金を積むというタイミングが出納閉鎖期間をもっていつも積んでいる状

況がございました。ですので、当初予算のときに例えば先ほど黒澤議員からも質問があ

りましたけれども、この積んだのが反映されているかどうかというようなお話がありま

したけれども、当初予算ベースで２８年度末の額がお示しした仮にしたとしてももしか

したらその後の状況で変わる状況も過去ありましたので、正確にというか、各項目別と

いうかでは提示してなかったものでございます。 

また、決算の折には、町の方と監査審査意見書の方で２つの方法で基金の残額、こち
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らの方につきましては額が確定しておりますので、確定した額でご提示をしております。

ただし、特目、町の方の家計簿の方の資料になりますけれども、そちらの方では一般会

計の総額という中で、うち財政調整基金いくら、うち減債基金いくら、あと特目基金で

すね、その額全部の中であと３つに分けてというのが家計簿の方の示し方になっており

ます。 

一方、決算審査意見書の方では、一般会計分、特別会計分すべてのものを提示してご

ざいますので、予算ベースで出したときにはその出納閉鎖期間中、また今回もそうです

けれども、補正予算で金額が確定できないという部分がございますので、およその数値

ということで出した方がいいのかどうかというのはまた検討をさせていただきたいと思

います。 

○議長（森谷岩夫） 監査の指摘の中にはきちっとありますので、予算の方にはないとそうい

うお話であります。 

熊谷議員。 

○９番（熊谷宗明） わかりました。 

予算計上時には提出するのは難しいということはよくわかりました。 

戻りますが、奨学基金というのがお聞きすると２００万円になってきたということで、

やはり今年度奨学金の増というようなことで、高校生月２万円、それから大学生には月

５万円というようなことで、大いに利用していただきたいというようなことで、奨学金

制度、町自治体の支援をするようになってきましたので、やはり基金の積み立てという

ことは大事かなと思っております。 

来年度３０人というようなことでご報告ありましたが、平成２８年度は何人くらいの

方が利用されたのかお聞きをしたいと思います。 

○議長（森谷岩夫） わかりますか。 

福島こども課長、わからにゃちょっと後にしますか。ちょっと保留にさせていただき

ます。 

ほかには。 

島田議員。 

○１１番（島田弘美） ちょっと２～３お伺いさせていただきますが、一般会計の収入の歳入

の関係で、地方消費税交付金というのがあるんですけれども、２，９２６万８千円増加

になってきております。１０ページだと思います。 

１０ページのところで２，９２６万８千円歳入の方で増えてきております。 
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ご案内のとおり、消費税は５％から８％に上がりました。５％当時は確か５％当時は、

国の方４％、１％が地方へ回ってきて、そのうち県へ入ったその半分が地方の方へ入っ

てくるということを承知しておるわけですけれども、８％になった段階でその率が変わ

ったかどうかということを１点お聞きをさせていただきたいということがあります。 

それから２６ページの商工業振興費の中で制度資金、町の制度資金６，８００万円か

６，０００万円預託してありますが、この部分について保証料が７００万円減になって

きております。これについての減になった理由はどうなったのかなと。 

例えば貸出枠が少なくなったんだか、借りる人が少なかったんだか、その他他の金融

機関がもうちょっと金利を低下、安くしたのでそちらの方に回ったのか、その辺のとこ

ろをちょっと教えていただきたいということと、それから特別会計Ｐ８ページ国保会計

です。 

○議長（森谷岩夫） 島田議員すいません、自分の委員会の方は。 

○１１番（島田弘美） だけれど付託ないでしょ。 

○議長（森谷岩夫） これを付託をいたします。します。もちろん。 

○１１番（島田弘美） そいじゃその方はあとでいいです。 

繰入金、特別会計の国保会計なんですけれど、国保会計の繰入金なんですけれども、

８ページなんですが、国保会計の８ページのところに繰入金のところへ５２４万円繰り

入れておりますね、一般会計から５２４万円。この５２０万円繰り入れしておるけれど

も、これちょっと下の方を見ると予備費の方が十分あったわけなんですけれど、これ一

般会計から繰り入れをしなければならなかったその理由ですね、理由。どういうことで

予備費は十分あるんだけれども、新たに一般会計から５２４万円繰り入れておるという

なんか理由があるのかどうか、その件についてちょっと教えていただければと思います。 

○議長（森谷岩夫） それでは消費税の８％は。 

酒井まちづくり政策課長。 

○まちづくり政策課長（酒井 仁） ５％の折には１.０、８％になった折には１.７増えてお

ります。単純に３％が上がっておるんでどうのこうのというのではなくて、５％のとき

１％、８％のときには１.７ということです。 

○議長（森谷岩夫） それでは米山課長お願いいたします。 

○保健福祉課長（米山政則） ただいまの国保会計の繰入金の関係でございますけれども、２

つ増になっております。まず、保険基盤安定の繰入金の保険税の軽減分でございますけ

れども、これは軽減額が決定してまいりまして、これに伴いまして国からの１／２の補
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てんと県から１／４の補てん、それから町の１／４の補てんというようなことで、これ

は法定で決まっておりまして、この額についてはその額が決まったことによりまして一

般会計から繰り入れると、国と県からきたものを一般会計で受けまして、それを国保会

計へ繰り入れておるというようなことですので、法定でこれは額に応じて補てんされた

ものを繰り入れるというような形になります。 

それから同じように保険基盤安定の保険者支援分につきましては、国保税の軽減、７

割、５割、２割の軽減の方がいらっしゃるわけなんですけれども、その人数が確定によ

りまして、こちらの方も県から３／４が補てんされます。それを一般会計で受けまして、

国保会計の方へ繰り出すというような形になりますので、これも法定で繰り出しという

ような形になりますので、予備費をここへ充てるということではなくて、国と県から受

けたものを一般会計で受けて国保へ繰り入れるというような形になりますので、そんな

形でお願いしたいと思います。 

○議長（森谷岩夫） 島田議員。 

○１１番（島田弘美） 今、国保の会計については、いったん国の方からきたやつを受け入れ

てこちらへ出すということよくわかりました。 

それから消費税については、１.７というお話ですけれど、その半分がこちらというか

町村の方へ回るという意味ですか、そういうことですね。県の方へ１.７％くるというこ

とだと思うんですよ、それは。その半分が市町村の方に回ってくるんじゃないかなとい

う、そういうふうに理解していいんですか。そこら辺は。 

○議長（森谷岩夫） 酒井まちづくり政策課長。 

○まちづくり政策課長（酒井 仁） 私もちょっと認識不足の部分もありますけれども、地方

消費税の清算の基準というのがありまして、事業所の従業員者数によって数値が変わっ

てくるので、その単純に全部が全部というわけではありませんけれども、大まかにはそ

れぐらいの数値だと認識しています。 

○議長（森谷岩夫） そいじゃ言われたとおり県へきて半分です。 

お願いします。先ほどの。 

○こども課長（福島敏美） 先ほど熊谷議員の方からご質問ございました本年度の奨学金の実

績でございますけれども、高校生５名、大学生等が１９名という実績でございます。合

計２４名の皆さんに奨学金をお貸ししておるというような状況です。 

○議長（森谷岩夫） それでは総括質疑をこの辺で打ち切りたいと思いますが、ご異議ござい

ませんか。 
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（「異議なし」との声あり） 

○議長（森谷岩夫） それではただいま提案のありました平成２８年度各会計の補正予算につ

いて、審議を各常任委員会に付託したいと思いますが、ご異議ございませんか。 

（「異議なし」との声あり） 

○議長（森谷岩夫） 異議なしと認めます。 

それでは平成２８年度各会計補正予算につきましては、担当の常任委員会において審

査をいただき、最終日にご報告をお願いをいたします。 

 

◇ 議案第１９号 平成２９年度松川町一般会計予算について 

◇ 議案第２０号 平成２９年度松川町国民健康保険事業特別会計予算について 

◇ 議案第２１号 平成２９年度松川町後期高齢者医療特別会計予算について 

◇ 議案第２２号 平成２９年度松川町介護保険事業特別会計予算について 

◇ 議案第２３号 平成２９年度松川町公共下水道事業特別会計予算について 

◇ 議案第２４号 平成２９年度松川町農業集落排水事業特別会計予算について 

◇ 議案第２５号 平成２９年度松川町保養宿泊施設事業特別会計補正予算について 

◇ 議案第２６号 平成２９年度松川町発電事業特別会計予算について 

◇ 議案第２７号 平成２９年度松川町水道事業会計予算について 

○議長（森谷岩夫） 引き続きまして日程第２３、議案第１９号、平成２９年度松川町一般会

計予算について、日程第２４、議案第２０号、平成２９年度松川町国民健康保険事業特

別会計予算について、日程第２５、議案第２１号、平成２９年度松川町後期高齢者医療

特別会計予算について、日程第２６、議案第２２号、平成２９年度松川町介護保険事業

特別会計予算について、日程第２７、議案第２３号、平成２９年度松川町公共下水道事

業特別会計予算について、日程第２８、議案第２４号、平成２９年度松川町農業集落排

水事業特別会計予算について、日程第２９、議案第２５号、平成２９年度松川町保養宿

泊施設事業特別会計補正予算について、日程第３０、議案第２６号、平成２９年度松川

町発電事業特別会計予算について、日程第３１、議案第２７号、平成２９年度松川町水

道事業会計予算についてを一括議題といたします。 

説明を求めます。深津町長。 

○町長（深津 徹） 平成２９年度の予算案を上程するにあたり、町政運営に関する所信表明

をいたします。 

お手元の資料お目通しを願いたいというふうに思います。 
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平成２９年松川町議会第１回定例会の開会にあたり、新年度に向けて私の施政方針と

平成２９年度予算案の概要について述べさせていただきます。 

経済動向についてでございます。 

内閣府が発表した１月の月例経済報告によれば、景気は一部に改善の遅れも見られる

が、緩やかな回復基調が続いている。先行きについては、雇用・所得環境の改善が続く

中で、各種政策の効果もあって、緩やかに回復していることが期待される。ただし、海

外経済の不確実性や金融資本市場の変動の影響に留意する必要があるとされています。 

一方、直近の長野県内企業業況アンケートによれば製造業の景況感は改善するも、先

行きへの慎重姿勢は続くとし、製造業ではアメリカ新政権の政策期待などに伴う円安の

進行により、収益が改善した企業もあったほか、中国向けの半導体製造関連需要の持ち

直しもあり、ＤＩは大幅に改善した。今度は製造・非製造業ともにＤＩは低下する見通

しである。製造業では、当面アメリカの新政権の政策やイギリスのＥＵ離脱の影響など

の海外動向とそれに伴う為替の行方を見守る企業が多く、慎重な見方が多くなっている。

非製造業では、観光関連の昨年の真田丸効果による観光需要の剥落に加え、県内中小企

業の設備投資需要の低下や個人消費の弱さを懸念する声が多い。今後、アメリカの政策

の行方とその対応を見極めるにはしばらく時間を要する可能性もあり、先行きに対し慎

重な見方が続くことが予想されるとされ、依然として地元経済の実情は先行きに対する

慎重な見方が強い傾向にあります。 

地方財政についてであります。 

平成２９年度の地方財政計画では、地方税は前年度対比０.４兆円、０.９％増とする

一方で、地方交付税は０.４兆円、２.２％の減となっています。また、赤字地方債であ

る臨時財政対策債は６.８％増の４兆円あまりとなっており、財源不足額は約７兆円と深

刻な債務状況が続いています。 

こうした中、地方財政計画の歳出について、現行の公共施設等最適化事業費について、

長寿命化対策、コンパクトシティーの推進及び熊本地震の被害状況を踏まえた庁舎機能

の確保を追加するなど内容を拡充し、新たに公共施設等適正管理事業推進事業費として

３，５００億円が計上されています。 

また、地方公共団体が自主性、主体性を最大限発揮して地方創生に取り組み、地域の

実情に応じたきめ細かな施策を可能にする観点から、平成２７年度に創設されたまち・

ひと・しごと創世事業費について、平成２９年度においても引き続き１兆円が確保され

ています。 
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さらに地方公共団体が引き続き喫緊の課題である防災・減災対策に取り組んでいける

よう、緊急防災・減災事業費について、事業対象を拡充した上で東日本大震災にかかる

復興創生期間である平成３２年度まで継続することとし、平成２９年度は５，０００億

円が計上されています。 

社会保障・税一体改革による社会保障の充実では、国民健康保険への財政支援の拡充

として、平成３０年度から都道府県が国民健康保険制度の財政運営の責任主体となる新

制度の円滑な運営ができるよう、国民健康保険への財政支援を拡充することとしていま

す。 

平成２８年度の取り組みについてでございます。 

第５次松川町総合計画の初年度の年にあたりまして、松川町に暮らすすべての住民の

皆様や、これから松川町で暮らし始めたいと考えている多くの皆様に輝きと笑顔のあふ

れる生活を営んでほしいという思いを込め、まちづくりの将来像を「一緒に育てよう一

人ひとりが輝く笑顔あふれるまち、まつかわ」としました。町に暮らす住民一人ひとり

が主役となり、一緒になって松川町を育てていきたいと考えています。 

主な取り組みとしては、平成２８年度は町制が施行してから６０周年を迎えた記念す

べき年として、町制施行６０周年記念事業を開催いたしました。１０月には多くの児童

や住民の皆さんのご参加のもと、さかなクン講演会を開催いたしました。記念式典を開

催し、その中では埼玉県蓮田市との間で友好姉妹都市提携を締結させていただいたとこ

ろであります。 

また、平成２７年度から２カ年にわたった中央公民館の改築工事につきましては、平

成２８年１０月に竣工を迎えることができ、愛称をえみりあとして活動グループの育成

支援、文化学習の機会を提供するとともに、住民の皆様が集う地域の拠点として一層の

推進を図ってまいりたいと考えているところであります。 

５月には、全国植樹祭の開催を記念し、飯田下伊那地区植樹祭をおよりての森を会場

に開催いたしました。およりての森については、多くの方のご協力により整備が進めら

れており、今後も長期的ビジョンのもと訪れる方々が心休まる森林公園として整備して

いきたいと考えています。 

産業振興の推進では、松川町の観光及び農業の拠点施設である農村観光交流センター

みらいについて、一層の事業展開を図るためリニューアル工事に着手いたしました。合

わせて地域おこし協力隊員や集落支援員を配置する中で、都市部からの人材確保と農地

斡旋や経営支援を力を注いでまいりました。また、平成２７年度に認定された南信州松
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川町りんごワイン・シールド特区について、取り組み農家への支援を行い、農業やワイ

ン産業の担い手の育成確保や地域特産物の消費、利用拡大等を図りました。さらに商工

業の振興として店舗リフォーム補助金を新設し、魅力ある店舗作りを支援するとともに、

工場等設置事業補助金について対象事業を拡大し、企業立地の推進等を図りました。ま

た、町の将来の観光交流地域づくりのため１０月に観光局設立準備室を立ち上げました。

設立委員会、観光交流地域づくり戦略会議が開催される中で、目的の確認やビジョンの

検討が始まったところです。 

子育て支援につきましては、出生子育て支援金について支援額を拡充し、次世代を担

う子どもの出生の祝福と健やかな発育を願うところであります。また、保育園の運営で

は、保護者の皆様が安心して就労できるよう、お子さんをお預かりするとともに、町独

自政策として所得制限なしでの多子世帯保育料軽減措置を実施しました。さらにふるさ

とを担う人材の確保と地域活力を創出するためふるさと学費応援補助金制度を創設する

とともに、奨学金貸付事業について、対応額の増額し、償還期間を延長いたしました。

また、小中学校への教育支援員の配置等を行い、安心して子育てできる環境の整備を行

ってきたところであります。 

健康づくりについては、健康まつかわ２１を推進するとともに、地域医療確保のため

引き続き地域の中核病院である下伊那赤十字病院に対して運営費を補助しました。また、

介護予防や生きがいづくりとして、老人福祉センターなどを利用したコミュニティ・カ

フェを運営するとともに、認知症対策として認知症カフェ、オレンジカフェを設置し、

認知症初期集中チーム事業とともに、重要対策事項として実施を進めてまいりました。 

基盤整備については、社会資本整備総合交付金を活用する中で、主要幹線道路である

町道神護原線、大草線、町谷線、１１６号線の整備を行うとともに、橋梁長寿命化計画

の見直しを行いました。また、道路作業員を新たに雇用し、道路の美化に取り組みまし

た。 

リニア中央新幹線整備への対応として、地元住民や関係機関による対策委員会を立ち

上げ、工事に関する課題の抽出や対策の検討を行うとともに、住民の皆様が心配する事

柄を要望書としてＪＲ東海へ提出したところであります。 

以上、継続と変革の姿勢で平成２８年度の事業推進を図ってきたところであります。

国では、地方創生が推進され、人口の減少に歯止めをかけ、将来にわたって活力ある社

会を持続するよう地方の取り組みが注目されています。厳しい時代の中でも住民の皆様

がこの町に住んで良かったと思っていただけるように、安心して暮らし続けることので
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きる地域を今後も目指してまいりたいと思います。 

平成２９年度の予算案についてでございます。 

平成２９年度は、第５次総合計画の２年目にあたります。計画に掲げられている将来

像を達成するための事業推進と先ほど申し上げました松川町に住んで良かったと実感の

できるまちづくりに向け、重点事項のさらなる推進を図ってまいります。 

また、限られた財源の中で選択と集中の考え方に基づき、国の支援がある有利な起債

事業などを最大限活用し、活力あるまちづくりのためにの予算案としております。 

一般会計予算は、前年度に比べまして１億９，８００万円、３.１％減の６１億８，２

００万円となっています。 

特別会計予算は、前年度に比べまして６，６３０万円、１.５％増の４４億８，０００

万円あまりで、企業会計予算は１億１，１００万円、１８.８％減の４億８，２００万円

あまりとなります。合計いたしますと前年度に比べ２億４，３００万円、２.１％減の１

１１億４，５００万あまりであります。 

平成２９年度の主な施策につきまして、第５次総合計画の６つの柱の基本方針ごとに

順次申し上げてまいります。 

１地域の絆と力を育み安全・安心なまちをつくる。 

笑顔を生み出す地域づくり。 

新しい発想に基づき、自主的に行うまちづくり事業を支援するための松川町民提案型

まちづくり事業につきましては、支援の期間を５年間まで拡充し、住民の皆様による継

続的なまちづくり事業を支援してまいります。 

環境にやさしい暮らしを育むまちづくり。 

新たなごみ焼却施設の稼働により、燃やすごみの分別方法が変更になることから、そ

の対応として燃やすごみ集積庫の増設及びごみの分別手引きを刷新します。また、社会

福祉協議会と協力し、ごみの搬出が困難な方への支援として、ごみ集積庫を新たに設置

します。フードリサイクル事業などによるごみの減量化と循環型社会の形成を引き続き

目指してまいります。 

森林の恩恵を次世代へつなぐ里山づくり。 

森林整備の推進として、長期ビジョンのもと、およりての森周辺一帯を森林公園とし

て整備及び管理し、訪れる方々が心休まる場所としてまいります。また、町有林茸山監

察制度につきましては、引き続き町有林につきまして期間中の入山を規制し、町有共有

の財産を守ってまいりたいと思います。 
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暮らしを支える交通環境づくり。 

社会資本整備総合交付金を活用した主要幹線道路の整備として、町道神護原線、大草

線について、道路改良を進めるとともに、中央道上片桐第２橋橋梁修繕及び東原線舗装

補修を実施いたします。また、町道２２９号線について、辺地対策事業債を活用して道

路改良を進めてまいります。昨年度に引き続き道路作業員を２名配置し、道路美化等に

努めてまいります。 

地域公共交通の運営につきましては、生田循環線の車両を更新するとともに、実情の

あった効率的な路線の確保と持続可能な公共交通を目指すため利用実態調査を行います。 

本格的に工事の始まったリニア中央新幹線の整備工事につきましては、住民の皆様や

関係機関による対策委員会を立ち上げ、課題抽出や対策の検討を行ってきております。

引き続き住民の皆様の抱える不安をＪＲ東海へ投げかけるとともに、生活環境の負荷を

できうる限りなくすよう取り組んでまいりたいと考えております。 

地域性のある憩いの場づくり。 

親しみのある公園作りを目指して富士森公園のトイレバリアフリー化と遊具の設置及

び台城公園の駐車場のトイレの洋式化工事を実施してまいります。また、都市計画公園

内の不要木伐採を実施し、多くの方が憩いの場として利用できる環境の整備を実施して

まいります。 

火災や自然災害に強い地域力のあるまちづくりであります。 

災害から地域を守る消防団については、その機動力を維持するため、消防ポンプ自動

車１号車の更新を行うとともに、団員報酬等を増額するなどとして活動を支援してまい

りたいと思います。 

また、住民の皆様の防災意識向上、自主防災組織の育成を目的とした防災講演会を開

催するとともに、災害時、非常における役場対策本部の機能強化及び機動力確保を図る

ために、移動式蓄電池及びオフロードバイクの整備、さらに電子黒板やＬＥＤライトス

タンドなど備品を整備します。 

安心して働ける環境づくり。 

地域の良さを活かした産業を育てる。地域の特色を活かした農業づくり。くだものの

里まつかわとの農業振興を推進する生産振興関係の補助事業を継続して実施するととも

に、リニューアルした交流センターみらいにおける農地相談にさらに拡充させ、各相談

員による農地の斡旋、遊休農地の解消、新規就農者への支援を実施してまいります。ま

た、農業担い手の育成支援として、農業女子交流事業を新たに実施いたします。 
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また、有害鳥獣等による農作物被害対策として、地域ぐるみの対策を進めるため、防

護柵などの施設修繕、改良などを実施するとともに、駆除報償費の増や駆除資格認定の

補助などを実施してまいります。 

力強く魅力ある商工業が育つまちづくり。 

企業の設備投資等に対して、低利で融資を受けられるための商工業振興資金預託金を

計上し、町内企業の活性化を支援してまいります。さらに商工振興を支援するため、住

宅リフォーム補助や店舗リフォーム補助を継続して実施してまいります。 

また、商店街への支援として、新井商店街街路灯取り替え事業を実施します。地域内

での雇用づくりとして雇用就業相談員の配置や東京などでの就職ガイダンスへの参加。

創業支援事業として企業支援補助事業を行ってまいります。 

自然豊かなふるさとでいきいきと暮らせる。 

健康で暮らし、安心して医療が受けられるまちづくり。 

町内はもとより周辺町村からの利用も多い下伊那赤十字病院に対しまして、運営費補

助金の一部が特別交付税が措置されることに伴い、平成２５年度より補助を行っており

ますが、今年も引き続き補助を行い、身近で安心して医療が受けられる体制を確保して

まいります。また、国民皆保険を将来にわたって堅持するため、国民健康保険事業は平

成３０年度を県下一本化されます。平成２９年度はその準備期間となることから、スム

ーズな移行に向け事務を進めてまいります。 

支え合い、認め合う福祉のまちづくり。 

地域包括システムの一層の推進を図るとともに、介護予防事業や認知症対策をはじめ

とした喫緊の課題に対応してまいります。特に認知症対策については、認知症初期集中

支援推進事業にいち早く取り組んでまいりましたが、医療・介護・予防・生活支援を一

体的に提供するため、認知症カフェの充実を図るとともに、万が一の徘徊時にも対応で

きるようＳＯＳネットワークシステムを導入してまいります。 

また、大切な人、身近な人を自殺へ追い込まないようにするため、自殺対策関係機関

連絡会を立ち上げ、専門機関と連携を図るとともに、専門の相談窓口を設置して自殺対

策を図ります。 

豊かな自然と共生するまちづくり。 

自然エネルギーの利用を推進するため、住宅用太陽光発電システム設置補助事業を継

続するとともに、太陽熱及び薪・ペレットなど木質バイオマス利用を支援します。また、

公共施設を活用した太陽光発電整備による発電事業については、町内公共施設５施設に
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おける設置が完了しました。今後は発電事業を運営するとともに、発電により得た収入

については、子育て支援に活用していきます。 

人と人が顔を合わせ広くつながる。 

住民に身近で効率的な役場づくり。 

前年度より開始した業務システム・情報機器のコンサルティングにつきましては、庁

内情報機器の適正な導入と安定的かつ効果的な運用管理を図るため、今年度ＩＣＴ最適

化計画を策定してまいります。 

ふるさと応援寄附金については、自主財源の確保と町のファンを増やすということ観

点から引き続き町の特産品等を活用し募集を行ってまいります。 

また、地方公共団体の決算情報の見える化として、これまでの決算資料に加え、新統

一基準に基づく公会計による財務書類を公表してまいります。 

地域の魅力が伝わる観光づくり。 

平成２８年１０月に立ち上げた観光局設立準備室において、設立検討委員会、観光交

流地域づくり戦略会議を開催する中で、恒久的な地域ブランドを確認し、それを活用し

た事業展開を図る南信州まつかわ観光局（仮称）の設立を目指します。 

また、引き続き銀座ＮＡＧＡＮＯなど首都圏でのＰＲ活動を行うとともに、認定を受

けた南信州松川町りんごワイン・シールド特区を活かした南信州果実酒バレーの実現に

向け、パンフレット作成等に取り組んでまいります。 

さらに、信州の山の魅力が再認識されつつある中で、山岳観光の受け入れ環境の整備

を目的として、鳩打峠の烏帽子岳、小八郎岳登山道入り口へトイレを整備いたします。 

多くの人が定住したくなるまちづくり。 

定住対策として、空き家バンク制度の活用、ふるさと回帰フェアなど、移住セミナー

へ参加し、移住相談への対応をするとともに、移住体験住宅を活用した定住促進を図っ

てまいります。また、若者世代の町内の定住等を目的とした若者定住住宅取得祝い金事

業を継続してまいります。 

地域から学び次の世代へつなげる。 

どの世代へも活躍できる人づくり。 

長野県より委譲される青年の家につきましては、必要な施設改修を行うとともに、利

活用について検討を行ってまいります。また、自然体験を通じ子どもたちの想像力とた

くましさ、協調性と自立心を養うことを目的としたまつかわ自然体験・外遊びプロジェ

クトを実施してまいります。 
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スポーツの振興とスポーツ交流のため松川町エンブレム入り横断幕、のぼり旗の作成

を行うとともに、引き続き南信州まつかわハーフマラソンを今年９月１０日に開催して

まいります。ハーフマラソン大会につきましては、実行委員会の皆様をはじめ、多くの

ボランティアの皆様のご協力をいただく中で、昨年以上の多くの選手が参加し、盛大に

参加できるよう進めてまいります。 

完成いたしました中央公民館えみりあでは、専用ギャラリーを利用した文化協会会員

の作品等地域住民の力作を定期的に展示するとともに、併設するチャンネル・ユーとタ

イアップし、社会教育関係団体の紹介番組を作成するなど、住民の皆様のやりたい自主

的活動を支援してまいります。 

みんなで支え合い子どもたちを育んでいく。 

次世代の担い手を育てる環境づくり。 

結婚支援事業として北部地区結婚相談所愛ねっと北部の共同運営や結婚相談事業を社

会福祉協議会へ委託し、結婚を支援してまいります。さらに経済的理由で結婚に踏み出

せない方を対象に、結婚に伴う経済的負担を軽減することを目的とした結婚新生活支援

事業を新設します。 

安心して子育てできる地域づくり。 

保育園の運営について、多様なニーズにお応えできるよう、保育サービスの充実を図

るとともに、引き続き町独自施策として所得制限なしでの多子世帯保育園軽減措置を実

施してまいります。また、福与保育園の再開にあたり、多様な自然や地域の環境を活か

し、屋外での遊びや運動を中心とした様々な体験を行う山保育を取り入れるなど、特色

ある保育を実施してまいります。さらに、ふるさと応援寄附金を活用し、この夏までに

全園にエアコンを設置いたします。 

郷土に誇りのもてる人づくり。 

子育て支援を目的として、発電事業特別会計による発電で得た収入を活用し、小中学

校の入学時に必要な費用を補助するために入学祝い金を支給いたします。また、学校施

設環境の充実を図り、安心安全な給食の提供を行うため、中学校給食の改築に着手する

とともに、中央小学校中庭の整備を行います。さらに、中央小学校へアレルギー対応調

理員を配置し、きめ細かな対応を行ってまいります。 

以上、平成２９年度予算案の概要について述べてまいりましたが、本予算編成では人

口減少、少子高齢化が顕著となる中で、人口の急激な減少を抑制し、住民の皆様が安心

して住み続けることができるまちづくりを重要事業として捉え、総合計画にある町の将
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来像の実現に向けて着実に推進できるようにと考えております。厳しい財政状況にあっ

ても、新たな発想や手法による事業提案により、切れ目のない行政サービスを提供して

いきたいと考えております。 

地方創生が叫ばれ、リニア中央新幹線、三遠南信自動車など、高速交通時代を迎えよ

うとしています。このような状況の中で、住民の皆様がこの町に住んで良かった、この

町に住み続けたいと実感していただけるものを今後も作り上げていきたいと思います。 

議会の皆様方におかれましては、十分なご審議をいただきまして、ご賛同賜りますよ

うお願いを申し上げ、私の所信といたします。 

○議長（森谷岩夫） 説明を終わりました。 

ここでお諮りいたします。 

平成２９年度各会計予算案についての総括質疑を、３月７日に行いたいと思いますが、

ご異議ありませんか。 

（「異議なし」との声あり） 

○議長（森谷岩夫） 異議なしと認めます。 

それでは平成２９年度各会計予算案についての総括質疑を、３月７日午前９時３０分

より行うようにいたします。 

 

散  会 

○議長（森谷岩夫） 以上をもって本日の日程は全部終了いたしました。 

これにて散会といたします。 

 

午後５時１０分  散  会 



 

 

 

 

 

 

平成２９年 松川町議会 第１回定例会 

（第 ２ 日 目） 
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平成２９年第１回松川町議会定例会会議録 

（ 第 ２ 日 目 ） 

 

 

平成２９年 ３月 ７日（火曜日）    午前９時３０分 開議 

 

 

開議宣告 

議事日程の報告 

日  程 

第 １ 総括質疑 

散  会 

 

出席議員    １４名 

（別表のとおり） 

欠席議員    なし 

 

地方自治法第１２１条の規定により説明のため会議に出席した者の職・氏名 

（別表のとおり） 

本会議に職務のため出席した者の職・氏名 

（別表のとおり） 
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午前９時３０分 開 議 

開議宣告 

○議長（森谷岩夫） おはようございます。出席議員が定足数に達しておりますので、ただい

まから平成２９年第１回松川町議会定例会を再開いたします。 

 

議事日程の報告 

○議長（森谷岩夫） 本日の議事日程につきましては、お手元に配布のとおり総括質疑であり

ます。 

本日の会議に説明者として、理事者、各課長、局長の出席を求めてあります。 

なお、小木曽生涯学習課長が、国土交通省の会計検査対応のため、生涯学習課片桐係

長の代理出席を認めております。 

佐々木代表監査委員の出席をいただいております。 

株式会社チャンネル・ユーのケーブルテレビ生中継の許可をしてあります。 

 

総括質疑 

○議長（森谷岩夫） 日程第１、総括質疑であります。 

３月６日に町長から提案されました平成２９年度松川町一般会計及び各特別会計の予

算案について総括質疑を行います。 

質問者、答弁者ともに簡潔にお願いを申し上げます。 

なお、質問者は会計名、予算書のページを明示し質問するようにお願いをいたします。 

ただいまから総括質疑を行います。質疑ありませんか。 

川瀬議員。 

○３番（川瀬八十治） それでは質疑をさせていただきます。 

まず、予算書の中からでありますが、民生のところでございます。３款民生費、２項

のページ５４ページでございます。区分の１５工事請負費ということであります。エア

コン設置工事、これの３，０００万円の予算についてでございますが、保育園のエアコ

ン設置工事ということでございます。この保育園、昨日の町長の所信表明の中に全園と

いうことでございましたが、これで全園よろしいかどうか。そして何台設置、またどの

ような部屋に設置されるのかの質問でございます。 

それともう１点でございますが、５５ページであります。おひさまの関係であります。

１５工事請負費でございます。おひさまの駐車場舗装についてでございますが、これの
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面積のどのくらい面積か、なおかつ駐車場とありますが、場所の説明をいただきたいと

思います。 

お願いします。 

○議長（森谷岩夫） それでは最初のエアコンの件でありますけれども、福島こども課長。２

つそれではお願いします。 

○こども課長（福島敏美） お願いをいたします。 

保育園のエアコンにつきましては、全園ということでございますが、名子中央保育園

新たに新設しました名子中央保育園につきましては、既に設置が完了しておりますので、

それを除く全園４園を設置してまいりたいというふうに考えております。 

場所につきましては、子どもたちの生活します保育室、それと大変蒸気、熱で暑い給

食室等を中心に３６室を計上しておるところでございます。 

ただいま設計の方も進めておるところでございます。 

また、２点目のおひさまの駐車場につきましては、これから実施設計組んでいくよう

な形にはなってまいりますけれども、おひさまの正面玄関のところの駐車場になります。 

大変おひさまの方、利用者も増加してきておりまして、小さいお子さん連れて来てい

ただいておるわけでございますが、足元が大変悪いというような形の中で、正面、玄関

入り口の部分について舗装をしていきたいということでございます。 

よろしくお願いたします。 

○議長（森谷岩夫） 川瀬議員。 

○３番（川瀬八十治） 場所と保育園のエアコンの設置でございますが、場所、保育室と暖か

いところということでわかりましたけれど、この３６台につきましてでありますけれど

も、それぞれ各保育園の規模が違うかと思いますので、詳しく教えていただければいい

かなと思います。 

もう１点、おひさまの駐車場でございますが、正面入り口のとこということで場所は

わかりましたけれども、ちょっと三角で非常に場所的にはそのきれいな整地になってい

ないというようなところであります。東側の方は、三角にすでになっておるんですが、

そこら辺の方を全部考えているかどうかと、今せっかく駐車場というか入り口というこ

とでありましたけれど、その東側の方に駐車場あります。そこは比較的きれいかなとい

うふうに思っておりますが、予算の関係３００万円というふうになっておりますので、

そこら辺ができるかどうかわかりませんけれども、保護者の方たち来たときに雨降り等

あれば非常にあそこもぬかるむ可能性もありますので、できるだけそこら辺の方もでき
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たらなというふうに思っておりますが、そこら辺をいかがでしょうか。 

○議長（森谷岩夫） 福島こども課長。 

○こども課長（福島敏美） 保育園のエアコンにつきましては、ただいま議会でも実施設計の

予算認めていただいておりますので、ただいま実施設計詳細な設計の方を組んでおりま

す。 

それで機器の設置と電気工事一式というような形になりますので、額的には大変大き

な金額にはなってしまうかなと思います。 

それと保育室につきましては、機種的には一般家庭でもお使いのような壁掛け式です

か、というようなものが適用できるというふうに考えておりますので、そのような機種

で対応してまいりたいと思います。 

また、給食室につきましては、やはり熱も大変に出るということ、また蒸気等の対応

もございますので、大きい機能のものを設置しなければならないということで、こちら

については給食室の業務用のエアコンが必要になってこようかなと思っております。 

詳細については、今現在それぞれ設計の方を組んでいただいておりますので、それを

見て設置の方に向けていきたいというふうに思っております。 

それぞれに申し上げますと、上片桐保育園が１２室ですね、部屋数で１２。大島保育

園については９。双葉保育園についてが１０、福与が５というような形で合計３６室を

計画しております。 

おひさまの駐車場につきましては、正面の部分大変不成形な土地になっておりますけ

れども、これから最終的には実施設計組まさせていただくような形にはなりますけれど

も、できるだけ利便性のいい形で舗装していきたいというふうに思います。 

それで東側の一段低いところの駐車場ですけれども、あちらについては住民の皆さん

からお借りしておる土地でございまして、採石等で路面整備してございますので、そち

らの方についてはまた地主さんとのお話もございますので、今現在は計画しておりませ

んけれども、今回についてはおひさまの正面玄関のところのおひさまのたいらですね、

あそこの部分の舗装をさせていただいて、ご利用しやすいような形にしてまいりたいと

いうふうに思っております。 

よろしくお願いします。 

○議長（森谷岩夫） 川瀬議員。 

○３番（川瀬八十治） ただいま台数の方もお答えいただきました。 

いずれにしましても、小さな子ども０歳というお子さんも預かっているわけでござい
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ますので、できるだけせっかくエアコン設置されるわけでございますので、そこら辺の

方も考慮していただいて、設計を今しておる段階ということでございますけれども、で

きるだけそういうとこも配慮の上設置の方をお願いしたいと思います。 

また、おひさまの方につきましては、今これからということでございますので、でき

るだけ早め早めというよりかは、きちっとした舗装の方、工事をお願いしたいというこ

とで、私の方終わりにいたします。 

以上です。 

○議長（森谷岩夫） ほかにございませんか。 

松井議員。 

○１３番（松井悦子） 発言がないようですので、ちょっと３点ほどお伺いをしたいと思いま

す。 

まず、町長にお伺いをしたいということが１つございます。 

何か雑談の中でか会議の中でか、ちょっと記憶がはっきりしておりませんけれども、

来年度の町の方針としては、子育てと高齢者対策だというふうなお話をお伺いしたよう

な気がしております。これは定かではございませんが。 

それで、過日の南信州新聞の記事を見ますと、来年度の町政の進む大きな施策として

は子育てと観光だと、そのように記事が記載をされて掲載をされておりました。 

このあたり観光というこの部分、子育ての方はわかりますが、観光という部分、いま

ひとつ予算書でも見せていただきますと、観光局の開設ということにあたりまして、様々

な予算措置が前年度に比べましてされております。 

観光局の設立、観光施策に重点を置くということの予算措置だというふうに理解をい

たしますけれども、その町の目玉というか、そういった観点から考えますと、今この高

齢者施策というものが非常に当然他の施策とともに重要ではないかというふうに思うと

ころがあります。 

といいますのは、松川町昨日も説明がございましたけれども、３２％を超える高齢化

率だということで、最重要なこれは部門だというふうに思っております。既存の介護保

険を中心とした施策では対応できない、そういった状況が今生まれているなというふう

に私、日々いろんなお年寄りの皆さんともお話をする中で感じております。 

細かい生活上の困りごとが非常に増えておるわけです。世帯が高齢者だけの世帯とい

うのが増えておりますし、もちろん１人暮らしも含めたものですけれども、そういった

状況、生活上の介護保険では該当しないが困る。困っている、非常に困っているという
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困りごと、こんなことについてこの高齢者施策という問題について、どのように考えて

おられるか、そこのところをまずひとつお伺いをしたいと思います。 

それから２つ目は、太陽光発電の会計の方であります。 

太陽光発電の会計の予備費が４ページになりますかね、予備費４，７７０万１千円と

いうものが予備費に計上されておりますが、今年度３７２万円一般会計の繰り出しをす

るわけでありまして、これは子育て支援に使っていくというお話でございました。 

予備費が４７７万円ということは、何かあったときに果たしてこれで大丈夫なのか、

基金はどうするのか、そういうあたりどのようにお考えか、そのあたりをお伺いをした

いと思います。 

それからもう１点、一般会計の歳入の方ですと、一般会計歳入ですが、１７ページの

あたりですね。１６ページ、フォレストアドベンチャーの歳入が１，８００万円ですね。

それで歳出の方を見ますと、ちょっとすいません、ページ数がちょっとわかりません、

申しわけありません、歳出の方を見ますと１，７９０万円と歳出が。ほぼ固定費が１，

７９０万円で歳入が１，８００万円、これはこういうのを普通は経営的には赤字運営と

いうふうにいうわけですよね。このあたりどういうふうに考えておられるか。 

３点お願いします。 

○議長（森谷岩夫） そいじゃ町長。 

○町長（深津 徹） ２８年度の当初、ストップ人口急減社会を目指しますということが大き

なテーマとして私の方からも述べました。そして出会い、結婚、出産、子育て、仕事、

住まい、この６つの項目について連携をして、総合的にそれらの政策を継続していくこ

とが若者定住につながっていくということで、２８年度進めてまいりました。２９年度

につきましても、継続的にやはりそうした子育て、安心して子どもが育てられる、そし

て住まい、仕事等についても松川町に住みたいまちづくりのために推進をしていくとい

うことを考えております。 

それから新聞の報道で２９年度、やはり仮称ではありますけれども、観光局を観光を

通じた地域づくりのために準備室が設けられております。これは２９年度もひとつには

大きな松川町の課題であり、テーマだというふうに考えております。 

また、福祉の面でございますけれども、高齢化率３２.１％ということでございます。

２９年度につきましても、地域包括ケアシステム、私が方針の中で述べました。地域包

括ケアシステムの一層の推進を図り、介護予防、認知症対策に大きく取り組んでいくと

いう考えを持っております。また、担当課もしっかりと医療、介護予防、生活支援を一
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体的に提供をしていくということには、重点を置いてやってまいりたいというふうに思

っております。 

認知症カフェでありますけれども、今月中、あるいは月初めまたぐかもしれませんけ

れども、オープンしてまいりたいというふうにも思っております。 

認知症については、大きな２９年度の取り組みというふうに考えております。 

それから新聞報道のトップに出てくるというのは、ある程度記者の思いもありましょ

うし、その辺のところはご容赦願いたいなというふうにも思っております。 

以上です。 

○議長（森谷岩夫） 下沢環境水道課長。 

○環境水道課長（下沢克裕） ２９年度の発電特会の関係です。 

予備費の４７７万１千円、これは昨年度の決算の時にもご説明いたしましたが、公営

企業、特定の収入で収益を上げますこの公営企業になりますことから、収入、発電収入

から経費を差し引いた分、それと一般会計の方からお借りした資金の返済分、これ予算

上で３７２万７千円ですが、これをお返しする分、これを差し引きました利益、もうけ

につきまして、予備費で４７７万１千円を計上させていただき、これは今回のこの年度

の予算の決算の時におきまして、余剰金ということで今度一般会計の方へ入れさせてい

ただくと、そんなことで２年目になるかなというふうに考えております。 

予備費が４７７万１千円で何かあったときにということで、基金というようなお話を

いただきました。この会計につきましては、この事業を維持するための基金、この事業

を進めるための基金ということは、現在のところは考えておりません。設備につきまし

て、単体の部品、大きなものにつきましてはメーカー保証、それと施工全体につきまし

てもメーカー保証に関わらないところにつきましては、２０年間の長期の保証を施工段

階で保証を持っております。 

ですから、あと雷等自然災害、これが一番心配されるところですが、これにつきまし

ては災害共済というような形で保険で対応というような形で考えて、この特別会計、太

陽光発電事業を進めていきたいというふうに現在のところ考えておりますのでよろしく

お願いします。 

○議長（森谷岩夫） それでは続きまして田中産業観光課長。 

○産業観光課長（田中 学） フォレストアドベンチャーの採算、収入、歳出についてご質問

をいただきました。 

フォレストアドベンチャーにつきましては、年々利用者の方が増えておる状況でござ
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います。平成２６年度にオープンしまして、途中からでありましたので、その当時は２，

５００人程度の利用者、収入にしまして８００万円程度だったと思います。そのあと２

７年度につきましては、おおむね５，５００人程度の利用者で、歳入につきましては１，

７００万円程度の歳入であったかと思います。それで今年度につきましては、おおむね

６，０００人程度の利用者が見込まれてございます。 

次年度につきましても、歳入でご覧のとおり、昨年度に比べまして歳入の方伸びてお

って、利用者の方も増を見込んでおる状況でございます。 

歳出と歳入とほぼ同じくらいの額になっておりますけれど、今後さらに利用者につい

ては伸びる予定でございますし、現在清流苑を利用された方々にＰＲの方を行っており

まして、その方々が非常に大勢の方で利用をいただいております。 

収支だけ見ればこのような状況でありますけれど、ほかにも清流苑への利用者、また

くだもの狩りの関係、大きな波及効果があるかと考えております。 

よろしくお願いいたします。 

○議長（森谷岩夫） 松井議員。 

○１３番（松井悦子） 高齢者施策について、くどいようで申しわけありませんけれども、地

域生活支援事業ですとか、介護保険のカバーできない部分というのがありまして、お年

寄り困りごとですね。例えば自治会に入っておるが、抜けなければならないという事情

の高齢者もおられるわけですね。そういった方が、例えば広報なんかを読みたいと、読

みたくても届けてもらえないし、自分では足はないし、持ちにいけない、悲しいという

ようなお話もあります。それからごみ出しができないという世帯。今年度の予算でごみ

の集積所ですか、予算が盛られておりますけれども、まず持っていけない、そういう人

たちが本当に困っておられるというような問題ですね。それから家の中が本当にごみ屋

敷になっているというようなお家もあります。 

生活保護基準には届かない、でもギリギリでもう本当に綱渡りのような生活をされて

いる高齢者の世帯。これが民生委員や社協の相談員の方だけでは対応できないという部

分がたくさんあるわけです。 

こういった状況、町の方では把握をされておるのかどうなのか、そのあたりをお伺い

をしたいと思います。 

それから太陽光発電ですね、すべて保険対応さられるのか、例えば突発的な災害があ

って、パネルが飛んでいてしまったとか、壊滅状態になったとか、そんなようなときに

すべて保険で対応できるのか。今保険対応というふうに伺いましたので、そのあたりを
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お伺いしたいと思います。 

それから基金の必要がないというようなお話でしたので、本当に必要がないのか、こ

ういった事業をするにはどんな事業も基金というものはいくらかでも当然普通は設ける

ものなんですが、それをすべて一般会計の方へ繰り入れるという、余剰金をそういった

方法でこれからもいくのかそのあたり。 

それからフォレストアドベンチャーですね、年々利用者が増えておるということで結

構なことだと思いますが、しかしながらこれは見込みでありますので、どうしてもこの

経費の少なくとも１.５倍の利用料収入というものが計上される程度の利用者がほしい

と、そういうふうに思いますね。ぎりぎりのこういう数字は出てくると非常に不安を感

じるというふうに思います。 

もう少し利用者増の発掘、獲得、そういった面で今清流苑に来ていただく方に対して

お誘いをするというようなお話もありましたが、そのほかで何か考えておられることあ

りましたらお伺いします。 

○議長（森谷岩夫） それではまず米山保健福祉課長。 

○保健福祉課長（米山政則） 高齢者の施策でございますけれども、今、国で進めております

地域包括ケアシステムというようなことで、高齢者の方が住み慣れた地域で生き生きと

暮らしていくというような趣旨にのっとって、やっぱり地域の結びつきというのが非常

に今後も大切になってくるというふうに思っております。 

そんな中で、ただいまお話のございました高齢者世帯の方が自治会を脱退してしまう

というようなお話もございます。やはりこれとても重要な課題だと私も認識をしており

まして、先日の福祉を考える集会の中でもこういったようなことは取り上げられてきて

おりました。 

サロンといったようなものもあるわけなんですけれども、そういったものはなかなか

自治会外の方にまでには声がかからないというようなところがあります。 

やはりこういった高齢者世帯が自治会を脱退するのではなくて、接点を持つという意

味では引き留めていくというか、そういった施策が必要になってくると思いますが、具

体的にどういった施策が必要かというのは、まだもう少し検討していかないとなかなか

解決が難しいなということは感じております。 

また、お話の中でございましたごみ出しの関係でございます。 

今年２８年度に実態調査を行いまして、高齢者世帯のごみ出しの関係につきまして、

その調査の結果、２９年度にこうした方々のごみ出しというようなことで、ヘルパーさ
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んが行ったときにごみを持ってきて、ごみステーションの方へ処分をするというような

ことで、次年度新しい事業として実を結ぶことができました。 

それと合わせまして、予算上にはないんですけれども、地域の皆さんが自分たちので

きることをやっていくというような中では、社会福祉協議会と町で進めます支え合いの

声がけ運動と行ったようなもので、お互いにできることを皆で支え合いながら高齢者の

皆さんを見守っていくというような施策も展開をしていくところでございます。 

また、お話の中にございましたその家庭の中でいろんなごみが散乱しているとか、い

ろんなお話がございましたけれども、ヘルパーさんが入っている部分につきましてはそ

ういったところから情報を得まして、地域包括支援センターの方でまた対応を今してい

るところでございます。 

いずれにしましても、やはり地域というのが今後は非常に大事なことになってくるか

なというふうに思っておりますので、そんな中で住民の方にもご協力いただきながら支

え合いの施策を進めていきたいというふうに思っております。 

○議長（森谷岩夫） 松井議員、福祉、介護についてはちょっと同じでありますので、今は高

齢者の自治体やそういうとこで今、お聞きをしましたので。 

そいじゃまちづくり政策課長お願いします。 

○まちづくり政策課長（酒井 仁） 具体的事例の話で、自治体を抜けてしまうと、広報等が

回ってこない。読みたいけれど読めなくなるというようなお話だったと思います。それ

については、過去からもそういうような事例があったり、そういう問題も抱えておりま

すので、その方につきましてはまだ対応ができてない部分がありますので、また保健福

祉課、またヘルパーさんが入っている事業所等とどういう方向があるのかどうかという

ことも考えてまいりたいと思います。 

○議長（森谷岩夫） 下沢環境水道課長。 

○環境水道課長（下沢克裕） 先ほど申しましたように、災害、風水害ですね、この関係につ

きましては共済の方で対応。それと施工に関わります部分、劣化等に関わります部分は、

メーカー保証、もしくは施工者による保証ということで対応ということで考えておりま

す。 

どんなことが起きるかということにつきまして、これもその金額規模ということが今

ちょっと想定できないところがありますが、いずれにしろ、今回この事業を進めるにあ

たって、そのお金の資金の部分、その資金、その使途につきまして明確にするというこ

とで、特別会計を独立させております。そして収益については、一般会計に基づくとい
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う基本的な考え方でいっております。 

また、数字上必要なときには、何らか必要なときにはまたその時に考えたいというこ

とで、現在のところこれこの会計に特化した基金ということは、現在のところ考えてい

ないというのが現状でございます。 

○議長（森谷岩夫） それはフォレストアドベンチャー。 

田中産業観光課長。 

○産業観光課長（田中 学） 議員の方から、経営安定のために利用者増をどのように図って

いくかというようなご質問をいただきました。 

利用者増につきましては、例えばシーズンとすれば４月から１１月なんですけれど、

この３月もオープニングキャンペーンということで、町内の人たちにわかって利用して

いただくために料金を大人３，６００円を１，０００円に、子どもは２，６００円を５

００円にということで、この３月１８日から３月いっぱいそんなような価格設定でＰＲ

をしてまいります。 

それからあと現在、家族連れが多いんですけれど、どうしても小さなお子様、小学生

以下の子どもさんがいるときにはなかなかできないもんですからそのまま帰られちゃう

ケースもあるんですけれど、そのような小さな子どもさんたちのためのコース作りを今、

今年度から少しずつ始めて、小さな子どもさんも簡単な体験ができるようなことの工夫

をやっております。 

また、担当者が今、営業に回っておりまして、小学校の学校ですとか、あるいは企業

を回りまして、ぜひ研修や小学生のなんか体験のそういうものに取り入れられないかと

いうことで営業に回っております。実際に学校の先生も来ていただいて体験をしていた

だいております。 

非常に感触はいいんですけれど、実際に生徒さんのことになるとけがとかいろんな心

配があって、なかなかすぐの実現には至らないですけれど、そんなような状況です。 

企業さんについても、また新人研修みたいなことで、非常に関心を持っていただいて

おるようなところです。 

また、引き続き報告宣伝、もろもろメディアを使いながら宣伝の方も欠かさずにやっ

ていきたいと思っております。 

お願いいたします。 

○議長（森谷岩夫） 松井議員。 

○１３番（松井悦子） 福祉関係は、管轄の委員会でということでございましたので、そちら
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は申しませんけれども、自治会への加入じゃなくて脱退の方ですね、脱退の問題は、こ

れは高齢者の、私も高齢者でございますのでよくわかります。お付き合いができない、

役員ができない、気が引ける、労力的に無理、金銭的負担も大きいなどなどそういった

お年寄りとして考えると無理もないなという部分があるわけです。 

やめて抜けないでほしいという気持ちはもちろんあるんですが、お年寄りの立場から

すると今度は肩身が狭い、そういったこともありましょう。そういった問題で、そうい

うことをどうやって解決するか。そしてまたお年寄りが自治会から抜けてしまうと、ほ

とんどもう回覧板を持っていくこともなくて、積極的なお付き合いをすればなんですけ

れども、そうでない場合は全く双方向流がなくなってしまうということがあって、余計

もう介護保険を受けてヘルパーさんが出入りをするようになれば少し事業が、内情がわ

かるかもしれませんけれども、そういう方ばっかではなくて、介護保険を受けていなく

ても非常に問題があるという場面があるわけで、自治会に継続をして加入できる、続け

られるという、そういった指導をあくまで自治会も任意団体ですので、どうこう言うわ

けにはいきませんけれども、もし場面がありましたら例えば自治会費の半減免除だとか

そんなような問題もありますし、それから役員の問題もありますね。そういったことに

ついて、ぜひ助言をされる機会がありましたら統一的に全町、もう既に取り組んでおら

れる自治会もあるわけですけれども、全く取り組んでいない自治会もある。これ本当に

バラバラです。 

あくまで今言いましたけれども、自治会というものは任意団体なので、強制するわけ

にはいきませんけれども、そういった話し合いを設けていただけるかどうかというよう

なそんなお話をぜひしていただけるといいなと、そんなふうに思います。 

それから太陽光の方ですね、ぜひせっかく始めた事業ですので、問題なく進めていっ

ていただけるということが望ましいので、今後またいろいろと対応をよりよい対応を考

えていただけたらいいのかなとそんなふうに思います。 

それからフォレストアドベンチャーですね。 

今お聞きをすると、オープニングキャンペーンだとか、実際子どもさんでもできる可

能なように配慮をするとか、学校へ営業に回られるとか、本当に努力をされておるなと

いうふうにお聞きをいたしました。 

ぜひですね、外の方の利用が多分８割くらいなんじゃないかと思いますけれども、地

元の皆さんにこれはとりわけ利用可能な年齢の地元の皆さんにしっかりと利用をしてい

ただくということが本来の町の施設ですので、利用料の割り引きの問題、それから季節
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的には３月のみの割引１，０００円セール、５００円セールというふうにお聞きをしま

したけれども、地元の町民には通年的に割り引きをして、大いに利用していただくとか、

そういったこともまた一つの方法ではないかなというに思いますので、そんな辺のお考

え、３番目についてフォレストアドベンチャーについてだけで結構です。 

よろしくお願いします。 

○議長（森谷岩夫） それでは田中産業観光課長。 

○産業観光課長（田中 学） フォレストアドベンチャーの地元の利用ということで、おっし

ゃられることごもっともかと思います。 

清流苑の割引券の中に、フォレストアドベンチャーの関係もついていたかと思います。 

また、どうしてもパシフィックネットワークっていうか、全国の組織の中の一つにこ

のフォレストアドベンチャーという松川のところも入っているというところでありまし

て、どうしても料金的なものは全国統一でやっております。全国各地にあるわけなんで

すけれど、そこで統一されておるということころで、その辺があるのでなかなか町独自

に思うように値引きとかそういうことができない状況ですけれど、少しでも地元の皆さ

んに利用しやすいようなことを今後も考えていきたいと思っております。 

以上です。 

○議長（森谷岩夫） ほかにはいかがでありますか。 

米山郁子議員。 

○１番（米山郁子） ページ数が多岐にわたっておりますので、地域おこし協力隊集落支援員

の予算配置についてという文書をいただいておりますのでそちらをご覧いただきたいと

思います。 

その中で先日、今まで農業費の中に地域おこし隊と集落支援員のが入っておりました

けれども、それを２９年度は農業費と消防費、それから保健体育費の方にそれぞれ振り

分けられているわけですが、それぞれ地域起こし隊と集落支援の方は、それぞれの機能

というか、仕事が役割っていうものが多分違うと思うんですね。それにつきまして、各

分散した理由と、それから分担した中での具体的な役割を教えていただきたいんですが。 

○議長（森谷岩夫） それでは、今のは酒井まちづくり政策課長。 

○まちづくり政策課長（酒井 仁） 考え方というような形でちょっとご説明させていただき

まして、あとはその所属の担当課長の方にもし補足があればお願いしたいと思います。 

まず、地域おこし協力隊、この資料を配った時にもちょっと説明をさせていただいた

んですけども、地域おこし協力隊、まだ集落支援員を受け入れるということ自体が予算
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科目でやることかどうかっていうような中で議論がありました。 

その中で、また配った資料の右の方にありますけれども、各隊員の名前がございます

けども、その隊員がどのような活動をするか。どのような活動するか、どのような事業

を行うかというような考え方で、事業に関して予算をつけるというのが基本でございま

すので、どのような１年２年を通じてやってきたかというようなことを考えたときに、

２９年度の予算編成、予算科目について検討をしてまいりました。 

例えば、２８年度については、農村観光センター費の中に地域おこし協力隊の項目が

３つほどあります。それが２９年度にどう変わったかといいますと、地域おこし協力隊

の活動というのが農業振興の部分と、八代さん、こちらにつきましては有害鳥獣だとか

そういうような活動が２９年度主になるんじゃないかと思いますけれども、農業振興の

部分に携わってもらう部分。 

上野さんにつきましては、中山間地域活性化事業推進、活性化事業というような形で、

生田生東のところで活動拠点を持っているのでその部分にというような形。 

大場・大橋隊員につきましては、農村観光交流センターの中で、新しい食品のことだ

とか、観光に関わる部分というものがありますので、そちらの方に予算づけをしたとい

う形になります。 

また、柳原隊員・間瀬隊員につきましては、観光局観光交流地域づくりというような

目になりますけれども、観光に関する観光客の準備のことがありますのでそちらの方で

予算づけをしているというような形になっています。 

消防費につきまして北原集落支援員ですけども、これは各自治会におきます防災計画

だとか、防災リーダーというか、各自治会に対する集落の支援というような形で、総務

費、消防費の方に盛らさせていただいております。 

まだ未定ではございますけども、今後募集の予定である教育費、ホストタウン事業の

中で、また新たな隊員を起こしたいということで、保健体育費のホストタウン事業費と

いう中に地域おこし協力隊を導入して地域おこししていきたいというような意図を持っ

て、平成２９年度はこのような予算編成というか、事業に合わせた予算科目に振り替え

たというか、そういうような形を明確化するようにしたというような形で予算の方を作

成していたという経過でございます。 

○議長（森谷岩夫） 田中産業観光課長。 

○産業観光課長（田中 学） 地域おこし協力隊につきましては、地域のいろんな大きな課題、

それぞれでその町が持っているいろんな課題に対して、よそから来て新しいアイデアを
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活かして、それに取り組んでいただくような割と広い意味でございます。 

集落支援員につきましては、やはり個々の集落でいろんな問題、課題等があろうかと

思いますけれど、そういうような直接的な問題を一緒になって集落の人、地元の人と一

緒になって相談等をして協力して支援していくというような大まかにはそんなようなイ

メージでやっております。 

それで集落支援員の関係でありますけれど、特にうちの関係では農協のＯＢの皆様に

入っていただいております。こちらにつきましては、農地のマッチングですね、出し手

と受け手のマッチング、そのような相談の窓口として、非常に力を出していただいてお

りますし、また新規就農者の皆さんがやはり来たときに定住する場所ですとか、実際に

農業を始めていくときにやっぱり技術的な支援、また相談、いろんな関わり、そんなよ

うなことをまた指導していただく、そんな役割をしていっていただいておるのが現状で

ございます。 

あと地域おこしの協力隊は、先ほどはまちづくり政策課長が申したとおりでございま

す。 

よろしくお願いします。 

○議長（森谷岩夫） 米山議員。 

○１番（米山郁子） ホストタウン事業費のところの地域おこし協力隊は、これから事業を起

こすために予算をつけたいという今お話だったんですけれども、具体的にどういうのが

ないのに予算をおつけなんでしょうか。 

○議長（森谷岩夫） 高坂教育長。 

○教育長（高坂敏昭） 一応ホストタウン事業でつけたいというふうに考えておりますが、も

う少し広い視点でいいますと、町の学校教育、社会教育の人材確保というのがこの主眼

であります。 

地域おこし協力隊のですね、活動分野の中で教育、子育てというのが非常に少ないと

いうふうに聞いております。 

私の方ではかねがね何とか教育の分野で、こういう隊員の確保ができないかなという

ことを考えておりまして、何とか導入をしたいというふうに考えた要因は２点あります。 

１つはホストタウン事業という中で、ＪＩＣＡの研修員等受け入れていろんな事業を

展開しているわけですが、どうしてもその中で運営のスタッフ、いわば通訳の仕事をす

る職員が必要だということ。 

それからもう１点は、２０１８年度から町の教育委員会では、小学校における外国語
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活動、それから英語の授業を前倒して実施したいというふうに考えております。 

とりわけ英語の授業については、小学校において時間数が増加するということと、そ

れから小学校の５年生６年生の授業が教科という形で、点数がつく授業になってきます

ので、先生方の負担も当然大きくなってきます。したがって、その指導者の確保という

ことについても、教育委員会としてしっかり考えていかなければいけないということで

ありまして、そういった大きな学校教育、社会教育の充実という観点から、地域おこし

協力隊を入れていきたいということでございます。 

以上です。 

○議長（森谷岩夫） 米山議員。 

○１番（米山郁子） 教育については、教育子育てについては、ほかの市町村でもそういう地

域おこしで活動されている事例というのがありますけれども、外国語、通訳は別としま

して、その外国語の英語の教育指導となりますと、やはりその地域おこしじゃなくって

やっぱりちゃんと専門性のある方を採用されてやるべきではないかと思うんですけれど

も、その辺はいかがでしょうか。 

○議長（森谷岩夫） 高坂教育長。 

○教育長（高坂敏昭） もちろんそうでありますが、いずれしましても私ども選考の段階で、

当然子どもに関わるという、そういう立場でお仕事をしていただきますので、その視点

で隊員の方は選ばせていただきたいというふうに考えております。 

○議長（森谷岩夫） ほかにどうですか。 

中平議員。 

○５番（中平文夫） それでは質問をさせていただきます。 

ページ数についてはですね、ちょっと多義にわたりますので義務的経費の人件費の件

について、昨日もちょっとお伺いしましたけれど、その件でお伺いしたいと思います。 

昨日お伺いしたとこでは正規職員１１９名ということで、これで充足されたというよ

うに昨日お話をいただきました。 

人件費を考える場合は、前年度との比較ばっかではなくて、過去からの動きを見てみ

ないと、どうしてもその人件費というのが妥当かどうかというのは非常に問題になろう

かと思います。 

今回は、予算ベースでは６，０００万増という非常に大きな数字になりますので、そ

れが本当に適正かどうかということをちょっと考えてみたいと思います。 

予算案の概要というのの実はホームページから平成２４年度から引っ張り出してきて
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みました。そうしましたら平成２４年度に人件費が約７，０００万円減されております。 

それで２３年度が７億７，０００万円なにがしだったのが７億円になっております。そ

れで今回、ようやく、２９年度の当初予算で７億７，０００万ということで平成２３年

度のベースに戻ったというように理解しております。 

平成２３年度から２９年度までの正職員の方の動向を昨日塩倉課長から調査していた

だいて手元にありますけれど、どうしても人員計画というのは、将来、町の役場の仕事

をきちっとやってもらうためにはどうしても人員計画というのが１年だけじゃなくて、

将来にわたって作っておかないと、付け焼き刃で作っていると大変なことになるもんで

すから、そこら辺のところを考えて質問させていただきたいと思いますけど。 

昨年の９月の定例会の折に、いろいろ先輩の議員の方々が質問した中で、塩倉課長が

その職務が少し遅れている理由の中に「マンパワーが足りない」という言葉を非常に連

発していたような気がしております。 

今回、このように人件費を６，０００万円入れて人員も投入したということでありま

すけれど、これで昨年９月の定例会等々でお話したマンパワーというのは解消されるの

かどうかのひとつちょっとお伺いしたいと思います。 

○議長（森谷岩夫） 塩倉総務課長。 

○総務課長（塩倉智文） 平成２９年度の職員を採用する際、それから採用の人数を決定する

際にでございますけれども、それぞれの課の来年度以降に必要な人員についての調査を

行って精査してまいりました。 

その結果、今年度は１１９名というふうな形でやっていこうということで結論を出し

まして採用を決定してまいった状態でございます。 

中平議員のおっしゃるご質問の中に、マンパワーが足りていくかということがご質問

がありましたけれども、皆さんから伺ってそれぞれの課で必要とされる人員をきちんと

要求していただいた結果というふうに受けておりますので、すべてが解消できるかどう

か、この新人の職員、それからここ５年ぐらいで多くの新人が入っておりますので、こ

の新人教育、それから育成をきちんとしていくことによって、将来の松川町に大いに貢

献していただける人員になるというふうに考えておりますので、きちんと育てていくと

いうことでだんだんと解消できるものというふうに考えております。 

○議長（森谷岩夫） 中平議員。 

○５番（中平文夫） ありがとうございました。 

今、１１９名で各課から聞き取りをして、それを充足したということで、ほぼマンパ
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ワーは解消されたというようなご発言だったと思いますけれど、例えば途中でそういっ

た方々が退職された場合にはどのような対応されるのかをちょっとお聞きしたいと思い

ます。 

○議長（森谷岩夫） 塩倉総務課長。 

○総務課長（塩倉智文） 通常の場合、臨時非常勤職員を採用いたしまして、補充するという

形をとってまいります。 

○議長（森谷岩夫） 中平議員。 

○５番（中平文夫） 途中は臨時職員を採用するということになると思うというご答弁だった

と思うんですけれど、例えば途中でそういう方々を募集する。そうすると人員の減とい

う、頭数ではいますけれど、実際に責任を持ってやる人々の数は当初の数よりは減ると

いう理解でよろしいわけです。 

そうしますと、残っている方々の職員の方々の仕事が、今まで自分で引き受けていた

職責の範囲以上のものをほかの方々に要求していかなきゃいけないというような部分も、

結果として出てくるんではないかなというように思っております。 

昨年の１２月に黒澤議員が一般質問の中で、そこら辺の改善、職場改善ということで

改善委員会を立ち上げて云々というお話がしておりましたけど、やはりそういったとき

にやっぱり中途採用でもいいからきちっと人を投入して、残ってる職員の方々の仕事の

量を、今まで以上に増やさないようにしていかないと、どうしてもいろいろの問題が出

てくるんじゃないかなと思っております。職場改善委員会も必要だと思いますけれど、

それ以前にそういうようなことも考えていかなきゃいけないんじゃないかなと思ってお

ります。 

それと、人員計画というのが、将来にわたってなにがしか作ってあるのかどうかもう

ちょっとお伺いしたいと思います。 

飯田の飯田市の例でいきますと、１万人あたりで職員が何人というデータも出ており

ます。飯田市の場合は、１９市のうちの１４番目というようなことも書いてありまして

６９.５人と、１万人に対して職員数が６９.５、普通会計ということに書いてありまし

たけれど、とり方がまちまちかと思いますけれど、じゃあ松川の場合は、他町村と他町

と比べて、同じような規模のところと比べてどうなのかというようなことも含めて、そ

ういうデータも作られているかと思いますけれど、そういうようなことで町の職員数が

充足されてるかどうかということを、これからはもっと見ていかなきゃいけないんじゃ

ないかなというような気がしております。 
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そこで、将来にわたっての人員計画のようなものがあるかどうか。と今言ったような

データが何かあるかどうかをちょっと教えていただければありがたいなと思っておりま

す。 

○議長（森谷岩夫） 塩倉総務課長 

○総務課長（塩倉智文） 松川町職員適正化計画というのがございまして、２７年でいったん

切れておりまして、今年度の２８年度以降というような形でございます。 

将来的には育児休業の職員を抜かないとやっぱり業務としては支障があるので、その

職員を抜いて総合計画の中にあります１１３名というような形で、平成３１年までの間、

１１３名というような形で考えて計画をしております。 

今現在、育児休業給の方がいらっしゃいますので、実際には１１９名のうち７名を引

きますから、１１２名というような形で、来年度の４月当初が予算上ではとなっており

ますので、適正化計画というか、総合計画に掲げてあります適正な人員といたしまして

は１１３よりは１減というようなな形で運営になってきます。 

平成３１年には１１３になるように、この計画によるように計画をして人員の増減等

調整してまいりたいと思います。 

また、松川町なんですけれども、類似団体っていうのがありまして、松川町は３の０

番という類似団体になるんですけれども、松川町と同じ人口規模で、全国ならした４３

団体があります。その４３団体の中でちょっと古い統計ではありますけれども、平成２

７年の時には６.７５人ですね、１００人あたりの職員数が６.７５人という形で、類似

団体中では一番低い数字でございました。一番少ない値でございます。 

○議長（森谷岩夫） 塩倉課長、質問者３回目でありますので、もうちょっとその聞かれたこ

とをすべて答えて。 

町長。 

○町長（深津 徹） 課長、ちょっと古い資料をお持ちなのですので、私がデータの方２７年

度の資料でございますけれども、類似団体、今申し上げましたけども、４４団体あった

んですけれども、２７年度から３６団体になりました。 

それで松川町が長野県下で比較してもいい町村、類似団体に類するのは小布施、飯綱、

山之内、松川この４町でございます。これが同じ類似団体３６団体でございます。 

定員管理の状況でありますけれども、１，０００人あたり２７年度は７.０３人でござ

います。これが３６団体のうち、３番目の数字になっております。 

人件費でございますけれども、人件費の比率は、２７年度の統計では１４.５、３６団
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体のうち２番目の数字になっております。 

人件費と物件費がございます。賃金に値する部分がございます。 

物件費の人口１人あたりの人口に関する人件費、物件費が１３万２千円余りでござい

ます。これが３６団体中３位３番目の数字でございます。 

そうした数字でございますけれども、これは２７度でありますので、今年２８年度ま

た２９年度に向けては若干、定数も増やしておりますので変わっていくんではないかと

いうふうにとらえております。 

○議長（森谷岩夫） ほかにございますか。 

黒澤議員。 

○７番（黒澤哲郎） すいません、中平議員の方から人件費の話が出ましたので、関連質問さ

せていただきたいと思いますが。 

この概要、これの５ページでございます。 

歳出の性質別というのが出ておりまして、人件費の平成２９年度の当初予算と増減等

載っておりますが、この数値は積算されて出ている数値だと思いますが、このデータの

信憑性というか、重要な問題ですのでお聞きをしたいと思います。 

その５ページの解説の義務的経費の部分ですね。 

人件費はとありますが、そこに新規採用による職員増９９名から１０６名というふう

になっておって、６，０８３万４千円の増であるというふうに出ておりますが、昨日の

全協で詳しくをお聞きをしたところ、正規職員１１９名の８名増というようにお伺いし

ておるわけでありまして、こちらの概要によると９９名から１０６名のプラス７になり

ますね。 

こういう違いがある中で、この増減の数値だとか、総数も大きく違う中で、この人件

費の金額というのが、本当にきちんと積算されて正しい値なのかどうかということが、

ちょっと疑問に思うわけですけれども、そこら辺のところをまずお伺いしたいと思いま

す。 

と同時にですね、その６，０００万円の増分のうちですね、人員増分がどれぐらいで、

賃金増による分との区分けができておるかと思いますが、６，０００万円のうち人員増

分がどのぐらい、賃金の自然増等による部分がどのくらいというのをお聞きしたいと思

います。 

人員増分、７～８名だけで６，０００万円ということはあり得ないかなというふうに

思いますので、そこら辺のところもお伺いをしたいなというところであります。 
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３点目はですね、大変町長の方からも今、物件費というのがありましたが、物件費は

臨時職員の賃金だけではありませんので、そこら辺のところをもう少しこの物件費の中

で、人件費に相当する部分はどのぐらいあるのかという部分をお伺いをしたいと思いま

す。 

その３点お願いします。 

○議長（森谷岩夫） 塩倉総務課長。 

○総務課長（塩倉智文） まず、この当初予算の概要の５ページにつきましては、一般会計の

人数でございますので、９９名から１０６名の増というのはそういうことで７名。介護

保険の方に１人増えておりますので合計８名という形になってまいります。 

それから予算書の１１１ページ、増減の明細がございますけれども、人事院勧告によ

る増で６０５万７千円、それから昇級に伴う増加分が１，８５６万円、その他の増減分

で異動による退職採用によるというところが内訳にありますけれども、７８８万３千円

こちらが給料でございます。 

それから手当てでございますけれども、制度改正に伴う増減分が１，３３０万円、そ

れからその他の増減分が７４３万６千円、それぞれの内訳が退職、採用、異動によると

いうような形になっております。 

以上、よろしくお願いいたします。 

○議長（森谷岩夫） ほかの質問は。ほかの質問は誰が答える。 

塩倉総務課長。 

○総務課長（塩倉智文） 賃金の分なんですけれども、平成２９年のざっとして計算した部分

なんですけれども。 

○議長（森谷岩夫） その概要書の５ページで質問がありましたので、それを見てお答えをく

ださい。 

はい、どうぞ。 

○総務課長（塩倉智文） 賃金のみを足した金額でございますけれども、一般会計が４億１，

２０１万７，１２３円でございます。 

○議長（森谷岩夫） １２億６，４００だもんで、それが一般が今４億１，０００円ですか、

ほかのものも言ってください。 

物件費の１２億６，４１９万円のうちの賃金はどうかと、そういうことであります。 

○総務課長（塩倉智文） 今申し上げましたのが、５ページにあります物件費の中の１２億円

の中の賃金の部分でございます。 
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○議長（森谷岩夫） それが４億１，０００円。ありがとうございました。 

黒澤議員。 

○７番（黒澤哲郎） ありがとうございました、大変よくわかりました。 

要するに一般会計のみでの部分ということで、ほかの部分にはそういう細かい人件費

等の義務的経費増減等は載っておらなかったので、昨日お話を聞いた中で理解したとい

うことでありがとうございました。 

最後にですね、その物件費の中の臨時職員の賃金について、４億１，０００万程度と

いうことでありますけども、この部分についてのそのこの賃金を物件費の中に入れてい

る理由というのをお伺いをしたいと思います。 

それなぜかと言いますとですね、だいたいこの通常人件費ですけれども、そういうル

ールがあるのかどうか。 

要するにこの労働問題いろいろ言われている中で、要するに、人の賃金が物扱いの区

分けの中に入っているという、そういう考え方自体おかしいんじゃないのというそうい

う指摘をいただいておりますし、私もそういうふうに思っておりますので、なぜこうい

う物件費、物扱いに臨時やパートの人たちの経費が区分けされているのか、そこら辺の

ところを質問したいと思いますのでお願いします。 

○議長（森谷岩夫） それでは酒井まちづくり政策課長。 

○まちづくり政策課長（酒井 仁） こちらの方につきましては、決算統計というような総務

省で出しております統計書の区分けにのっとってやっております。 

以前からもそういうご質問いただいておりますけども、その中で松川町の会計１節か

ら２８節ありますけども、その節の合計についてそれを決算統計の中で、その中で計算

を仕分けるというようなルールの下でやっておりますので、一部実態というか、実際に

は感覚的にはこれは人件費じゃないのというような形でもっておりますけども、私たち

の全国の持ってる統一的なルールの中でやっておりますので、例えば松川町だけここの

部分を７節で今、賃金を持っていますけれども、その部分を４節の中に組み入れて出す

ということなりますと、松川町の数字的には正しいかもしれませんけれど、全国的な統

計数値とはずれてくるというような形もありますので、決算統計の区分けに基づいてや

っているのが現状でございます。 

ちなみに物件費という部分の区分けというものになりますと、今おっしゃった賃金と

いう部分、また旅費の部分、公債費の部分、事業費の部分、役務費の部分、備品購入費

の部分、委託料の部分、そこにその他というのがありますけれども、それを合わせたも
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のが一応物件費で計上をしましょうというルールの下でやっております。 

以上です。 

○議長（森谷岩夫） 黒澤議員。 

○７番（黒澤哲郎） そういうルールがあってということかと思いますが、我々がお聞きした

いのは、町全体の会計、要するに町の業務を３１１人の方々の労力をお借りして行って

いるわけでありますけれども、この５ページの概要の５ページの歳出の性質別の中に構

成比というのもありますけれども、これは単なる一般会計の部分の構成比ということに

なりますね。 

だからお聞きしたいのはですね、町の業務全体を担っていただいてる３１１名の方々

の要するに賃金ですよ、人件費。これの構成比どのくらいなのか総額と、そういうのを

お聞きしたいわけですね。それが、これだけの資料ではなかなかわからないという形に

なるかと思います。 

わかっていれば教えていただきたいと思いますね。 

要するに、意味はわかりましたね。私の言いたい、聞きたいことは。 

これでは物件費の中に入っちゃったり、ほかの特別会計の中に人件費も入っちゃった

り、非常勤やパートの人の物件費っていう形で賃金が入っちゃったりしているので、正

確な３１１人の職員の方々に支払う賃金の構成比っていうようなものが見えてこないの

で、そこら辺のところを教えていただきたいということであります。 

○議長（森谷岩夫） 塩倉総務課長。 

○総務課長（塩倉智文） 概要の１ページに予算の総括表がございますけれども、この総合計

２９年度の当初予算に対しまして、節で言いますと給料に２節の給料、３節の手当て、

４節の共済費、７節の賃金をすべて足した金額を割りますと１３.３８％でございます。 

○議長（森谷岩夫） もうちょっとゆっくり。 

○総務課長（塩倉智文） この当初予算の総合計でございます１ページの一番下にあります１

１１億円、それを分母にいたしまして、人件費になります２節のすべての会計の２節の

給料とそれから３節の手当てですね、と４節の共済費、それから７節の賃金すべての会

計のすべて足したものが全部で１４億９，１００万円ぐらいなんですけれども、ちょっ

と手元の資料で申しわけないんですが、足したものがその金額になります。それを割返

しますと１３.３８％でございます。 

○議長（森谷岩夫） 町長。 

○町長（深津 徹） で今のご質問でございますけれども、黒澤議員の言われる質問そのとお
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りなんです。 

実は私自身も、議員時代に同じことを質問をしております。 

物件費にその賃金等が含まれるのはどういうことか。やはり行政サイドは同じような

答弁、統計上やむを得ないということで、私は物件費の中身を担当課へ行って全部調べ

ました。人件費がどのくらいで今言われておりました。いろんな委託費やいろいろ。そ

の委託費の経常収支比率が物件費の中で、非常に委託費様々な委託費が経常経費、経常

収支比率の押し上げになってるという分析もしたところでございます。 

こうした場面でこうした統計数値、それから先ほど申し上げました類似団体との比較、

全部実は一般会計なんです。この裏にあるものが何かということを、我々が職員も一緒

でありますけれども、どういう動きをしてるのかということも含めた中で考えていかな

いと、夕張みたいな破綻になるわけです。夕張ももすべて一般会計の中でやっていた。 

それでそれまでは起債制限比率ということで借金の比率は、一般会計の中で見ていた

ものを今は実質公債費比率ということで、全部の中でやっていかないと自治体がつぶれ

てしまうという時代、それで大きく変わってきた。 

大変に申しわけないんですけれども、こういうふうにお示しする場合にはどうしても

今話がありました。全国の統計調査に従わざるを得ないというふうに思っております。 

これは今世間でも問題になっております。年少人口、生産年齢人口が１５歳から６４

歳まで、今はもう高校へ行く子どもたちがほとんど多い中で、生産年齢人口に入れるの

はおかしいんではないか。あるいは６５歳で切るのがおかしい。それと似たところがあ

りまして、統計上のどうしてもこういう形になっていくことはご容赦願いたいというふ

うに思っております。 

その裏にあるものというものは、それぞれの課長、私どもも、また議会の皆さんも、

しっかりと把握としていっていただきたいというふうに思っている次第でございます。 

以上です。 

○議長（森谷岩夫） ここでお諮りをいたします。 

休憩をとりたいと思いますが、ご異議ございませんか。 

（「異議なし」との声あり） 

○議長（森谷岩夫） それでは１１時５分まで休憩といたします。 

 

休  憩  午前１０時５５分 

再  開  午前１１時０５分 
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○議長（森谷岩夫） 会議を再開いたします。 

それでは再開の前に田中産業観光課長より発言があります。 

○産業観光課長（田中 学） すいません。 

語句の訂正をお願いしたいということがあります。大変申しわけありません。 

予算案の概要のところであります。申しわけありません。 

１３ページになります。一番下の欄の商工振興支援事業とありますが、この中の下か

ら２番目の赤い字で書いてある創造支援事業、新規とあります。 

創造支援事業、新規とありますが、創造じゃなくて創業です。造を業に直していただ

きたいと思います。 

これは米山郁子議員の方からご指摘いただきまして、本当に申しわけありませんでし

た。 

よろしくお願いいたします。 

○議長（森谷岩夫） それでは再開をいたします。 

質疑ありますか。 

大蔵議員。 

○４番（大蔵 洋） ２点ほどお聞きしたいと思います。 

総務費なんですけれども、まず３９ページの１３節の委託料なんですけれども、公共

交通調査業務費として、委託料２５０万円が計上されておりますが、概要を見ますと多

分フルーツバスのことと私は理解したんですけれども、地域の需要にあった効率的な路

線の確保と持続可能な交通を目指すため実態調査を行うとありますけれども、これにつ

いて何か住民の方から苦情とか改善が求められたのか。 

または今、運行費がどのぐらい発生してるかちょっと私把握してないんですけれども、

運行の本数を減らそうと考えているのか、そこら辺をお聞きしたいとと思います。 

それからもう１点は、４３ページの賦課徴収費１３節委託料なんですけれども、評価

替時比準規定作業業務、それからそれに航空写真ですかね、これ見ると自主財源確保の

適正な課税とありますけれども、今、太陽光発電のその見直しとか、そういうのを課税

を検討していきたいということも念頭にあるのか、その２点をお聞きしたいと思います。 

○議長（森谷岩夫） 酒井まちづくり政策課長。 

○まちづくり政策課長（酒井 仁） 概要でいきますと８ページ、予算書でいきますと３９ペ

ージの部分ですけれども、予算書３９ページの公共交通調査業務ですけども、松川町の

地域公共交通、ご指摘のとおりフルーツバスの運行についてです。 
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平成２１年から運行を始めまして７年ほど経っております。 

その当時と比べまして、人口の人口形態といいますか、部分も大きく変わっておりま

して、子どもたちが利用する子どもたちの数は減ってますけども、大島地区については

上片桐地区については子どもたちを増やしたりだとかいうような形でそういうこともあ

りますし、また一般の方々も運行当時は免許を持っていなくて、元気なお年寄りという

か高齢者の方々も多かったんですけども、だんだんその免許を持っている人たちの層が

あって、逆にその免許を持っていなかった人たちも、バス停まで歩くのはつらいという

ような状況もございますので、すべてのことを見直すというようなことが必要じゃない

かということで、平成２９年度に予算を計上させていただいております。 

本数を増やす、減らすというようなことではなくて、とりあえず現状を把握して、ど

ういうような方法がいいかというような形を一度示した方が、調査をした方がいいとい

うような判断のもと予算を計上させていただいております。 

また、公共交通については年に２回ですけれども、そういう会議をもちまして、研究

もしておりますので、またそういうが方向性がありました折には、皆様方にもご説明を

してまいりたいと思います。 

以上です。 

○議長（森谷岩夫） 続いて北村住民税務課長。 

○住民税務課長（北村 稔） ご質問のありました委託料の中の評価替えに向けました業務の

件でございますけれど、これにつきましては宅地の部分を宅地に係る評価基準というも

のが国の方から示されておりまして、その宅地に係る評価の基準を松川の地形等状況に

あった評価基準に、今より精度の高い評価基準にしたいということで行っていくもので

ありまして、ご質問のあった太陽光発電の見直しを考えているものではございません。 

以上よろしくお願いします。 

○議長（森谷岩夫） 大蔵議員。 

○４番（大蔵 洋） その交通運営費のその事業なんですけれども、２５０万円と計上されて

るんですけれども、これ２５０万って非常に高いと私感じられるんですよね。臨職の年

間の所得以上の費用が発生すると予測されてると思いますけれども、どのような具体的

にどのような形でどのような業者に委託を考えているのか。 

期間的にどのぐらいの期間でそれを収集しようとしているのか、お聞かせ願いたいと

思います。 

○議長（森谷岩夫） 酒井まちづくり政策課長。 
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○まちづくり政策課長（酒井 仁） １回目の答弁の方で私の方でちょっと答弁漏れがござい

ましたので、追加をさせていただきたいと思います。 

運行経費につきましては約４，９００万円ほど、予算書の方に４，９８９万９，００

０円というようなというような負担金補助及び交付金の方で出ておりますけども、こち

らの方にはいろいろなことも含めてというような形でありますけども、運行経費につき

ましては約４，９００万円ほどの運行にかかる費用がかかるというような形でお願いし

ます。 

２５０万が高いというようなご質問でございます。 

こちらにつきましては、期間につきましては、おおよそ６カ月程度の調査期間が必要

かと思っております。 

まず、今うちは１３から１５路線を走らせておりますので、そこの路線、すべてに調

査をかけるということでございます。 

これにつきましては、まだちょっと概要までは細かいことまでちょっとわかりません。

まだ、わかりませんというか計画しておる中では、調査員が乗車をして使っている人の

生の声を聞くというような形も考えていますので、そういうものになりますとちょっと

人工の方がかさんでまいります。 

また、新しい今運行している部分のカットっていう言い方変ですけども、安く運行す

る方法、例えばここの部分のバス停の人員の乗降が少ないので、そこの部分を飛ばして

やるとかっていうようなことについてもすべて行う予定ですので、そのような費用がか

かるというような見積もりでございます。 

また、調査会社につきましては、これも一般指名競争入札にするか、随意契約にする

かというようなこともありますけども、今想定してるのは随意契約で長野県下にありま

す会社を想定してお話をしております。 

以上です。 

○議長（森谷岩夫） 大蔵議員。 

○４番（大蔵 洋） フルーツバスの運行については、地区からもいろいろな要望が出ており

ます。 

一つの例を挙げますと、中山３番組の会所のところから乗って、唐山を回って、長峰

を回って町へ来ると。帰りはその逆で、長峰の方から唐山を通って中山へいくとことで、

非常に利便性が悪いと。 

そういうことで、これは要望としてなんですけれども、この調査をしてどのような形



 －92－ 

でその運航形態を決めていくかわかりませんけども、そういうような住民の意見という

のをもう少し今後幅広く吸い上げていっていただきたいと思います。 

それから先ほどの土地の評価の件なんですけれども、宅地の適正化を図るということ

なんで、太陽光のあれについては一切今後も今のところ考えてないとそういう理解でよ

ろしいですかね。 

以上です。 

○議長（森谷岩夫） それでは先に酒井政策課長お願いします。 

○まちづくり政策課長（酒井 仁） 運行主体等もありますので、またそちらの方の住民要望

等かなえられること、またかなえられないこと等ありますので、意見を抽出しながら検

討してまいりたいと思います。 

以上です。 

○議長（森谷岩夫） 北村住民税務課長。 

○住民税務課長（北村 稔） ご質問のありました件につきまして、今後とも質問のあったよ

うな考えはもってはおらないと。今後も当初想定した考えのもと、それを引き継いでい

くという考えで進めていきたいと考えております。 

○議長（森谷岩夫） ほかにはどうですか。 

関連、坂本議員。 

○８番（坂本勇治） ただいまの運行の委託の関係ですけれども、先課長の説明で乗車して様

子を聞くというような調査も含まれると、それがすべてじゃないかと思いますけれども、

実際に今までもう数年やってきた中で、乗車状況どこから誰が乗ったっていうような基

本的なものはもうわかってるんじゃないかなと思うんですけども。例えば運転手にどっ

から誰が乗った。公共交通でもそれほど多くの利用者があるわけじゃないと思うんで、

そこら辺の調査方法で業務委託の量というか、調査は本当に調査の専門じゃないとでき

ないような部分にある程度絞れば、もっと安くできるんじゃないかなと思うんですけど

も、そこら辺の考え方をお聞きしたいと思います。 

○議長（森谷岩夫） 酒井まちづくり政策課長。 

○まちづくり政策課長（酒井 仁） 議員おっしゃるとおり、例えばＡ地点から乗ってＣ地点

で降りたというような運行のものはデータとして持っています。 

そちらの方も把握しておりますが、それをまとめる仕事の方については、ここのとこ

ろどうも進んでいない状況もございます。 

また、実施段階にあたりましては、どんな業務を委託するか、ここの部分は町ででき
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る、ここの部分はお願いできるという部分もあろうかと思いますので、実施の部分につ

きましては、予算取りということで今２５０万円、総体でというような話で話をしてお

りますが、議員おっしゃるとおり、ここの部分はやっぱりここの方で資料提供するので、

この部分は必要ないよというのは詰めてまいりたいと思いますので、実施の段階で地所

でできることについては地所でやっていくというような形をとっていきたいと思います。 

○議長（森谷岩夫） 坂本議員。 

○８番（坂本勇治） 株太を作っていくというような意味だかと思いますけども、今までのデ

ータで分析力が町の職員にないということなのか、そこら辺もきちんと伺いたいんです

けども。町はいろんなデータ多分持っているんですよね。町長の答弁でもそれこそバス

だけじゃなくていろんなデータを持っている。にもかかわらず、その次のステップとい

うのがなかなか見えてこないような気がするんで、このバスの運行にしても、先ほど大

蔵議員言われたように、すべてを網羅して回ってくるっていうと時間的に非常に時間が

かかって無駄というか、行きたいところへ行くのに時間がかかり過ぎるというような場

合もある。 

そこら辺を調査しながら、バスの運行というのを住民が一番使いやすいように。 

以前にもちょっと１２月だったかな、１１月にも町にもちょっと住民からの意見で「や

っぱり降りる方は下ろしてくれるようになったけれども、乗るとかが遠い」というよう

なこともあったんで、そこら辺の分析しながら、あと目的地に行くのにぐるっと回って

いかないといけないっていうのも、住民からも明らか出てるんで、そこら辺も精査しな

がら、町ができることをできるだけ町でやってもらって、どうしても運行計画とかなん

かという専門性のあることを委託するっていうことでぜひ進めていただきたいなと思い

ます。 

要望です。 

○議長（森谷岩夫） ほかにはいかがでありますか。 

菅沼一弘議員。 

○６番（菅沼一弘） ３点ほどお伺いをいたします。 

まず、最初に７６ページ８の８、それから８７ページ、消防の火の見櫓について、そ

れから８の３の街路灯の見直しマスタープラン作成という項目があります。 

この項目について、縷々説明をまずお願いをしたいと思いますが、よろしくお願いを

いたします。 

○議長（森谷岩夫） ちょっと１つずつ。いくページの何、そう言ってください。 
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○６番（菅沼一弘） ７６ページの８の８。 

８７の１５、工事請負費です。火の見櫓の撤去について。 

まず、これからそいじゃお願いしたいと思います。 

この火の見櫓をなぜ撤去しなくてはならないか。必要だからないかというお考えか、

それともこれは残してやっぱり子どもたちには昔はこういうもんだったよというような

継承的なものもある程度残していくということはないでしょうか。そういうことも大事

ではないかとは思っております。 

今、確かに同報無線があるということでそういうことかもしれませんが、そういうた

だいまこの役場の前のやつくらいのやつは残すとか、全部撤去するということならそう

いうふうで、お考えをいただければなと思ってご意見をお願いします。 

○議長（森谷岩夫） 続けて言ってください。 

○６番（菅沼一弘） ８３ページの１３、委託料です。 

街路見直しマスターズプラン作成という項目で、どのような形の中で作成されるのか、

またそれがなぜ必要か。 

街路灯については、新井の町の街路灯の作り直しはあるかと思いますけれども、８０

０万円という予算についてご説明をしていただきたいと思います。 

それから７６ページの松川４の８、報償費ですけれども、子ども水泳教室のインスト

ラクターが年間どのぐらいの形で何名で、どのような水泳教室を行っているか。 

それから水中パフォーマンスということでショーをやられるんだと思いますが、その

ショーの計画についてご説明をいただければと思います。 

以上３点お願いします。 

○議長（森谷岩夫） それではまず塩倉総務課長。 

○総務課長（塩倉智文） それでは最初に８７ページの上から３番目、火の見櫓の撤去工事請

負費の１２０万円でございます。 

こちらは新井地区にあります火の見櫓でございます。現在火の見櫓は、警鐘を鳴らす

ような行為をしておりませんで、こちらの地区につきましても老朽化によりまして、も

う必要でないということがありまして、撤去という判断にいたしております。 

○議長（森谷岩夫） 次は小沢建設課長。 

○建設課長（小沢雅和） 街路見直しマスタープランの作成の内容についてということで、こ

れが必要かどうかというようなご質問だったと思います。 

内容につきましては、今現在、県の方で作りました圏域のマスタープラン、これが松
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川・高森・飯田のマスタープランになっております。 

それから松川町の松川都市計画マスタープランというのが、これは県が策定したもの

があるんですが、国の方から町の単独のマスタープランを策定しなさいというようなご

指示がきております。 

今現在、長野県の中で作ってないところが松川町と、隣の町の高森町になります。そ

れで高森町とも話をしまして、じゃあこれからマスタープランを作っていきましょうと

いうことで今現在動いております。 

それからこれに関しましては、２８年度はアンケートを出して調査をしている状況に

なります。 

それからこれは、内容的に関しましては都市施設の整備ですね、道路や公園、下水道

の整備を行うために都市計画法という法律に従い都市計画を進めておりますので、それ

に関しまして見積もりをとりまして、その中でこの金額がかかるというようなそういう

ような内容になっております。 

以上でございます。 

○議長（森谷岩夫） 田中産業観光課長。 

○産業観光課長（田中 学） 水泳教室の関係でございます。 

予算書の方につきましては、ここの報償費につきましては、子ども水泳教室のインス

トラクターの報償費ということで計上をさせていただいてございます。 

インストラクターさんにつきましては、９人ほど予定しておりまして、７，６００円

の単価で３８回の教室を予定して計上した金額になります。 

ご質問ありました何名の生徒にということにつきましては、ちょっと今把握しており

ますので、また後ほど調べてお伝えしたいと思っております。 

非常にここのところ盛んになっておりまして、生徒さんたち一生懸命お子さんたちが

来ていただいておるそうであります。 

また続いてのパフォーマンスショーであります。 

これは今年度もやったものであります。次年度につきましても、同じようにやってい

きたいというものであります。 

トゥリトネス水中パフォーマンスショーというものでございます。 

これにつきまして、今年も非常に好評で、多くの子どもさん、あと親御さん見に来て

もらいまして、大変好評でございました。 

来年度につきましても実施していきたいと考えておるとこであります。 
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お願いします。 

○議長（森谷岩夫） 菅沼議員。 

○６番（菅沼一弘） ありがとうございました。 

火の見櫓は老朽化のためにという形でございますが、先ほどもちょっと申し上げまし

たように、このひとつ昔の火の見櫓という形の中で残していただければ、この役場の前

でのあたりのをまだ修理はしなくても大丈夫かなと思いますので、歴史的に残していた

だければなとそんなことを考えます。 

それから次に、街路見直しよくわかりました。 

私も先般聞いたかと思いますが、今ちょっと再度質問させていただいたような形でご

ざいますけれども、一番今お聞きしても大事なことは、水道とかそれから下水道の管の

布設替えのときなどに必要なお話でございましたので、これは大事なことかなと思いま

すので、ぜひ行っていただければ、次の時代につながっていくんではないか、そんなふ

うに考えます。 

それから今、水泳教室でございますけれども、お聞きするとインストラクターさんも

９名の方がおいでになられるということで、非常に子どもさんたちが今、水泳に熱が入

ってるのかなとそんなふうに考えます。 

それにはそれとともに、またウォータープランだとか、そういう施設にも支障のない

ような保守点検、補修があるようでしたら必要であるようでしたら、またそれに続いて

見直していただければありがたい、そんなことでございます。 

それから昨年、パフォーマンスが非常に好評だったということで、また今年も行う予

定だということでございますので、ぜひそれをなんとか広告でもなんでも啓発していた

だいて、大勢の人を集めていただいて、またそのショーが見られるような形で、これは

無償でやられておるかどうか、そんな点をちょっとお聞きします。 

○議長（森谷岩夫） それでは塩倉総務課長、火の見のこれから。 

○総務課長（塩倉智文） 議員のおっしゃっていただく意味も理解しております。 

櫓ですので、子どもたちに登られないようにする危険もありますので、その辺を鑑み

ながら今後のあり方についてはまた消防団と相談してまいりたいと思います。 

○議長（森谷岩夫） 田中課長、そいじゃ。 

○産業観光課長（田中 学） 安全のために修繕等を施すようにということでございます。 

ごもっともだと思いまして、今年度もウォータースライダーですね、あちらの方が大

分年数もたってきましたので、補修の方、塗装の塗り替え、あとジョイントの部分の点
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検等をしたところでございます。 

また、雨漏り等もところどころあったりもするんで、そのようなことも修繕の方をや

っていきたいと考えております。 

また、ウォーターショーでありますけれど、無料だったかどうかが、ちょっと金額の

方がはっきりわからないんですけれど、安い金額で確か見れるかと思います。 

よろしくお願いします。 

○議長（森谷岩夫） ほかにどうですか。 

佐藤議員。 

○２番（佐藤史人） 生涯学習課の方にお尋ねします。 

社会教育総務費９５ページの１３節の委託料、９５ページ１３節の委託料、自然体験

活動業務というのがあるんですが、これの内容と委託先。 

それから２つ目が、９６ページの公民館の需用費の中の燃料光熱水道費及び１０１ペ

ージ１１節の保健体育施設の体育館の方の１０１の１１節の同じく燃料光熱水道費のこ

の予算の積算の根拠。 

それから３つ目が、以前にお話が出たと思うんですが、社会教育施設のインターネッ

ト等による予約システムが今回も計上されてませんが、それはどうなってるか。 

以上３点お願いいたします。 

○議長（森谷岩夫） それでは片桐係長、お願いいたします。 

○生涯学習課係長（片桐比呂巳） それでは、ご質問にお答えさせていただきます。 

まず自然活動事業でございます。９５ページの１３委託料の自然体験活動業務でござ

いますが、これにつきましては、子どもたちを対象としまして、自然体験や外遊びでの

作るや遊ぶ、かかるといった活動を通して、創造力やたくましさ、協調性、自立心を養

うことを目的として行うということでございます。 

具体的にはですね、町内の施設やフィールド、例えば森や沢などを活用しながら自然

と触れ合う活動、遊びを作り出す活動、また世代を超えて協働する活動などのプログラ

ムを予定しております。 

委託先でございますが、まだはっきりとはあれ決まっておりませんが、一応複数業者

の一応プロポーザル方式で行っていく予定であります。 

続きまして燃料費、９６ページの燃料費でございますが、これはですね車、軽トラッ

クを所持しておりまして、ガソリン代、また草刈りの委託をしておりますので、それら

の草刈りの燃料代を計上させていただいております。 
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町民体育館の施設、その後の１０１の１１ページにございますが、こちらについては、

町民体育館の地下タンク等に入る暖房等の燃料費。また各施設と町営と名子原体育館や

福与体育館等ありますが、そちらの灯油代等を計上させていただいております。 

最後でありますが、インターネット予約システムにつきましては、今回計上させてい

ただいておりませんが、それにつきましては少年少女スポーツクラブ連盟、また松川町

体育協会の方からも要望は上がってきております。 

２９年度については、それらの導入について、検討をしていくということで、１２月

に町長、副町長を含めた体育協会、スポーツ少年少女スポーツクラブ連盟の懇談会の時

に話をさせていただきました。 

インターネット予約システムにつきましては、業者の方から要望はあるわけでござい

ますが、それを設置することによって、受付業務等で住民の方と話していろいろと受付

業務を行っていくと、そういった機会もなくなってきてしまうということも考えられま

す。 

来年２９年度でそれらについて、関係団体とも話をしながら、研究をしてまいりたい

と考えております。 

以上です。 

○議長（森谷岩夫） 佐藤議員。 

○２番（佐藤史人） １つ目の自然体験の内容ですけれども、お聞きするとまだ青年の家はあ

るんですが、旧ではないですが、松川プログラムの内容と多分一緒だと思うんです。 

それから委託先についても、松川プログラムをなさってる現青年の家の職員も含まれ

ていると思うんですけれども、そうなのか。 

昨日の本会議での教育長の説明があったように、松川プログラムとはちょっと違うよ

うという、その点をお聞きしたいです。 

それから、需用費の２番目の質問の燃料と光熱水費、これ体育館の方に公民館の方の

電気料もこういってるんじゃないかと思うんです。金額見ると。それでえみりあは１１

月にオープンして、まだ何カ月しか経ってないんですけれども、ちょっとこの積算の数

字に疑問があります。 

ご承知のようにえみりあの方は、廊下もトイレもそうですけれども、入ると電気がつ

く、人がいなくなると消えるというシステムを使っているんで、以前の公民館とは違っ

て、電気料がかさむと思うんです。それから室内温度が設定されてあったものが、どう

いうわけか知りませんけれども、現在は解除がとれて、自由に温度設定できるというふ
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うになっていることもありますし、体育館の方はきちんと節電管理がされていて、体育

館トレーニングルームについても、使用する団体によっては間引きで電灯がついてます

けれども、公民館の方はそういう節電の体制がなされてない中で、もう一度この数字の

根拠をお聞きしたい。 

それから３つ目の社会教育施設の予約システムをこれ検討じゃなくてやりますってた

しか町長もおっしゃって、えみりあがオープンにした時にやりますよ、同時にやります

よということだったんでは２９年度に上がってるんじゃなくて、これ確かに２７年度ぐ

らいから話が出て、２８年度も予算がつかないからといって採用されなかったものだと

思うんで、そこら辺のお答えをもう一度お聞きしたいと思います。 

○議長（森谷岩夫） それでは高坂教育長、先に。 

○教育長（高坂敏昭） 自然体験に関わる部分でございますが、青年の家の事業とは全く切り

離して考えていくという、そんなお話もさせていただきました。 

子どもたちを対象にした自然体験、外遊びのプロジェクトということであります。 

実は子どもたちの置かれている環境の中で、子どもたちが自由に遊べる集える場がな

くなってきているという現実。それからスマホ、ゲーム機等に時間を奪われて、外遊び

自体の時間がなくなっているということ。それから子どもたちの数が減っている少子化

の関係で、児童館にいれば仲間と遊ぶことはできるけれども、そうでなくて地域で子ど

もたちが群れて遊ぶという、そういう場がなくなってきているという、そんな現実の中

で何か手を打っていきたいなというふうに考えておりました。 

したがって、対象は子どもとそれからその保護者ということを中心にしながら、ボラ

ンティア的に参加してくださる地域の方々がいれば、また指導者としてご活躍を願える

ようなそんな場の設定を考えております。 

２５回以上のプログラムの実施の中で、延べ５００人の人を参加できるような形で、

目標数値を掲げて取り組んでいきたいと、そんなふうに思っています。 

以上でございます。 

○議長（森谷岩夫） それでは片桐係長。 

○生涯学習課係長（片桐比呂巳） えみりあの電気料の件でありますが、えみりあの電気料に

つきましては、佐藤議員のおっしゃるとおり、町民体育館の電気料の方に含まれておる

わけでございます。 

これにつきましては、電気契約の関係で１施設で１つの契約ということで、中部電力

の方との契約をさせていただいている中、公民館の電気料については、町民体育館と一
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緒にお支払いをさせていただいております。 

積算の根拠でございますが、だいたい１カ月で６５万円ほど体育館と合わせて電気料

がかかっておるという中で、そこの実情に応じて積算をさせていただいておるというの

が現状であります。 

あとそのエアコンの設定温度、エアコンの設定の解除につきましては、当初設定の制

限をさせていただいておりましたが、やはり冬の時期で利用者さんが決められた時間に

会議室等に入られた場合にやはりどうしても寒い。寒くて温度を上げていただけないか

と、そういったところに対応させていただくために解除をした経過がございます。 

今後ですね、利用の状況等を見る中で、そちらについては検討してまた対応してまい

りたいと思っております。 

インターネットの予約システムにつきましては、佐藤議員のおっしゃるとおり、平成

２７年の要望で出てきております。 

公民館の職員とも内部検討をする中で、今年度２９年度には当初予算計上はさせてい

ただいていないわけですが、実際に本当に必要なのかどうかというところも含めまして、

２９年度に検討して３０年度以降にですね、そこについても考えてまいりたいと思って

おります。 

○議長（森谷岩夫） 佐藤議員。 

○２番（佐藤史人） 最初のところの自然体験活動業務、別に青年の家がなくなることで、い

ろんな意見を聞くと、やっぱり松川プログラムというのは、いい企画で継続してもらい

たいというのが町民からいただいている意見です。 

ですからこれやることはいいんですけれども、果たしてその２００万円の委託料を払

ってやるんじゃなくて、もうちょっと公民館の今までの青年の家にいらっしゃった方の

スタッフの力も借りて、もう少しその今のその松川プログラムのあれだと参加料が１０

０円とか８０円とか保険料だけの３０円とかっていうなんですけれども、きちんと例え

ば５００円とか、子どもは無料だけれど、大人は１，０００円の参加がいるとか、きち

んと参加費を取る中でやっていくこと考えていただきたいと思います。 

それから２つ目の電気料等の積算のあれなんですが、例えば松川大学は今までトレー

ニングルームでやっていたけれども、えみりあに移ってきたわけなんですよ。そうする

とトレーニングルームの電気料と冷暖房、トレーニングルームは冷暖房がありますので、

あれ相当な重油を使っていますので、ボイラーでたきますので相当かかるんですよ。そ

の分は落ちると思うんですよ。 
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それから体育館を利用していた団体が、えみりあの方へだいぶ移っていますので、体

育館の電気料というのは比較的減っていくと思いますので、新しい公民館でえみりあは

できたけど、チャンネル・ユーとのそのどういう比率で電気料分けているかわかりませ

んけれども、そういうこともあると公民館と体育館の電気料というのは、節電していけ

ば同じかそれよりも減る可能性があるんで、そこら辺のところは要望事項ですけれども、

ここ１年間きちんと電気料等を見ていただいて、来年度以降はきちんとそれに合った数

字を出していただきたいと思います。 

それから３つ目の予約システムなんですけれども、結局松川町の体育館か公民館、テ

ニスコート、それから町営グランドとか利用されている方々のほとんどは松川町民なわ

けですよ。 

そうしますと社会教育団体に登録されていると、ほとんどが使用料は免除、あるいは

減額されてるわけです。大人の社会教育団体については、使用料は免除だけれど、照明

代とか暖房代はきちんと払ってくださいよというふうになっていると思うんです。 

隣町の高森町は、この間その社会教育施設の使用料とそれから団体の見直しをして、

高森町の社会教育団体の届けをしている団体は、インターネットで予約ができるんです

よ。登録してないほかの市町村はそれができないんですよ。インターネットじゃなくて

直接来ないと予約ができない。 

松川もぜひ町民のためにある教育施設ならば、きちんとしたメリット、毎月１日の７

時４５分から公民館で予約の一斉予約がありますけれども、皆さん親御さん会社休んだ

り、休みを交換してもらって役員の方は予約に来ているんです。こういうシステムがで

きればその分助かると思うんで、ぜひ２番目のさっき言ったその電気料を節約してもら

って、その部分で、そんなにお金がかからないと思うんですけれども、よろしくお願い

します。 

○議長（森谷岩夫） そいじゃ高坂教育長、今要望があらかただったように思うけれど。 

○教育長（高坂敏昭） 松川プログラムにつきましては、２７年度と２８年度の実施状況につ

いて調査をいたしました。 

ほとんどがですね、町外の方々の利用ということと、スポーツの関係で４割の利用と

いうことです。したがって、残りの６割がいわゆる自然体験等というふうになっており

ますが、これまで松川青年の家のその松川プログラムについては、私ども教育委員会の

中での社会教育、生涯学習としての位置づけが、不明確であったというふうに思ってお

ります。 
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したがって、この内容については、今後公民館の方で講座として設定ができるものは

そこに盛り込んでいこうというふうに考えております。 

生涯学習という観点から立ったときに、具体的に自分たちが自分たちの学びを継続し

ていくというのが基本だと思います。それを支えるのが公民館だというふうに思います

ので、せっかく松川プログラムの中で芽生えたそういう住民たちの活動をいかにしてサ

ポートして継続させていくかということは、公民館の中で考えていくようにしていきた

い、そんなふうに思っております。 

それからもう１点のインターネットでの予約ということで、システムについては実は

検討もさせていただきました。体協それから少年少女スポーツクラブの皆さんとも話を

する中で、方向としてはインターネット予約というのが望ましいだろうというふうにな

っております。具体的な詰めがまだまだできていない部分もありますので、先ほど係長

から話がありましたが、今年度中には方向がきちっと出せるようにしていきたいという

ことで、なるべく早くそのインターネットのシステムが導入が必要であれば、早い段階

で取り組めるように努力をしていきたいとそんなふうに思っております。 

以上です。 

○議長（森谷岩夫） ほかにございますか。 

坂本議員。 

○８番（坂本勇治） お願いします。 

時間もありますので、１点だけまずお聞きしたいと思います。 

３５ページのふるさと応援基金についてお聞きします。 

歳入の方では、歳入の方は２６ページですか。ふるさと応援基金ということで歳入を

３，８００万円見ておるかと思います。それと歳出の方、積立金も３，８００万円とい

うことで見込みであるかと思いますけども、この３６ページの方のふるさとの返礼品に

ついて１，５２０万円、またふるさと納税の郵便料だとか、ふるさと納税システム保守、

またふるさと納税のシステムの使用料といったもので歳出があるわけですけども、その

辺の考え方というのをまずお聞きしたいと思います。 

○議長（森谷岩夫） 酒井まちづくり政策課長。 

○まちづくり政策課長（酒井 仁） まず、歳入の２７ページの方が３，８００万円というよ

うな形で計上しております。 

こちらの予算概要にもＰ７ページにもございますけども、本年度を３，０００万円か

４，０００万円ぐらいになりそうということなので、歳入の方で３，８００万円。こち
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らのほう、一応基金の方にきたものは全額に入れさせていただきます。 

歳出のページ、３６ページになりますけれども、そちらの方で一応返礼品の方を返さ

なきゃいけないというような形がありますので３，５００万円と。こちらの方は、約４

０％ぐらいというような形で返礼品の方は考えております。 

ただし、こちらの切り替わりのところがありますので、全額がこの額、年度というよ

うな形ではなくて想定でいきますと１月から３月、２９年の１月から３月については、

だいたい１，０００万円程度の４割区分で４００万円と。 

２９年の４月から１２月部分が、残りの２，８００万円、３，８００万円ってありま

すので２，８００万円の４０％ということで１，１２０万円足したもので１，５２０万

円ということで、返礼品、報償費ということで考えております。 

あとの方でいきますと、先ほど議員のご指摘があったように、ふるさと納税の郵便料

ワンストップサービスというようなものについて、今までは一般会計の中の総務費のも

のでどんとやっておりましたけども、やはりこの部分はふるさと納税にかかった部分の

郵送料ということなので、こちらの方で明示させていただいております。交付金の方の

振り替えというような形になろうかと思いますけれども、こちらの方はふるさと納税の

部分ということで明示をさせていただきました。 

ふるさと納税のシステムなんですが、こちらの方ふるさとチョイスというような形で

お願いしておりますので、その部分の保守、またシステムを使っておりますので、使用

料及び賃借料の中でいただいた３６万２，０００円を計上させていただいております。 

利用料につきましては、約３，８００万円の１％というようなことで３６万２，００

０、約１％という部分で３８万円じゃないのというような形がありますけれども、１％

という額で計上をさせていただいております。 

利用料につきましては、クレジットがありますので今１％と言いましたけれど、その

部分は９０％と考えておりますので、３，８００万円の９０％をかけてそのうちの１％

という形で３６万２，０００円という数字を導いております。 

以上です。 

○議長（森谷岩夫） 坂本議員。 

○８番（坂本勇治） 今説明いただきましたけれども、疑問に思ってるのは予定として３，８

００万円入ると。諸経費がこれだけかかっているわけですよね、１，５００のいくです

か、１，６００なにがしというのが。それはある意味その返戻金ですので、寄附してく

れた方に返す品物の値段と経費、それを差し引いたものが町の収入になって、それを使
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っていかないと何か一般会計の町からの住民の税金で入ってきたものが、町を松川町が

好きだということで寄附してくれるということにはなるかもしれませんけども、そこら

辺の考え方がどうかなっていうのがちょっと疑問に思っているんで。 

ふるさと納税、逆に言ったら松川町の人もほかへ寄附している人のパーセントまでは

わかりませんが、ごくわずかだと思いますけれども、そこら辺で数字をそのまま出すと

いうのは確かふるさと納税、寄附金をすると次の年のあれですか、税金が減額になると

か、申請をしてというのはずれが出てくるとは思うんですけれども。松川の町民がほか

を買ったやつで、ほかから寄附してもらったの、そこら辺と経費を差し引いて、やはり

計上していって、その分が町の収入になって何かに使っていくっていうのが本来じゃな

いかなと思うんですけども、そこら辺はどうお考えでしょうか。 

○議長（森谷岩夫） ここでお諮らいをいたします。 

１２時を過ぎておりますが、この質問だけ終了させたいと思いますが、よろしゅうご

ざいますか。 

（「異議なし」との声あり） 

○議長（森谷岩夫） それでは酒井まちづくり政策課長。 

○まちづくり政策課長（酒井 仁） 寄附金の使い道というような形になろうかと思います。 

当町におきましては、大きな活用事業としまして４つお願いをしております。 

自然環境、農村環境、公園整備事業、これが１つ。もう１つが、子育て、教育、人材

育成事業が２つ目。３つ目、高齢者の生きがいづくり。４つ目、その他目的のために町

長が認めた事業というような形になっております。 

実はこちらの方、寄附金のずれというような形がございます。一応基金の方に全部入

れますけれども、例えば２９年度いくら寄附金がくるかというのが確定ができるのがや

っぱり決算を打たないとわかりませんので、いただいたお金というものは、次年度以降

に使途を決めていくというような形になります。 

今年度の予算でじゃあ見てみますと、先ほど私が２７ページの方でふるさと応援基金

の繰入金というような形で４，６４３万円というような形になっております。 

ここの内訳をお話しますと、ちょっと質問とは趣旨が変わって申しわけございません

けれども、経常経費の部分が１，６４３万円、先ほど郵便料含めてなにがしというよう

な形。あとエアコンの設置工事の充当に使わせていただこうと思っております。こちら

につきましては、先ほど言いました子育て教育という部分でいただいておりますので、

そこの部分、昨年度の部分ではなくて今までいただいた部分も含めまして、２９年度に
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ついて、ふるさと応援寄附金について、そちらを繰り入れてその事業をやっていきたい

というような形で予算を編成しております。 

以上です。 

○議長（森谷岩夫） 坂本議員。 

○８番（坂本勇治） 考え方として、寄附金をそのまま入れていいのかっていうことに対して

答弁いただきたいんですけれども。 

住民とすれば、当然寄附付してもらった金額っていう３，８００万円というのがあっ

て、その返戻金を引いた部分が町の収入じゃないかなっていう。だとするとそれをどこ

に使おうがいいっていう言い方もおかしいけどれも、それを使うのは今説明されたとお

りだと思うんですけども、この経費というのをどういうふうに見るかという答弁だけお

願いします。 

○議長（森谷岩夫） その直接基金へ入れるという方の話でありますが。 

まちづくり政策課長。 

○まちづくり政策課長（酒井 仁） 例えば寄附のものが１０万円のものがあったり、１万円

のものがあったりしますけれども、かかる経費というのはじゃあ寄附のもの、返礼品の

金額が違ってまいりますので、人数でこの人はいくらかかったかというお金の流れがわ

からなくなってしまいますので、全体ではいくら今年度松川町が寄附をいただいた額、

その部分で経費がいくらかかったというのを明示するために、一度全部の額を入れてお

りますので、そこの部分でさっ引いてしまいますと、寄附額が幾らあるかっていうのは

また再計算をするような形になります。 

そこでじゃあこれはこれ、あれはあれというふうではなくて、寄附をいただいた部分

でかかった経費はこれだけというような方が、管理しやすいという言い方が適正かどう

かはわかりませんけれども、あくまでも寄附をいただいた額というような形になります

ので、そちらのすべての額を基金の方へと一度繰り入れるという方法を使っております。 

以上です。 

○議長（森谷岩夫） ２回目の質問ちょっと適正なお答えじゃなかったんでもう一度。 

坂本議員。 

○８番（坂本勇治） 今わかりにくくなるということですので、だったら特別会計にして直接

そこへ入れて経費もそこから落としていくとわかりやすいのかなと思うんで、またぜひ

検討をお願いしたいと思います。 

以上です。 
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○議長（森谷岩夫） それじゃご意見としてお聞きをするということでございます。 

それでは午前中の審議を以上で終了したいと思います。 

午後は１時から再開をいたします。 

 

休  憩  午後 ０時０６分 

再  開  午後 １時００分 

 

○議長（森谷岩夫） それでは午後の再開いたします。 

質疑のある方お願いいたします。 

熊谷委員。 

○９番（熊谷宗明） それでは一般会計予算について３点質問させていただきます。 

まず１点目でありますが、歳出の９０ページ、１９節負担金補助及び交付金の一番下

でありますが、ふるさと学費応援補助金１００万円の計上についてお聞きをしたいと思

います。 

この補助金につきましては、平成２８年度松川町の将来を担う人材の確保と定住促進

というようなことで要綱を定めやってきておるわけでございます。 

借り入れた奨学金の返済の一部２５万円、５年間で１年に５万円ずつ補助をしていく

というものでございます。そして今年度も利用されてきているわけでございます。 

このことにつきましては、当事者を含め家族にとっても非常にありがたい補助制度で

はないかと思っておるとこでございます。 

２８年度の予算額では２２４万円の約４０名分の計上の予算でありましたが、２９年

度の予算でありますと、半額以下の１００万円というようなことになっております。こ

の内容について、お聞きをしたいと思います。 

それから２点目でございますが、歳入の３０ページの２０款町債、４目の臨時財政対

策債１億８００万円の計上がされております。 

昨年度、当初予算では１億９，７３０万円でございまして、概要の３ページには前年

対比４５.３％、８，９３０万円の減ということで、起債全体の償還と借り入れのバラン

スを考慮して、１億８００万円にしたという説明があります。このバランスについての

説明、これについて２点目質問させていただきます。 

それから３点目でございます。 

先ほど米山郁子議員さんよりも質問がありましたが、１０２ページ歳出１０２ページ、
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３目ホストタウン事業費、６６０万４千円でございます。 

半分は交付金というようなことでありますが、ホストタウン、コスタリカのホストタ

ウンというようなことで、これからこういった事業費が出てくると思いますが、これに

ついて先ほどの教育長の答弁の中に、協力隊を入れて友好関係を深めていくというよう

なことで、学校教育と社会教育の人材確保のためにその協力隊を入れていきたいという

ことであります。 

まだ、これから募集というようなことで、私たちも子どもたちの国際親善、国際交流

のためにこういったことはぜひやっていただきたいという思う１人でございます。 

その中に１１節の需用費でありますが、ホストタウン交流事業消耗費で３８万８千円

盛られております。これについて内容、どんなふうに考えておられるか。 

その３点、お願いしたいと思います。よろしくお願いいたします。 

○議長（森谷岩夫） 福島こども課長。 

○こども課長（福島敏美） 一般会計９０ページの負担金補助及び交付金の中のふるさと学費

応援補助金についての意見、ご質問がございました。 

これについては議員申されますとおり、平成２８年度新たに創設した補助事業でござ

いまして、松川町に大学等出られて、Ｉターン、Ｕターン、Ｊターン等された方々に５

年間５万円という形で助成をしていくという事業でございました。 

平成２８年度におきましては、２２４万円の予算計上させていただいたところでござ

います。 

これにつきましては、議会等でもお話をさせていただいて、人数がはっきりしない中

で大学の進学率、また奨学金を借りておられる方の率、また松川町へ戻ってこられる方

の率というのを予想に基づきまして、４０人程度の予算を計上させていただいたところ

でございましたけれども、本年度該当する年度に松川町に転入された方について全員の

方にご案内をさせていただいて、申請を受け付けたわけでございますけれども、実績と

して８名の方から申請がございまして、補助を行ったところでございます。 

本年度につきましては１００万円ということで、２０名程度を予定しておるところで

ございます。 

今年度の実績に加えまして、来年度の平成２９年度の分ということで、２８年度申請

をされた方の５年間分の２年目と、２９年度新たに申請をあげられる方というような方

を想定する中で予算計上をさせていただきました。 

よろしくお願いします。 
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○議長（森谷岩夫） 田中課長、お願いいたします。 

○産業観光課長（田中 学） コスタリカの関係の需用費の３８万８千円でございます。 

こちらにつきましては、今年度につきましても１０月コスタリカの方から６名の研修

員、それからイクパットの方から２人の遂行ということで、８名の皆さんお見えになり

ました。またラウラ大使も見えたわけでございます。 

来年度につきましても、草の根響力の支援というようなことから、研修生の受け入れ

を予定をしております。 

こちらやはり９月から１０月に予定しておるわけでありますが、この研修生の皆様へ

の飲み物代、あるいは土産等そんなようなものの消耗品というようなことを計上してあ

ります。 

よろしくお願いいたします。 

○議長（森谷岩夫） そいじゃ酒井まちづくり政策課長。 

○まちづくり政策課長（酒井 仁） 詳細について臨時財政、主には臨時財政対策債を１億８

００万円にした理由というような形だと思いますけれども、こちらの方なんですが、町

債全体のバランスを考えたということが１点です。 

概要にもございますけれども、中学校の建設の方で非常に大きな起債を借り入れます。

こちらにつきましては、通常という言い方変なんですけれども、起債を起こしたときに

交付税で本年度バックされる俗に言う、後年度に交付税参入があるかどうかというよう

なことがポイントになるんですけども、この学校債につきましてはそのバック率が非常

に低い起債になります。 

ただ、交付税のバックがつくので、財政としての考え方としては、臨財債を満額借り

て、こちらの学校債をその分減らしてということも考えましたけれども、若干でも交付

税が返ってくる方を多く借りて、この臨時財政対策債の財政の言葉というと理論値参入

という形になりますので、借りても借りなくてもこれは交付税措置されるお金ですので、

中学校の方でお金を借りて、その部分は借りないと。同じ２０節の町債という中での考

え方で、そこの部分を６億円弱にしたいというような形で、起債の借り入れの項目とし

て、どの起債を借りるかということで判断させていただきました。 

以上です。 

○議長（森谷岩夫） こども課長お願いします。 

○こども課長（福島敏美） ただいまのコスタリカの消耗品の部分でございますけれども、こ

れについては先ほど産業観光課長のからも説明ございましたが、それぞれ４課の予算を
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計上してあります。それを積み上げたものになりますけれども、こども課としまして、

先ほど産業観光課長が申し上げましたように、松川町の方へ研修生とか来ていただいて

おりまして、交流をしております。 

そんな中で今年度におきましても、それぞれ学校の方にも来ていただいて交流を進め

ておるところでございます。 

そんな中で交流の一部といたしまして、コスタリカの料理を子どもたちに提供してい

きたいということで、学校の栄養士さんにもお願いする中で、食文化に触れるという部

分で子どもたちに提供していきたいということで、その分の経費をこのホストタウン交

流事業消耗品という中で、食材代として計上させていただいております 

よろしくお願いします。 

○議長（森谷岩夫） 熊谷議員。 

○９番（熊谷宗明） それぞれご答弁いただきました。 

まず最初のふるさと学費応援補助金のことでございますが、松川広報の２月号にその

内容が７ページに書いてありまして、この帰りやすいふるさとであるためふるさと学費

応援補助金というのはありますよということで、奨学金のお申し込みは係までお問い合

わせくださいと、そういうことを見た住民の大学生が、子どもさんが帰ってくるという

ことで申請に行きましたら、この対象者の中に平成２７年４月以降に新たに松川町に住

民登録をした者ということで、その方は子どもの住所を松川町にずっと置いてあったと

いうことで対象外ということで言われたというようなことでございます。 

これってこのことをについてちょっと盲点だったかなというふうに私は思いまして、

やはりこのふるさと学費応援補助金というものは、奨学金を借りるとだいたい３００万

円くらいの借金を背負って帰ってくるというようなことで、それを少しでも緩和させて

やりたいという温かい思いやりの補助金だと思います。 

そこで経済的に苦しい方であるとか、そういった方はこういう制度があると非常にあ

りがたいという中において、住所を移さなかったがためにこの制度を利用できないとい

うことがありました。 

ぜひとも要綱につきまして、検討していただき、そういった方たちもこの制度が利用

できるようにならないかなと思います。その点について、お聞きをしてまいりたいと思

っております。 

それから、続いてコスタリカの件が産業観光課長よりいただきまして、私これこのコ

スタリカの交流事業につきましては、４課、まちづくり政策課、総務課、産業観光課、
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こども課、４課で対応しているというようなことで、担当委員会でありましたが、お答

えをいただきありがとうございました。 

子ども課につきましては課長の答弁でありましたように、学校給食の中でコスタリカ

料理を子どもたちに振る舞って、コスタリカの文化や国際感覚を身につけていただきた

いというようなことで、非常にいい取り組みではないかなと思っております。 

このコスタリカが東京オリンピックの時に松川町がホストタウンとして、大いにその

住民の皆さんとともにホスピタリティーを発揮させていくには、やはり時間軸として少

しずつ住民参加のホスピタリティーというのを構築していかなければならないと思うわ

けですが、やはり子どもたちの感覚の中でコスタリカというものがどうであって、コス

タリカばっかじゃなくて、世界各地の人たちはどんなふうに暮らしているのか、そうい

ったことが非常に大事かなと思っております。 

この内容につきまして、非常に結構なことだと思いますが、もう少し住民の皆さんと

ともにやっていくという方策について、何か観光課がありましたらお聞かせいただきた

いのと、もう一つはせっかくの応援団、地域おこし協力隊を招き入れる、これから招き

入れるということでございます。 

応募としても誰も来ないようではいけないと思いますので、ぜひとも確保できるよう

な体制づくりについてお願いをしたいと思います。 

その点についてお聞きをしたいと思います。 

３番目でございますが、政策課長よりお話がありました。 

学校施設等整備事業費、これ３億１，７００万円というのを事業債として借り入れて、

こっちの方が交付税が多く返ってくるというようなことで、そっちを選択して、この臨

時財政対策債を少なくしてきたという、１億８００万円にしたというようなお答えでご

ざいましたが、決算におきましてこの臨時財政対策債は赤字地方債、召喚していくべき

ものでありますけれど、これ非常に毎年拡大してきておりまして、少し考えた方がいい

んじゃないかというお話もございました。 

起債残高におきましては、この臨時財政対策債４割を占めておるというようなことで

膨らんできております。 

また、今後の国からの交付金、これが町長の所信表明よりありました２ページでござ

いますが、財源不足額約７兆円ということで、非常に国としても深刻な状況ということ

でございます。 

交付税がやはり本年度予算も減ってきております。そういう中で、この臨時財政対策
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債、いろんな事業債を借りて回していくということでございます。 

先ほど、お話がありました３１１名の職員の給与が１４億９，１００万円ということ

でお話がありました。 

これは町税の１４億３，８８１万３千円を超えております。町税がほとんど職員の皆

さんの給料になっているということでございまして、やはりこういった義務的経費が膨

らむ。そして投資的経費がなかなか打ち出していけない。それでもって人口減少、それ

から既存施設、公共施設の維持管理、本年度えみりあが誕生し、その次は体育館の耐震、

屋根の工事というようなお話もありましたが、本年度予算には入っておりません。 

そう考えたときに、これからのこういった町の運営、国や交付金がどんどん減ってく

る、そういった中でどういうふうにこれからの町の方向を決めていくのか、そこら辺を

お聞きしたいと思います。 

以上よろしくお願いいたします。 

○議長（森谷岩夫） それではまず福島こども課長。 

○こども課長（福島敏美） ふるさと学費応援補助金につきましては、議員申されますとおり、

人材の確保という部分も含まれた形で補助要綱を制定してございます。 

住所の登録につきましては、議員申されますように、松川町に新たに転入された方と

いう要件を設けております。 

これについては、補助金の交付要綱を設定する段階でも、いろいろ話をする中で、こ

の制度をスタートさせたわけでございますけれども、私もただいま議員申されるような

窓口でご相談があったということは聞いておりまして、その部分については当初の制度

設計の中で想定しておらなかった部分という部分もございます。 

この補助金の目的でございますが、松川町に人口を増やして、担い手である若者を増

やしていきたいという趣旨、それとそういうのを踏まえまして、そういう皆さんも対象

になるような形に拡大していければなというふうに私も思っております。 

また制度の内容については、精査する必要が出てこようかと思いますけれども、でき

るだけ大学等に出られて返済等される方々の負担を軽減できるような形を検討してまい

りたいというふうに思います。 

よろしくお願いします。 

○議長（森谷岩夫） そいじゃコスタリカの。 

高坂教育長。 

○教育長（高坂敏昭） コスタリカのホストタウン等に関わっての交流事業でございます。 
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子どもたちには国際的な視野を広くもってほしいという、そういう願いの中で、これ

までもＪＩＣＡの研修員の皆さんがお見えになったときに、小学校へ入って交流の事業

を進めてきておりました。 

かなり子どもたちは海外に対して関心を持ち、なおかつ自分の持っている英語力でコ

ミュニケーションをとるという、そんな姿も見られております。 

これはじわじわと浸透させながら、町民の皆さんにも広く理解をいただいて、なおか

つ心の交流でも結構なんですが、交流の活動が進めばいいなというふうに思っておりま

す。 

私も実際にコスタリカに行かせていただいて、基本的には指導するというか、教える

という立場で行きましたが、実際に帰ってきてみますと、いろんなことを学んだなとい

うふうに思っております。 

またやっぱりこちら戻ってきてじゃあ一体この松川町はどうなんだという、そういう

視点でもう１回見直すというような、そんな機会も与えていただきました。 

実際に生活改善という立場で農村女性の方々も、松川の方々が実際に現地を訪れて、

またアドバイスをしたり、また町へフィードバックして、それを松川町の農村の改善に

活かしていくという、そういうヒントもたくさんあると思いますので、いろんな場面を

とらえながら、コスタリカと松川町、そのパイプが太くなっていけばいいなというふう

に思っております。 

それから、地域おこし協力隊の隊員の確保でありますが、先ほども米山議員からご質

問がございました。 

実はどちらかというと、日本語以外に複数の言語を話せる方という形で、かなりハー

ドルは高く設けておりますが、そこは多分そういう方はこの飯田下伊那の地域で獲得す

るのは難しいだろうなということで、都会にも目を向けて募るということでありますが、

いろんな場面をとらえて働きかけをしながら、いい人材が確保できるように努力をして

いきたい、そんなふうに思っております。 

以上です。 

○議長（森谷岩夫） そいじゃ臨財債は酒井課長。 

○まちづくり政策課長（酒井 仁） 再度の答弁になりますが、ちょっと財政用語的な説明で

実学算入というものと理論値算入というものがございます。 

実額算入というものにつきましては、借りたものに対して後ほど交付税が返ってくる

もの、それが学校教育施設等整備基金になりますので、整備債なりますので、これは借
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りないと交付税の対象にならない。 

一方、臨時財政対策債の方は、理論値算入なので、こちらの方は借りても借りなくて

もその分というのは交付税で算定されるというような町債になります。 

臨時財政対策債、臨財債につきましては、返済が始まるまでの間は、一時的に変な話

ですけども、お金があるような状態になりますけれども、一度借りてしまいますと、利

息と元金を返し続けなきゃいけないというような一方では負の場面があります。それは

熊谷議員のご指摘な部分だと思いますけども、借りないもので財政が運営できれば借り

ない方がいいというような認識を持っておりますので、できるだけ少なくしたいという

思いが財政の方にございまして、今年度につきましては繰り返しになりますけれども、

総額を考えたときにこちらの方がこういう判断でというような形になっております。 

先ほど熊谷議員、国の状況の方の説明もございました。町長の所信の方にもありまし

たけれども、やはり国の方でもお金がないと言い方は変ですけれども、地方に回すお金

が少なくなってきて、報道によりますと総務省、総務大臣の財務大臣の方で、特別折衝

というような部分で予算を確保したというようなこともございます。 

ですのでやっぱり選択と集中、また町長常々申しております補助金を使う、起債を使

う、基金を使う、そのバランスを見ながらやっていくというような形で考えております。 

以上でございます。 

○議長（森谷岩夫） 熊谷議員。 

○９番（熊谷宗明） こういう形でですね、周知徹底を図っていただいて、それは良かったな

というふうに、もっと早くにこういうものを出していけば良かったかなと思います。 

やはりこういった制度を知らない方たちも住民の方たち多いわけで、これは私にも私

の息子にも対象になるなということで出かけていったら、ちょっと該当外ですよという

ふうに言われたということは、やはり町のサービスというか、受け付けとしてちょっと

大きな出来事ではなかったかなと思いますので、今、課長より検討していくというよう

なお答えでありましたので、よく精査して知恵を出していただき、多くの方がこの制度

を利用していただけるような方向でお願いしたいと思います。 

また、コスタリカの件につきましては、ハードルは高い地域おこし協力隊の募集とい

うことでありますが、こういったことに着手していただいたという部分では、非常に私

も賛同するものでございます。 

ぜひとも有能な方が何人も来て、その中で選べるような体制づくりになるといいと思

いますが、こっちでもそれなりの用意をしていってほしいなというふうに思いますと同
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時に、子どもたちに対してコスタリカの文化を一緒になってやっていけるような体制づ

くりというのもお願いしたいと思います。 

こういったことについては、もう少し予算を上げていき、２０年度には大勢の方で出

迎えれるような体制、子どもたちが皆で旗を振って向かい入れていただけるような体制

づくり、心の底からそういったことをお願いをしてまいりたいと思っております。 

あと臨時財政対策債につきまして、丁寧に説明をしていただきました。 

町長の所信表明の中において、国の交付金が減ってきたという文面の中で、これに対

応してやっていくという自主性、主体性を最大限に発揮して地方創生に取り組んでいき

たいという文面がございます。 

非常にこの松川町の船を動かしていくには、いろんな角度からいろんなバランスも考

えながら、やっていかなければならないお立場かと思います。 

そういった中で有利な補助金をとってくるというか、早くに着眼をして、導入すると

いうようなことも大事かなと思っております。そういった力をやっぱり職員もつけてい

かなければならないかなという思いもあります。 

町長はその羅針盤となって船を操縦していくわけでありますが、これからの財政を含

めて、どんなお考えであるか質問をさせていただきます。 

○議長（森谷岩夫） それじゃ最後に町長。 

○町長（深津 徹） まず、臨財債についてでありますけれども、赤字国債でございます。 

１００％後年に補てんされるわけでありますけれども、これは時限立法できていたわ

けでありますけれども、国の財政状況の中でああいった臨時財政対策債制度がまだ継続

されている。今、切るわけにはおそらく国はいかないと思います。ですけれどもこの臨

財債については、できるだけ借りない方がいいというのが一つの指針だというふうに思

っております。 

それから、今、有利な補助制度、あるいは起債制度を使っていきます。これは間違い

はないわけでありますけれども、気をつけなければならないのは、いくら有利な起債事

業であっても借金は借金なんです。これは私もよく担当課、副町長も含めていろんな相

談をかけるときに、後年有利な起債分のうち４０％になる、３０％になる、あるいは辺

地債なら７０、８０、いろいろあるんですけれども、いったん借りることは間違いない。

返していくこと。 

それで交付税で措置をとってくれます。だけれども交付税の枠の中で自由に使われる

お金が圧迫されていくんです。これを忘れちゃならん。 
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だからバランスをよくとっていくということは、基金を上手に使いながら、基金を取

り崩しながら借金をせずにやっていくということも大事だというふうに認識をいたして

おります。 

これは、私も議員にお世話になってから何年もたつわけでありますけれども、自分で

地方交付税の内容を見ました。見ました時に、後年と交付税措置、返済分が入ってきま

す。しかし、交付税がその分だけ増えていけばいいですけれども、今の国の状況では増

えていきません。 

そういう中で、有利な起債事業は起こすし、補助金ももらいます。だけどもそれが先

ほど黒澤議員も言われてた表面に出てくる、出てこない部分、これをしっかりと自分た

ちが見ながらやっていかないと大きな間違いを起こすというふうに考えております。 

その辺をしっかりバランス、まさに先ほど課長が言いましたけれども、そのバランス

をどうとりながらやっていくかということではないかというふうに思っております。 

それから人件費でありますけれども、私ここに平成これが一番古いのは１９年からの

全部持っておりますけれども、平成１９年が人件費７億５，０００万円なんです。それ

から７億５，０００万円、７億４，０００万円、７億円ぐらい６億円台になり、今こう

いう金額が７億７，０００万円２９年度には出てきているというのが現状です。 

金額を見るのと、人件費比率はこれ１２.５なんですけれども、これあくまで構成比な

んです。分母が小さくなればでかくがなるわけです。ですから、いわゆる構成比がこの

人件費比率１２.５、１２.５と言いますけれども、これ分母が小さかったらもっと大き

くなるわけです。ですから金額を見ることと、その適正人員がどこにあるか、これが大

事になってくるんだと思うんです。 

ですから、予算が小さくなれば、今のまんまいけば人件費はものすごい高くなります。

そういう構成比だけで見ていくことがいいかどうか。それが先ほど塩倉課長も答弁して

おりましたけれども、職員の適正化計画、これらをしっかりと見極めていくことが重要

だというふうに認識をいたしております。 

○議長（森谷岩夫） ほかにいかがでありますか。 

米山議員。 

○１０番（米山俊孝） 一般会計の方からこの概要を使って質問させていただきたいと思いま

す。 

概要書の１０ページの保育園の運営の部分でございますが。この中で、福与の保育園

の再開という部分に絡んでくると思いますけれど、山保育という部分がございます。こ
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の保育園、福与の保育園の再開につきましては、もう既にこの再開については説明はお

聞きしております。私どもも。それでその中で、山保育も始めていくというようなお話

も聞いております。 

それで関連といたしましてお尋ねするんですが、再開規模の職員数と再開時の園児の

数が限りなく近かったというようなお話ではなかったかと思います。 

そういうような数字を聞いた住民の方から、いわゆるざっくばらんな話し方をすれば、

経営効率のことを言われたんじゃないか思いますけれど、そんなものなのかとそれでい

いのかというようなお話がございました。 

その中でやはりこういった保育とか、ですね教育とか、そういったものは数とか、効

率とか、そうだけどもではないということは私も重々承知しております。その方にもそ

ういうこともあるんじゃないかというようなお話を申し上げたわけでございますけれど、

その中で山保育ということで新たに取り組まれるわけでございますけれど、この山保育

を取り入れて、その保育の多様性という中で選択肢を広げて、またその園児の数を増や

していくというようなもしもくろみもあるとしたら誠に結構なことじゃないかと思うん

ですが、やはりその山保育というものにつきまして、私たちは報道等言葉にそういった

ことに触れることがあって、また議員の立場として興味もあるもんですから、注視して

聞いたり見たりするわけでございますけれど、町民の皆様方から見て山保育というもの

はどんなものかということに対してのそのなんていうか、周知というかこういうもんで

すよということ。それからまた園児を持った保護者の皆様方に選択していただけるよう

な、そんなような魅力的な部分があるですよというようなことをお話申し上げているか

どうかというような部分についてまずこれについてお聞きしたいと思います。 

それからもう１点のことはお聞きしたいんですけれど、次の１１ページになりますけ

れど、こちらは赤十字病院のことでございます。運営費のことでございます。 

これは昨年度の９月２３日の全協の時に大変詳しい説明をいただいておるわけでござ

います。運営費補助の概要についてということで、いつから始まってどんな状況で推移

してきたとか、それからその算定の基準だとか、それから補助の意味だとかいうことで

分類して説明がされております。 

そんな中で、もう既に２８年度の４月までにおいては、３億円余の金額というものが、

実際には投入されているということではないかと思います。 

それが２８年の４月から２７年までの３月までは、交付税措置１００％であったわけ

でございますけれど、私がまたここで申すわけでもないですけれど、その後４月から８
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０％になり、また今年度の予算で要求されている部分も８０％というような形ではない

かと思います。 

このことでございますけれど、私も過去の一般質問の中で中核病院として必要な病院

であるから、そのやむを得ない部分があろうかと思うと。ただし、その普通の通常の運

営経費に全部使えるじゃなくて、できれば町民が望むような医療体制を引いていただき、

投資的な部分にもこういったお金を使っていただけたらどうかというような発言をさせ

てもらった経過ございます。 

そんな中で、積もり積もって３億円余、今年入れればもう４億円余のお金になるわけ

でございますけれど、この辺のとこを町としてどのように考えておられるかということ

を２点目としてお聞きしたいと思います。 

この件につきましては、そもそもこれが始めるにつきまして、かなり慎重な議論もさ

れ、躊躇された部分もあろうかと思います。これが恒久的に継続的にだらだらだらだら

なってしまっては困るとか、そんなようなことも聞いたこともございます。 

ただ、実際問題として、こういった形でどのような使われ方がしているかということ

と、それからこの交付税措置がどんどん率が減っていった時にどうなっていくかなとい

うことですね。 

今２０％を町が負担しなきゃならないということで、それがもう３０、４０と加速度

的に増えていったときに、かなりのこの数字だけを追っていくと、トータルの数字だけ

を追っていくとかなりの負担になっていくんじゃないかなと、こんなことも懸念される

わけでございます。 

そんなことで、補助の意義については、あそこの日赤の患者の約６０％は松川町の人

間だと、入院だけでも。それから通院だと６３％の患者が松川町の人間だということで、

大変重要なことは承知しておりますけれど、この部分について２点目はお答えをいただ

きたいと思います。 

以上２点お願いいたします。 

○議長（森谷岩夫） それでまず福島こども課長。 

○こども課長（福島敏美） まず、福与保育園についてでございます。 

福与保育園につきましては、平成２８年度園児数の減少に伴いまして休園という措置

をとらさせていただきました。 

休園と決定し、平成２８年度におきましては保護者の皆様方との懇談、またあの地域

の皆さんともお話をさせていただく中で、平成２９年度からは山保育、また運動体験プ
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ログラム等も取り入れる中で、未満児保育、２歳のお子さんの対象にした未満児保育、

また延長保育も取り入れる中で再開をしていくということで方針を示させていただいた

ところでございます。 

一応、平成２９年度の園児数については４名、職員数については３名を予定しており

ます。未満児保育も行う、また延長保育も行うということで、職員数については増えて

きてしまっておりますけれども、そのような体制で行ってまいりたいというふうに思い

ます。 

確かに経営といいますか、採算性を考えると大変厳しいものがございますけれども、

生田地域の活性化、また等を踏まえる中では、保護者の皆様方の負担軽減等もございま

すので、そのような形で取り組んでいきたいというふうに考えております。 

先ほど山保育についてでございますけれども、これ山保育というのは信州型自然保育

ということで県の認定制度がございます。 

その中では山保育と申しますと、屋外での遊びですとか、運動を中心に様々な体験を

深めて知力と体力を同時に高めていくとこと。また子どもたちの知的好奇心や感性が豊

かに育まれ、集団活動でのコミュニケーションですとか、社会性が育成できるというよ

うなことで、県の方でも認定制度を設けておるとこでございますけれども、今、松川町

福与保育園でやりたいというのがこの中の２つ事業があるんですけれども、週５時間程

度の山保育を実施していきたいと。福与型という方なんですけれども、５時間程度の時

間をこの山保育の時間にあてていきたいとことでございます。 

生田地区には大変自然に恵まれておりまして、近くには円満坊ですとか、あと天竜川

の河原ですとか、いろんな自然ございます。 

また、今考えておるフィールドといたしましては、円満坊ですとか部奈の方、また台

城公園ですとか、町内でいえば村山公園等も含まれるんですけれども、そういうところ

へ出向いて、その中で子どもたちが様々な体験、また遊びを通じて、いろいろ経験をし

ていくというようなことで考えております。 

これについては福与保育園、平成２８年度１年間、休園という形をとりましたので継

続してやって保育園をやっておらないと認定の対象にはならないということで、２年間

猶予ができてしまいますけれども、平成２９と３０、２年間にわたりましては、この認

定制度と同等の山保育を取り入れていきたいなというふうに思います。それで平成３１

年を目標に県の制度に申請を上げていければなというふうに思っております。 

この山保育園につきましては、町の広報でも福与保育園の関係でご説明をさせていた
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だきました。 

また、保育園の入園説明会等でも、保護者の皆様方に福与保育園についてはこういう

山保育という新たな展開をしていくということでご説明の方もさせていただいたところ

でございます。 

このような特色ある保育をする中で、本年度については人数的には大変少ないわけで

ございますけれども、これを通じてまた松川町、地域内、ほかの生田以外の地域からも

こういう保育に賛同される皆さんが、福与保育園の方へ通っていただけるというような

ことを目指していければなというふうに考えております。 

よろしくお願いします。 

○議長（森谷岩夫） それでは続きまして、米山保健福祉課長。 

○保健福祉課長（米山政則） ご質問のございました下伊那赤十字病院の運営費の補助の関係

でございます。 

この運営費の補助につきましては、平成２５年から実施をしておりまして、こちらの

概要にも書いてございますように、平成２９年度につきましても１億１９０万円余とい

う金額を補助をさせていただくというようなことで計画をさせていただいております。 

やはりこの補助の関係につきましては、やっぱり町の医療に対する考え方というのが

やっぱりありまして、やはり救急、小児、周産期、それから災害時の緊急医療ですとか、

そういった不採算の部門を担う公的病院等の役割というのは、地域医療にとって必要不

可欠であるというような考え方であります。 

そういった中で、地域の医療提供体制を堅持していくということについては、公共の

福祉の維持向上という側面からも、自治体の持つ大きな役割だというふうに考えて補助

をしているところでございます。 

その中で、ご指摘のように今、特別交付税が２８年度からこれまでは満額補助ついて

いたものが８割というような形になってまいりました。 

そういった中で、私たちもこのまま同じように補助を続けていくことが妥当かどうか

というような考えをしたときに、やはりある一定の期間を区切って、この補助を続けて

いくところがいいのかどうかということで、一応３年を区切りとして、補助を引き続き

行っていくのか、それとも見直していくのかというようなことを判断させていただきた

いという形にさせていただきまして、それにつきましては下伊那赤十字病院さんにもご

了解をいただいているところでございます。 

今後極端にまた下がっていくというような場合につきましては、やはりこれ３年間と
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いうことでありますので、そのやはりその年度その年度で予算を編成していくわけでご

ざいますので、またその時にはきちっとした形で対応を考えてまいりたいというふうに

思っております。 

いずれにしましても今回、８０％というような形になったということにつきまして、

運営協議会の中でも、町民の皆さんの検診の受診の勧奨ですとか、健康を維持するため

の提案も積極的に行いながら、町の持ち出しが今回ほぼ２，０００万円ほどあるという

ことですので、そこら辺も積極的に提案しながら、お互いに取り入れるところは取り入

れていただいて健康維持のために取り組んでまいりたいというふうに思っております。 

○議長（森谷岩夫） 米山議員。 

○１０番（米山俊孝） ありがとうございました。 

山保育については、既に説明した中での園児が４人ということでありまして、報道等

見ておりますと結構成果が上がったりとか、いろんな意味で評価されているような報道

もございます。 

まだまだここら辺のとこもをしっかり２つの要件について、週５時間が一つの目安の

部分とお聞きしましたけれど、県の認定を受けるのに、１年間ブランクがあったばかり

に２年据え置かれて３年目３１年からになってしまうということでございます。 

非常にその休園というか、休むということのいろんな意味での損失というか、そうい

ったものは結構あるんだなということを改めて実感するとこでございますけれど、今後

もこの少人数というか、その人数の少ないところ、中山間地と言っちゃまずいかもしれ

ませんけれど、需要の少ないところについてもしっかり細かな政策を練っていただいて、

この４が４人に対してまた園児の組み合わせによっては４人じゃなくて、職員も３人じ

ゃなくて、また増えていかなきゃならないような形も出てくるかと思います。一般の住

民の皆様方から考えれば、この母体、その人数と同じような職員体制というのに対して

もやはりいろんな思いはあると思います。 

そんなことも踏まえて、しっかりその山保育ということもアピールしていただいて、

子どもを増やしていっていただければとこんなふうに思うわけでございます。 

それから日赤の件については、この経過措置として３年間見ていくということで、そ

の都度年度ごと県と諮って考えていくという答弁でございましたけれど、やはり中核病

院としては、日赤病院は絶対必要な病院だということは、これはもう誰も疑う余地ない

ところでございます。 

例えば隣町の高森町と比べても、病院の数からしたって松川の方が少ないわけでござ
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いまして、ひょっとして人口当たりの医師の数でいったら、かなり少ない部分、医療の

部分では決して恵まれた状態ではないと状況じゃないかと思います。松川町の今の現状

を見れば。そんな中で、いろいろ模索しなきゃならない問題あるかと思いますけれど、

やはり投資効果の得られるお金の使い方ということについては、常時気をつけて考えて

ていっていただきたいなとこんなふうに思うわけであります。 

ですから、運営審議会の中でいろんな議論がされているということでございますけれ

ど、そういった住民の要望するような医療についても、諦めることなくやはり都度、ま

してや少子化の中で人口増を望むという中であっては、そういったことも大変必要なこ

とだと、条件になると思いますのでお願いしたいと思います。 

最後でございますけれど、その保育園の３回目になります。 

最後の質問ですけれど、保育園、そういったような現状を踏まえる中で、具体的に週

５時間というようなことでございますけれど、よくほかの保育園でも外へ遊びに行った

りとかいろいろしておって、週５時間くらいひょっとしたら出ておるんじゃないかなと

いうような感じもするわけですけれど、実際にどうやってやってその違いというか、こ

とはアピールしていくのかということかということをちょっともう１回しつこいですけ

れど、お伺いしたいと思います。 

○議長（森谷岩夫） それでは福島こども課長、もう一度答弁を。 

○こども課長（福島敏美） 週５時間というような形で、自然の中で過ごしていくという形に

なりますけれども、様々な体験ができると思うんですけれども、例えば公園ですとか山

へ入って木の実を拾うとかそういうのも体験ですし、それを拾ってきてなんか作品を作

るというようなこともできるかなというふうに思いますし、また自然の中という形の中

で畑で野菜、ほかの部分もやっていますけれども、畑の中で野菜を作って、その収穫で

きたもので例えばお昼を作るとか、そういうものにまた地域の皆さんも一緒になってや

っていただくというような形を取り入れていきたいなということで考えております。 

また、既に生田・福与地区の地域の皆様方から、福与保育園の園児と一緒に事業を展

開していきたいというようなお話も承っておりますので、そういう皆様のご協力もいた

だく中で保育の方進めていきたいと思いますけれども、まだ私どももまだ山保育に関し

まして十分な知識やどういうふうに進めていっていいかという部分については、まだ研

修等は保育士の皆さんに行っていただいてる部分もございますけれども、実際の部分で

まだまだわからない部分多々ございますので、近いうちに既に実施しておる保育園等に

も視察にお邪魔させていただくような計画もしておりますけれども、そういうようなも
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のを参考にさせていただきながら、また新たな取り組みになりますので、その園児の保

護者の皆様方のご意見なんかもお聞きする中で、それプラス今までの保育園の保育課程、

保育の計画、そういうようなものも組み込む中で１年間の子どもたちの保育をどのよう

に進めていくかというものを考えてまいりたいなというふうに思っております。 

よろしくお願いします。 

○議長（森谷岩夫） 米山議員。 

○１０番（米山俊孝） 今答弁いただきました。 

確かに模索になろうかと思います。初めということで。 

ぜひ多様性というか持った保育、先ほど申し上げましたけれど、やっぱりそこに魅力

を感じて子どもたちが集まってきていただけるような、そんな展開が図っていただけれ

ばとこんなふうに思います。 

以上でございます。 

○議長（森谷岩夫） ほかにどうでありますか。 

島田議員。 

○１１番（島田弘美） それでは３点ほど、お伺いをさせていただきたいと思います。 

それぞれの皆様がご質問をされておりますので、私は全く単純なご質問だけにさせて

いただきたいと思っておりますけれど。 

まず、歳入の方で一般会計の歳入の方でこの町税ですね町税。先般の全協においての

説明についてお伺いしておると、この地域はまだデフレ脱却をしておらないんだという、

そういう説明があったかと思います。 

その中で、町税が２，２３０万２，０００円の増となっております。 

その中で、法人税が若干の減ということでありますが、これは先般の全協でもご説明

がありましたので、当然法人税率が年の中途で引き下がったというようなことの影響か

なというふうに思います。 

その反面ですね、この固定資産税が１，９１４万円の増ということで、資産税が非常

に多くなってきておるということであります。 

その背景にはやっぱし太陽光発電もこれも償却資産税の中に入ってくるのかなという

ことで、一般の皆様がやる場合においては耐用年数があると思いますし、事業者の場合

の設置の場合にも耐用年数がこの短縮の中であるかと思います。そうした税収が影響し

たのじゃないかなというふうに考えるわけです。 

そこでそのことについて、それが正しいのかどうなんかということの１点お伺いをさ



 －123－ 

せていただきたいということと、その中で町の政策として、住宅リフォーム関係の補助

制度をやって、かなりの皆様が住宅リフォーム改造、増改築をされてきたということで、

それらの場合の評価はどのような形で行われているのかということについてお伺いをさ

せていただきたいというのが１点であります。 

それから全く単純なことで申しわけございません、昨日の３月補正、一番最終でござ

いますので、これ以上の補正はないかと思います。 

その中で、その補正額がすべて１００％とは言いませんけれども、９割ぐらいそれが

執行されたとして計算いたしますと、今、その時の予備費が当然そのものが剰余金とし

ての勘定になるんではないかというふうに思いますが、しかし、ここの新しい２９年度

予算額では繰越金として１億５，０００万円の予備費が計上をされております。 

そうしますと、仮に予算額の予備費が全然使われなかったとして、そして９０％ぐら

いは施行されたのかなという予測のもとでございますけれども、そうしましても予備費

には７億７，７００万円ぐらいだったと思いますので、それにしても何千万円という乖

離が生じるわけでございます。 

その点のつじつま合わせというか、そうした面で多分積算根拠はお持ちだろうという

ふうにも考えますけれども、それらについてどのような考えのもとに１億５，０００万

円を繰り越しとされたのかということがこれが２点目です。 

それからもう１点につきましては、先ほど来から職員の人件費の問題等々でそれぞれ

の方々からご質問が出ております。 

私は今年度１１名の新規採用をやります。そして数字を見ますと、全体では臨時等も

含めますと３１１名という、これは松川町にとっては非常に多くの人員を抱えた一つの

企業として考えますと、そういうことになろうかと思います。 

そうした場合にですね、そのよく何かをやることによると、何かをするにあたっても

すべて人材育成、人材育成という言葉が出てくるわけです。 

そうした中で、この予算書を見る限り、それに対する教育費、人材育成対策費という

ものがどうもはっきり見えてこないなという感じがいたします。 

それらについては、どのような対応でやられておるのか、以上３点についてお伺いを

させていただきます。 

○議長（森谷岩夫） それではまず北村住民税務課長。 

○住民税務課長（北村 稔） それではただいま、２９年度の町税の関係の状況といいますか、

積算の根拠といいますかのご質問いただきました。 
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特に法人住民税の部分と、固定資産税の部分、その２点の税目についてご質問ありま

したので、内容につきまして説明させていただきたいと思います。 

まず、法人税の関係でありますが、昨日のこれにつきましては当年度平成２８年度の

状況も鑑みる中で、２９年度の税収の方を見積もりをさせていただきました。 

昨日、補正予算で法人税につきましては均等割部分につきましては、ちょっと新規の

事業所も若干あったということで、均等割部分につきましてプラスの見積もり。それか

ら法人税割につきましては、２８年度大きく昨日の補正でいきますと、７００万円余の

減額をさせていただいております。 

２８年度につきましては、金融ですとか、ちょっと精密機械等で一部の状況が良くな

かった事業所がある中で、２８年度は昨日のような減額補正をさせていただいておりま

す。 

そんな中でやはり２９年度につきましても、法人の事業所を取り巻く環境は厳しいか

なという中で、この法人税割につきましては、全体としまして２８年度の当初予算の５％

減というようなことで、２７年度も当初予算に比べまして減額、最終的には減額補正を

させていただきまして、２７、２８だいたいおおむね法人税、均等割も法人税割も含め

ましてだいたい６，０００万円前後が実績ないしは実績の見込みというふうに考えてお

ります。 

そんなところで積算をさせていただいて、本年度はこの６，２７０万円弱というよう

な積算をさせていただいております。 

それからもう１点の固定資産税の関係ですが、説明欄にも土地家屋償却資産というこ

とで、３つの課税客体で数字を載せてありますが、まず土地につきましては毎年７月１

日で土地の鑑定士によります時点の評価額の調査の調査といいますか、評価額の資料を

いただいております。 

昨年の基準時点でも土地の評価の鑑定額につきましては、下落傾向というところであ

りますが、やはり農地から宅地等に転用される部分もありまして、土地については前年

との据え置きという考えの中で計上させていただきました。 

それから家屋につきましては、こちらで新築住宅増改築等で家屋評価等行っておりま

して、課税客体の状況も把握しておりますので、新築住宅と２８年度は６０軒程度あり

ましたので、そこら辺の増額を見る中で、約前年対比で５００万円弱の増ということで、

こちらが増額で計上させていただいております。 

あと償却資産の関係につきましては、議員申されるように太陽光発電につきましては
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前年並みの金額、これにつきましてはちょっとどれだけの申請が新規で出てくるかちょ

っと見込みがなかなかつかないということで前年並みの計上でありますが、あと大きく

増額になったものにつきましては２８年度も１２月の補正で１，２００万円ほど補正を

させていただいておりますけれど、大きなものがひとつ１事業所が建物の大きな設備投

資もしまして、その中に新規の機械工具等整備されたというところで、そこらも大きく

伸びてきた要因になっております。 

そんなことで、前年実績も踏まえる中で、償却資産につきましては前年に比べて９５

０万円くらいの伸びということで計上させていただいた状況であります。 

以上よろしくお願いいたします。 

○議長（森谷岩夫） 酒井まちづくり政策課長。 

○まちづくり政策課長（酒井 仁） それでは昨日の補正予算の話と２９年度の繰入金という

ような話に関連しますので、ちょっとご説明をさせていただきたいと思います。 

昨日の３月の補正後の数値でいきますと６７億６，１８７万６千円というような額で

示してございます。 

議員もおっしゃるとおり、これが９０％ということ約６，７００万円。例えばこれが

執行率が９５％いくと３，３００万ぐらいになるからそうすると１億５，０００万見積

もってるんだけれど、大丈夫かというようなお話だと思います。 

確かにこちらの方につきましては、歳入歳出の総計で認めておりますけれども、実は

昨日のちらっと言いましても、３月部分について特別交付税の追加の部分がございます。

これ例年５，０００万円から８，０００万円程度の金額が出てきますけれども、これに

つきましては３月末に交付される額でございますので、じゃあその額を事業に新たな事

業に充てるというようなことは考えておりませんので、その中の部分を原資と考えてお

りますので、予備費で持っている７，７００万円プラス不用額という言い方変ですね、

執行率が９０から９５の部分で考えた部分。それと歳入での部分の補正が多分あります

のでその分を勘案しますと、例年１億５，０００万円という程度を２７ページにありま

す繰越金で見込んでございます。 

ですので、例年ベースというのが正しいかどうかっていうのは別ですけども、一応財

源の手当てはそのようなことで考えております。 

ただ今回、３月の補正については初日に上程した関係上、結構シビアが数字を出させ

ていただいておりますので、３月３１日の専決、例年ですとそちらの方で不用額という

の部分が大きく出ておりましたけれども、２８年度末につきましては、そこの部分が少
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しというか結構減ってくるんではないかなというようなことも想定をしております。 

以上です。 

○議長（森谷岩夫） 答弁漏れがありました。 

北村住民税務課長。 

○住民税務課長（北村 稔） １点、住宅リフォームの関係で落としてしまいました。 

住宅をリフォームした場合は、基本的には評価の方は行っておりません。 

よろしくお願いします。 

○議長（森谷岩夫） 続きまして塩倉総務課長。 

○総務課長（塩倉智文） 職員研修についてのご質問いただきました。 

職員研修につきましては、総務費の中で研修費用の講師謝礼とそれから旅費が盛って

あります。基本的な考え方につきましては、職員研修として計画、研修計画に基づいて

職員を研修をしていってまいりたいと思います。 

昨年の議会の指摘に基づきまして、きちんと計画を持っているかというご指摘をいた

だいておりますけれども、計画というのは以前からありまして、それぞれ職種に応じて

どの程度のスキルを積んでいただくかということを掲げてございます。 

今年度もきちんとその計画に基づいて行っていきたいと思いますが、研修については

主に３つの研修を考えております。 

集合研修といたしまして、職場外に出かけていって行う研修です。 

これは主に長野県の職員研修センターへの研修の派遣、それから県、国との他の自治

体への派遣、来年度は現在国土交通省に１人と長野県に１人派遣をしたいというふうに

考えております。そのような派遣。 

それから研修センターも含めまして、専門研修として、税務だとかそれぞれ水道だと

か、それから来年度は生涯学習課の公民館の主事なんかを予定しておりますけれども、

そういう資格を取っていただいたり、専門的な知識を高めていただく研修がございます。 

それから２つ目としては、ＯＪＴとしまして職場内での研修になります。 

これはそれぞれの配置された部署の中で、日々の仕事をしながら一つずつのことを業

務に当たっていただくというものでございます。 

この職場内の研修の中に新しくメンター制度というのを導入しようというふうに思っ

ております。 

以前から先輩職員が後輩職員の面倒を見たりという独自に行っていたものでございま

すけれども、それをきちんと制度化しまして、３～４年ぐらい先輩が新しく入った職員
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の日ごろの悩みやその業務上の心配なことなどを悩みを聞いてあげたりして、フォロー

していくような体制でございます。 

民間では多くされているというふうにお伺いしておりますが、役場としてきちんとし

た制度を取り入れるのは初めてですので、初年度としては悩み相談だとかどうっていう

ようなちょっと軽いところから始めて、きちんとこの新しい職員が研修として上がって

いくかということを様子を見ていきたいというふうに思っております。 

職員研修につきましては、予算上では昨年と同額になっております。職員研修センタ

ーからの派遣の研修を１回。それから総務課の賃金でやってお願いしております労務管

理心理相談役に講習をしていただくようなもの。それから予算に盛ってあるものは、職

場改善委員会が今年度出した結論といたしまして、監督責任者の研修をもう少し積んで

ほしいということがありましたので、今年１月にその研修を行いました。 

良い講師でしたので、それを全体的に広げるだとか、そういうような形で考えをして

おります。 

以上よろしくお願いいたします。 

○議長（森谷岩夫） 島田議員。 

○１１番（島田弘美） ありがとうございました。 

歳入の方の税収の関係で、その増改築の部分についての評価はしておらないという答

弁でございましたけれども、これは不公平が生じるんじゃないかな。それで平米数によ

っては不公平が生じるんじゃないですかということを私言いたかったんですけど、その

点は大丈夫でしょうか。それが１点質問させていただきます。 

それから、今の職員研修の全体予算ですね、研修に対する全体予算どのくらいお持ち

になってる中ということを２つ目にお伺いしたいと思います。 

それから繰越金については、多分そういうことではないかなということで、その５，

０００万円の特別交付税が年末ぎりぎり入ってくるというと、どうもこれも国の制度と

してはおかしな制度かなということつくづく感じるんだけれど、こういうものはいつも

こういうふうなのかな。毎年末にならにゃ入ってこないという。 

それが５，０００万円ぐらいに入ってくるということなると、だいたいつじつま合う

のかなという感じを受けましたので了解をいたしました。 

以上、その２点についてお伺いします。 

○議長（森谷岩夫） 北村住民税務課長。 

○住民税務課長（北村 稔） ご質問の増改築の部分ですが、一定面積以上増改築をされた物
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件につきましては評価を行っておりますので、面積等変更がない場合には特に行ってい

ない状況であります。 

○議長（森谷岩夫） 塩倉総務課長。 

○総務課長（塩倉智文） 一般会計の予算３４ページをご覧いただきたいと思います。 

職員研修の予算でございますが、７節の賃金の中の労務管理心理相談役の２４万円、

それから８報償費でございますけれども、職員研修講師謝礼の２５万円。それから一つ

飛ばしまして、９節の旅費、県職派遣職員の旅費でございますけども、１８０万９，４

００円と、それから普通旅費の中に東京への派遣ございますので、その部分が一部ござ

います。 

それから保育士に対しましては、新人職員が多くございますので、ＯＢの方を雇用い

たしまして、研修制度みたいな形をしておりまして、それが１日７時間パートでお願い

しておるものでございまして、約人件費ですから２００万円ほどという形になっており

まして４００万円前後というふうに見積もっております。 

○議長（森谷岩夫） 島田議員。 

○１１番（島田弘美） 今の増改築の部分については、元の面積が同じならば評価しないよと、

同じにしているよと、こういう意味で良いですか。いいわけですね、そういうことでそ

う解釈でいいんですか。 

面積要件が当てはまった中でやっておるんなら、それはそのままでいいという了解で

すね。それ以外のものはなかったとこういうことでありますね。増改築だから増やす部

分もあるわけですから。そういうものは該当しなかったということですね。 

○議長（森谷岩夫） ちょっと２人でやりとりしておっても困るんで。続けてちょっと続けて

ください。 

○１１番（島田弘美） それもういっぺんお聞きします。 

それから今、お聞きした研修費ですけれども、旅費その他含めて総額で全部のあれで

４００万円万程度、多くて４００万円ぐらいだと思うんですよ。そうすると、誠にこれ

だけの大勢の職員がおる中で、その程度でいいのかなという感じがいたします。 

民間企業だと使うところはもう１年間研修でやるとか、３カ月研修でやるとか、４カ

月研修ということで、職員というのはこれからもこの町をしょって立っていく非常に大

事な宝な方々ばかりだと思うんです。だからそうした面で、人材育成ということは本当

に本気で考えるならば、そうしたことをやっぱり力を入れていくべきじゃないかなとい

うふうに自分も思います。 
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昨年私も、北海道のニセコ町というところへ行ってまいりました。そこでは何を研修

しておる。銭を使わない研修をしております。何をやっておるかというと、町民講習会

ということを役場の課長、管理職以上が出て、その町へ研修をして講習会をやっている

と。それでその話すことについての対話であるか住民との対話であるとか、それからい

ろんな議論できたらまとめ方であるとか、そういうことをお金を使わずにそうしたもの

研修の場として活用しているというようなことを申しておりました。 

それが印象的にずっと私残っておるわけですけど、ニセコ町では俗に言うざっくりで

すけど、約職員に対するその教育費というのは約１，５００万円ぐらい使っているんで

すよ。 

だからそのぐらいとは言いませんけれども、せめてもう少しそうしたものに力を入れ

ていくべきじゃないかなということを申し上げさせていただきたいと思います。 

そういうことで、そこら辺のとこ町長どうですかね、その今の研修費のことについて

思いがあったらちょっとお聞かせいただければと思います。 

○議長（森谷岩夫） そいじゃ先に住民税務課長。 

○住民税務課長（北村 稔） 増改築の部分でありますが、面積が変わらなければ新たな評価

が必要がなくて、ちょっと一定面積のその面積要件をすいません、ちょっと今はっきり

覚えておりませんが、一定面積以上超えてくると増築、増改築ということにあたります

ので、そういった場合につきましては評価を行っております。 

○議長（森谷岩夫） それでは町長答弁ありますか。 

○町長（深津 徹） ２９年度の予算お示ししたところでありますけれども、今担当課長の方

も、今までいろいろ意見をいただいてきて、前進はしているというふうにも感じてはお

ります。また、そうしたことを私の方からも指示をしております。 

今のご意見しっかりと受けとめてまいりたいというふうに思っております。 

○議長（森谷岩夫） ほかに質疑。 

間瀬議員。 

○１２番（間瀬重男） 一般会計について３点ほどお伺いをしてまいります。 

まず５４ページの保育所費でございます。 

１５節の請負工事でございます。まずそれと次に、小学校費９２ページです。 

○議長（森谷岩夫） 今のその前のあれは。５４ページの工事請負費全般ですか。 

○１２番（間瀬重男） 保育所費の。 

○議長（森谷岩夫） 保育所費の工事請負費のこの２つですか。 
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○１２番（間瀬重男） １５節です。 

○議長（森谷岩夫） １５節の３，４００万円。 

○１２番（間瀬重男） ４００万円ですね。 

○議長（森谷岩夫） そのうちのどっちであります。 

○１２番（間瀬重男） 駐車場整備費の４００万円です。 

○議長（森谷岩夫） それのどういうことですか。 

○１２番（間瀬重男） それは多分というか、大島保育園の駐車場の整備だと思いますけれど

も、現状と内容をお願いします。 

それから９２ページの小学校費、これも１５節です。工事請負費です。 

中央小学校の中庭工事６００万円出ておりますが、これについてミニ議会でもいろん

な要望が出ておりますが、全協でも何かレイアウトを示していただいたと思いますけれ

ども、その後どうなっておるか。また子どもたちの要望をどの程度取り入れておるかと

いうことをお聞きしたいと思います。 

３点目でございますが、１０２ページの保健体育施設のやはり１５節工事請負費でご

ざいます。 

移動式の観覧席ホイール更新工事２５８万円計上されておりますが、更新工事の内容

とそれからどの程度この工事期間がかかるのかということ以上３点お願いします。 

○議長（森谷岩夫） それではまず福島こども課長。 

○こども課長（福島敏美） それでは３点ご質問ございましたけれども、そのうちの最初の２

点についてご説明の方を申し上げたいと思います。 

まず保育所費の工事請負費、大島保育園の駐車場整備ということでございますけれど

も、大島保育園の東側の現在今耕作地といいますか、空き地になっておる部分でござい

ますけれども、地主の方にご相談をさせていただいてお借りできることになりました。 

大島保育園の駐車場につきましては、保護者の皆様方から大変送迎等の際に狭いとい

うようなことでお話を頂戴いたしておりましたけれども、地主さんのご理解をいただく

中でお借りできる部分になりましたので、駐車場、砕石を入れたり、フェンス等も設置

するというような工事をさせていただきたいというふうに思います。 

なお、これにつきましては、農振地区、農振に絡んでおりますので、その手続きを進

めてまいっておるところでございます。 

よろしくお願いします。 

それと９２ページの小学校費の工事請負費、中央小学校の中庭整備についてでござい
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ます。 

これについては、ミニ議会でもミニ議員よりご質問等もございました。 

そんな中で、本年度議会の皆様方にご理解いただいて、設計に関しまして予算を計上

させていただいております。 

その予算に基づきまして、ただいま設計士さんが学校に入りまして子ども、生徒、児

童の意見を聞いて、また学校側の考え方も組み入れる中で設計を組んでいただいておる

ような状況です。 

一応年度末になりますので、そろそろまとまってこようかと思いますけれども、その

ような実績を踏まえる中で、来年度工事の方を施行しまいりたいというふうに思ってお

ります。 

よろしくお願いします。 

○議長（森谷岩夫） 片桐生涯学習係長。 

○生涯学習係長（片桐比呂巳） １０２ページの工事請負費、移動観覧席のホイール更新工事

でございますが、こちらにつきましては、トレーニングルーム、町民体育館のトレーニ

ングルームに２５０席ほどの移動観覧席がございます。そちらのタイヤのホイールの部

分ですね、そちらにつきまして、ゴムの経年劣化等が見られます。それを３年間の計画

で更新をしていきたいという内容でございます。 

ホイールにつきましては、３００個ほどついてまして、ちょっと一度に更新が難しい

ため、３年に分けて更新をしていくという内容であります。 

工事期間につきましては、おおむね３週間程度かかるというところでありますので、

トレーニングルームの使用状況を見ながら空いている時期に関係、利用者さんとの調整

を図って工事を進めてまいりたいと考えております。 

お願いいたします。 

○議長（森谷岩夫） 間瀬議員。 

○１２番（間瀬重男） まず、大島保育園の駐車場の件でございますが、保育園の東側に地主

さんのご理解のもとで土地が確保できたということでございます。 

これは面積はどのくらいなのか。また台数はどのくらい置けそうなのか。 

ちょっと現状では舗装はないような感じではありますけれど、今後どんな予定になる

のか、その辺をお聞きしたいと思います。 

あと小学校の中庭の工事でございますが、いよいよ始められるということで、子ども

たちは大変喜んでおるんではないかと思います。 
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子どもの希望やら学校の希望等を取り組んで入れていくということで結構なことだと

思います。 

この中に今までもあったかと思いますけれども、小動物とかそんなようなものを飼っ

たりそういうことはしていくかどうか、その辺をお聞きしたいと思います。 

工事期間についてどのくらいかかるのかについてもお聞きをしたいと思います。 

それから３点目のトレーニングルームの観覧席のホイール工事ということでございま

すが、３年間をかけて３００個くらいずつ変えていくということでありますが、今まで

トレーニングルームでいろいろな松川大学だとかいろんな講演会等はやっておりまして、

今度はえみりあができたということで、この分を代替できるかと思いますけれども、今

後ああいう観覧席があるということで、非常にいろいろな講演会等非常にいい状態でで

きたわけでございますけれども、今後の利用度についてはどんなお考えがあるのか、そ

の点についてお伺いをしたいと思います。 

○議長（森谷岩夫） 福島こども課長。 

○こども課長（福島敏美） まず大島保育園の駐車場に関してでございますけれども、面積は

７００㎡ほどございますけれども、形がちょっと不成形で三角形みたいな土地でござい

ますので、置ける台数については１５台程度になろうかというふうに想定をしておりま

す。 

まだこれについては正確な設計等組んでございませんので、若干前後するかもしれま

せんが、一応そういうことで想定をしております。 

中央小学校の中庭の整備でございますけども、今現在、あそこにウサギが１羽おりま

す。 

そんな中で小動物については今後、学校の方とも調整になろうかと思いますけれども、

飼育できるような施設は確保していきたいというふうに思いますし、期間についてはま

だ今実施設計中でございますので、それを事業費、また講師等踏まえる中で、適正な期

間を設定していきたいと思いますし、中庭でございますので学校の子どもたちの出入り

もございますので、安全な確保を十分にする中で工事の方、施工してまいりたいという

ふうに思います。 

よろしくお願いします。 

○議長（森谷岩夫） 片桐係長。 

○生涯学習係長（片桐比呂巳） トレーニングルームの関係でございますが、現在中央公民館

えみりあができまして、えみりあのホールにつきましてはだいたい２５０名ほど収納で
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きる形となっております。 

トレーニングルームにつきましては、移動観覧席が２５０席、また下にいす等並べる

とプラス３５０席ほどは準備できまして６００席ぐらいは準備できるのではないかとい

うところでございます。 

利用につきましては、やはり２５０人を超えるようなイベント等が年にやはり数回ご

ざいます。 

また、中央公民館えみりあでできるイベント等もありますので、使い分けをしていき

たいと考えております。 

よろしくお願いします。 

○議長（森谷岩夫） 間瀬議員。 

○１２番（間瀬重男） 保育園の駐車場については、約７００㎡で約１５台ということであり

ます。 

やはり最近こういう駐車場関係の仕事がたくさんあるわけでございますけれども、で

きましたらおいおいに舗装等も考えていただきたいと思います。 

やはり子ども、小さい子どもさんでありますので、乗り降りやら雨降りなんかの不便

を解消するためにその辺まで考えていただければと思います。 

これは工事の着工とかその辺はいかがですか。完成時とか、そこら辺の期間がわかっ

たらお願いをしたいと思います。 

それから小学校の中庭については、今小動物も入っているということで、そこら辺も

考えていくということでございます。 

期間についてまだこれからということだと思いますが、いずれにしろミニ議会等で子

どもたちの夢が叶うことで、大変結構なことだと思いますので、極力早くできれば子ど

もたちも喜ぶと思いますので、よろしくお願いいたします。 

それからトレーニングルームについては、やはりトレーニングルームに代わるえみり

あというわけにはいかないという中で、またこういう工事もこれは定期的というか、何

年たったかちょっと私もわかりませんけれども、何年か置きぐらいにやるものであるか

わかればお願いをしたいと思います。 

以上えみりあが２５０名収容という中で、やはりトレーニングルームはそれなりの収

容人数があるということで、大変重要な施設だと思っております。 

以上、お願いいたします。 

○議長（森谷岩夫） それでは福島こども課長、工期を。 
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○こども課長（福島敏美） まず大島保育園の工期でございますけれども、先ほど若干触れま

したけれども、該当する土地が農振地域に入っております。 

今現在、農振の除外の手続きが４月の１５日までというふうに聞いておりますので、

そちらに提出できるように段取りをしておるとこでございます。そうしますと農業振興

地域の協議会が５月に開催される。約半年かかるということ。それから農地転用の手続

きを行うと、またちょっと時期時間がとられてというようなこともございます。 

そこら辺を踏まえますと、今現在考えておるのが秋１１月とかそういう時期にずれ込

んでいってしまうんではないかなというふうに考えております。 

舗装につきましては、まだ地主さんとのお話の中での問題になろうかと思います。 

今現在は舗装までは検討して計画しておりませんけれども、地主さんともそのような

話もさせていただければと思いますし、２点目の中央小の中庭については子どもたち、

また学校の考え方ともございますので、十分意見、要望聞く中で対応してまいりたいと

いうふうに思います。 

よろしくお願いします。 

○議長（森谷岩夫） それじゃ片桐係長お願いします。 

○生涯学習係長（片桐比呂巳） このホイール更新工事につきましては、町民体育館ができて

以来、一度も更新をしておらないので多分３０年近くはたっておるのかなと思っており

ます。 

定期点検につきましては毎年行っておりますので、今後こういった不具合等につきま

しては、随時点検の中で対応していきたいと考えております。 

よろしくお願いします。 

○議長（森谷岩夫） ほかにどうですか。 

坂本議員。 

○８番（坂本勇治） ３点ほどお伺いします。 

まず１点目が伊那大島駅の関連で３８ページ３９ページであります。 

ここに書いてあるのは歳出の方ですので、この中では切符販売だとか、燃料、警備ほ

か、需用費の３９ページの需用費の中で、大島駅ほか修繕というのがあって、これがち

ょっとどうかなと思うんですけども、施設自体がＪＲのもので、町が予算づけでいじれ

るのかどうかというのと、昨年までのあれでいくと歳入の方に切符販売の差益というか、

パーセントで町に戻ってくる分、あと近隣の村ですか、大鹿・中川といったところから

の分担金もあったような気がするんですが、それが歳入の方に載っているのかどうかと
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いうのを含めた大島の駅の関係で１点。 

それと昨日の町長の所信表明にもありますが、１０ページにありますが、ＩＴの関係

でＩＣＴの関係で、前年度より開始した業務システム情報機器のコンサルティングに昨

年から取り組んでるということで、今年についてはＩＣＴの最適化計画を策定している

ということで、一般会計では４２ページの企画費の中のＩＣＴ最適化計画策定支援委託

ということで計上してあります。 

昨年までのこのコンサルのやってきた経過と今年どのような項目的といいますか、ど

のようなことを進めていくかという説明をお願いしたいと思います。 

もう１点、３点目ですが、一般会計の６０ページ、清掃費の中でマイナス１，９００

万円、２，０００万円近い減額になってるわけですけども、稲葉クリーンセンターが今

年秋には稼働を始めるかと思うんですけども、ここら辺の減額の理由が、稲葉クリーン

センターの開始に関わっているのかどうか、その辺をちょっとお聞きしたいと思います。 

○議長（森谷岩夫） それでは酒井まちづくり政策課長。 

○まちづくり政策課長（酒井 仁） 坂本議員の質問の方ですけれども、まず伊那大島駅関連

ことでご答弁させていただきたいと思います。 

歳入の方なんですけれども、大変申しわけございません、昨日補足資料として配りま

した歳入の一覧表という部分で記載をさせていただいております。雑入すいません雑入

の一覧表ですね、申しわけございません。 

その中で計上させております予算書の方でまいりますと、３０ページの中ではその他

雑入の中というような形でなっておりますので、この中でその伊那大島駅に関するもの

が幾らかっていうのは各課別の雑入内訳の方をご覧いただければと思います。 

切符販売につきましては、一応７５万３，０００円というような形で考えております。 

伊那大島駅の負担金につきましては、議員ご指摘のとおり、大鹿村・中川村さんの方

へ一応１５万円ずつというような形でお願いしておりますので、予算書表ではその他雑

入の中で考えておるということでお願いしたいと思います。 

歳出につきまして、修繕費の方をどうだというようなお話がございました。 

こちらにつきましては、契約の中で小規模な修繕というのは町の方でということにな

っておりますので、もし破損したものがあった場合にはＪＲ、飯田駅さんとの相談の中

でこれはＪＲが見ますよ、これは町の方で見てくださいよというような協議になるかと

思いますけれども、その中で進めていきたいと思います。 

その他修繕ということがありますので、若干消耗品等もこの中に入っているというよ
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うな解釈でお願いしたいと思います。 

ＩＣＴの関係ですけども、概要の方にもありますし、昨日、町長の方でありました所

信表明の１０ページの方にも今年度ＩＣＴ最適化計画を策定してまいりますというよう

なことを書いてございます。 

こちらの方ですけども、今年度、議員の皆さん方も参加していただきまして、町のシ

ステムについて研究をしてまいっております。 

今現在、月に一度ほど、業者さんと詰めをしておりまして、経過報告等をやっており

ますが、やはり昨年度もご指摘ありましたけれど、その予算で足りるかどうかというよ

うな議論があって、「もっと使わないと良い答えが出ないんじゃないか」というようなご

提案もありまして、今年度３００万円ほど増額いたしまして、その部分を強化するもの

でございます。 

主な内容としましては、費用に対する効果の部分というのがやっぱり大きな部分にな

ります。その部分のものが一つ。 

また、整備と費用経費の効果ですね、そういうものも見ていきたいと思います。 

もう一つが、それを入れることによって、業務の効率化がどれぐらい図れるのかとい

うような指標も必要となってまいりますので、そんな面も見ていきたいと思っています。 

もう一つが、これはここセキュリティの強化、ちょっとシステムの効率という部分で

は離れますけども、セキュリティの効果の部分の費用検証というのも必要となりますの

で、その分もやっていきたいというようなことで３００万円余の経費を計上させていた

だきたいと思います。 

この今年度の結果については、また議員協議会等で、またすいません、委員の皆さん

いらっしゃいますので、今年度の状況につきましては別の機会でご報告をしたいと思っ

ておりますのでよろしくお願いしたいと思います。 

○議長（森谷岩夫） 下沢環境水道課長。 

○環境水道課長（下沢克裕） 清掃費の６０ページです。清掃費の塵芥処理費の１，９００万

円の金額の合計です。 

議員おっしゃるとおり、稲葉クリーンセンターの建設整備費、これは完成、今年度完

成ということになりますが、これは大幅に減額、広域連合に対する負担金ですが減額に

なりました。 

これが主な件でございます。 

○議長（森谷岩夫） 坂本議員。 
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○８番（坂本勇治） 先ほどの大島駅に関しては理解しました。 

すいません、ここの資料も細かく見ておりませんでした。 

ＪＲとの協議の中で、施設整備をするということでありますが、金額が２０万程度な

ので、備品をえらい大きなものを買ったりとかというのはできないかと思いますけども、

委託職員があそこで常駐する中で、環境というのが結構古い施設でありますので、でき

れば環境の良いところで仕事していただいて、ＪＲにも要望してできるだけ出してもら

うというのは進めていっていただきたいなと思います。 

次にＩＣＴの関係ですが、２８年度の実績というのがなかなか実際に効果が上がって

きてないというか、効率化だとか業務の効率化だとか、費用対効果を検証していくとい

うのは非常に大事で、ＩＣＴ化をすることによって余計お金がかかるようじゃ本末転倒

になると思いますし、今職員の業務というのを考えたときに、何が効率化できるのかと

いう精査いうのが、そこで働いてるとなかなか見えにくいというか、上から言われた作

業をし、書類を作るというばかりだと、それが効率ができるのかどうかというのなかな

か気がつかないと思うんです。 

そこら辺を見る人が見て、本当にこの書類がいるのかとか、もう２０年も３０年も前

からずっと記録に残さなきゃいけないからといって、手書きだったりする書類もあるん

じゃないかと思うんです。 

そこら辺が効率化できて、それこそ今どきだとスキャナーがあり、読み取りＯＣＲが

あり、読み取ってもうどんどん電子化できる、そういうもので蓄積するんだったらそれ

でも蓄積すればいいし、もう極端なこというとこういう議会の話も今全部、電子化して

全部記録にＩＣＴ残っているわけですよね。そういうのも入れることによって、文書で

ないか問題があったら、その問題をもう聞けば記録には残っている文章するのに全部聞

き直してまだまだ文書化、言葉を聞いただけでコンピューターが全部文章をきれいに文

字にするっていうのは難しいんですけども。ただ、大まかにはかなりできるようになっ

ている。 

そんな中で、そういった文書の効率化で、一般の町民が来て窓口でこれを書いてくれ

っていったやつをぱっとスキャナーで今どうなっているかわかりませんが、読み取るこ

とによってもう記録されてはんこや何かもういいですよといったような、住民に対して

の効率化というのもあるかと思うんで、そこら辺をいろんな多角的に見て、効率化をぜ

ひ先延ばしにせずにできるだけ早くやっていただきたいなと思います。 

我々議員も何人かそちらの方も一緒に会議にも入って参加していますので、またお互
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いに意見交換しながら、良い方向にいければと思います。 

３点目の稲葉クリーンセンターの関係で、工事費が減ったということですが、できれ

ばこの今詳細に出ていますフードリサイクルだとか始まってずっと細かいのありますけ

ども、その中で稲葉クリーンセンターが稼働することによって、これはこれとこれは減

るんじゃないかなと予想されているものというのをちょっとお聞きしたいと思いますが。 

○議長（森谷岩夫） 下沢環境課長。 

○環境水道課長（下沢克裕） 今度は稲葉クリーンセンターができまして、整備費の負担の関

係と、それと２９年度９月まで、正式には１２月ですが、９月まで桐林のクリーンセン

ターを使い、８月いっぱいですか、９月から今度新しい方に火が入るということで、運

営費の費用ということで整備の関係につきましてはいろんな財源ありますが、ちょっと

別にしまして、運営の関係で今度は混ぜて廃プラと燃やすごみですね、ではちょっと比

較をして申し上げますけれど、まず収集運搬ですね。委託料、燃やすごみ収集運搬です

ね。これにつきましては、今度廃プラが一緒になりますことによって、パッカー車の要

は稲葉へ行く回数が、日にちは変わりませんが、往復回数が増えてくるということで重

量が増えてまいります。これで約５００万円増額です。 

そして、処理の負担金ですね、この処理費につきましては、これにつきましては桐林

が途中で止まるんですが、これの片付け、これは整備費ではなくてちょっと処理費の方

で広域連合がカウントしておりますので、この方につきましては、処理費については余

り変わらない。逆に細部の片付けありますので６０万円ほど増えるというふうに考えて

おります。処理の負担金。 

それとあと中間収集運搬の関係で、この２行目ですね、委託料の２行目になりますが、

プラ製品容器ほか中間処理、その上です、金物ほか収集運搬ですね、廃プラの収集運搬

が終えますので約１３０万円減額、収集運搬が減ります。さっき燃やすごみについては、

収集運搬委託料増えますが、廃プラの収集運搬が減ります。 

それと集めた廃プラスチックの中間処理、これにつきましては３２０万ほど減額なく

なってまいります。 

廃プラをなくすことによりまして、燃やすごみ絡み、今度は廃プラは増えてきますが、

これで５６０万円ほど増えます。 

ですが、廃プラの処理を収集と処理をやめることによって４５０万ほど減るというこ

とで、合計では予算上１０６万８千円増額になると、委託料関係ですね、そういうふう

に見込んでおります。 
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○議長（森谷岩夫） 以上です。 

坂本議員。 

○８番（坂本勇治） 今の塵芥処理の方ですけれども、確かに稲葉クリーンセンターの方、稼

働を始めると廃プラやなんかが一緒に出せるということですが、ただ負担金は減るんじ

ゃないかなと思うんですけれども、桐林の方が完全になくなるまでは負担金というのは

そちらの方もいけないっていうのはあるんですけども、もうちょっと全体に今プラスの

部分、収集運搬は上がるとか、中間処理の方は下がるとかっていうのがあったんですけ

ども、広域の方で聞いてるとその運営費自体はかなり下がる。焼却で発電したりとかと

いう部分で、かなりあそこの運営費を下げていくというようなことを聞いてるんですけ

ども、松川でいくと工事費がこれだけ下がっただけであまりメリットがないというのが

何かちょっとわからないんですが、またちょっと細かい数字についてはまた直接お聞き

しにいきます。 

とりあえず収集の関係は、多分町内は変わらないって聞いてるんで、分別方法。まず

てやるんじゃなくて、廃プラと燃やすごみ、今までは分けていたけれども、今度一緒に

するということじゃ確かなかったですよね。そこら辺の収集方法とかというのも、町民

にある程度徹底していかなきゃかなと思うんで、そこら辺徹底の仕方だとか、ごみの分

別の仕方だとか、もし変わる点があったら、そこら辺の町民への周知と変わるところを

教えていただければと思います。 

○議長（森谷岩夫） 下沢課長。 

○環境水道課長（下沢克裕） 処理費のことにつきましては、今度桐林、これは連合議会でも

シミュレーションされて公表されてますので、細かい数字をじゃあまた提供させていた

だきたいと思います。 

全体としては大幅に処理費自体につきましては、新しい施設につきましては、かなり

安くなると計算になっております。 

２９年度につきましては、この予算上でありますけれど、片付け、桐林の片付けとい

う部分が維持管理費に運営費に入っておりますので、来年はちょっと一時的に多いんで

すが、翌年度からはごみ処理の部分の負担金につきまして、ごみ施設の運営費につきま

してはお安くなると思います。 

ただし、今度発電のことはちょっとまた別途でこれからですね、ちょっと示されてお

りませんので、これをご了承いただきたいと思います。 

もう一つは廃プラのことですが、これは今までも全協でもお示しをさせていただいて
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おります。今まで燃やすごみは紙の袋、廃プラはビニール袋、ポリエチレン袋で出して

いただいておりましたけれど、今度は一緒に出していただくということで、燃やすごみ

のステーションへ出していただく。 

ご家庭の中で同じ袋に生ごみを中心に入れるとか、時々そいじゃ廃プラを出すとか、

そこら辺はいろいろご家庭の様子かもしれませんが、混ぜて一緒に出していただくとい

うことです。 

これはこれまで一番のポイントでしたので、そのようにご理解いただきたいと思いま

す。 

それで今回実は２月ですね、２月の自治会長の皆さんとこへ通じてお願いしました。

皆さんのご家庭にも届いたと思いますが、ごみカレンダーのところへ９月からというこ

とで表面と裏面に示させていただいております。 

これにつきましては、実は私の家でも父がごみ担当でもありますので、もうすぐに「今

度変わるんだな」という話ありまして、これはかなり生活、毎日の話、ごみ捨ての話に

なりますので、カレンダーを見ていただければ今度は何曜日何日何曜日ということです

のでわかるかと思っておりますが、これから新年度になりましたらこの９月までにつき

ましては、この出す要領につきましては自治会へと懇談会。直近では自治会長あたりに

なるかと思いますが、このことにつきましては宣伝をしていきたいということも考えて

おります。 

以上です。 

○議長（森谷岩夫） お諮りをいたします。 

休憩をとりたいと思いますが、よろしゅうございますか。 

（「異議なし」との声あり） 

○議長（森谷岩夫） ちょっと増やしまして３時１５分までお願いいたします。 

 

休  憩  午後３時００分 

再  開  午後３時１５分 

 

○議長（森谷岩夫） ほかにございませんか。 

黒澤議員。 

○７番（黒澤哲郎） それでは改めて２点質問をさせていただきますが、概要の１１ページ、

下伊那赤十字病院運営補助の件であります。 
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先ほど、米山俊孝議員からもありましたが、私はこの日赤病院の補助に関して、地域

の中核病院で松川町としても非常に重要な病院だというふうに考えておりますし、支援

していくことについてはやぶさかではありませんが、この予算の計上の仕方についてで

すね、非常に疑問を持ってるところがありますので、この疑問を払拭するような明解な

回答をいただきたいなと思っております。 

１億円を超える非常に大きな補助金であります。これが町長査定も通っているわけで

ありますから、そこら辺のところも含めてお伺いをしたいと思うわけですけれども、ま

ず１１ページのその概要の説明に、地域医療確保のためというふうに書かれています。 

先ほど課長の答弁の中にも、「病院の中ではいろいろ不採算項目等もあって支援してい

かなきゃいけない」というような答弁をされておりましたけれども、この補助金を入れ

ないとこの地域医療を確保できないのかどうか。なぜ１億１９８万３千円なんでしょう

か。この根拠をきちっと示していただきたい、まずは。 

銀行からお金を借り入れるのでさえその会社なり個人の状況をしっかり調べた上で、

貸し出す場合でもそのぐらいなんです。無償で補助するわけですね。確かに地域医療を

担っていただいておるわけですけれども、この１億１９８万３千円どうしてこういう金

額になってるんですか、まずそれをきちっと説明をいただきたい。 

それから、先ほどの答弁の中で、運営委員会等でもという言葉が出てきましたが、ど

ういう運営委員会で、その３年間を見てどうするか判断するというようなことを言って

おられました。日赤とも話をしていると。けれども、２９年度予算は今ここに出てきて

いるわけですよ。来年度も再来年度も、補助して３年間でなんていう話はどこにも協議

にも出てきていません。そんな話を日赤とされているというのは非常に疑問なんですね。 

先ほどは米山議員から指摘があった２８年の９月の全協で話がありました。私もそこ

で意見を述べさせていただきましたが、報告事項であったわけです。 

２８年度に交付税措置が２０％カットになりました。あくまでも実績補助ということ

で１億円、約１億円入れてその８０％を交付税措置するというふうになったということ

でしたよね。 

ということは、当初は町負担ゼロで補助ができていたのが、２，０００万円余の町か

ら直接補助するという形になった。 

これについてどう考えるのかという、そういう指摘もさせていただいておったわけで

すけれども、それ以後もそれに対する協議は一度もなかったと思っております。 

そんな中で、２８年度今年度のけりもついてない中で、２８年度も同様に１億円以上
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の補助をする。なぜ１億円なのか。しっかりと払拭できるように、疑問を払拭できるよ

うに回答をいただきたいと思います。 

２点目は、これも先ほど出ましたが、町体の修繕の問題であります。 

これ予算になぜ載っていないのかという質問ですので、指摘するページがございませ

んけれども、一度町体の屋根については耐震、それから積雪等も含めてですね、修理し

なきゃいけないということで、国庫補助もついたわけですね。 

その国庫補助がついた事業が実施できずに、国庫補助を返上して修理ができなかった

という経緯があるわけです。いつやるか。えみりあ、要するに中央公民館の改築とさま

ざまな事業がある中で延期をしてきたわけです。 

中央公民館も完成した中で、いよいよ町民体育館、町体も改修が始まるかなというふ

うに思っていたところでありますけれども、財政の絡み等あるかもしれませんが、非常

に危険な建物なわけであります。それがなぜ今年度の予算に上ってきていないのか。い

つやるのか。そこら辺のところをしっかりと答弁をいただきたいと思います。 

以上２つお願いいたします。 

○議長（森谷岩夫） それでは米山保健福祉課長。 

○保健福祉課長（米山政則） ただいまの下伊那赤十字病院の運営費補助の積算根拠というこ

とでお話をいただいております。 

これにつきましては、特別交付税で措置をされるその内容に基づいて算定をしておる

わけなんですけれども、大きくは２つの項目に分かれておりまして、１つ目は不採算地

区分ということでの内容になります。 

それにつきましては、病床数が１５０床未満、日赤病院の場合は１１２床になるわけ

なんですけれども、それに対しましてというのが該当の条件になっております。 

それに計算式がございまして、その一般病床数等の数から１００を超えた病床数に２

をかけて基準額をかけるというような、その数字が計算式があるわけなんですが、それ

に基づいて計算されたものが６，３９９万２千円でございます。 

それからもう１つの救急告示分というのがございまして、救急医療を要する傷病者の

ための専用病床があるということで、これは日赤病院の場合は３床でございますけれど

も、その基準に基づいて計算されたものが３，７９９万１千円ということでございまし

て、それを合計いたしましたものが今回歳出をしております１億１９８万３千円という

金額になるわけでございまして、この金額がその積算の根拠であり、補助している金額

という形になっております。 
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１０月だったかと思いますが、一度全員協議会の中で報告事項ということで、この運

営費補助の特別交付税措置が８０％になってしまったということを報告をさせていただ

きましたが、ちょっと黒沢議員より「これは予算が伴うことなので報告事項ではおかし

い」というようなご指摘をいただきまして、その後の全議員協議会、確か１１月だった

と記憶しておりますけれども、協議事項というような形でその時に資料をお示しをさせ

ていただきまして、先ほどのお話ありませんけれども、今地域医療確保のためというよ

うな内容で、交付税の基準額満額を出させていただく。その代わり３年間ごとで見直し

をさせていただきますので、ということで協議をさせていただきまして、私としては了

承をいただけたということで考えまして、日赤病院の方にもその話はさせていただいた

ところでございます。 

そんな経過の中で、今回この金額を歳出の方に盛らさせていただいというような経過

でございます。 

以上です。 

○議長（森谷岩夫） 高坂教育長。 

○教育長（高坂敏昭） 町民体育館の耐震の工事でございますが、中央公民館が改築してから

その工事にかかるという、そういうお話をさせていただいたところでございます。 

実際に工事金額等の見積もりをしてくる中で、実は釣り天井の落下対策というのが、

どうしても必要な条件として加わってきたということで、金額が非常に大きな金額にな

ってまいりました。 

財政課とも話をする中で、一応時期を見ながら実施するということで現在考えており

まして、２９年度の実施設計ということの段取りには至っておりません。 

それで、議員の皆様方にご説明をしなければいけないということで、こちらの資料を

用意いたしておりまして、社会文教委員会の中でその資料をお出しして、説明を申し上

げるという、そういう予定でございますので、またその折にいろいろご意見をいただけ

ればというふうには思っております。 

今、手元にその資料ございませんので、概略の説明で申しわけございませんが、よろ

しくお願いいたしたいというふうに思います。 

○議長（森谷岩夫） 黒澤議員。 

○７番（黒澤哲郎） 体育館の方はわかりました。 

またしっかりその資料の中でまた疑問があったらお聞きしたいと思いますが。 

日赤病院の１億円の根拠ですけれども、課長の答弁は全然答弁になってなくて、そん
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なことを聞いているわけではありません。十分承知の上であります。 

その算定基準というのは、交付税措置される最大限の額ということですよね。平成２

５年にも日赤病院からそういう説明もあり、ぜひ最大限補助してほしい。そういう中で

１００％交付税措置されるから町には迷惑をかけませんと、だから最大限出してくださ

い。１億円いくらということだったんです。 

それが８０％になったということは、町がこれから２，０００万円負担していく。要

するに町が１億円日赤のために補助をする必要性があるのかどうかということを見極め

なさいということ、見極める必要があるんじゃないかということですよ。こういう補助

金を出すのに。最大限出るから最大限でいいんですかという疑問です。 

だから、これがなきゃ補助しなきゃ日赤病院は運営していけないんですかという質問

もしましたよね１回目にね。そういうことを聞いてるんです。 

５，０００万円というふうだっていいわけですよ。２，０００万円でもいいわけです

よ。５，０００万円なら１，０００万円の松川町独自の負担が必要なるということです

よね現時点では。だから５，０００万円じゃあ日赤病院は駄目なのかどうか。支援でき

ないのかどうか、そういうことを聞いてるんです。なぜ１億円なのか１億なのかという

ことは。 

だから日赤病院にどう必要性があるのか。日赤病院がどう運営努力をしているのかと

いうことですよ。 

米山俊孝議員からもありましたけれども、２５年からですから２５、２６、２７、２

８、４億円が投じられてどういう成果があったのか町民のためにということですよ。そ

ういうチェックも必要じゃないですか、１億円も入れているんですから毎年。 

そういうことがチェックは行われたんですかどうか、そこら辺のところもお答えいた

だきたいし、１億円の根拠なぜ１億円なのか、５，０００万じゃいけないのか、そうい

うことをきちんと答えていただきたい。 

○議長（森谷岩夫） 米山課長。 

○保健福祉課長（米山政則） 日赤病院の収支の関係でございますが、医業収支とその他収支

がございます。 

例えば２７年度の医業収支を見てみますと、収支でマイナスの７，２９９万７千円、

その他の収支ということで、この運営費の補助を入れておりますので、そこで８，６８

７万１千円の黒字という形になっております。 

差し引きをいたしますと、当期純利益で１，３８７万４千円ということでございます。 



 －145－ 

そうしましたら、やはり日赤病院も、経営の中で、やはりその当期の未処分損失とい

うようなものが生じております。それが大きな金額だったわけなんですけれども、それ

に対してここ数年、その運営費補助を町から補助させていただいたというような形の中

で、その赤字額というのが若干ずつでも解消されてきているという現実はございます。 

それが５，０００万円ならいいのか、１億円ならいいのかということでございますけ

れども、やはりそういった経営状況を鑑みましたときに、町としてその交付税で措置さ

れている１億なにがしという金額を満額入れることが、適当ではないかという判断で、

その金額で計上をさせていただいたということでございます。 

日赤病院の方から、その経営状況につきましては数字をいただいております。そうい

った中で報告もいただいておりますので、その数字を見る町としても、その補助の実績

報告という中で判断をする中で、補助をさせていただいておる。判断をしながら補助さ

せていただいているというところでございます。 

○議長（森谷岩夫） 黒澤議員。 

○７番（黒澤哲郎） 先ほども言いましたけれども、過去４億円入れてきて、どういう成果が

あったか、そういうチェックを検討してやってもらいたい。大きな金額を入れるんです

から。設備な部分になってるとはちょっと思えないかな。職員給与で消えてっていって

しまっているというような状況じゃ困るわけですよ。 

やっぱり経営努力というのは、民間ですから、赤字経営なら給料賃金を下げるとか、

そういう努力だとか様々な努力があるはずですよね。 

そういうところもきちっとチェックをしながら、このぐらいが妥当じゃないかという、

そういう補助金額の査定をしていただきたいなと思うわけですよ。 

ただ赤字だからって実際はこれで入れたためにちょっと黒字になってるわけでしょ。

その黒字分もこのお金から出てるということじゃないですか。 

そういうあいまいな査定で、この根拠で、この額が決められているというのは非常に

疑問だなということです。しっかりやってもらわないと。 

だから補助することについては全然やぶさかじゃないですし、しっかりやってもらわ

なきゃいけないんだから。その補助金を出すんだから、やっぱり使われ方についてもし

っかりチェックをしていくというのが行政の役目じゃないかなということで質問をさせ

ていただいたわけであります。 

３回目でありますし、まだまだあいまいなきちっとした答弁は得られませんでしたけ

れども、そこら辺のところをしっかりやって、成果につながる住民のためになるような
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補助金としていただきたいと思います。非常に大きな１億円という金額なんで、よろし

くお願いいたします。 

以上です。 

○議長（森谷岩夫） ほかにはいかがであります。 

松井議員。 

○１３番（松井悦子） 先ほど来、人件費のことについて、何人かの方からご質問が出ており

ました。 

８人の正規職員を増をする、人件費の金額としては約昨年比７，０００万円ほどの増

額となるということでございました。 

この既に採用されておる、働いておっていただいておる職員の方については、特にど

うというわけではありませんけれど、新しく採用された、皆さんについて、この男女共

同参画という面からどのように配慮をされたのか、その観点からひとつお聞きをしたい、

そのように思います。 

それからもう１点はですね、ちょっとこれは町長交際費であります。 

７０万、昨年その前が７０万、昨年が９０万、１００万円とどんどんと増えておりま

すけれども、このどういった理由で増えていくのかというそこのあたりもお伺いをした

いなというふうに思います。 

それからこの概要ですね、予算案の概要の１２ページですけれども、やはりちょっと

女子というところが目につきましたので、お伺いをさせていただきます。 

真ん中あたりの農業振興の推進というところですね、農業新しい新規事業になってお

りますね農業女子交流事業、このあたりももう少し詳しくお伺いしたいと思います。 

お願いします。 

○議長（森谷岩夫） それでは塩倉総務課長。 

○総務課長（塩倉智文） 新規採用職員でございますけれども、この１月ですね、今年の１月

に２名の方、それから今度の４月に１１名の方を採用いたしますが、そのうち男性は２

人で女性が１１人という比率になっておりまして、女性の採用が増えておる状態でござ

います。 

以上お願いいたします。 

それから公債費でございます。 

平成２７年度からなんですけれども、監査委員の監査の講評の中で、それぞれの課で

もっていましたお土産代を本来であれば公債費であるんではないかということでご指摘
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をいただきました。ですから２７年度の途中から、いろんなところにお持ちしますお土

産代を全部公債費で払ってきて、２８年度からきちんとそのような形でやってまいりま

した。 

７０万円から９０万円に増やしまして、平成２８年の成果によりまして３月の補正で

上げさせていただいたんですけれども、結果１００万円ほど使うということがわかって

まいりましたので、平成２９年度は２８年の成果をもちまして１００万円に増額させて

いただくということで提案いたします。 

よろしくお願いします。 

○議長（森谷岩夫） それは田中課長はいお願いいたします。 

○産業観光課長（田中 学） 農業女子につきましてご質問をいただきました。 

農業女子につきましては、現在全国的にも、また県の中でも、この飯伊の中でも農業

女子のネットワークというようなものが組織されてきております。 

特に先進的な熱心な方々は全国に出て安倍総理の奥さんとも友好関係で、そういうも

のにも出るほど有名になっている方々も飯田の方にはいますけれど、町の中でもやっぱ

り非常に熱心な女性の皆さんいらっしゃいます。 

現在はワインの方で先に立ってワイン特区の関係で自らワインを作るというような方

もいらっしゃいますし、また専業農家でやっていられる方の奥様として、非常に経営に

携わっておる元気な女性の方々がいらっしゃいます。 

ここにきて、そのような方々が、やっぱり自分たちもそんな組織を少しいろんなこと

が言い合えたり、技術が磨ける組織がほしいというような声が出てきました。 

今年度２回ほど、そのような方々にちょっと集まってもらって、どうだなというよう

な形で声かけをしてきたところ、ぜひ来年度そんなようなことがだんだん具体化できた

らというようなご意見いただきましたもので、来年度につきましてはぜひそんな組織を

まず立ち上げていきたいなと思っております。 

年齢的にはやはり若武者と同じような形でですね、若武者の奥様ですとか、あるいは

興味ある方々、そのような方々を誘って、だんだん輪が広がっていったらいいのかなと

思っております。 

この間ですね、２月の半ばだったんですけれど、ＪＡの南信州さんの方で、女性の剪

定の講習会をやっていただいたわけなんです。これ非常に好評でありまして、なかなか

剪定講習会、男性ばかりであるし、なかなかああいうところにいって当たり前のことを

聞きにくかったというわけなんですけれど、「女性ばっかでやるとまるっきり変なことも
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気楽に聞けて、非常にためになったということで、こんな期待もぜひ広げてもらいたい」

というような話もありましたんで、やっぱり女性の集まれる、そんな意見が言える、そ

のような場が作っていけたら良いなと思って推進していきたいと思っております。 

以上です。 

○議長（森谷岩夫） 松井議員。 

○１３番（松井悦子） 町長交際費については承知いたしました。わかりました。ありがとう

ございました。 

人件費の男女共同参画の問題ですけれども、長野県が先ごろ調査をいたしましたとこ

ろ、自治体、長野県の自治体の管理職でしたか、全国で下から６番目という低さなんで

すね。どうしても長野県はどういう理由かわかりませんけれども、なかなか男女共同参

画が進んでおらないという実態があるという中で、当然県職も当然でしょうけれども、

各７７自治体がやはりおのおのが進めていかないと、なかなか全体の長野県全体の数字

も上がっていかないし、日本全体の数字も上がっていかないという、そういうふうに思

います。 

まずこの採用についてですね、人数は先ほどお伺いしましてお答えいただきました。

男性が２人、女性が１１人、ちょっと少しびっくりいたしましたけれど、半々くらいか

なと思いましたので。しかしながら、やはり女性がこの管理職までつながるということ

がすごく難しいというふうに思います。 

女性は出産をしたりということでどうしても、中途の段階で支障を来す場合があると

いうふうに思います。 

そのあたり採用の段階で、しっかりとしたその覚悟をしていただけるというようなこ

ともひとつ大事なんじゃないかなといったようにも思います。 

それと現職の管理職につながっていけるような養成でありますとか、サポートであり

ますとか、そういうことも必要かと思いますけれども、この１１人の女性の皆さんに特

にその将来についてお聞きをしておるといったようなそんな採用の段階であったらちょ

っとお伺いをしたいなというふうに思います。 

それから、農業振興のこの女子会の方ですね。若武者と同じような年齢の若い皆さん

というように今ご説明がございました。 

剪定講習会、種付けの講習会とかこれ前にもみらいを中心にやられたことがあったよ

うな気がするんですね。自然消滅してしまったのか、続かなかったのかその辺わかりま

せんけれども、ぜひ固定化するような組織に、自然消滅してしまうような組織でなくて、
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固定化するような組織にしていただけるといいのかなと思うんですが、少し工夫をただ

ただ立ち上げるとなんでも簡単なんですが、そのあとがなかなか難しいというのがあり

がちなので、なにか工夫を考えておられればそんなことをちょっとお伺いしたいと思い

ます。 

○議長（森谷岩夫） それでは先に吉澤副町長。 

○副町長（吉澤澄久） 最初に職員採用、あるいは管理職の採用等についての男女共同参画の

観点からということでございますけれど、我々としてはそういったものは何一切差別を

持った採用はしておりません。 

したがいまして、今回も今お話あったとおり、女性の方が多いということかと思って

おります。 

特に今回は保育士さんだとかあとと保健師さん、そういった特殊な技能を持った方た

ちを入れている関係もありますから、女性の方が多いかと思っております。 

それから管理職への登用でございますけれど、今うちは昇任試験を採用してやってお

りますけれど、中々受けていただけないのが現状でございまして、今主査クラスで何人

か止まっているのが現状でございます。 

これを打開すべき方法をまた考えていかなくてはいけないと。今そういったことを考

えております。したがいまして、昇任試験もやりますけれど、それもなくて我々の方で

それに該当するような方がいらっしゃればぜひ昇任をお勧めしていきたいということを

思っております。 

以上でございます。 

○議長（森谷岩夫） 田中課長。 

○産業観光課長（田中 学） 議員の方から農業女子について、きちんと継続できる固定化し

た組織となるようにということで、それに対する工夫などはというようなご質問いただ

きました。 

正直まだこれからいろいろ、皆でいろいろ意見を出し合っていい組織にしていきたい

と思っております。 

先輩それこそ女性のグループと言いますと、やはり農村女性ネットワーク、あるいは

アグリ工房の関係、味の里の関係、また楽しい女性の関係、また若手の女性の農業委員

者さんの皆さんとか大勢いらっしゃいますので、そういうような皆様方のご意見等も聞

きながら、また若い人たちも入りやすい団体、女性のそんなグループを作っていけたら

いいと思いますので、またご指導の方をよろしくお願いいたします。 
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○議長（森谷岩夫） 松井議員。 

○１３番（松井悦子） 職員の採用で女性女性って言いますと、また逆の差別みたいなことも

また考えられますので、あまりそのあたりを私も強調するというわけではありませんけ

れども、やはり何といいますか社会的な現状から見ますと、どうしても人口の半分が町

民の半分が女性であるのに、なかなかいろんな場面に女性の参画が、特に意思決定機関

の場に女性が参画できないという実情は、これはやはり何らかの体制的なものでカバー

していかないと進まないというふうに思っております。 

ぜひ、役場職員、今回は人件費に関してでありますので、役場の職員ということにな

りますけれども、あらゆる手段を講じて、やはり喚起をする女性の意識、女性職員の皆

さんの意識を向上させるということ。それから最大限のサポートをするということ。や

はり働き続けられる、そしてまた復帰ができる、そういったシステムも当然必要だと思

います。 

考えられるあらゆる方策をとっていただいて、最終的には女性の管理職の誕生とつな

がるようなそんな施策をとっていただけたらなというふうに思います。 

それから、この農業女子の組織ですけれども、これ予算的な措置の方がちょっと予算

書の方をよく見ておらなんで発言をしておりますので申しわけありません。 

予算的なものがあればどのくらいか。 

それからできれば３回目でありますので、これで終わりますけれども、ある程度は予

算をつけていただいて、つながるような、長くつながるような、そんな組織にしていた

だけたらなというふうに思います。 

答弁がありましたらお願いします。 

○議長（森谷岩夫） そいじゃ田中課長先に。 

○産業観光課長（田中 学） 農業女子の予算措置でありますけれど、新年度予算措置につい

ては特に行っておりません。 

ただ現在、リーダーになってくれそうな方々、何人かに声掛けをしまして、また近い

うちに打ち合わせの方をして、具体的に動いていこうというような話になっております。 

○議長（森谷岩夫） 意思決定の場に女性が少ないと、そういうお話でありますが総務課長ほ

か、副町長。 

○副町長（吉澤澄久） 今先ほど答弁させていただいたとおり、何らかの方策を考えていきた

いと思っておりますが、やはり女性の中には今、主査クラスが多いというのはやっぱり

係長クラスになって責任を持つのは嫌な方もいらっしゃるわけですよ。 
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それはやっぱり私ども別に否定しているわけでないんですけれど、自分の意思によっ

て、そういうことを選択されてる方もいらっしゃるんで、例えばピックアップしてじゃ

ああなた係長やれ、課長やれといったときにどうなのかといったのもの考えていかなく

ていけないと思っております。 

○議長（森谷岩夫） 町長。 

○町長（深津 徹） 今、総務課長・副町長がお答えしてきた内容でございます。 

この男女共同参画、女性の皆さんをぜひということの気持ちはありますけれども、そ

いじゃさりとて制度等を取り入れて強制的にというわけにもいかないということ。 

それから私自身は女性の団体の皆さんと話がするという重要性、あるいは非常に楽し

いという、楽しいという言葉がいいかどうかあれですけれども、非常に積極的に私も出

てまいります。 

ところが、この会に出ておった人が次の会に行っても同じ人であったり、それから松

井議員そのものがやはり女性ということで、家庭の中でずっと今までこうやってきてい

る。そんなような状況を見ていると、どうしても偏った人材の方に行っちゃう面とか非

常に難しい面がございます。 

できれば、みんながある程度こうお互いに補いあって、こううまく回っていくような

ことになるのが一番いいとは思うんですけれども、現実というのはなかなかいってない

のが現状でやはり家庭、子育て、いろんな面で忙しくて出てこられない方たちもおられ

ると思います。 

啓蒙をしながら、そういった意識改革とやっぱり投げかけをしていくことが大切かな

というふうに思っております。 

○議長（森谷岩夫） ほかにいかがですか。 

中平議員。 

○５番（中平文夫） 概要の方の１３ページと６９ページに関連してご質問させていただきま

す。 

１３ページの観光交流地域づくり推進事業ということで、新規ということでここにう

たわれております。 

ご存じのように昨年の１０月に立ち上げた観光局ということで、平成３０年の３月に

南信州松川観光局を設立を目指すという形になっております。 

それで去年から始まっておりますけれど、新年度に２９年度ということで、今年のス

タートダッシュが非常に大切ではないかなと思っております。 
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そこに５項目ほど書いてありますけれど、ここへの４月１日時点での人員配置をちょ

っと教えていただきたいと思います。 

この件だけでいきたいと思います。 

○議長（森谷岩夫） 田中課長、お願いします。 

○産業観光課長（田中 学） 概要書にありますこの５項目の人員配置ということでよろしい

わけですかね。 

まず、設立検討委員会の開催でございます。こちらにつきましては、現在も継続して、

今あるものを継続していくもので、すいません。 

準備室につきましては、新年度の体制としましては室長が１名、それから正規の職員

が１名、それから地域おこし協力隊の現在いる２名、それにプラスして地域おこし協力

隊を２名新たに途中で採用をしていければというふうに考えております。 

お願いします。 

○議長（森谷岩夫） 中平議員。 

○５番（中平文夫） そうしますと、正職の方が２名ということでよろしいわけです。それで

協力隊が２名プラス２名、計６名という形ですね。 

今年の２月の全協の時に片桐室長が見えられまして、青年の家の関連施設活用に関す

る調査経過ということで経過報告をされておりました。 

その中に以下の事項に関する制度が高められず、整備計画の決定、実行までに行き届

いていないということで、この件に関して、アンケートをとるというような形を報告さ

れたと認識しております。その期日が、最終的には１０月までかかりますというお話を

伺っております。 

それで、ここのところが進んでいかないと昨日も問題になっておりましたけれど、青

年の家の特別会計とか、そういうものを別にするか一般会計でやるかというようなとこ

ろでいろいろ議論されたのは記憶に新しいかと思いますけど、ここのアンケートがしっ

かり進まないと次の段階にステップは進まないんですけど、この人員で果たしてスター

トダッシュが切れていくかどうか、そこのところをもう一度お伺いしたいと思います。 

というのは、室長と先だって１時間半ぐらい現地に行ってお話しさせていただきまし

た。私も戦略会議というところに所属しているもんですから、途中から入ったもんです

から、その前段階がわからないもんですから、レクチャーを受けたり、いろいろして話

は聞いておりますけれど、室長がいろいろの会議のまとめ役とかいろいろやってるとど

うしてもそういったこのアンケートの方にはなかなかかかりきれないという部分があっ
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て、果たして１人の正職だけで間に合うかどうかという疑問が非常に大きくなるもんで

すから、そこら辺をもう１回改めて。例えば途中から人員を増員するとか、そういうこ

とをして、最終的に来年の３月末までに観光局がきちっと立ち上げられるように、責任

持ってできるかどうかということをちょっとお伺いしたいと思います。 

○議長（森谷岩夫） 田中課長。 

○産業観光課長（田中 学） 観光局立ち上げの期限が一応目標というものがありまして、来

年度から立ち上げたいという目標に向かって今やっておるわけであります。 

それには少なくとも、１０月末ぐらいにはおおむねの方向性を出して皆様のご協議を

いただくようにしていきたいということで現在進んでおるところでございます。 

既に昨年立ち上げた時からそれぞれ検討会議の日程、あるいは戦略会議の日程を細か

くスケジュールを作ってあります。毎月毎月の戦略会議、それからその途中途中、２カ

月くらいずつの検討会議。それぞれおおむね若干遅れ気味ではありますけれど、おおむ

ねスケジュールに沿ってやってきているものかと思います。 

議員さんにも戦略会議の方に参加していただきまして、情報共有を図っていただき、

また新たな町のブランド、また宝探しみたいなそんなようなことまで加わってご意見い

ただいておるものと考えております。 

ご指摘のありましたやはりアンケート、また町民の意見をいかに早くくみ取ってそれ

を反映させて、実際の計画を立案していくか、これが大きな課題かと思います。 

間に合うかどうか、このスタッフで間に合うかどうかということでありますけれど、

現在このスタッフで間に合わせるようにやっていくつもりでございます。 

正規の職員が１名入ることで、かなり大きな調整いろんな調査や検討していく人材に

なっていくのかと思います。またできるだけ早く地域おこし協力隊の方も募集の方をさ

せていただきまして、新たな力を導入して目標に向かって進んでいきたいと考えておる

ところであります。 

○議長（森谷岩夫） 中平議員。 

○５番（中平文夫） ありがとうございます。 

いずれにしましても、この観光局というのは、町にとっても非常に重要なことであり

ますので、若干遅れ気味という報告がありましたけれど、それを必ず３月に立ち上げる

ことができるように全員でバックアップしてかなきゃいけませんので、もしこれが出た

りいろいろした場合には、人員を投入等々も考えていただいて、きちっと立ち上がるよ

うに、ぜひやっていっていただきたいと思いますのでよろしくお願いします。 
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以上であります。 

○議長（森谷岩夫） ほかにいかがでありますか。 

米山議員。 

○１番（米山郁子） ７５ページの節の負担金補助金及び交付金の中のリフォーム補助店舗３

００万円についてなんですけれども、大変商業に対しまして厚い補助をしていただきま

してありがとうございます。 

それで、その内訳としまして教えていただきたいんですが、補助率が何パーセントか、

それから上限が幾らまでなのかと、それが１点とですね、創業支援事業補助も１００万

円ございますが、これについて昨年度の実績がございましたら実績を教えていただきた

いと思っております。 

それからもう１点、新井商店街の街灯の取り替え補助８０万円なんですけれども、こ

れについてなんですが、これは蛍光灯の中の電球だけなのかどうかということで、今後

ＬＥＤの街灯ということは考えられていないのかどうかちょっとお聞かせ願います。 

以上３点です。 

○議長（森谷岩夫） 田中産業観光課長。 

○産業観光課長（田中 学） 米山議員からリフォーム補助の実績等についてご質問をいただ

きました。 

まずリフォーム補助の方、住宅の関係につきましては、昨年度は７４件の実績がござ

いました。 

それから続いて店舗の方の実績になりますけれど、こちらの方は１５件の実績がござ

いまして、予算をすべて消化したということでございます。 

住宅の方は若干予算６００万円ほど余ったというような状況でございます。 

すいません６０万円です、すいません。余ったというような形でございます。 

それで補助率でありますけれど、１０万円を限度にしておるような形でやっておりま

す。 

それから続いて創業支援の補助事業でありますけれど、こちらにつきましては新規の

補助事業でございます。 

今回町の方では現在、国の方が産業競争力強化法という法律を作りまして、地域の総

合を促進しまして、経済力のアップ、あるいは日本の競争力のアップを目指しておるも

のでございます。 

それに基づきまして、町としましては創業支援計画というものを国の方に提出を４月
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にしたいと考えております。その計画が５月末に認可が順調にいけばおりてきまして、

国の方の認可がおりると、いろいろな面で支援が受けられるような形になります。それ

らの支援を受けたいというものと合わせて、町としてもさらに補助を使って創業の方を

支援していきたいという思いであります。 

内容としましては、町内新規にですね、町内に創業しようとする事業所、これは事務

所ですとか工場ですとか、そのそういうものの購入だとか新築増改築、それからあるい

はそれに必要な備品、もろもろに対してそのような必要な経費に対して補助を行ってい

きたいというものであります。 

一応１／２の補助で１００万円を限度に考えておるという、そんな補助事業を新年度

新しく設けて、これは国の方の認可がおりてからそのような補助を設立して応援をして

いきたいということでございます。 

あとこれについては、商工会の方がワンストップの窓口として、担っていただきまし

て、商工会に相談にいったときには金融機関、また町それぞれが連携しあって創業を応

援していく体制を作っていきたいというものであります。 

これについては、今度の委員会の席でも詳しく委員の皆様にご協議をいただきたいと

載せてあるものでございます。 

それから新井商店街の街路灯のことでありますけれど、こちらの方は球の取り替えで

ございます。 

当然言われますように、ＬＥＤ化ということも以前から検討はしていきましたけれど、

やはりＬＥＤ化することが大きな予算が必要だということ。なかなかそれに対する補助

事業がいいものがないということ。それから商工会の方からは、既に球が切れているの

も切れかかっているものがいくつもあるということで、すぐにでもやっぱりしていきた

いという思いがあることから、今回球代についての補助を、球については商工会等が見

て、町としましてはその取り替えの費用の部分、それの部分の８０万円程度になるんで

すけれど、それを補助していきたいというものでございます。 

お願いいたします。 

○議長（森谷岩夫） 米山議員。 

○１番（米山郁子） 店舗に関して、リフォーム補助の店舗に関してなんですけれども、その

上限１０万円でそうしますと、だいたい３０件は３００万円ですので３０件は今期はで

きるということでございますよね。 

そうしますとそれだけで果たしてその起爆剤といいますかと、頑張っている商店街の
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皆様にやっぱり手厚い補助していただきたいと思います。 

それで上限１０万円では本当に何ができるのかというふうにちょっと私としては、こ

の物価高の中で考えられますので、もう少し手厚い保護をしていただくようにお願いし

たいのが１点と、それから創業支援事業補助が今上限１００万円とおっしゃったんです

けれど、そうしますと１件しかできないということでございますよね。 

それでなんか形だけ補助しますみたいな感じにちょっと受け取れるんですけれども、

この形だけやりますよみたいな感じではとても困るので、やっぱりきちんとした予算立

てをしていただきたいなと思うんですがいかがでしょうか。 

○議長（森谷岩夫） 田中課長。 

○産業観光課長（田中 学） リフォーム補助につきましては、店舗も住宅もそうであります

けれど、やはり個人の財産、個人の持ち物に対して、今までなかなか個人のものを個人

が自分のやっぱり好きなというか、良いようにやっぱり改築とかすることに対して、過

去はそういうものに対しての補助金というものはなかったわけです。 

ただやっぱり、そういう需要が強いことややっぱり経済、地域の経済を活性化したい

という思いから、そのような補助をやったということで、やはりあまり極端な大きな補

助ということは個人の財産に対する補助というものについては、ある程度の区切りがあ

るのかなというふうに感じております。 

それから、２つ目の新たな創業支援の関係でありますけれど、おっしゃるように満額

だと１件だけが対象になるわけでございます。 

これにつきましては、過去例えばなかなか創業したいという相談が商工会の方にも、

ここ２５年から２８年ぐらいまで５件くらいはあるんですけど、実際に創業してもらっ

たのは２件程度ということで、やっぱり年に１件もないくらいのことであります。 

それでこれもこれから認可を受けて新しく補助を作っていくものであります。ですの

で、これをまず作って、どの程度需要というか、実際に要望、ニーズがあるのかという

のを見ながら、当然出てくれば補正対応等も考えていきたいと思っております。 

応援していく気持ちは十分にありますので、当初予算についてはこのようなふうに載

せたということでございます。 

お願いします。 

すいません。申しわけありませんでした。 

僕の方がさっき店舗のリフォームの補助の方を１００万円と言ったんですれど、３０

万円の間違いでありましたので申しわけありませんでした。 
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○議長（森谷岩夫） 米山議員。 

○１番（米山郁子） ぜひともフルーツの町、松川というふうに農業に対して手厚いように感

じられますので、商業の方もぜひ手厚い補助をよろしくお願いいたします。 

○議長（森谷岩夫） ほかにはいかがでありますか。 

佐藤議員。 

○２番（佐藤史人） 先ほども質問させていただいたんですが、恐縮です。 

また、教育委員会のまず図書館資料館の事業についてお尋ねいたします。 

９８ページの１５節の図書館駐車場を整備工事というのが計上されておりますが、こ

れの台数ついてまずお聞きします。 

それからもう一つは、１２月の一般質問で教育長の方から新しくできたえみりあはか

し館ではなくて、図書館、体育館、資料館も含めた文化の拠点とするというご答弁をい

ただきましたので、その中で、２９年度も図書館、資料館については、水曜日は休館す

るようになっておりますが、その点についてお聞きしたいのが２つ目。 

それから３つ目が、体育館と新しくできたえみりあの管理体制について、非常に広く

なったんですが、夜間は管理人１名です。それで果たしてきちんとした安全で安心なえ

みりあの管理ができるのかどうか、その３点についてお聞きしたいと思います。 

○議長（森谷岩夫） それでは片桐係長。 

○生涯学習係長（片桐比呂巳） それでは９８ページの図書館資料館費の工事請負費、図書館

駐車場整備工事についてお答えさせていただきます。 

現在、図書館の入り口に駐車スペースが６台あります。この整備工事に花壇の部分を

なくしまして、新たに４台増設するという形で合計１０台止めれるような工事でありま

す。 

中央公民館の利用につきましては、イベント等大きなイベントが重なりますと、なか

なかの駐車場がいっぱいになってしまいまして、図書館の利用の方の駐車スペースの確

保というのがなかなか難しくなってきておるので、そういったことに対応してまいりた

いというところでございます。 

次のえみりあの管理体制のところでありますが、現在は管理人さん、昨年の途中まで

は２人体制という形でやっていただいております。 

現在管理人さんは３人体制で管理を行っておるんですが、その夜間の対応等々は実情

は現在１人でやっておるというところが現状であります。 

今のところは、特に大きな問題は発生はしていないわけでございますが、今後そうい
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った点も踏まえまして、管理体制については現在の管理人さん３人体制で行っていく上

で、状況を見ながら検討してまいりたいと思います。 

お願いいたします。 

○議長（森谷岩夫） 高坂教育長。 

○教育長（高坂敏昭） 図書館の水曜の休館をやめて、年中無休にというようなことで、一応

検討をいたしました。 

現在の正規職員１名、臨時職員２名の体制の中で、土日も含め、また夜間も含めた管

理、運営ということになりますとなかなか厳しいものがあります。 

図書部員さんにお手伝いをいただいて夜間の運営をしている部分があるんですが、対

応等についてはやっぱり精通した臨時職員、または正規職員が当たるのがいいだろうと

いうような話も聞いておりまして、実際にシミュレーション等もさせていただいたんで

すが、現状では厳しいなということであります。 

この先増員等も考えてはいきたいと思いますけれども、なるべく図書部員の方々のお

手伝いもありますけれども、正規職員臨時職員の中で無休体制ができればいいなとこと

でありますが、今後検討していきたいというふうに思っております。 

以上でございます。 

○議長（森谷岩夫） 佐藤議員。 

○２番（佐藤史人） まず１つ目に質問をした駐車場の件ですが、６台プラス４台。 

現在よく私は行くんですけれど、ほとんど元チャンネル・ユー側の駐車場はいつも空

いております。 

いっぱいだったのは、公民館のえみありが工事中の時に駐車場がないんで、図書館に

来たお客様がどうしても図書館ところに止められないと。それからチャンネル・ユーに

来られるお客様の駐車場がなかったために、どうしても図書館の方に止めていたと。 

それで４台ここで増えてもそんなに影響はないと思うんです。それよりも先ほど教育

長がおっしゃった、その図書館の人員の方にもう少しお金を割いていただいて、聞くと

ころによりますと、今の正職員さんはお辞めになると。そうするとまた１から図書館の

住民に対するサービスは元に戻ってしまうんじゃないですか。 

それから３つ目の管理体制ですけれども、チャンネル・ユーはご存じのように、高価

な機材もありますので、セコムの契約をしてあって夜間の警備はしております。 

それでこないだの２月に、信濃美術館の巡回展がございました。あの時に行かれた方

はわかると思いますけれども、信濃美術館から春草はじめ相当な高価な現物がきたわけ
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ですけれども、荷物が日通が持ってきたら、そのあとずっとあの期間は夜間については

警備員が張りついていたわけです。 

ですから、そういうことも考えると、あの広い中であの管理人が夜の場合は体育館の

事務所にいるわけです。そうすると公民館えみりあの方で何か起きても全然わからない

という面もあるんで、ここについてはきちんとしたその管理体制。火事が起きたらどう

するかとかそういうことまで含めて、きちんとした施設管理のもとに予算立てをするべ

きではないかと思います。 

その点はいかがでしょうか。 

○議長（森谷岩夫） そいじゃ高坂教育長。 

○教育長（高坂敏昭） 図書館の駐車場の件でありますが、スペース的な問題もありまして、

私は実際に今、佐藤議員のお話の中の部分的にこういうときだけ図書館の駐車場が足り

なくなるというようなお話だったんですけれども、やっぱり利便性の面からお聞きしま

すと、図書館の職員からは「ぜひもう少しスペース的なものを駐車場として確保してほ

しい」という、そういう話を聞いております。 

それから、実際にあそこの花壇の部分のところで車を擦るというようなそんな事故も

あるということもありますので、もっともっと機能的に使えるようにするということを

考えれば、あそこを駐車場として確保していきたいというふうに考えております。 

また、公民館の駐車場についても、現在非常に狭い区画の中で駐車をしていただいて

いるという現実があります。したがって、もう少しスペースを広げてゆったりと駐車が

できるようにしていきたいというふうに考えてもおりますので、そうなると止める車の

数も今まで以上に制限が出てくると思いますので、現在のところ駐車場を図書館のため

に確保していくというのが私どもの考えでございます。 

それから警備の関係でございますが、信濃美術館の移動展につきましては、これは向

こうの美術館側の契約の中で、必ず警備員を付けなさいという、そういう契約の中でつ

けさせていただいておるものでございます。 

これまでも中央公民館、そして町民体育館ということを両者を管理するという形で管

理人の方には仕事をしていただいております。 

セキュリティの関係も、前よりも上がっているというふうに思いますので、施錠等の

確認、それから巡回の仕方、そして火気等非常時が起きたときの対応等についてもしっ

かり検討させていただいて、現状の中で対応ができるよう頑張っていきたいと、そんな

ふうに思っております。 
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以上でございます。 

○議長（森谷岩夫） 佐藤議員。 

○２番（佐藤史人） まず、１つ目の駐車場でございますが、図書館に行った方はわかると思

いますけれども、一番その今度駐車場になる植え込みの部分の一番のあの北側の部分は

机があって、新聞とか本とか読めるとこなんですけれども、あそこに座ると、正面に車

があるよりも一応ドウダンツツジかなんか埋まっているんですけれども、それがあって

道路があって、中央小の畑があって、公社があって、あそこ一番いい雰囲気だと思うん

ですよね。今度新しくできたえみりあはは、駐車場があっても即建物で自然は全然々な

いじゃないですか。 

そういったところからすると、やっぱり文教のその文化の香りのする施設にするんだ

ったら、やっぱり緑はやっぱり置かなくちゃいけないと思います。 

それから２つ目のその管理の関係ですけれども、今えみりあに行っていただくとわか

りますけれども、あの部屋にえみりあの使用規定って貼ってはありますか。体育館の方

は、きちんとした規則が貼ってあって、終了の１０分前にはきちんと掃除を終わって出

てくださいということになっています。それから使用する場合は、必ず使用する前に管

理人に申し出て、終わったら終わりましたということを言うようになっています。 

鍵の方も以前は、公民館の体育館も午前中に使うところだけ管理人開けました。午後

１時以降に使う分については、午後開けています。でも今どうでしょう。体育館は今ま

でどおり午前中に使う部分、午後使う部分とちゃんとやっていますが、公民館はどの部

屋も開けっぱなしです。そこのとこもう一度どうするかお聞きしたいと思います。 

○議長（森谷岩夫） それでは高坂教育長。 

○教育長（高坂敏昭） 植栽の図書館の前の植栽でありますが、なかなか現状、植栽を維持管

理していくというのもなかなか難しいという、そんな状況もあるということはご承知お

きいただきたいと、そんなふうに思います。 

それから公民館えみりあの方の管理でございますが、まだオープンをしたということ

で、なるべくたくさんの町民の方々に部屋等を見ていただきたいという、そういう配慮

もありまして、基本的にオープンな形をとらせていただいておりますけれども、使用規

定という今お話がございました。 

具体的にたくさんの方々がご利用いただいて、なおかつ適切な利用ができるようにと

いう観点から言えば、それべしの使用規程、これまでやってきた公民館の使用規定等を

踏まえながら、町民の方々に周知していくということも大事になってくると思いますの
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で、今日いただいたご意見を参考にさせていただいて、検討の方を加えさせていただき

体と、そんなふうに思います。 

以上でございます。 

○議長（森谷岩夫） ほかにはいかがですか。 

黒澤議員。 

○７番（黒澤哲郎） また概要で申しわけありません。 

１点目、概要の１０ページでございますが、出生子育て支援金拡充ということで、消

防団員加算２万円ということであります。 

一見というか、いいことだなというふうに思うわけですが、そのこれ出所が保健福祉

課なわけです。町民の保健福祉として、出生子育て支援金を支給しているわけですが、

その公平性というか、なぜ消防団員だけ２万円加算なのかとか、そういう質問が出るの

ではないかな。理解が得られるのかなという気がするんですね。 

私は、消防費から出せばいいんじゃないかなというふうに思いますが、なぜここで消

防費から出した方が消防団員に頑張ってもらうための、だから団員子育て支援金とかと

いうような形で、消防費で計上すればいいんではないかなと。 

新規で総務課の消防費の方では団員結婚祝い金というのもありますけれども、このな

ぜここで加算、消防団員だけ加算ということで、ここの保健福祉課の予算として計上さ

れたか。その部分について公平性とかも含めてお伺いをしたいと思います。それがまず

１点。 

２点目は、これも概要の８ページになりますが、上から３段目、下から２段目の自主

財源確保のところの航空写真撮影のところでございます。 

これ予算書の方では一般会計の４４ページで見ると、航空写真の部分だけは４９５万

７千円ということで約５００万円ですが、この部分について、これは他町村と共同でや

る中での額かなとかということなのか、そこら辺も含めてちょっとお伺いしたいんです

が。 

先日も全協で言いましたが、そのこういう写真撮影ですね、最近のそのドローンを使

って非常に安くできるような形にもなってきているのですが、そういうことも検討され

た上でこういう予算額が計上されているのかどうかということが２点目であります。 

最後の３点目でありますけれども、去年の９月、要するに決算議会ありましたが、そ

の時にも議会として非常に不用額が多いと。要するに余ったお金が５億円近くというよ

うな非常に大きな額が余った。それで中平議員からもありましたが、補正が何回も行わ
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れたということで、議会としてこういう不用額は少ない方がいいし、補正の回数も極力

少ない方がいいということを申し上げてきておったわけでありますが、今回の当初予算

を計上する上で、財政担当かと思いますけれども、どのような指示というかチェックと

いうか取り組みをされたのか。その不用額が少なくなるような補正が少なくなるような

取り組みをされたのか。 

平成２９年度の目標値といいますか、どんなふうになるのか、そこら辺どういう取り

組みをされたかということをお聞きしたい。 

その３点よろしくお願いします。 

○議長（森谷岩夫） それでは米山保健福祉課長。 

○保健福祉課長（米山政則） この出生子育て支援金につきましては、平成２８年度からこの

ようなこれまでは出生祝い金というような形だったんですけども、こういった形に変更

をさせていただいて、子育て支援、子育ての支援金というような形にさせていただいた

ところでございます。 

今回その消防団員の加算２万円ということをさせていただいたわけなんですけども、

消防団員への優遇措置というようなことで、今回２万円を新たに加算をさせていただい

たところでございますけれども、確かに統一性がないといえばないかなというふうに思

っております。 

先ほどの結婚祝い金の方については、１万円が消防費から出るのにも関わらず、こち

らの出生支援金については社会福祉総務費からというような形になりますので、ちょっ

と予算の計上の中で、もう少し協議する必要があったのかなというふうには思いますけ

れども、この支援金の加算というような形で今回はここへ計上させていただきました。 

○議長（森谷岩夫） 北村住民税務課長。 

○住民税務課長（北村 稔） ご質問の航空写真の撮影の関係でありますけれど、これにつき

ましては北部５カ町村で全町村による共同撮影ということで予定をしております。 

それで予算的にはセスナ機というんですか、小型の飛行機を使っての見積もりしかち

ょっととってありませんので、議員申されるそのドローンの方が安いかどうかちょっと

検討まではちょっとできていないのが状況であります。 

そんなことでよろしくお願いします。 

○議長（森谷岩夫） 酒井まちづくり政策課長。 

○住民税務課長（北村 稔） それとあとこれの撮影につきましては共同でやるものですから、

北部の総合事務組合の方で事務の方は進めてくれる予定になっております。 
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つけ加えてよろしくお願いいたします。 

単独でやるよりは大変安くなっております。 

それから費用負担の関係につきましては、面積による按分ということで、その面積按

分で計算した結果が予算上に計上した松川町の負担分といいますか、費用ということで

計上させていただいております。 

よろしくお願いします。 

○議長（森谷岩夫） 酒井まちづくり政策課長。 

○まちづくり政策課長（酒井 仁） 昨日の中平議員の質問もありまして、黒沢議員の方から

今年度当初予算を立てるにあたって、補正を見込んだ目標はどういうふうな、また課長

としてどういう取り組んだかというご質問だと思います。 

指示としましては、当然補正予算がないようにということなので、落ちのないように

というような指示を出しております。 

一方で、じゃあ１２月にやるものでも当初予算に計上するというようなことがありま

すので、そのタイムラグをどう考えるのかというような一面もございます。 

また、経済状況によりまして、当初は１００までできていたものが物価の上昇で今１

５０万、実際にあたるときには１５０万というような可能性のものもあるので、ともす

ると担当者によっては多めに計上をしたがる傾向もございます。 

そういうものをチェックするのが査定だと思いますので、その辺の管轄、査定時にお

いては注意をするところでありますけれども、そこが甘くなると不用額が多くなってし

まうというようなことは避けたいと思っておりますが、じゃあ目標をどうもって取り組

んだのかと言われるとなかなか難しいところがありまして、まずは落ちのないように。

その落ちがあるということは６月９月１２月の部分で補正をする。あるいはまた、専決

補正を行うというような形になりますので、そこは避けたいというような形になります。 

じゃあ予備費をいっぱい持っておって流用をかけるという方法もありますけれども、

それも使途のない、予算審議のない中で事業を実施するというような形もありますので、

そこも避けなければいけないという側面もございますので、目標としてはまずは落ちの

ないように。１年間住民生活が滞らないような予算計上を行う中で、不要なものは切り

詰めて、予算計上をしてほしいと、予算計上をするというような指示のもと、２９年度

の予算の作成に当たっては１２月の予算編成会議の方、またこれも全協の方で資料を今

年初めてだったと思いますけれども、こんな編成方針で予算を立てているというような

ことをお伝えしたものでございます。 
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以上でございます。 

○議長（森谷岩夫） 黒澤議員。 

○７番（黒澤哲郎） まず、最初の消防団員の加算については、課長の見解だけの見解なのか

どうかですが。ここ町民全般に対して保健福祉行政をやっていく中で、団員だけ加算、

差別化するということが果たしていいのかどうかという部分だと思います。 

だから私が言ったように、総務課長からの答弁はなかったですけれど、消防費から出

してやればいいんじゃないですかねと思うんですよね。 

しかし、こういう問題は非常に微妙な問題で、ちゃんと考えて予算計上しないとこれ

なんで消防団員だけ。それは消防団員苦労されてるからっていいんですけど、そういう

来たときにどう課長は答弁、住民に説明するのかということんなるかと思うんですよ。

それを心配して私はご指摘をさせていただいておる、質問させていただいておるんです

けれど。 

この部分については、決定する前、そんなに大きな額じゃないと思いますけれども、

一考された方が良いんじゃないかなというふうに思います。 

それから先ほどの撮影の件ですけれど、私はちょっとこれ例に出したので北部５町村

でやるということも知っておったわけですけれども、やはりですねアンテナを高く持っ

て、先ほどの財政担当に質問した要するに不用額につながらないようになるべく支出を

少なくできる方法は常に念頭に置きながら、予算立てとかそういうのをしていただきた

いという意味で質問させていただいたわけです。 

やはり不用額が非常に多くなってきているんですね。昨日の補正予算の財調への繰り

入れの部分も影響してくるわけですけれど、要するに余ったお金が多いということは、

それだけほか余らないようにすれば、ほかの事業ができるわけですよ、良くなっていく

わけです。 

だから、極力どんぶり勘定とは言いませんけども、なるべく正確な予算計上をしてい

くということが大事なわけで、そういうことは議会として申し上げてきたので、財政担

当としてはどういう取り組みをしたかというふうにお聞きしたわけであります。 

そういう目をもって、我々もこれ付託になるかと思いますけれど、予算審議をしてい

きたいと思っておりますので、お聞きしたところであります。 

保健福祉課長とか答えがあればお願いしたいと思います。 

○議長（森谷岩夫） それじゃ総務課長が先に。 

○総務課長（塩倉智文） 平成２７年から消防団のあり方研究会という検討会というのを立ち
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上げて、消防団の改編について協議してまいりました。平成２８年におきましては、そ

の協議した内容を各団員に持っていって検討していただいた経過があるんですけれども、

その中で団員を皆さんに協議していただく中で、消防団の現在の消防団の処遇改善だと

かそういう課題を出していただいております。 

この課題の中で苦労をしている団員の中には、もう少しその苦労に対する対価という

ようなものをほしいというような意見が出てまいりました。 

この中で、改革の中では私どもでまず消防団員に対する処遇ができないということで

今現在進められている事業に対しての消防団加算ができないかというような形で、各課

に投げかけをしていただいてまいりました。 

今回載せております出生祝い金につきましても、その呼びかけの中で予算計上改革し

ていただけた一つの事業でございます。 

ですから、私どもの呼びかけに対しまして、保健福祉課が答えていただけたという経

過があるというふうに思っております。 

現在この出生子育て支援金についての要綱変更というような形で、一つの請求書の中

に消防団員の部分をつけ加えまして、１枚の申請でできるような形で変更していくとい

うふうにから考えております。 

ですから請求書の中に消防団員というような形の部分を書いていただくことがありま

すので、やはりその請求を見るときに消防団の団員であるとこの出生子育て祝い金も加

算があるという、消防団員になるとしてひとつの良いこと、特典があるんですよという

ようなＰＲの部分も考えてまいりました。 

今回そういう消防、総務課からの呼びかけで保健福祉で予算を盛っていただいた経過

がございますけれども、保健福祉課長が申しましたように、そこを消防費からも一部出

すというような検討を重ねてこなかったというのが実情でございます。 

黒澤議員のご指摘のとおり、消防費から出すべきだということもごもっともでござい

ますので、今後協議して、そうはたくさんはないかと思いますので、修正できるところ

がありましたらとか、６月以降の補正か、いったんは出しておいて、民生費から出して

おいて総務課から出せるかというのはまた検討を重ねてまいりたいと思います。 

ご意見ありがとうございます。 

○議長（森谷岩夫） それじゃ米山福祉課長、その不公平になってというようなことちょっと

言ってくれますか。 

○保健福祉課長（米山政則） 黒沢議員おっしゃるとおりだと思っております。 
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私どもも、消防団の処遇改善というような中で、加算、上乗せというような形で考え

てしまったところがありましたので、この科目で計上をしてしまったわけなんですけれ

ども、ちょっとまたこれ総務課長ともまた相談させていただきまして、ちょっとまた対

応させてまいりたいと思います。 

お願いいたします。 

○議長（森谷岩夫） そいじゃ酒井まちづくり政策課長。 

○まちづくり政策課長（酒井 仁） 議員ご指摘のとおり、そのような目を持って補正予算も

変わりますけれども、そういうような目を持ちながら、また職員にアナウンスをしなが

ら予算の方、また使途についても同じでございますので、余るのが悪いというような逆

な形になってしまいますと、じゃあ無駄なものに支出をするというような形にならない

ようなことも当然なことでありますので、両面を持ってアナウンスをしてまいりたいと

思います。 

よろしくお願いします。 

○議長（森谷岩夫） 黒澤議員。 

○７番（黒澤哲郎） 最後に一つだけその加算の２万円のことだけです。 

これ、それこそ広報とかに保健福祉課からという形でやっぱり広報するとまずいと思

うんですね、私は。これまた一般質問等でやろうかと思っていましたけど、今消防団だ

けじゃなくて公民館の主事もうなり手がなくて、僕らも年間２００日以上出ておるけれ

ど、何かという声もいただいておるんですよ。 

そういう人たちから見たら、子どもできたのになんで団員だけなのって、やっぱり保

健福祉行政はやっぱり公平にやらないとまずいと思いますね。広報とかにも載れば、載

らない形でぜひやるべきだと思います。ちゃんと消防費で。 

以上要望ですけれどね。 

○議長（森谷岩夫） そいじゃ要望ということでお聞きをいたしました。 

時間もぼつぼつになってきておりますが、熊谷委員。 

○９番（熊谷宗明） 時間も少ないので１点、介護保険事業特別会計について、お聞きをして

まいりたいと思います。 

町長の所信表明の９ページのところでも、地域包括ケアシステムの一層の推進を図る

とともに、介護予防事業、認知症対策をはじめとした喫緊の課題に対応していくと。常

に町長がやっていくというお話をしておるところでございます。 

介護保険事業特別会計の支出、歳出の１９ページのところの１目一般介護予防事業、
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１３節委託料コミュニティ・カフェでありますが、１，９７０万円これ委託料で社協の

方に委託をしておるわけですが、昨年より２９０万円増という形になっております。こ

の２９０万円はどのようなものであるかお聞きをしてまいりたいと思います。 

また、同じ委託料でございますが、２１ページの４目、包括的継続的ケアマネジメン

ト支援事業の１３節の委託料でございますが、これは日赤への初期集中支援チーム、オ

レンジチームでございますが、１，０２０万円委託料ということで、認知症の初期の対

策ということでご活躍をしていただいているとこでございます。これは昨年と同じ予算

を組まれておるわけでございます。 

２８年度は、特に国が行っていた要支援の一部を町が地域支援総合事業に移行した最

初の年でありまして、介護予防について、地域包括支援センター、それから社協、それ

から住民の皆さん、社協を中心としたボランティアの皆さんが、介護予防という福祉の

向上というようなことで一生懸命やってきたわけでございます。この推進がどのように

効果があったのか。その点について、この委託料がどのような効果が住民の皆さんの中

に浸透し発展したのかという点について、お聞きをしてまいりたいと思います。 

もう１点、２２ページでございます。新規事業でありました５目の任意事業費１４節、

一番上でございますが、使用料及び賃借料３０５万円ということで、これ緊急通報装置

使用料、これＳＯＳネットワークシステム徘回者情報発信事業ではないかなと思われま

すが、これ新規事業ということで３０５万円という理解でいいのかどうか、その点につ

いてお答えをお願いしたいと思います。 

以上です。 

○議長（森谷岩夫） それではいずれも米山保健福祉課長。 

○保健福祉課長（米山政則） まず、コミュニティ・カフェの関係でございます。 

２９０万円増額になっておるわけなんですけれども、その要因ということなんですが、

結論から言いますと人件費１名分の増ということでございます。 

２６年度に始まりましたこのコミュニティ・カフェですけれども、当初１，８００人

の方が利用されまして、昨年度２７年度につきましては、４，１３７人の延べの方です

けれども、ご利用いただいております。また今年も２月末の時点で既に４，０２６人の

方がご利用いただいてまして、年々この介護予防というような形でこちらの事業をご利

用いただいているというような状況でございます。 

いろんなメニューもさまざまなものを用意しておりまして、人数が増えて、そちらの

関係、人件費の方も変わっていくというような中で、１名増員の中の２９０万円の増と
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いうことでお願いしたいと思います。 

それから認知症、次の２１ページにあります認知症初期集中支援チームの関係でござ

います。 

１，０２０万円でございますけれども、こちらにつきましては平成２７年の９月から

日赤病院の方へ委託をしてございます。 

平成２７年度につきましては、実訪問人数が５２人、延べの訪問件数で１９８回とい

うことでございましたけれども、平成２８年度今年度につきましては、既に９８名の方

に訪問しておりまして、延べ合議５２３回の訪問をしております。多い方ですと１人に

ついて３３回の訪問をしているというような実績もございます。平均で５.３回、１人の

方に訪問しているというような状況でございます。 

この関係につきまして、どんな評価がということなんですけれども、集中支援の前と

後で評価を行っております。本人の評価と家族評価ということでやっておるわけなんで

すけれども、本人につきましては記憶ですとか見当識、それから判断、問題解決等々と

いったような症状の傾向がわかるものの評価を行っております。 

また、家族の方につきましては、負担感についての評価というようなこともしており

まして、その中では改善が見られたという方が４８.４％。それから現状維持という方が

２９％ということで、かなりこの集中支援チームの早期介入、それから服薬管理等によ

りまして、一定の効果が現れているんではないかというふうに感じております。 

それから最後のご質問でございます緊急通報装置の使用料というところで、これは２

２ページになりますけれど、一番上になります。３０５万円というふうに記載しており

ましてこれ大変に申し訳ありません。緊急通報装置というふうにしか書いてございませ

んが、ほかというふうに書けばよかったんですけども、内訳を申し上げますと、緊急通

報装置に２５７万円、それから徘回高齢者のＳＯＳの通報システムの方に４８万円とい

うことでございます。 

このＳＯＳの徘回システムのものですけれども、こちらにつきましては今年の様子を

見ておりましても数件ですね、やはり行方不明になってしまってとかという事例がござ

います。 

どうしても行政としては連絡をいただいてからいろんなところに捜索等の手配をする

わけなんですけれども、やはりこれが後手後手になってしまって、もし命の危険という

ようなことも考えますと、このシステムを導入いたしまして、事前に登録をしておいて

いただくんですけれども、その方の顔写真とか特徴を協力していただける事業者だとか
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運送会社等々に事前にそのメールアドレスの方へ送らさせてもらって、そういった事案

が発生したときにはすぐさまそういった情報を発信して、なるべく早く見つけていただ

くというようなことで、今回新たに新規で始めさせていただいたものでございます。 

そんなわけで、内訳といたしましてはＳＯＳの関係で４８万円ということでお願いし

たいと思っております。 

以上、よろしくお願いいたします。 

○議長（森谷岩夫） 熊谷議員。 

○９番（熊谷宗明） ご答弁いただきました。 

素晴らしい評価といいますか、成果が現れているというふうだと思います。 

初期集中支援チーム、県下でも早くに日赤病院へ委託をして、主治医のおるとこでな

いとできないという中で、松川町は日赤病院があって、地域医療の中でこういったこと

はでき、また町の包括と一緒になってやってやられてきたということ。 

それから保健師の出前講座、４年間で１５０回というようなことも聞いておりますが、

そういった積み重ねの中で、こういった成果が生まれてきているんだなと思っておりま

す。 

誰もが認知症になる時代でありまして、水を出しっぱなしにしたり、徘徊をしたり、

本当に介護する人たちも、介護を受ける人も、非常に大変な高齢化時代を迎えていくわ

けであります。 

町長、これに対して真摯に向かってきた成果が現れてきたのではないかというふうに

思っておりますし、これからもこの認知症予防については、さらに委託料だけではなく

てやっぱり住民の意識を喚起するような取り組みも大事かなと思っております。 

それからコミュニティ・カフェにおきましても年々参加する人たちも多くなり、非常

に取り組みとしては成功を収めておるというふうに感じております。 

それで老人福祉センターを拠点としたコミュニティ・カフェを行っておるわけですが、

今年度２８年度に耐震診断をして、今後の方向を決めるというようなことがあったと思

います。その点について、診断結果があれば報告をお願いをしたいと思っております。 

あと、緊急通報の関係、新たな事業につきましては、ＳＯＳのネットワークは４８万

円というようなことであります。 

多くの方がこれに登録をして、行方不明にならないようにしていただきたいなという

ふうに、周知徹底を図っていっていただきたいと思います。 

これについてはわかりましたので結構です。 
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コミュニティ・カフェ、老人福祉センターについてお聞きをいたします。 

○議長（森谷岩夫） そいじゃ耐震診断について。 

米山課長。 

○保健福祉課長（米山政則） すいません、今年度の事業としていたしまして老人福祉センタ

ーの耐震診断を行うということで、少し若干こちらの発注の遅かったものですから、耐

震結果が出たのが２月の２４日の日でございました。 

結果といたしましては、２階建てであるんですけれども、Ｘ軸とＹ軸の中で、１階の

Ｘ軸Ｙ軸、それから２階のＸ軸Ｙ軸ということでございますけれども、１階部分のＸ軸

だったと思いますが、片方がＮＧだったということでございます。 

これにつきましては、その際に費用等の方の見積もりもしていただいておりまして、

もしこれを改修するといった場合に概算でなんですけども、３，２００万円ほどかかる

というようなことを聞いております。 

ちょっとまだ今後の方向性につきましては、ちょっとまだ理事者ともちょっと詰めて

おりませんので、この場で今後どう方向性を持っていくかということにつきましてはち

ょっとご回答の方はご勘弁願いたいと思いますが、委員会の方へかけさせていただきま

すのと、あと最終日に全協があればそちらの方でまたご報告の方させていただきたいと

思っております。 

詳細につきましてちょっと今資料が見当たりませんので、内容としてはそんな状況で

ございます。 

お願いいたします。 

○議長（森谷岩夫） 熊谷議員。 

○９番（熊谷宗明） 今後の方向性まで言っていただきました。 

Ｘ軸について、ちょっと耐震がなされてないというようなことで、古い建物でありま

すので、かなり駄目かなと思いましたら、Ｘ軸だけだというようなことでありますので、

まだまだ耐震構造にできるのかなという部分もありますが、以前からこの件については

多くの議員が質問をしてきたとこであります。耐震診断結果が出たということで、委員

会にかかるようですので、これも大事な介護予防の拠点施設ということでありますので、

協議して良い方向を出していただければと思っております。 

以上です。 

○議長（森谷岩夫） ほかに質疑ありませんか。 

（「なし」との声あり） 
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○議長（森谷岩夫） それではなしと認めます。 

これにて総括質疑を終了いたします。 

ここでお諮りをいたします。 

平成２９年度各会計予算の審査を各常任委員会に付託したいと思いますが、ご異議あ

りませんか。 

（「異議なし」との声あり） 

○議長（森谷岩夫） 異議なしと認めます。 

それでは平成２９年度各会計予算の審査を各常任委員会に付託いたします。 

審査の結果について、３月２２日に各常任委員長より結果の報告をお願いをいたしま

す。 

 

散  会 

○議長（森谷岩夫） 以上をもちまして本日の日程は終了しました。 

これにて散会といたします。 

なお、一般質問は３月２１日午前９時半より行います。 

ご参集をお願いいたします。 

 

午後５時０８分  散  会 



 

 

 

 

 

 

平成２９年 松川町議会 第１回定例会 

（第 １６ 日 目） 
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平成２９年第１回松川町議会定例会会議録 

（ 第 １６ 日 目 ） 

 

 

平成２９年３月２１日（火曜日）    午前９時３０分 開議 

 

 

開議宣告 

議事日程の報告 

日  程 

第 １ 一 般 質 問 

１．坂 本 勇 治        ２．熊 谷 宗 明 

３．大 平   洋        ４．川 瀬 八十治 

５．佐 藤 史 人        ６．中 平 文 夫 

７．島 田 弘 美        ８．米 山 郁 子 

９．菅 沼 一 弘       １０. 間 瀬 重 男 

１１．黒 澤 哲 郎 

散  会 

 

出席議員  １４名 

（別表のとおり） 

欠席議員   ０名 

（別表のとおり） 

地方自治法第１２１条の規定により説明のため会議に出席した者の職・氏名 

（別表のとおり） 

本会議に職務のため出席した者の職・氏名 

（別表のとおり） 
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一 般 質 問 の 質 問 事 項 

平成２９年３月２１日 

順 序 発言通告者 質   問   事   項 頁 

１ 坂 本 勇 治 
１．課題解決の経過と実績は 

２．役場内の業務仕分けと見直しは 
177 

２ 熊 谷 宗 明 
１．コスタリカ共和国との友好交流の意義は 

２．各種集会から見えてきた課題と対応策は 
192 

３ 大 蔵   洋 

１．ふるさと納税制度への対応について 

２．南信州まつかわ観光局（仮称）設立に向けた進め方に

ついて 

204 
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午前９時３０分 開 議 

開議宣告 

○議長（森谷岩夫） おはようございます。出席議員が定足数に達しておりますので、ただい

まから平成２９年度第１回松川町議会定例会を再開いたします。 

 

議事日程の報告 

○議長（森谷岩夫） 本日の議事日程につきましては、お手元に配布のとおり一般質問であり

ます。 

本日の会議に説明者として理事者、各課長、局長の出席を求めてあります。 

産業観光課観光局設立準備室長の出席を許可してあります。 

株式会社チャンネル・ユーのケーブルテレビ生中継の許可をしてあります。 

 

＝＝＝ 日程第１ 一般質問 ＝＝＝ 

○議長（森谷岩夫） 日程第１、一般質問であります。 

一般質問は、今回１１名の議員より通告をされております。通告の受付順序により順

次発言をお願いいたします。 

なお、発言者はもちろんでありますが、答弁者は特に簡潔に答弁をいただくよう心が

けてください。 

ただいまから一般質問を行います。 

 

◇ 坂 本 勇 治 ◇ 

○議長（森谷岩夫） ８番、坂本勇治議員。 

○８番（坂本勇治） おはようございます。 

外は雨も降っているわけですが、梅の花も満開となり、まさに春本番であります。 

本日１１名が一般質問に立つということで、質問は２０分でありますが、先ほど議長

も言われましたように、簡潔な答弁で２０分以内でお願いできるとよろしくお願いしま

す。 

それでは通告に従いまして質問していきたいと思います。 

まず、１点目ですが、問題解決の経過と課題と実績はということで質問してまいりた

いと思います。 
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町長は、就任前から民間感覚を取り入れるということで、「ＰＤＣＡの活用を推進して

いく」と言っておられました。町長になられても、一般質問で何人もから質問を受けて

おられました。 

私も民間はもちろん、行政においても事業の推進には欠かすことのできない手法であ

ると考えています。しかし、幾度となくされた質問に対して、「推進は道半ばだ」と答弁

しています。まずは、６年間の中で行政業務に民間感覚としてＰＤＣＡを取り込み、ど

のように実践してきたかをお聞きしたいと思います。 

○議長（森谷岩夫） 深津町長。 

○町長（深津 徹） おはようございます。 

大変外は寒い一日になりましたけれども、一般質問にお答えをいたしてまいります。 

今日は１１人の皆さんから質問を受けることになっております。 

今、議長からも坂本勇治議員からも答弁は簡潔にということでございました。 

私はどちらかというと丁寧に答えていくというちょっと長所であるか、欠点であるか

とこがございまして、答弁が長くなる場合もございます。また、質問者の皆さんも簡潔

に質問をお願いしたいというふうに思っております。 

まずは、１番手ということで、坂本勇治議員のご質問にお答えをいたしてまいります。 

民間感覚、行政に民間感覚をということでございます。 

私は就任時の１つの大きな目標の中に、行政の意識、発想の転換を図ってまいります

というのが、私が町長になるときの５つの大項目の１つでございます。 

それはどういうことかということでございますけれども、私も民間人、それから町会

議員も経験をいたしましたけれども、そうした中で見ている中で、お役人という揶揄を

した地方自治体の皆さん一生懸命やっております。一生懸命やっておりますけれども、

とかくお役人という言葉、この言葉というのはややもすると住民目線から離れた形で揶

揄をした言葉だというふうに思っております。 

そうした中で、地方自治体、一番住民の皆さんに身近な役場がどう接していっていい

かということを考えておったところでございます。 

そうした中で、私は自分の今までの経験の中等、お客様、接客、こういったことを強

く言ってまいりました。また、ＰＤＣＡ、今の言葉ではありませんけれども、ＰＤＣＡ、

あるいは報連相、またきてね、またくるよ、そんなような言葉を使って職員の皆さんに

町民の皆様方、住民目線に立ってまずはあいさつをし、丁寧に話を聞く、そういったこ

とが大事だということでやってまいりました。 
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朝礼等を通じたり、課長会議等を通じて、その辺のところはしっかりと意識の改革を

図ってきたところでございます。 

また、私就任以来６年経つわけでありますけれども、これほど今までＰＤＣＡだとか、

報連相とか、そういった言葉が役場の職員の皆さんに話してきたことはないというふう

に思っております。これは私自身の考え方に基づいた中でやってきていることでござい

ます。 

また、１年間を通じて四半期に分け、第１四半期、第２四半期、第３四半期、第４四

半期ということで、各課それぞれが目標を立ててやってきたことに対して、どのような

進捗状況であり、どのようにそれをチェックして次のアクションを起こしていくかとい

うことが大事だということをずっと啓蒙をしてきたつもりでございます。 

また、一番大事なことは、四半期ごとに一回立ち止まって自分たちの課が事業を推進

してくる中で、町民目線に立って物事が動いているか立ち止まることが大事だというこ

とを課長会議でも言ってきているところでございます。 

そうした形で、少しでも役場が住民目線に立った役場になることが、私の大きな目標

であります。 

また、それができているかできていないかということでありますけれども、第５次総

合計画時にアンケートをとったりそうした内容。それから私自身がまちづくり懇談会等

に出た折、様々な町民の皆様方の意見を聞いております。「町長、先日役場へ行ったらわ

ざわざ出てきてくれて、どこへどういう用事ですかって聞いてくれた。案内をしてくれ

た。あいさつしてくれた。非常に役場が明るくなった。非常に丁寧になった」という言

葉も聞いております。もちろんそればかりではありません。いろんな苦情も聞いており

ます。しかしながら、役場全体がそうした方向に動いているということは確信をいたし

ております。 

それから行政にはこれでいいというものがないというふうに思っております。やはり

常に前に向いて、お互いにそのような目標に向けて推進していくことが大切だというふ

うに痛感をいたしております。 

それぞれそれを推進する担当課ございます。課長の方から細部についてはお答えをし

てまいります。 

○議長（森谷岩夫） はい。 

○８番（坂本勇治） ただいま町長からお聞きお答えいただきました。 

当然町長は、ＰＤＣＡの意味は当然わかっておられると思いますが、やり方や進め方
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について、本当にわかっておられるのかなと。 

今の答弁の中でも計画をして、実行をして、それをチェック、評価して、中で改善し

ていく。それを常に回していかなきゃならないわけで、先ほど四半期の中で見直して実

際の計画がどこまで進んでいるかという見直しが職員からも聞いているということなん

ですけれども、数字というものがやっぱり立ててようやく計画のはずなんですが、そこ

ら辺が本当にできているのかなと。職員に対してＰＤＣＡをやれというだけで済んでい

るとすると、多分本来のＰＤＣＡのサイクルになっていないのではないかと危惧すると

ころでありますが、ＰＤＣＡの基本は５Ｗ１Ｈにあるといわれています。 

職員に対して町長は、５Ｗ１Ｈを実践して、町長が職員にやってほしいことをきちん

と伝えられているのかどうか、その辺町長自身どう思っているのかお答えいただきたい

と思います。 

○議長（森谷岩夫） 深津町長。 

○町長（深津 徹） 今先ほど答弁いたしましたように、そうした啓蒙活動、私ここに持って

きておりますけれども、報連相、これだけはやりなさい。あるいはＰＤＣＡ、これだけ

はやりなさいというようなこうした内容、なぜやるんだということも書いてありますけ

れども、それらを課長会議等で配布をしてやっているところでございます。 

推進をいたしておりますまちづくり政策課長の方からお答えをいたします。 

○議長（森谷岩夫） 酒井まちづくり政策課長。 

○まちづくり政策課長（酒井 仁） 坂本議員のご質問がありました。 

ＰＤＣＡというようなこと、役場の組織の話になりますけれども、まず人対人として、

組織対組織というような基本的事業、対応という部分では民間でも行政でも大差ないと

思いますので、今後も日々の経験や研修等により、磨かれてない部分は磨きながら、ま

た磨かれた部分はさらに磨いていきたいと思っています。 

総合計画組織目標、また行政評価、人事評価制度等でＰＤＣＡを行い、成果の上がら

なかった部分につきましては改善し、次に反映していくように運用しています。ただ、

相手のある案件等課題がすぐに解決できないこともありますので、そういう事象もござ

います。 

プラン、ドゥ、チェック、アクションという中では、先ほど町長おっしゃったように、

プランがあって、ドゥがあってチェック、この部分はできていると思いますけれども、

ただこの次のアクションの部分、その経過を見てきた中で次にどうするか。１つの事業

を例にとりますと、それを継続していくのか、それをやめていくのか、それとも新しい
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事業に展開していくのか、そういう部分があろうかと思いますので、アクションの部分

がどう次につなげていくかというのが現在の私の方では課題ではないかと思っています。 

以上です。 

○議長（森谷岩夫） 塩倉総務課長。 

○総務課長（塩倉智文） 続いての答弁をさせていただきます。 

民間感覚の導入とそれからＰＤＣＡの導入というような形でございますけれども、平

成２８年度今年度ですが、民間企業の労務管理に明るい方に労務管理心理相談役として

町にアドバイスをいただいております。 

相談役の方とお話しするには、「町ではやっぱり民間にはあるんですけれども、町には

ない感覚があるね」ということをよくアドバイスの中で出てまいります。 

今年度については、課長や係長の研修を２回行って、そういう意識の改革という面で、

少しずつですが、てこが入っているというふうに考えています。 

話す中では、感じる民間との差というのがスピード感とコスト感覚というのが一番足

りないかなというふうに思っておりますけれども、なかなかそれを職員の中に浸透させ

ていくには時間がかかるとか、長年のそのお役所というこの町長も先ほどおっしゃって

おりましたけれども、お役所という感覚を打開していくにはだんだん時間がかかってい

くので、少しずつでも改善していけれるように考えております。 

以上です。 

○議長（森谷岩夫） 町長。 

○町長（深津 徹） もう１点、いろんな形で意識の改革を図っておりますけれども、重点的

に私がやっていることをもう１点だけお話をいたしますけれども、２９年度の例えば予

算案を出す場合に一番最初課長、係長の皆さんがレクチャーにまいります。そのときに

一番最初に私が課長に聞くことは、みんなの課が何を今年２９年度なら２９年度１年間

目指していくんだ。どういう姿勢で臨んでいくかということをまず聞きます。 

それはどういうことかというと、課の中で自分たちの課は第５次総合計画、あるいは

町長の指示事項にのっとった形の中で、どういう形で次年度１年間を目指していくかと

いうことを課でみんなで話し合ってほしいという意識を持ってほしいという思いでやっ

ております。 

そのために今、役場のフロントの上にこうありますけれども、裏側にそれぞれの課が

立てた目標が貼っております。１年間を通して自分たちの課が今年１年こういったこと

を目指していくんだということを意識をしてほしいという思いで、そういった形でやっ
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ております。 

○議長（森谷岩夫） 坂本議員。 

○８番（坂本勇治） 今、やっぱり目的を持って１年間の計画を立てて予算を作っていく。そ

れ大事なことだと思いますし、逆に今までなんでやってこなかったのかなという気がし

てしょうないのと、先ほど相談役をお願いして町の中のやり方、スピード化だとかコス

トダウンだとかという意識ということでしたが、それをいつまでにやらなければいけな

いのか、そういった計画そのものをどういうふうに考えているのか。 

毎年新職員が入ってきたり、当然途中でも臨時職員だったりとか新しい職員が入って

くるわけで、それを教育するのにその前からいた職員が理解してないと当然新しく入っ

てきた職員は少なくても１年以内にその体制を作っていかなきゃいけないわけですよ。

それをいつまでという目標がなくて、いくら相談役にそういう知識のある人に指導され

てもやっていくという意識が少なくても来年からやっていくんだったら今年中に全部意

識改革を済ませて、来年からは新入職員も含めてこういう体制にやっていくんだという

ことがなければ、いつまでも経っても改革なんてできるわけがないと思うんですよ。 

そこら辺をどういうふうに考えているかなんですけれども、スタッフ自体が理解でき

てないと当然ですけれど、本来の目的に合った事業というのが進んでいかないというこ

とで心配するわけですけれども、例えばハーフマラソン大会も松川の良さを知ってもら

い、交流人口を増やしていこうと頑張っています。私もこういったイベントは非常に良

いことだと思っておりますし、続けていっていただきたいなと思うんですけれども、こ

のハーフマラソン大会、このイベントをやることによって今までも何度も聞いています

けれども、何を目的にしているのか。交流人口を増やすということの目的、交流人口を

増やすことによって何を具体的に良くしていこうとしているのかというところをまずお

聞きしたいと思います。 

○議長（森谷岩夫） 議員、ハーフマラソンのことですか。 

○８番（坂本勇治） ハーフマラソンが例えばなんですけれども、それを交流人口を増やすと

いうことですよね。交流人口を増やす目的、ほかに観光農園だとか、ふじ祭りだとか、

いろいろイベントやっていますけれども、それは交流人口を増やす目的のイベントだと

思うんですけれども、交流人口を増やすというときに増やすためにはなんの目的で交流

人口を増やすんだという、交流人口を増やす目的だけただ１つお聞きしたいと思います。 

○議長（森谷岩夫） 酒井まちづくり政策課長。 

○まちづくり政策課長（酒井 仁） 交流人口を増やす目的ということですけれども、こちら
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については２つ３つほど大きな目的があると思います。 

まず１つは松川町を知ってもらうこと。松川町を知ってもらうことで松川町を訪れて

きた方に対する町民の意識の向上。ああ、松川町にはこんないいとこがあるんだ、こん

なに人が訪ねてきてくれる町なんだという、松川町民の誇りの醸成という意味。 

あともう１つは、やはり地域経済の活性化、それに伴う地域経済の活性化が得られれ

ばと思います。 

以上です。 

○議長（森谷岩夫） 坂本議員。 

○８番（坂本勇治） 町民の意識を改革するとか、町民がここに住んでいろいろ外からきてく

れて、心の醸成というのも非常に大事で、それも目的の１つだと思います。 

もう１つは、来てもらった人にお金を落としていってもらうということが一番の問題、

目的で、お金を落としていってもらうことによって町民の利益の還元、税収の上がって

町のサービスが上がるという、そういったサイクルが出てくるんじゃないかなと。 

それを考えたときによくもうけという話をすると、行政がやることじゃないようなこ

とをよく言われますけれども、やはり町にお金が落ちてそれが税収として町に上がって

住民に対してサービスするという循環が本来役場のある目的の１つでもあると思うんで、

そこら辺をきちんとこれからも進めてもらいたいなと思うんですけれども、行政と住民

の意識の考え方についてギャップがあるような気がしております。 

例えば観光局の立ち上げについてですが、今内容をどういうふうにしていくかと精査

し、模索しているところだと思いますけれども、私たち議員もいまひとつ統一した知識

になっていないような気がしております。ましてや町民は、どのような概念で今進めて

いるのか。いつ、どこで、誰が、何を、どうしてどのようにやっていくのかというのが

全く見えていないんじゃないかなと。 

観光局に限らずそういった町の事業の計画や内容、こういったものを町民にどのよう

に伝えているか、どのような事業をしながら住民に伝えているかというところをまずお

聞きしたいと思います。 

○議長（森谷岩夫） 酒井まちづくり政策課長。 

○まちづくり政策課長（酒井 仁） 私の答える範囲内で申し訳ございませんけれども、お願

いします。 

４月当初から行っていますまちづくり懇談会がまず１つの手法だと思っています。ま

た、それに伴う区会の懇談会もそれに類するものでございます。また、広報誌の方でも
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紙でございますけれども、そちらの方でご案内をさせていただきます。 

ギャップというようなことのご質問がありましたので、ちょっと先に述べさせていた

だきますけれども、例えばまちづくり懇談会の例で申しますと、説明者の力量に差があ

ると大半の懇談会に出ている町長からご指摘をいただいております。説明事項の目揃い

や与えられた時間、自治会さんの方から与えられた時間で何を話し、何を聞いてくるか、

事前の研修等にも力を入れていきたいと思っています。 

以上です。 

○議長（森谷岩夫） 坂本議員。 

○８番（坂本勇治） まちづくり懇談会や区会や町政懇談会等いろいろ広報も含めてやってい

るかと思いますけれども、町政懇談会や自治会の出前講座ですか、そういったこともい

ろいろやっているかと思いますけれども、目的が本当に伝わっているのかどうか。町長

の思いと耳障りのいい話だけに終始して、本来の町民からの不安や要望というのが本当

に聞こえているのでしょうか。 

私は町長忙しいのにかなりいろいろなところに顔を出していろいろ説明を町長自らや

っていますけれども、私が考えるのに職員の教育のためにも、職員の皆さんが業務の中

で住民の生の声を聞いてくる、そういったところに出席して、そのまま自分が聞いて町

長に伝える。先ほど報連相という話もしていましたけれども、そういうことにすること

によって、職員のレベルが上がってくるのではないか。 

職員自体も住民がどういうふうに考えているのか、そういったことが聞こえるのでは

ないかと思うんですが、そういう点どのように町長お考えでしょうか。 

○議長（森谷岩夫） 深津町長。 

○町長（深津 徹） まちづくり懇談会でございます。 

これにつきましては、私は町長以来できる限り出席をさせていただいております。 

先ほど坂本議員も「耳障りのいい声ばかり」という声でありましたけれども、決して

そんなことはありません。私は実際に出ててそれを痛感をいたしております。 

私は、できるだけ担当係長、もしくは課長が町の事業等については説明をしてまいり

ます。私はできるだけそういった説明については端的にして、住民の皆さんとの意見交

換を長くしていけということを指示をいたしております。 

また、同席する職員は、５～６名多いときで５～６名、少ないと２～３名のときもご

ざいますけれども、同席をして、そして担当をしている課が質問に対して答えれる部分

はできるだけ担当課が答えるようにしております。 
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以前は、職員が出て全部持ち帰って答えていたわけでありますけれども、私自身が答

えなくてはいけない部分については私が答えるようにいたしております。 

また、参加することで住民の皆さんが町長が来てくれた。町長が来てくれたんならこ

の際こういうことも言いたい。こういう不満も言いたい。これはあります。これもいろ

いろ聞いております。 

ただ、時間がなんせその自治会によります。長いところは２時間半近くやる自治会も

あります。それはもう事前に町に対して質問事項を自治会長がまとめたり、様々な質問

を常日頃感じていることをぶつけてきております。 

町民の皆さんは、やはり責任者である町長自身が出席することが、また町長に対して

言いたいこと、普段から思っていること、それは私は耳を傾けて聞いておりますし、で

きるだけ町長というはっぴを着ておりますけれども、できるだけそういったものを住民

目線に立った中で聞こうとしているのが私の姿勢でございます。 

時には非常にきつい意見もたくさんもらいます。そうした折、しかし、それを私自身

は文句を言われているというふうにはとっておりません。文句は言われているというふ

うにとったら言われます。住民の皆さんにも町長いろいろ言われて大変だ。だけれども、

そうした住民の皆さんが常日頃どういうことを感じて、どういう不満はどういう意見を

持ちながら生活をしているかということを知ることは、私にとっては非常に大きな財産

であり、宝だというふうに思っております。 

そうした姿勢で、これはその時々の首長の考え方もあり、いろいろ変わっていくもの

というふうにも思っておりますけれども、私自身はこれは私自身にとっての責務だとい

うふうに考えているところでございます。 

○議長（森谷岩夫） 坂本議員。 

○８番（坂本勇治） 町長の考え方も間違いではないと思いますし、生の声を直接聞くという

のも非常に大事だと思います。 

ただ、先ほども言ったように、職員の意識を改革していくという中で、住民が何を考

えているか。自分が町の職員として何をしていかなきゃいけないのか。当然各課があり

ますし、担当があるんで自分の範囲というのは限られてくるかもしれませんが、全体を

見ながら私の位置がどこなんだというのをわかってもらうためには、やはり町長が来て

いるから答弁は町長がしてくれる、あるいは担当課長がしてくれるというんじゃなくて、

職員そのものが自分の立場というのを考えながらどうしていくかというのも教育の１つ

かなと。だとすれば、町長も出る範囲をもうちょっと減らしてもいいのかなという気が
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しているんで、そこら辺のつじつまといいますか、そこら辺をもう一度お聞きしたいと

思います。 

○議長（森谷岩夫） 深津町長。 

○町長（深津 徹） 私が出席をして、どういうふうにしているかご覧になっていないんであ

れだと思いますけれども、私は課長、係長以外にも例えば保育園関係、子どものことが

質問くる。そうするとどうだってこういうふうに振ります。できるだけそういうふうに

しています。それも勉強だと思います。 

それから職員の皆さんにはできるだけその仕事の関係、会議の関係等で出れない職員

もおりますけれども、できるだけ出て、そうしたところで勉強を積んでいくことが私は

いいというふうに思っております。 

住民の皆さんから実は町長になって一番最初出たところは東浦であります。これは私

は忘れておりません。なぜかというと、私が出席してあれって、みんなびっくりしまし

た。「皆さんの意見を聞きたいな」ってにやにや笑いながら話を聞きましたけれども、こ

れそれぞれの考え方がある。持っていき方だというふうに私は自分で思っております。 

できるだけそうしたところへ出て、より多くの皆さんと接していくことが大事だとい

うふうに思っております。 

○議長（森谷岩夫） 坂本議員。 

○８番（坂本勇治） そこら辺の回数を増やせばいいという問題でもないし、すべて町長が、

あるいは課長たちがすべて責任を負えということではないんですけれども、ただ人によ

っては職員によっては得手不得手もあるんで、無理矢理行ってなんとかしてこいという

のも難しいかなと思うんで、そこら辺のきちんとした職員管理というのをお願いしたい

なと思います。 

今、地方自治体は変革の時代ということで、まっただ中にいるわけですけれども、大

局的に見る力、専門力だとか想像力、戦略、チャレンジといった積極的な政策がこれか

ら非常に必要だと思っております。 

役場の人事異動があるからといってどの部署でも対応できる。事務的な人材と言って

いいのかどうかあれですけれども、そういった専門職でない人が採用が非常に多いよう

なふうに感じておるところでありますが、専門性の高い事業に取り組める人材の確保と

いうのはできているのか、また将来どうしていくのか、ここら辺をちょっとお聞きした

いと思います。 

○議長（森谷岩夫） 塩倉総務課長。 
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○総務課長（塩倉智文） 大局的に見る力や専門性の高い職員をどういうふうに育てていくか

というご質問かと思っております。 

採用も含めてだとは思いますけれども、まず専門的な知識の採用という観点から見ま

すと、今年中途だったんですけれども、主任ケアマネジャーという職員を雇いました。

専門職でございます。介護保険の関係の専門職になりますが、やはりこういう専門的な

知識を持った人材は政策によってはどうしても採用していかなければならないときもあ

りまして、そういうふうに採用しております。 

ただ、いったんとった職員の中でその知識を習得していきたいという職員もおりまし

て、かつてですれども、福祉の部門でいた方から社会福祉士とか社会福祉指導員みたい

なそういう資格を取られた方もいらっしゃいますので、採用した職員の中では若いうち

に何種類かの職場を経験したあと、その専門性をもったところに入りたいというご希望

の方も出てまいりますので、そういうご希望の方はそういう希望のところで伸ばしてい

くということも考えていくべきだというふうに思っております。 

職員の研修を重ねる上で、また職員の能力とその向いている方向ですね、伸ばして上

げられる方向を見いだしていくのが管理監督職として見ていかなければならない部分だ

というふうに思っております。 

○議長（森谷岩夫） 坂本議員。 

○８番（坂本勇治） 職員になってから方向性というか、必要なものを勉強して取っていく、

これも大事なことだし、やっていかなきゃいけないかと思うんですけれども、職員にな

る前の過程で高校だったりとか、大学だったりとか、本当に専門職３年間４年間という

期間の中で、専門を学んできた人に入ってもらうという基本ができているかできていな

いかで実践に使うというのは非常に大事なことで、就職して働きながら取れる技術とか

専門の分野というのはかなり限られてくると思うんですよ。 

私は個人的には今土木をやっていますが、土木技術者とすればあらゆることを３０年

以上学校で学んで、実践でも学んで、誰にも負けない知識、このくらいまでは絶対人に

負けない、何があってもできるという自身が持ちながら仕事はしているつもりです。 

役場の職員で、職員になってから勉強するというのは、当然自分の仕事もしながらや

っていかなきゃいけない。そんな時間は多分ないと思います。 

やはり専門に建設なら建設、建築とか、コンピューターだったりとか、先ほどのＰＤ

ＣＡの職員管理だとかということの専門性のある人に入ってもらってその部署で働いて

もらうというのが非常に大事かと思いますので、職員に勉強してもらってやっていくの
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にはどうしても限りがあるかと思うので、そこら辺の採用はぜひ検討していっていただ

きたいと思います。 

１年１年のこの世の中の進歩は著しい中で、コンピューターの進歩やＳＮＳやＩＣＴ、

今ではＩＯＴが注目されています。 

２番目の質問ともちょっと重なりますが、電子機器の導入は進められているわけです

けれども、活用そのもの、先ほども言いました専門職としてどの程度そういったものに

精通した人がいるか。 

特にコンピューター関係、今非常に何千万円も町もいろいろ委託料で払っていますけ

れども、その点どんな人がいてどのように養成しているかをお聞きしたいと思います。 

以前に似たような質問で、コンピューターは冷たい箱だとか言う職員が答弁があった

ように思っておりますが、それこそ考え方が３０年以前前から進歩してないのではない

かと危惧しておりますので、その点そういった職員どのようになっているかお聞きした

いと思います。 

○議長（森谷岩夫） 酒井まちづくり政策課長。 

○まちづくり政策課長（酒井 仁） コンピューターにつきましてはハードの部分、ソフトの

部分があると思っております。ハードの部分というのは、使う環境の整備だと思います

ので、そちらの方は業者の皆さん方と相談しながら、また仕組みを作りながら整備して

いきます。 

ソフトにつきましては、業務の中で必要なものにつきましてそのものを導入していく

というような形になりますので、じゃあハードに長けている職員が町にいるかと言われ

ると実際にはおりません。ソフトに長けている職員がいるかというとそれもおりません

けれども、そういう皆さん方のアドバイスをいただきながらやっています。 

じゃあその職員をどう育成しているかということになりますと、日々の業務の中で知

識を積んでもらうというような形になります。 

そこが弱い部分だと言われると確かに弱い部分でありますけれども、現状は今のとお

りでございます。 

また、進歩の中でどんなものが入っているかというと３年ほど前になりますかね、私

たちこの中にカードが入っていますけれども、室入室の管理だとか、コピーの使用枚数

だとかというようなものは管理していますけれども、先ほどのＰＤＣＡにもありました

けれども、その次のアクション、Ａをどう起こすかというのがやはり課題だと思います。 

じゃあその出入室の管理でこの人の役場の滞在時間がこれぐらいある。じゃあ多い人
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はどうする、少ない人はどうする、またコピーの使用量が多いからこの人の部分は減ら

すとか、そういう部分をどう使うかだと思いますので、そちらの方に課題があるという

のは認識しております。 

以上です。 

○議長（森谷岩夫） 坂本議員。 

○８番（坂本勇治） そういったアクションというのが非常に大事なことだと思いますので、

議会や行政業務もペーパーレス化について何度も質問しながら検討しているとか、進ん

でいるとかということですが、そこら辺も含めてちょっと時間もありませんのでぜひ検

討しながら進めていただきたいと思います。 

先ほどまでお聞きしました民間感覚のＰＤＣＡだとか、行政と住民のギャップ、人材

育成だとか行政の意識改革等は町長が議員時代の一般質問です。議会だよりを見直して

みてまいりましたが。 

町長６年間のこの中で、自分の評価というのをどう見ているかお聞きしたいと思いま

す。 

○議長（森谷岩夫） 深津町長。 

○町長（深津 徹） 坂本議員、今、町長が議員時代にもそういうことを町長に対して言って

きたと、そのとおりでございます。 

私自身が町長になるときの先ほど申し上げましたけれども、思い、それらはずっと同

じでございます。 

そして今、それができているかということでございますけれども、これはなかなかで

きているというわけには私はいけない。まだまだ課題は多いですし、そのＰＤＣＡのや

り方、チェックの仕方、次へのアクションの起こし方、様々な課題は抱えているという

ふうには思っておりますけれども、私が具現化をしたいという思いの中で町長に就任を

いたしております。 

以前よりは進んではいるというふうに認識をいたしております。 

そしてこれは町長が１人でできることではありません。やっぱり職員の皆さんの意識

が同じようにそういうように向いてくることが大切だというふうにも思っておりますし、

その啓蒙には努めているつもりでございます。 

職員の皆さんも、まだまだもちろんいろんなご意見はあろうかと思いますけれども、

そうした方向に向かいつつあるなということは私も感じているところでございます。 

○議長（森谷岩夫） 坂本議員。 
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○８番（坂本勇治） 答弁いただきました。 

やはり町長の夢とか、将来の構想にできるだけ近くなるように頑張っていきたいと思

いますし、我々も当然町のためになるのであればいろいろ知恵を絞って意見もご意見も

言っていきたいと思います。 

２番目の質問に移りたいと思いますが、役場の業務の仕分けについてであります。 

毎年様々な課題の解決、改善のために新しい政策が事業が増えているわけですが、詳

細な事務手続きや書類作成業務、必要最小限にするための仕分けというものができてい

るのかをお聞きしたいと思います。 

例えば法で決められた紙媒体で必ず残さなければならない書類以外で、電子化してク

ラウドやメモリでの保管で十分なもの等業務そのもので昔からやっていたから今もやっ

ているといった仕事の見直しというものができているのかどうか。やらなくていいもの

だとか、縮小できるものだとかがたくさんあるような気がするのですが、そこら辺の見

直しの業務というのを現在どのように行われているかお聞きしたいと思います。 

○議長（森谷岩夫） 塩倉総務課長。 

○総務課長（塩倉智文） 日々の業務の見直しだとか改善ですね、ということにつきましては

監査委員から事業の仕分けについてもなんですけれども、監査委員から指摘がありまし

て該当しておりますけれども、実際は手がついていないのが現状であります。 

それからその職員一人ひとりのやっている作業の仕分けだったり改善、いわゆる改善

活動になるかと思うんですけれども、それについては心理相談役と話をすると、やはり

民間には簡単にその改善提案があって、それを採用しましょうというような改善提案の

手法があるというふうには聞いておりますが、松川の役場では数年前に職員の提案の中

でそれが載っているんですけれども、着手できていないのが実情でございます。 

これをすぐにやる、やらないということもまだ行革の中では提案の１つとして出てい

ますけれども、実行できていないというのが現状でございますので、どういうふうに進

めていくか、進めるべきなのか、それをやるにはまたそこが必要かどうかどうかという

判断のところからまだ止まっているのが現状でございます。 

先日も改善提案の中もありますし、それからほかの議員さんからも補正予算を７回や

れば７回だけ人の時間を使うんだよということをおっしゃっていただいてアドバイスを

いただいた方がありますけれども、やはり時間をどうやってコストカットしていくかと

いうのも課題ではあるというふうには考えております。 

まだそれがどういう手法でいくのかということが、そういう知識を総務課で知識を高
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めていかないと導入ができないというふうには思っております。 

○議長（森谷岩夫） 坂本議員。 

○８番（坂本勇治） 総務課だけでできることじゃないかと思うので、ぜひ早急にやっていっ

てもらわないといけないことだと思いますし、それこそ今、民間企業が残業をなくすと

いうような方で大手は動き始めています。 

役場から見本を見せるということができなきゃどうしようもないかと思うんで、そこ

ら辺も勉強をしていくんじゃなくてもうやりましょうよ、明日からでもやってほしいと

思います。 

無駄という議論になるとまたちょっと話が変わるんですけれども、例えば私議会にい

て議会で大事な会議というのは必ず録音しているわけです。今日も当然全部テープに入

っているかと思いますが、今まで大変な時間をかけてこのテープ起こしをして、紙媒体

で議員の人数分の冊子、議事録というのを残し、お金をかけているわけですけれども、

これ今ＩＴ技術の進歩で今では当然録音したものは活字に簡単になる。人それぞれしゃ

べり方が違うんで、癖があってまだまだすべてがきちんと文書にならないわけでありま

すけれども、その将来問題が起きたときになんのために議事録を残すかといったら、問

題が起きたときに見直して、誰がなんて言ったというのをチェックできるようにしてお

るんだと思います。目的は。 

だとすれば当然全部ＩＣレコーダーで録音できているんだったら文書も機械がやった

まんまでいいんじゃないかと。そうすることによって、職員の労働時間も、委託業務も

なくなるわけで、実際議事録今まで何十冊ってもらっているわけですけれども、本当見

たのは１年に数回の数ページだけという実際です。 

そういったものを見た中で、そういうのを最先端技術を使ってやっていくと、ほかの

課の部分もかなりいろいろあるんじゃないかな。それを職員を減らせることによってま

たほかの事業に使えるということもあるかと思うんで、その点どのように考えているか。

２９年度予算にはそういった見直しというのが載っていなかったと思うんで、そこら辺

もぜひ補正でも何でも組んでいいと思うんで、ぜひそういったことを進めてもらいたい

と思いますが、いかがお考えでしょう。 

○議長（森谷岩夫） 塩倉総務課長。 

○総務課長（塩倉智文） まず、テープ起こしのコンピューター化というのはもう既に導入さ

れておりまして、議会事務局の予算上には載っているかと思います。 

私も自分の会議で使わせていただいたことがありますけれども、なかなか議員がおっ
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しゃるようにきちんとした文言では完璧にはならないので、やはり手直しというような

形でやっておるのが現状でございます。 

そのほか、どうしても議会のような一字一句きちんと正しいものを出さなければなら

ない会議については議事録として残しますけれども、そのほかの会議は要点筆記という

方法で省略している箇所もいくつもございますので、そこを取捨選択していくのが大切

かなというふうに感じております。 

○議長（森谷岩夫） 坂本議員。 

○８番（坂本勇治） ぜひ速やかにそういった議会の話は例えですので、ほかの会議も必ずあ

ると思うんでそれは見直してぜひやっていただきたいと思いますので。 

以上で質問を終わります。 

○議長（森谷岩夫） 坂本勇治議員の質問を終わります。 

 

◇ 熊 谷 宗 昭 ◇ 

○議長（森谷岩夫） 引き続きまして９番、熊谷宗明議員。 

○９番（熊谷宗明） それでは通告に従いまして質問をさせていただきます。 

今回は、コスタリカ共和国との友好交流の意義は、また各種集会から見えてきた課題

と対応策は、この２点について質問をさせていただきます。 

町では、ＪＩＣＡを通じて、中南米やアフリカから農村振興や格差是正を目指す研修

員を２０１０年より受け入れ、現在も生活改善グループなどが対応してきております。

その縁で、昨年２月には、町長と職員がコスタリカを視察をし、最終日には日本大使館

を訪れ、ホストタウン構想を提案し、意見交換をしてまいってきたところでございます、 

昨年１０月には、コスタリカ共和国のホストタウンとして正式に登録がされ、東京オ

リンピック・パラリンピックのホスト事業へと歩みを進めているところだと思っており

ます。 

今年に入りましては１月には、教育長が現地を２週間訪問をし、コスタリカの日本大

使館においては、交流事業の概要について説明をし、アドバイスを受けたと聞いており

ます。 

最近、お茶飲み話の中で、ホストタウンの話が時々話題となります。「何でコスタリカ

なの」「新聞に中高生を派遣するって書いてあったけれど、どうやって選ぶの」「またお

金はどうするの」などの声が聞かれます。 

今から１２年前の２００５年、スペシャルオリンピックのホストタウンとしてキュー
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バのフロアサッカー、フロアホッケーの選手を向かい入れたことがありました。アンサ

ンブルや親愛の里、ハーモニーコンサート、レンゲツツジの会、あいむ、手をつなぐ会

などが中心となりまして、ウェルカムパーティーやイチゴ狩り、東小では餅つき大会な

どを行って大いにキューバの皆さんと親交を深め盛り上がったことを昨日のように思い

出されます。 

既にセミナーをはじめ在日コスタリカ人の高校生と小学校の交流も始まっております

が、町民挙げてのホスピタリティーの構築のためには、しっかりとした交流の意義とい

うものが必要だと考えております。町がコスタリカ共和国をホストタウンとして受け入

れる意義についてのお考えをまず町長にお伺いしたいと思います。 

よろしくお願いいたします。 

○議長（森谷岩夫） 深津町長。 

○町長（深津 徹） 熊谷宗明議員のご質問にお答えをいたしてまいります。 

コスタリカの交流についてでございます。 

経緯につきましては、今議員が申されたとおりでございます。松川町にも日本駐在の

コスタリカ大使も二度おいでいただき、清流苑に泊まっていただきました。また、コス

タリカの日本大使もお見えになって交流をしたところでございます。 

人間というのは、生涯学習という言葉がありますけれども、私自身も新しいこと、知

らなかったこと、未知の世界を知るということは、人間にとっては非常に喜びであり、

非常にウキウキすることでございます。そうしたこと。 

それから子どもたちにとっても未知の世界、交流を今までもやってきておりますけれ

ども、給食を一緒に食べたり、遊んだり、そうしたことをすることが子どもたちの将来

に向けての新しい世界が開けてくるというふうに思っております。 

これからコスタリカと具体的にどのような交流をして、国際交流、あるいは住民のそ

うした気持ちに応えていくかということにつきましては、担当課の方からお答えをいた

してまいります。 

○議長（森谷岩夫） 先に熊谷議員。 

○９番（熊谷宗明） ご答弁をいただいたところでございます。 

町では４課を通じまして、コスタリカのホストタウン構想の中で計画を練っていると

ころでございます。 

町長のご意見の中で、町民挙げてどうやって取り組んでいくかという点について、各

課検討されていることと思います。 
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まずは、生涯学習課の方から順次計画、それから今後の方向性についてお聞きをした

いと思います。 

よろしくお願いいたします。 

○議長（森谷岩夫） 小木曽生涯学習課長。 

○生涯学習課長（小木曽雅彦） それではよろしくお願いいたします。 

私の方では、まず総体的な計画の流れをお伝えしながら、全体的な話をしてまいりた

いと思いますのでよろしくお願いいたします。 

まず、ホストタウンの計画の流れですが、３つの柱で構成されております。まず１つ

目、オリンピアン・パラリンピアンとの交流。日本人のトップアスリートとの交流事業

や講演会、スポーツ教室等という内容を考えておるところでございます。 

２つ目、コスタリカ選手等々の交流。松川町へ訪問される、そうしたときの受け入れ。

実際にまだオリンピック、あるいはパラリンピックというようなところで収容されるか

どうかというのはまだわからないところでございますが、こちらへ来た際にはおもてな

しをしてまいりたいというようなこと。 

それともう１つ、選手の講演。 

そして３つ目でございますが、コスタリカ共和国との交流事業。小中学校の交流事業。

そして、コスタリカ関係者の町訪問。そして町民のコスタリカ派遣ということ。この大

きく３つであります。 

平成２９年度具体的なところで申し上げますと、まつかわ大学に山口香さん。ソウル

五輪の女子の柔道の銅メダリストでございますが、そういった方をお願いして、先ほど

の一番目の目的、いわゆるオリンピアン・パラリンピアとの交流でスポーツの意識を向

上させていこうという狙い目。 

あと箱山愛香さん、これリオ五輪のシンクロナイズスイミングの銅メダリストでござ

いますが、これも今検討中といったところでございます。 

また、４月の９日の日には、コスタリカ女子対なでしこジャパン、女子サッカーです

が、そういったものがございます。そういった激励、これも直接熊本ですが、現地へ赴

くというようなことも計画をしておりますし、また町民に対しての観戦も考えておると

ころでございます。 

それとあとＪＩＣＡ研修の受け入れ時の交流事業。例えば小中学校によるコスタリカ

料理による給食事業ですとか、コスタリカセミナー、これはコスタリカを知る機会。あ

と草の根技術協力事業と連携した職員研修派遣というような内容を計画しておるところ
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でございます。 

これ以上細かい話になってきますと各課ということになろうかと思いますが、よろし

くお願いします。 

○議長（森谷岩夫） ほかにはいいのか。 

○９番（熊谷宗明） ただいますべての課に通じたことを生涯学習課長の方で言っていただき

ましたが、こども課、まちづくり政策課、産業観光課の方で付け加えることがあればお

願いしたいと思います。 

○議長（森谷岩夫） そいじゃ付け加えることがあれば。ありません。 

熊谷議員。 

○９番（熊谷宗明） ありがとうございました。 

２点質問させていただきたいと思いますが、まず２０１６年８月にラウラ駐日大使か

ら事前合宿をお願いしたいとの強い要望が出てきております。リオオリンピックでは、

陸上競技などが１０人の選手が活躍をされてきたということでございます。 

実際この事前合宿ということをどのように考えておられるかお聞きをしたいと思いま

す。 

○議長（森谷岩夫） 小木曽生涯学習課長。 

○生涯学習課長（小木曽雅彦） 事前合宿のご質問でございますが、現在のところコスタリカ

共和国の方から事前合宿というようなお話は、実際のところは現時点ではありません。 

仮にそういうような話になればまた考えていかなければならないことだとは思いつつ、

今現時点ではない状況であります。 

よろしくお願いします。 

○議長（森谷岩夫） 熊谷議員。 

○９番（熊谷宗明） 事前合宿というのが条件に入っていたような気がしますが、東京でオリ

ンピックが開催をされるという中で、この松川町で事前合宿があるかないかというとこ

ろにおいて、住民の松川町の皆さんはどんなふうに支援や応援をしていったらいいのか

というのはちょっと疑問に思ったもんですから、果たして松川町に来ていただけるのか

どうか、そこら辺また精査をしていただければと思っております。 

次に、町民公募型ということで、１８年と１９年にコスタリカへ住民の皆さんを派遣

をされるというようなことが載っております。これについて旅費ですね、１人５０万円

くらいかかる中で、国からはホストタウン構想の中の特別交付税として１／２助成とい

うのがあるわけでございますが、この派遣事業についての個人負担というのはどのよう
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に考えておられるのかお聞きをしたいと思います。 

○議長（森谷岩夫） 酒井まちづくり政策課長。 

○まちづくり政策課長（酒井 仁） ２０１８年、２０１９年度に計画している町民の派遣事

業ということの財源のことだと思いますけれども、これにつきましてはちょっと１年間、

１年というか今年度考えていきたいと思います。 

派遣人数、また通訳も一緒に派遣ということも考えておりますので、現在についても

詳細についてはまだ決まっていないところが状況でございます。 

○議長（森谷岩夫） 熊谷議員。 

○９番（熊谷宗明） これからだということだと思います。 

やはりコスタリカへ行くと、その様子を肌で感じてすごく日本でいるのとはまた違う

別世界の中で、人の心は動いていくということで、町長と同行された職員の皆さんに聞

くと、本当に通常の日本から考えると本当に生活が苦労する中で、お金ではない大切な

幸せというものを感じてきたというようなことも聞いておるわけで、やはり松川町の住

民がそこへ行く、職員がそこへ行って何らかを学んできて、また松川町においてそうい

ったことを実践していくということは非常にいいことだと思っておりますので、なるべ

くご負担のないような形で進んでいければいいかなということを思っております。 

また、冒頭言いました中高生を派遣するというところについて、心配をされている住

民の方もおります。その点についてご答弁いただければと思います。 

○議長（森谷岩夫） それでは高坂教育長。 

○教育長（高坂敏昭） 中高生のコスタリカへの派遣ということであります。 

当初は、中学生をというふうに考えておりました。私は実際に現地を足を運ぶ中で、

何をここで学べはいいかといいことを中学生の視点に立っても考えてもみましたけれど

も、やはりメインはホームステイだろうなというふうになってきますと、言葉の問題等

もあります。それからやはり向こうの行き帰りの時間的な問題等もありますので、現在

のところ中学生については考えておりません。 

高校生については、飯田市の方でカンボジアに高校生を派遣しているということもあ

りますので、個人的にぜひというふうにして、名乗りを上げてくる高校生がいれば考え

ていきたいとそんなふうに思います。 

以上です。 

○議長（森谷岩夫） 熊谷議員。 

○９番（熊谷宗明） 高校生を対象にという部分では考えていこうということで、中学生につ
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いてはちょっと置いておくということでございますので、私もその方がいいのかなとい

うふうに思っております。 

それでは続きまして町長にお尋ねをしてまいりたいと思います。 

その時に教育長にお尋ねしてまいりたいと思っておりますが、町長はコスタリカ訪問

から帰国して、「奥深き山の開拓地アマグロの視察を通して、幸せとは何かということを

考えさせられた」ということを言っておられました。百聞は一見にしかずと言われてお

りますけれど、コスタリカ共和国の生活を肌で感じて学んできたことは多いかと思って

おります。 

松川町になくてコスタリカにあるもの、そういったことを行政運営の中で活かせれれ

ばいいのではないかと思っております。その点について、ご見解をお願いしたいと思い

ます。 

○議長（森谷岩夫） 深津町長。 

○町長（深津 徹） 実際にコスタリカを訪問しての感想というか思いということでございま

す。 

いろんな思いがありましたけれども、端的に答弁も短くお話ししますけれども、やは

り一番痛感したことは平和の大切さです。 

やはりコスタリカは、中南米においては治安がいい国でございます。それから先進国

と後進国、発展途上国、様々な言葉を使います。それはどこで分けるのかということも

率直に痛感をいたしました。 

国民の皆さんが一生懸命助け合って生活改善をしていこうというその姿は、そいじゃ

日本の数十年前、戦後あたりの時もそうだったのではないかなという。 

ですから一口に先進国は幸せか、後進国は不幸せかって片付けられるのかなというふ

うに痛感をいたしました。 

それから日本のともすれば忘れがちな地域、お互いに助け合って一生懸命自分たちの

生活を少しでも向上させていこうというそのひたむきな目の輝いた姿には、やはり感動

し、考えさせられるものがありました。 

そうした活動をとれるのも、すべては根底にやはり平和があると。争っていたらとて

もじゃないけれども、自分たちの生活改善なんてそんなことは考えられないんじゃない

かなというふうに痛感をしたところでございます。 

○議長（森谷岩夫） 熊谷議員。 

○９番（熊谷宗明） コスタリカにつきまして、非武装永世中立国ということを早くからそう
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いった平和の国というようなことで、これも大いに学ぶべき点かなというふうに思って

おります。平和あってこそ福祉があり、人々が平和に暮らせるという、そういったこと

を間近に見られてきたということで、学ぶべき点は多かったのかなというふうに思って

おります。 

１月に教育長が２週間にわたり行ってこられたわけでございます。新聞等でも１５回

にわたり見聞録が載っておりましたけれど、生活改善の派遣事業という任務も背負って

行かれたということで、首都のオルティナ市では、市役所職員とファシリテーター、い

わゆる生活改良普及員のような方たちだと思いますが、その人たちを対象に松川町の農

村開発ということでセミナーに臨んだ様子が書かれておりました。 

その中で病院の待合室のような庁舎でやりがい感のない職員が、この生活改善の取り

組みをすることによって、市の職員が変わってきたということを学んだというようなこ

とで書いてありますが、そこら辺の内容についてお聞かせ願いたいと思います。 

○議長（森谷岩夫） 高坂教育長。 

○教育長（高坂敏昭） 今のお話でありますが、オルティナ市の方でファシリテーターの方々

とだいぶお話をさせていただいたり、それから生活改善のグループの農村にも一緒に足

を運ばせていただきました。 

具体的にそのオルティナ市の市長さんが、やはりその生活改善の活動を通して、行政

間としての意識が変わったというふうに率直に申しておられました。 

私が一番感じたのは、最初の取り組みの中ではファシリテーターとしてのその市役所

の職員が何をしていいかというところはなかなか見えなかったというふうに思うんです

が、実際に農村に足を運んで一緒に話し合う。それからともに課題を共有しあう。そし

て少しでも生活改善が見られた部分を評価するという、そういう過程の中でやっぱり住

民にとっても大切な人々だというふうなそういう受け止めができてきたように思います。

ましてやコスタリカの場合は、地方分権がなかなか進んでないということで、結局行政

サービスという部分については非常に限られております。 

そういう中で、ファシリテーターの方々が住民との接点を求めて生活改善に努めてい

るということは、自分たちの仕事のやりがい感に通じるという部分もありまして、行政

のその末端を担っている方々のお仕事ぶりに私たちも学ばなければいけないなと、そん

なふうな思いで帰ってまいりました。 

以上です。 

○議長（森谷岩夫） 熊谷議員。 
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○９番（熊谷宗明） 行政職員の皆さんのやりがい感、これやっぱりそこの住民と触れ合う中

で、住民の皆さんが本当に喜んでいただく。その笑顔でまたその笑顔をいただいて頑張

ろうと、そういう気持ちになるのではないかなというふうに遠巻きに思うわけでござい

ます。 

次に、ファシリテーター、いわゆるその生活苦の中でお金のない生活の中の習慣、生

活習慣を１つずつ改善していくという、そういうことをやられて共生社会を築いていく

という役割、大変重要な役割かと思います。 

それで住民の人たちが一人一人の意識改革となって、住民の自治力が高まってきたと

いうことが書いてあります。ここら辺が非常に重要な部分かなと思います。教育長のお

考え、行ってきた感想を聞かせていただければと思います。 

○議長（森谷岩夫） 高坂教育長。 

○教育長（高坂敏昭） 具体的にファシリテーターの方が語ってくださった言葉に、私たちの

仕事は住民が考え、住民が議論し、住民が決めることを支援することですということで、

行政の方である一定の方向に引っ張っていくということではない。あくまでも住民主体

の活動をサポートしていくのが私たちの役目だという、そういうお話をしておられまし

た。 

これが非常に心に残った言葉なんですけれども、実はセミナーという形でお話をさせ

ていただく中で、５０年前６０年前の松川町の取り組みをお話をさせていただきました。

その時に持っていった写真が何枚もあるんですが、向こうの方々の一番心に残ったとい

いますか、感動していただいた写真が２枚ありまして、１枚は増野の開拓農家の家族で

写った写真です。非常に貧しいながらも住民の方々に笑顔があるという、その１枚の写

真と、それからもう１枚は婦人学級の話し合いの様子の写真なんですが、その婦人学級

を指導しておられるのが公民館主事です。公民館主事というものがやっぱり地域に入っ

て地域の課題を取り上げながら、そこから自分たちの力で健康の問題も、福祉の問題も、

教育の問題も解決をしていこうという、そういう道筋をつけているという部分でありま

した。 

したがって、５０～６０年前の松川町の取り組みにやっぱりどこかで返っていく必要

はあるかなというふうに思います。自分たちが作ってきた歴史の中の営みの中に素晴ら

しい良さがあるという、価値があるという、そこにいったん立ち戻りたいなという、そ

んな思いもいたしました。 

以上です。 
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○議長（森谷岩夫） 熊谷議員。 

○９番（熊谷宗明） 私ごとで恐縮ですが、私は戦後の開拓地増野というところで育ってきた

わけで、今のお話非常に身に染みるとこでありまして、私も写真を借りてまいりました。 

コスタリカの皆さんがこの写真を見て感動されたという、苦しくても笑顔でおられる

ということで、子どもたちが集まってこのシーソーなんかは親たちが作ってくれたとい

うことでございます。 

それで２枚目の写真というのが、この婦人会の活動かなと思います。月に一度どんな

に忙しいときでも会合を重ねておったそうです。そういった勉強会が非常に楽しみであ

りました。 

やはりお金もありません、お風呂も水もないために５日に一度くらいしか入れないと

いう生活の中で、保健婦さん、それから普及員さんに健康のこと、栄養のこと、パンの

作り方、料理の方法等々勉強をしてまいりました。また、公民館の主事さんには読書会

等々でお世話になったということで、松川町には増野だけではなくて西山地区、山林地

区というのが戦後の開拓地として成功したとこでございます。 

みんなそういう苦しい中にも明るい光明を目指して一生懸命やってきたということで、

今思えば苦しかったけれど、本当に１つのアンテナの中で幸せ感が幸せ感がいっぱいで

はなかったかなとそんなことを思ったわけでございます。 

やはりコスタリカに学ぶということにつきましては、私たちが忘れてきたもの、そう

いった人の輪、人とのつながり、支え合い、そういったことこそやはりコスタリカとの

交流の中で学んでいく必要があるんではないかなと思ったわけで、なるべく多くの方が

コスタリカへ行き、そういったことを学び、松川町で展開をしていく、そういうことで

私はコスタリカとの交流、有効というのは非常に価値の高いものではないかなというふ

うに思っております。 

○議長（森谷岩夫） すいません、ちょっとここでお諮らいをいたします。 

休憩をとりたいと思いますが、よろしゅうございますか。 

（「異議なし」との声あり） 

○議長（森谷岩夫） ちょっとそいじゃ時間的なものもありますので、５５分までお願いをい

たします。 

 

休  憩  午前１０時４３分 

再  開  午前１０時５５分 
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○議長（森谷岩夫） それでは再開をいたします。 

熊谷議員。 

○９番（熊谷宗明） それでは２番目の質問に入らさせていただきます。 

各種集会から見えてきた課題と対応策ということでお聞きをしてまいりたいと思いま

す。 

まずは、健康を考える集会でございます。休会も考えられていた第４１回を数える健

康を考える集会が、土曜日の夕方５時半からではありましたが、ワークショップスタイ

ルで開催できたことは大変うれしく思っております。 

なぜ、健康を考える集会、長年続いた集会が休まなければならないというような選択

肢があったということの状態であったのか。そんな中、各種のグループで成り立ってお

ります運営委員会でどんなような話し合いがされて実施されてきたのかという点が大事

かなと思っております。 

その点につきまして、まずお聞きをしてまいりたいと思います。 

よろしくお願いいたします。 

○議長（森谷岩夫） 米山保健福祉課長。 

○保健福祉課長（米山政則） 健康を考える集会でございますけれども、今年第４１回目とい

うことで開催をできたわけでございます。 

この集会のきっかけ、そもそものきっかけですけれども、ＳＳで消毒をする際にこん

なに農薬をかぶって大丈夫なのかというような疑問が婦人集会で問題提起をされまして、

そういったことから始まったというふうに聞いております。 

公民館活動の盛んな松川町では、それを社会教育として捉えまして、健康学習が盛ん

になったわけでありまして、先ほども出ておりましたけれども、公民館活動を軸に集会

は支えられていたのではないかというふうに認識をしておるところでございます。 

そうした中で、本来であれば住民主体のこの集会ですけれども、長い歴史の中で徐々

に行政主導になってきたというようなことがあるかと思います。 

また、健康への考え方も変わる中で、これまでと同じ方法で集会を続けていくことが

難しくなってきたということであります 

先ほどご質問の中に、運営委員会でどんな話し合いが行われたかというようなことで

ございますけれども、いろいろな各組織で成り立っておりますので、そういった中から

いろいろな話し合いをしてきていただいたものを運営委員会の中で出していただきまし

た。 
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主なものを申し上げますと、やはり専門書のような資料でもなくても住民目線、住民

主体の集会でいいのではないかというようなことですとか、参加者全員が主役になって、

参加者同士の意見を聞く場としてとにかく継続をしていくべきだというようなこと、そ

ういったような意見が聞かれました。 

そういった意見を聞く中で、先ほどお話しございました２月の２５日土曜日でしたけ

れども、これまでとは規模を若干縮小をいたしまして、集会を開催することができまし

て、当日は６１名の方が参加をしていただき、活発な意見交換ができたというふうに考

えております。 

お願いいたします。 

○議長（森谷岩夫） 熊谷議員。 

○９番（熊谷宗明） ご答弁いただきました。 

本当に途絶えることなく継続されたことについては、かなりのご努力と運営委員会の

皆様の住民力があったのかなと思っております。 

ただいま行政主導になってきたというようなお話がございました。住民主体と逆行す

る言葉が行政主導というようなことで使われる場合があります。 

住民主体という言葉は、行政の住民追随ということではないわけでございまして、こ

の住民主体と行政主導の２つの主体をどういうふうにマッチングさせてやっていくかと

いうことは、健康まつかわ２１を作る上に置いても今後大切な部分かなと思います。 

保健師さんや栄養士さんが夜、各グループを訪問し一緒に勉強しあっていくというこ

の姿勢が、松川町の健康や福祉を支えておるわけで、やはりそういったことを行政と住

民が一緒になってやっていく。当然行政は、組織学習の面倒を見ていくという役割もあ

るわけで、それにもましてやはり住民が主体となってやっていく。 

先ほどコスタリカのファシリテーターさんの話がございました。住民が主役になるた

めに私たちファシリテーターは黒子になって支えていくんだという。とにかく表舞台は

住民なんだよというお話がありました。やはりそういったことも大事かなと思っており

ます。 

健康学習の展開、これからも健康を考える集会について、ご見解をお聞きしたいと思

います。 

○議長（森谷岩夫） 米山保健福祉課長。 

○保健福祉課長（米山政則） ただいま住民主体ということと、行政主導というようなこと２

点大きく出していただきました。 
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健康を考える取り組みといいますのは、行政に課題設定されたものに対して集まって

いただくものではなくて、同じ健康不安を持つ仲間ですとか地区公民館、自治会、消防

団など住民一人ひとりが日頃の生活の中で感じる健康への考えを仲間と語り合うことで

気づいて見直す力を身につけていくというような取り組みであるかというふうに思いま

す。これが住民主体の取り組みだというふうに思っております。 

今回、集会に向けた話し合いの中で、この住民主体という言葉、これがキーワードと

して大変大きく取り上げられたところでございまして、松川町に自ら学習するという土

壌がございます。自主グループに対して、引き続き保健師、栄養士が関わっていくとい

うことは必要ではあると思いますけれども、これを集会の柱にしてしまいますと、どう

しても行政主導に傾いてしまうんではないかなというふうに思っていました。ですので、

健康課題を自分たちで決めることが、住民主体の第一歩というふうに考えております。 

今回の集会を企画するにあたりましても、この集会を持ち方を今回話し合われた集会

の持ち方を参考にしながら、自らの気づきですとか取り組みを大切にして組み立ててい

くことが次のステップになるというふうに思いまして、これが第４２回４３回と続く集

会につながっていくということになるかと思っております。 

○議長（森谷岩夫） 熊谷議員。 

○９番（熊谷宗明） 分析の仕方、その通りかなと思っております。 

公民館の研究集会に移らさせていただきたいと思いますが、やはり公民館においては、

地区公民館の主事のなり手がいないとか、本館の編集部員のなり手がいないというよう

なことが顕在化してまいりました。 

これについて本館、あるいは本館職員、どんなふうに考えておられるかお聞きをした

いと思います。 

○議長（森谷岩夫） 小木曽生涯学習課長。 

○生涯学習課長（小木曽雅彦） それではよろしくお願いいたします。 

今、本館の部員の確保、あるいは地区公民館の部員の確保のお話かと思われます。 

この部員の確保なんですが、具体例を挙げますとやっぱり編集部活動ですとか、そう

いった部分が１０名本館はおりますが、実際に企画、そして中間討議、そしてレイアウ

ト、この３つに会合が分かれます。 

実質企画の中において、いわゆる原稿集め、あるいは原稿執筆は部員やっていただけ

るんですが、じゃあ実際に集まってというのはなかなか難しい状況であります。これは

社会情勢等あろうかと思います。 
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私ども昭和６０年、ちょうど熊谷議員が編集部長をされておられたあの当時というの

は、やはり農家の皆様方、あるいは自営業の皆様方中心にそういった本館部員を組織し

てきた、あるいは地区間の部員の皆さんも組織されてきたという傾向がございましたが、

今、サラリーマンの方が非常に多いです。しかも夜勤があったりですとか、なかなか出

づらいというような状況。 

やっぱこういった背景を元にその活動内容自体も考え合わせながら、例えば会合の回

数、開催時間ですとか、そういったものを考え合わせながら、しかしながら中身のある

効率的な話し合いの持っていき方、こういったのをたゆまなく研究、検討し、推進して

いく必要はあろうかと思います。 

よろしくお願いします。 

○議長（森谷岩夫） 熊谷議員。 

○９番（熊谷宗明） 世の中の流れで、会合はスマホやタブレットでできるというような時代

になりまして、集まらなくても会合が成り立つような時代に入ってまいりましたので、

非常に紙媒体から映像媒体になって難しい時代の中で公民館を運営をされていくという

ことではありますが、地区館の充実なくして本館の充実なしということでございます。

地区館の皆さんが生き生きと公民館活動に打ち込めるような体制づくりをしていくには

どうしたらいいかというようなことも考えていただきたいと思います。 

金稼ぎより人稼ぎといわれております。人稼ぎ、人材育成に一層の力を入れていただ

きたいと思います。 

以上、質問を終わらせていただきます。ありがとうございました。 

 

◇ 大 蔵   洋 ◇ 

○議長（森谷岩夫） ４番、大蔵洋議員。 

○４番（大蔵 洋） 議員となりまして初めての一般質問をさせていただきます。 

私が身近に感じていることいろいろあるわけですけれども、今回２点ほど質問させて

いただきます。 

それでは通告に従いましてまず１点目、ふるさと納税制度への対応についてお聞きし

ます。 

本件につきましては、通告後広報まつかわの４月号、それから明日の議員協議会での

報告事項として納税状況が取り上げられており、また本日の夕方のチャンネル・ユーで

も制度、目的、現状について取り上げられて放映すると聞き及んでおります。 
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ふるさと納税制度につきましては、平成２７年度の地区の町政懇談会の折にも私が待

ちの取り組み姿勢についてお尋ねをしている経緯がございます。 

都市部に住民税が集中するということで、地方を応援する目的で、平成２０年度に制

定された制度でございますが、松川町の納税の推移を見ますと、積極的に取り組んでい

る近隣市町村及び全国の市町村と比べると、非常にその納税額の伸びが少ないというこ

とで、何が原因かと。ポータルサイトの情報発信がまずいのか、それとも返礼品に魅力

がないのか、そこら辺を含めて町としてどのように現状を分析しているかお聞きしたい

と思います。 

よろしくお願いします。 

○議長（森谷岩夫） 深津町長。 

○町長（深津 徹） 大蔵洋議員の質問にお答えをしてまいります。 

ふるさと納税についてでございます。 

この制度につきましては、今までも議会の中で質問を受けてきた案件でございますけ

れども、改めてお答えをしてまいりたいというふうに思っております。 

ここに今日お持ちしたのは、３月８日の信濃毎日新聞の社説でございます。２０日で

すのでつい数日前の社説。税金争奪やめ財源移せということで、ふるさと納税について

の社説でございます。 

私自身が今まで答弁の中で答えたり、あるいは自分としての考え方と合致をいたして

おりましたので、今日ここへ持ってきたところでございます。 

ふるさと納税は、地方創生ということで、地方の市町村、地域が頑張っている皆さん、

あるいはふるさとへの恩返しをしていこうということで税を納め、そして頑張って地域

が地方が元気になっていくという制度であったんであります。 

その趣旨はよく理解できないこともないんでありますけれども、それがあるところか

ら今度は返礼品合戦になってきているのが現状だというふうに思っております。高額な

物を返礼でする。人気のある商品を持っている自治体は非常にそれに集中して増えると

いうような傾向があるんではないかな。 

それで結果的には、自治体同士が税収が奪い合うような返礼品によって奪い合うよう

なややもするとゆがんだ制度になりつつあるんではないかなというような気がいたして

おります。総務省も非常にその点については苦慮をしておりまして、様々な指導、要請

等がある次第でございます。 

また、そうした結果の中から長野県の中では、昨年度返礼品を設けていなかった長野
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市など１１市町村が赤字になったということが書かれております。 

それからもう１点、松川町はふるさと納税の返礼品に松川町の物を返礼品としてお返

ししております。 

これは愚直なまでに担当課、一生懸命そうした松川町の特産品ということで限定して

お返しをしているのが現状でございます。 

このあと担当課の方からお答えをいたしますけれども、商工会、あるいは工業会等に

働きかける中で、なかなか返礼品の数が増えない。増やしてはいるんだけれども、そん

なような現状でございます。 

また、その市町村によっては、自分のとこの特産物ではない物も返礼をいたしており

ます。そうしたことをやっていけば、売り上げも税収もアップするかもしれませんけれ

ども、担当課のしっかりした考えの中で松川町はそういった現状であります。 

それからもう１点、このふるさと納税を返礼品だけじゃなくて、松川町のファンを少

しでも増やしていく方法、あるいはおいでいただく方法、様々な形で増やしていくこと

は大切だというふうにも思っておりまして、そういった点を指示しているところでござ

います。 

それからもう１点、今日の社説に書いております。「これまで赤字になる一方だった東

京の特別区は、返礼品競争に参入する動きを見せている。大阪府の松井一郎知事も先月、

何でもありなら府も本気で算入し、地方に負けないものを用意すると表明した」これ今、

大都市圏は取られる一方でございます。これが例えば東京のスカイツリーの半額券だ、

あるいはディズニーランドだ、様々な形でやっていくともう収拾がつかないんではない

かというふうに思っております。 

そもそも地方自治体の税収のやはり確保というものは、いろんな市町村によって特産

物のあるとこ、厳しいとこ様々あります。それはやはり地方交付税で国が責任を持って、

全国どこでも基準の財政額に沿った形の中の生活ができるように持っていくポイントは

やはり地方交付税だというふうに思っております。 

ふるさと納税全般につきましては、そのような考え方を持っております。 

状況につきましては、まちづくり政策課の方からお話をしてまいります。 

○議長（森谷岩夫） 酒井まちづくり政策課長。 

○まちづくり政策課長（酒井 仁） 町長の方から大まかなご説明がありましたので、私の方

は検証をというご質問でしたので、それにつきましてご答弁させていただきたいと思い

ます。 
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平成２７年度の松川町の状況ですけれども、寄附額の金額は県内で７７市町村ありま

すけれども、２６番目というような位置でございます。 

多い市町村では年間数十億円という寄附金を集める一方、何十万円というような自治

体もございます。 

当初この制度は町長が申されたように、自分の住む自治体に納める税金の一部を生ま

れた故郷や応援したいところへそういう自治体へというような仕組みでしたが、次第に

寄附額を増やしたい自治体が返礼品の豪華さを競い合うようになりました。そのため高

級食材や家電、商品券などを目当てにする人や節税対策として返礼品を得るのが目的化

しているような状況になっています。 

松川町の方針ですけれども、節度ある制度運用を行っていきたいと考え、返礼品は町

内産に限るとし、ふるさと納税を通じ、松川町のファンにつながるよう取り組んでまい

りました。 

２つほど事例を述べさせていただきたいと思います。 

１つ目は、平成２７年県内第４位のＡ市、これは４，４２８件、約７億５，０００万

円。それに対しまして松川町４，４２２件で約５，０００万円でございます。 

件数は同程度でございますが、Ａ市の場合、これは私の記憶で大変申し訳ないんです

けれども、確かパソコン１台２０万円ほどというような記憶だったと思います。分析し

ますと１件あたり高額な寄附があって、町村の高額が伸びたと。 

２つ目ですけれども、サイト運営業者に聞き取りしましたところ、１億円超えの１つ

の目標、壁というのは返礼品の商品数、こちらが大体１００品目提示できるかどうかと

いうようなお話をいただきました。 

同じく平成２８年第２位のＩ市は、件数６５，７９８件で１７億円、１件あたり２６，

０００円ほどになります。 

当町のこれ２８年度の状況ですけれども、年度当初３２品目、途中１０品目増やしま

して４２品目で行っておりますけれども、分析といたしましては高額な返礼品をある程

度準備する、または件数を増やすことではないかと結果分析をしております。 

以上です。 

○議長（森谷岩夫） 大蔵議員。 

○４番（大蔵 洋） ただいま分析のご報告がありましたが、松川町ポータルサイトホームペ

ージの記載が２６年度から活用、運用ということになっておりますけれども、制度は２

０年でできたわけですよね。そこを約７年間遅らせて松川町のＰＲをしてこなかったの
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はなぜかちょっとそこら辺もお聞きしたいなと思います。 

それから町長が申されたように、本来税源移譲が本筋だと思います。ただ、この制度

自体いろいろと問題が出てきていることは私も承知しております。換金しやすいような

商品券、それから地元特産品でないものわざわざ仕入れて送る。それから返礼品が寄附

額の約７割とか、そういうような問題が発生していることは承知しております。 

また、先ほど申されましたけれども、東京２３区の住民税の減少が著しいということ

で、世田谷、それから杉並区等は３０億円と地方交付税の補てんされない地域は非常に

苦しんでおります。 

一方、横浜、名古屋等２０億円ぐらい減収しておりますけれども、７５％の補てんが

あるということで、河村市長あたりはそれは都市の努力でなんとかやっていけるような

話もされておりましたが、控除額が寄附額を上回るよう管理されると、国、自治体、全

体から見ると歳入が増えるんじゃないかと判断しております。売り手の自治体、それか

ら作り手の地元生産者、業者、それから買い手の寄附者、それぞれに効果があって、三

方よしの制度ではないかなといろいろ問題ありますけれども、そういうようなことも私

は感じております。 

次に、寄附の活用の実態、納税者への情報発信ということでお聞きしたいんですけれ

ども、ホームページを確認しますと、寄附される方がお金の使い道を選べるよう、当町

の場合４項目の活用が載っております。 

広報まつかわの４月号を見ますと、４項目の中で高齢者生きがいづくり、公共事業の

寄附が非常に少なくて、あとほかの３項目については件数、寄附額も同様に寄せられて

おります。 

寄附されたお金は、応援基金にいったん繰り入れられた後に各事業に繰り出されてい

ると思いますけれども、制度開始後どのような事業でどのぐらい大きなもので結構なん

ですけれど、活用されたか。 

また、納税者に対して寄附された方にして松川町はこのように子育て支援にいくら使

いましたよとか、そういうような情報を納税者にフィードバッグしてリピーター作りに

取り組んでいるか、そこら辺もちょっとお聞きしたいと思います。 

○議長（森谷岩夫） 酒井まちづくり政策課長。 

○まちづくり政策課長（酒井 仁） 先ほど取り組みが遅れた原因というようなお話がありま

したけれども、こちらの方につきましては私どものその仕組みの方がどういう仕組みに

なるか把握するのに時間がかかったということだと思います。 
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ちょうどその頃だと思いますけれど、お米、阿南でしたね、そこの方が大きく取り上

げられたというような時期と多分同じようななりますけれども、そちらの方からこうい

う方法もあるんだという話が近隣の方から来まして、ポータルサイトの導入等を考えた

と思います。 

また、寄附金の活用状況、またフィードバックというようなお話ですけれども、現状

ではお礼状の発送をしております。 

じゃあ今までどんなものに使ったかというようなお話ですけれども、大きいもので大

変申し訳ございませんけれども活用事例の方をお願いしたいと思います。 

平成２４年度については、公用車、中古でございましたけれども、公共交通というよ

うなことも含めまして、バスを購入させていただきました。平成２７年度につきまして

は、ラッピング付きの公用車、看板、町のくだものをアピールするようなラッピングを

させていただいております。その公用車の購入費用を一部充てております。 

平成２８年度こちらの方につきましても公用車、バスの方ですね、そちらの方を予定

しております。もう購入しましたのでそちらの方であります。 

平成２９年度、予算審議中ではありますけれども、３，０００万円ほどをかけまして

保育園のエアコン設置に使ってまいりたいというような形で考えております。 

附則でございますけれども、平成２０年から平成２８年２月末ですけれども、約１億

１，２００万円ほどの寄附をいただいております。 

以上です。 

○議長（森谷岩夫） 大蔵議員。 

○４番（大蔵 洋） 各議員各自治体それから県内見ましても、教育、それから子育て支援に

多く活用されているところでございます。 

松川町も２９年度に３，０００万円ほど活用されるということで、できるだけ今後こ

の町、それから日本を育っていく遠い子どもさんたちに援助、活用されると非常にいい

んじゃないかなと考えております。 

先ほど品目が５０何件と言いましたけれど、この間見ておりましたら全部でちょっと

６品目増えて５３品目だと思うんですけれども、受付状況を見ると申し込み１万円コー

スのくだものが非常に多く寄せられております。人気品のそのくだものがほとんど数量

限定ということで、寄附をしてこれをほしいと言われても品切れが当然発生してきてい

るんじゃないかなと思われております。 

その点について、まつかわの里くだものの里ということでうたわれておりますし、寄
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附される方に十分に望まれるものを行き渡らせるような形をとっていくことは非常に大

切だと思うんですけれども、次年度以降、そういう希望された品物が品切れが発生した、

発生を防ぐためにどのような対応を考えているのか。なかなか寄附がこないと確保して

も残ってしまいますし、そこら辺の難しさもあると思うんですけれど、そこら辺ちょっ

とお聞きしたいと思います。 

○議長（森谷岩夫） 酒井まちづくり政策課長。 

○まちづくり政策課長（酒井 仁） 希望の多い進呈品、返礼品はやはりくだものの里松川町

でありまして、約７５％程度がくだものとなっています。こちらにつきましては、あい

菜果さんやもなりんさんの協力を得て、松川町の生産者の皆さんが手塩にかけて育てた

物を送りたいとの趣旨をご理解していただき、良い品物を提供いただけるようにご協力

をいただいております。 

一部の商品については、生産者の皆さん方の経営もございますので、数量が限定され

るものがあるのが実情です。 

あい菜果さん・もなりんさん、こちらの方は個人の出荷組合、また農協さんというよ

うな形になりますので、ほかに何か手はないかというような形で今、ほかの会社さん、

町内産の物を扱っている業者さんとも交渉をしているのが実情です。 

以上です。 

○議長（森谷岩夫） 大蔵議員。 

○４番（大蔵 洋） いろいろと問題ある制度でございますけれど、松川町の場合は特に総務

省の制度に対しても該当せず、趣旨に沿った形で運用されておりますので、次年度以降

も積極的に取り組んでいってもらいたいと思います。 

では続きまして、南信州まつかわ観光局（仮称）設立について向けた進め方について

お聞きしたいと思います。 

現在、来年３月の組織発足設立総会に向けて戦略会議、準備室、設立検討委員会の３

つの部署において種々検討が進められておるわけでございますが、この組織最終的には

法人化として考えておられるようですが、今いろいろな町民のご意見を聞く中でなかな

かこの観光局の法人化、設立に対して町民のご理解が得られてないような点も多々ある

んじゃないかなと私感じておるんですけれども、財政負担に見合った町民益を出せるに

はどのような形態の法人組織化が望ましいか、町長にお聞きしたいと思います。 

○議長（森谷岩夫） 深津町長。 

○町長（深津 徹） ただいま準備室、検討委員会が立ち上がって検討をしていただいている
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ところでございます。 

観光を通じての地域づくりということが一番だというふうに考えております。観光を

通じることで、産業やあるいは交流人口、様々な面で大きな影響を及ぼしてこようかと

いうふうに思っております。 

それらのことにつきまして、行政サイドで今まで担当課でずっとやり続けてきたわけ

でございますけれども、やはりそうした中である程度事業が広がってまいります。そう

した中である程度専門性を持った形の中、あるいはスピード感、様々な民間感覚という

ものをそれこそ取り入れていく中で、今までの形態だけでいいのかというのが大きな疑

問点として上がってまいりました。そして別組織というような形で提案を申し上げ、今

検討をいただいているところでございます。 

○議長（森谷岩夫） 大蔵議員。 

○４番（大蔵 洋） 今町長が申されましたように、昨年の１０月１８日の説明会がございま

して、私も地区の町政懇談会の折にその観光局の設立というようなお話をちらっといた

だいた以降、初めてこの説明会があるということを聞きまして参加、聴講いたしました

けれども、その中で今、町長がおっしゃられたように、観光交流は目的ではなく、地域

づくり、地域再生が目的であるというようなご説明をいただきまして、ぜひ疲弊しがち

な地区がいろいろと発生してきておりますので、この観光局がどのような形で地域を深

掘りしていくのかなと期待して、戦略会議にも都合のつぐ限り出席しておりますけれど

も、なかなかここのところ参加者が減ってきていると。 

第１回目の時に３６名のそれこそいろいろの考えをもって前向きで若者が非常に多か

ったんですけれども、近頃を見ますと１５名弱程度ということで、非常に参加者が減っ

てきているのが現実です。 

先日の全協の時の観光局室長の説明では、一人称でハードルが高くなって戦略会議の

出席者が減っているというようなお話がありましたけれども、果たしてそれだけかなと。 

戦略会議で取り上げられているテーマとか、そういうのを見ていると、果たして本当

にそれで観光交流の先を見据えたような会議かなと。もう１年を切っている、設立来年

３月とすると１年をもう切っておるわけですけれども、そのテーマの設定とか、この間

も歴史について、農業自然とかそういうようなことについてレポートの提出がありまし

たけれども、はたしてそれが戦略会として地域の深掘り、それから今後に向けてやって

いく中で問題点を掘り起こしていく必要があるのに、その歴史を見て、それからこの短

い間に問題を解決できるのかなというようなことで、非常にちょっと私不安を感じてお
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るところです。 

それでやめられてというか、出席されなくなった方は非常に自分で地域起こしをし、

品物を作ったりして非常に松川町の未来を考えて貢献されている方たちが非常に減って

きておるわけですけれども、そこら辺室長どのように今感じているか、一言ご見解をお

願いしたいと思います。 

○議長（森谷岩夫） それでは片桐観光局準備室長。 

○観光局設立準備室長（片桐雅彦） よろしくお願いいたします。 

この観光地域づくりの取り組みといいますか、南信州まつかわ観光局設立に向けたこ

のスケジュールにつきましては、昨年６月の議会の折に町長の方から発表がありまして、

スタートをいたしました。 

その後、１０月に準備室を設立しまして、当初の予定では本年３月ですね、設立を目

指すという形でスタートをさせましたが、やはり町民の方への理解ですとか、参画を求

めていくことが非常に大事だろうということに立ち戻りまして、来年３月ということで

約１年スケジュールを延ばして、今半年進めてきたところでございます。 

その中で、まず住民参加という点では、設立検討委員会を設置いたしまして、商工会、

観光協会、ＪＡ、それから関係者の皆様方で２５名の委員の方に入っていただいて検討

委員会を設置しております。それに加えまして、住民参加型の実践型のワークショップ

ということで、観光交流地域づくり戦略会議ということでスタートをさせておりまして、

今、大蔵議員からご発言ありましたとおり、当初は３６名という登録でスタートをした

ところでございます。 

現状どう考えているかということでありますけれども、これまで戦略会議の方では地

域ブランドをどう位置づけていくのかということですね、松川町らしさですとか、松川

町に将来残したいもの、それを深掘りして磨き上げていくという作業の中で、これまで

に１０回の戦略会議を重ねております。 

現在までには農業ですね、農ある暮らしですとか、それから松川町の特徴であるくだ

もの、それから自然、山、川、緑、２つのアルプスが見えたり千畳敷段丘のお話があっ

たりとかいうこと。 

それからそれを支える人柄等の３つのテーマが挙げられておりまして、これを現在深

掘りしていくというようなタイミングにきております。 

この目的は、やはり地域ブランドというものを地域資源の中から見いだしていくとい

う作業だというふうに思っておりまして、現在それを深掘りして具体的に体験プログラ
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ムのようなものを実際に戦略会議の皆様に企画、あるいはモニターツアーを実施してい

くというようなことを次の段階で行っていきたいと思っております。 

これは戦略会議の皆様方が、自分たちでこれが地域ブランドだと思ったものが、外か

ら見えた方々にとってどう見えるのかなということを探ってもらうというタイミングに

したいというふうに思っておりまして、そんなことを考えております。 

それらを今後また繰り返していって、地域ブランドと、松川町独自の地域ブランドは

何かということを継続的に見いだしていきたい。それで見いだしたあとは、それをまた

プロモーションしていくというような形につなげていきたいというふうに思っておりま

す。 

また、会議のハードルの高さという話でございます。確かに全協の方で私の方から一

人称ということで、少しハードルの高さもあるということもあるかなというふうに申し

上げましたが、現在それでも毎回おおむね大蔵議員さんにも参加いただいておりますけ

れども、２０名弱の方々には参加していただいておるかなというふうに思っております。 

参加者の方も特に大きく偏りがあるということもなく、幅広く来ていただいておるか

なというふうに思っております。 

特にその組織から代表してきていただいているというわけではありませんが、各地域

づくり団体ですとか、観光協会に関する方々、それから実際に農業、観光農園をやって

いる方々、料飲組合、農業法人、それから地域的には生東を考える会、それから案内人

のボランティアの「おいなんよまつかわ」の皆さん、交通事業者、金融機関等々の方々

で、世代も若い方は２０代の前半の方から６０代までということで、幅広い皆様にご参

加いただいているというふうに考えております。 

実際に青年会議の家に参加していただいております大蔵議員さんのその感覚も参考に

させていただきながら、毎回その内容や進め方についてはアドバイザーとも相談をしな

がら準備室で準備して検討進めておりますので、引き続き観光地域づくりに参画してい

ただける方に、できる限りやりがいのある形で参加していただけるような運営の仕方を

行っていきたいというふうに考えております。 

以上でございます。 

○議長（森谷岩夫） 大蔵議員。 

○４番（大蔵 洋） 今、ただいま室長の方から今後の取り組み方、それから今までの経緯等

説明がありました。 

松川町は、農業以外にも多くの産業の上に成り立っておるわけでございます。 
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来年３月も１年を切ったような状態ですけれども、その会議を通じてこの地域をおこ

して、ぜひ観光交流の場で終わるんじゃなくて、その先をしっかりと見据えて取り組ん

でいってもらいたいと思っております。 

私の質問は以上でございます。 

○議長（森谷岩夫） 深津町長。 

○町長（深津 徹） 答弁といいますか、全体的なことでございます。 

先週火曜日に広域連合の会議がございました。その一番に冒頭で南信州観光公社の社

長、それからＤＭＯ、阿智の観光局の社長、２人の話がございました。 

それはこれからの時代、将来に向けてこの南信州をどういうふうに観光、交流を増や

していくか、多くの人に来ていただくかということで、お二人の方から自分たちの考え

等の話がございました。 

そこでやりとりできるまでの時間はなかったんですけれども、非常に前向きな、行政

だけではやっぱりあそこまでは考えられないなというような考え方、意見もございまし

た。非常に積極的な広域的にどう取り組んでいくか。 

それで私は、やりとりはそんな時間なかったんですけれども、私は意見を申し上げま

した。これから将来に向けてこの１４市町村がどのようにリニア、あるいは三遠南信で

多くの人たちが訪れる人たちをどう連携をとっていくかというのが最重要であると。そ

れぞれの１４市町村の持っているキャパシティー、あるいはこの地域が観光地として大

きく全国的に取り上げられるだけの資源というものは乏しいと思っています。しかしな

がら、素晴らしいこの環境や自然大切にしていかなくちゃならないものがある。それを

どうやって連携をしていくかということが最重要課題であるというような意見も申し上

げ、広域的な連携を図っていくことが大事だというふうに痛感をいたしております。 

そうした広域的な連携をとって、これからの地域を考えていく上で、今までの行政の

産業観光課という形の中で物事を考えていくよりは、やはりもう少し民間の感覚の中で

別組織があって積極的に取り組んでいかなければ難しいんではなかろうかなというふう

に感じている次第でございます。 

以上です。 

○議長（森谷岩夫） 以上で大蔵洋議員の質問を終わります。 

 

◇ 川 瀬 八十治 ◇ 

○議長（森谷岩夫） 次に、３番、川瀬八十治議員。 
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○３番（川瀬八十治） それでは通告に従いまして、２点の質問を行います。 

２点でありますけれども、介護施設について、認知症対策についてということであり

ます。 

少子高齢化社会の進む中ではありますけれども、今回の質問につきましては、高齢化

社会に絞っての質問とさせていただきます。 

今、日本人の平均寿命は、女性が約８７歳、男性が約８１歳でありまして、毎年平均

寿命も延びておるところでございます。 

また、その一方では、同じように介護を必要としている人が同じように増えておるわ

けでございます。我が松川町も、同じことが言えるのではないかというように思ってお

ります。 

あるアンケートによりますと、日本人の９割以上の方が、老後に対して非常に不安を

持っているということであります。 

私も若い頃は、さほど感じることもなかったところでありますけれども、最近少し考

えるようになってきたというように思っております。 

また、４月からは、介護保険制度の改定がありまして、介護認定の方の１・２の方に

ついては、一部が町に完全移行になるというように聞いております。 

また、そういう完全移行になりますと、担い手の確保や保険の負担等いろいろな課題

があるかと思われます。 

町の第５次総合計画の中では、医療、福祉サービス充実を図るというふうになってお

ります。少しでも安心して暮らしていけるようなふうに持っていきたいなというふうに

考えておりますけれども、そこら辺につきまして町のお考えをお聞きしたいと思います。 

○議長（森谷岩夫） 深津町長。 

○町長（深津 徹） 川瀬八十治議員の質問にお答えをしてまいります。 

介護保険事業についてでございます。 

私の方から全般的なことを申し上げてまいりたいというふうに思っておりますけれど

も、私も幾度となくいろんな場面で３つの要望についてお話をしております。 

災害予報、保健予防、介護予防、この３つの予防が大切であるというふうに考えてお

ります。 

保健予防は、やっぱり今日は保健の質問ではありませんけれども、やはり生活習慣病

をいかにして押さえていくか。 

それから介護予防につきましては、認知症というふうにこういうふうに思っておりま
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す。 

そうした意味で、介護予防にも一昨年から介護予防、特に認知症については大きく取

り組んでいるところでございます。高齢化率３２.１％ということで、松川町なっており

ます。 

また、人口構造からも平成３２年度ぐらいまでには増えていくんではなかろうかとい

う予測を立てております。 

介護事業につきまして、細部につきましては担当課長の方からお答えをしてまいりま

す。 

○議長（森谷岩夫） 川瀬議員。 

○３番（川瀬八十治） ただいま町長の方から答弁がございました。 

私は今回の質問の中で、高齢化社会が進む中、介護施設についてということでありま

す。いろんな方、データや数字等を提示しての質問ではありますけれども、私の方は住

民の生の声というような形で、数字、データ等ございませんので、そこら辺の方をご承

知おきを願いたいと思います。 

まず、初めにでございますけれども、町の介護施設、いろんな介護施設があるかと思

います。現在のその利用状況、また施設数、通所型、入所型等のそれぞれの別の形があ

るかと思いますので、そこら辺をちょっとお聞きしたいなというふうに思っております。 

○議長（森谷岩夫） 米山保健福祉課長。 

○保健福祉課長（米山政則） それではお願いいたします。 

本人の状態に応じましてケアプランを作成するわけなんですけれども、そういった形

で利用される介護施設につきましては、町内に１２の施設がございます。 

大きく分類をいたしますと、認知症の高齢者の皆さんが衣食住をともにしながら介護

サービスを受けられるグループホームがございます。また、食事や入浴などの介護サー

ビスや機能訓練を日帰りで受けられるデイサービスセンターというものがございます。

また、病院などで日帰りの機能訓練が受けられるデイケア、それから自宅で介護を受け

ることが困難で、常に介護が必要な方が利用できる原則介護度３以上の方になりますけ

れども、そういった方が入所いたします特別養護老人ホームなどがございます。 

いずれの施設につきましても、介護度によりまして利用できる施設が異なってくるわ

けなんですけれども、利用状況につきましてはグループホームにつきましては、１８床

ですとか９床といったような施設がございますけれども、特養につきましては５０床あ

りますが、それぞれ満床の状態でございます。 
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それから介護認定を受けた方が利用をいたしますデイサービスでは、２０人の定員に

対しまして週に複数回利用される方もいらっしゃいますので、おおむね８割から９割程

度の利用状況かと思っております。 

それから介護の必要度が比較的低いとされる要支援の方ですが、デイサービスですけ

れども、町内には最大で５０人の定員というところもございますけれども、定員の約６

割程度にとどまっているというのが利用状況でございます。 

よろしくお願いします。 

○議長（森谷岩夫） 川瀬議員。 

○３番（川瀬八十治） ただいま施設等の数とまたそれぞれの別々の内容をお聞きしたわけで

あります。 

それこそそれによって、いろいろどういうふうに変わるかということはわかりません

けれども、人数として高齢化社会、人口が増加しております。ここ２～３年どんな人数

というか、利用している人の推移があるかなというふうに思いますので、そこら辺の人

数的なところをお聞かせ願いたいと思います。 

○議長（森谷岩夫） 米山保健福祉課長。 

○保健福祉課長（米山政則） 利用されている人数、最近の推移でございますけれども、比較

的介護度が高い方が利用するグループホームですとか、入所施設につきましては退所す

るケースが少ないというようなことで、先ほどちょっと触れましたが満床ということで

ございます。 

グループホームにつきましては、待機者も４人から５人あるというふうにお聞きをし

ております。 

それから介護度の必要度が比較的低い要支援の方が利用するデイサービスですけれど

も、総合事業というのが昨年の４月から始まってまいりまして、利用がこれまでのよう

に月額の定額制から一日あたりの単位制になったというようなこともありまして、利用

者負担の軽減は図られているんですけれども、若干利用が手控えられているというよう

な現状でございます。 

また、これに連動いたしまして、デイサービスと宿泊と訪問介護が利用できます小規

模多機能型の居宅介護サービス施設が町内にございますけれども、そちらの利用が使い

勝手がいいというようなことの中で利用が増えているというようなのが最近の状況でご

ざいます。 

よろしくお願いします。 
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○議長（森谷岩夫） 川瀬議員。 

○３番（川瀬八十治） ありがとうございました。 

今、私が非常に思っていることはデイサービスでございますけれども、本当にお年寄

りの方、楽しんでいく方がたくさんおるような気がしております。 

いずれにしましても、そういう年をとってからいろんな人と触れ合い、そしていろん

な行事等に参加できるというのは本当にデイサービスなんかはよろしいかなというふう

に考えておるところでございます。 

ぜひ、方向的にはいろんな介護の方のありますけれども、楽しく和気あいあいとでき

るようなデイサービス等の充実が本当にいいんじゃないかなというふうに思っておりま

す。 

介護施設の方の今、内容等にはお聞きしたとおりでございますけれども、次に入所介

護の方であります。 

特養松川荘等の入所型ということでありますけれども、今、非常に待機者が多くて、

なかなか入所ができないというようなことをお聞きしておりますけれども、今の時点で

どのくらいの方が待機されているのかお聞きしたいと思います。 

○議長（森谷岩夫） 米山保健福祉課長。 

○保健福祉課長（米山政則） 松川町の入所待機者ですけれども、最新の２月２８日現在でご

ざいますが、３５名ということでなっております。 

よろしくお願いします。 

○議長（森谷岩夫） 川瀬議員。 

○３番（川瀬八十治） 今、３５名という方でございましたけれど、私が思った数字よりはか

なり少ないような感じはしました。 

その３５名の方が今いらっしゃるわけでございますが、これからまただんだん増える

可能性もありますし、その３５名の方も含めて、今後の対策というか、そこら辺をお聞

きしたいなというふうに思っております。 

○議長（森谷岩夫） 米山保健福祉課長。 

○保健福祉課長（米山政則） 特養松川荘でございますけれども、定員が５０名ということで

ございまして、２月２８日現在で松川町から２２名の方、それから高森町が６名、豊丘

村が２名、大鹿村３名、飯田市１７名ということで５０名満床でございます。 

特養の所在市町村には３０％の入居枠というのが設けられておりまして、松川荘の場

合ですと５０名の３０％ですので１５名というような形になります。このほかに一般枠
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からの入所を含めますと、現在松川町ではそれにプラス７名ということで、４４％の方

が今、松川町出身の方が入所されているというような状況でございます。 

しかしながら、入所待機者につきましては、最新の３５名からこれまでも４０名とい

うような中で推移をしておりまして、なかなか減少しないという状況でございます。そ

んな中で、第６期の介護保険事業計画の中におきましては、平成３７年度までに約３０

床を増床する計画を立ててございます。 

これにつきましては、地域密着型特養として、松川町民のみを受け入れる施設とする

のか、あるいは単に増床をしてその３０％枠の中で拡大を図っていくかということはま

た今後の検討課題というような形でお願いしたいと思います。 

○議長（森谷岩夫） 川瀬議員。 

○３番（川瀬八十治） ありがとうございます。 

今、３０床の増床を平成３７年度までということでありますので、この３７年度まで

早いか遅いかはまたちょっと別といたしまして、ほかに今、広域連合、南信州広域連合

の施設があるということでありますけれども、そこの施設との連携、また調整等を図っ

ていて、そこの３５名から４０名の対応ができるかどうかというところもちょっとお聞

きをしたいと思います。 

○議長（森谷岩夫） 米山保健福祉課長。 

○保健福祉課長（米山政則） 現在、その南信州の広域連合では、入所措置調整要項というの

が定められておりまして、例えば飯田市が入所措置をした方が退所した場合は飯田市の

入所待機者から調整していくと。一方で、町村が入所措置した入所された方が退所した

場合には、町村の入所待機者から調整していくというようなことでございまして、優先

度につきましては介護度ですとか、独居、それから家庭支援体制だとか認知度などを点

数化しまして、上位から入所をしていくというような状況でございます。 

入所判定につきましては、３月に一回のペースで行われているところでございます。 

○議長（森谷岩夫） ここでお諮らいをいたします。 

１２時になりましたが、もう少し区切りのいいとこでと思いますのでよろしゅうござ

いますか。 

（「異議なし」との声あり） 

○議長（森谷岩夫） 川瀬議員。 

○３番（川瀬八十治） 今、議長の方から区切りのいいところということでございますので、

簡単にくぐりのいいところまで持っていきたいと思っております。 
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実は広域連合との施設ということで、よく私わからなかったところでありますけれど

も、やはり飯田市なら飯田市、町村なら町村というとこでありますけれども、そこら辺

につきましてうまい調整を図っていただいて、なるべく地元の施設へは入れるような形

にしていただければ、いろんな状況から見ても大変にいいんじゃないかなというふうに

思っております。 

また、今まで質問してきた中でございますけれども、先ほど病床増床がありますとい

うようなこともありますけれども、現在の施設で果たしてそれを増床した場合に、施設

の規模等十分であるかなというふうにちょっと心配をしておるとこであります。さらに

は老朽化等も含めて、設備の改善等が望ましいかなというふうに思っておりますので、

そこら辺をちょっとお聞きしたいなというふうに思っております。 

○議長（森谷岩夫） 米山保健福祉課長。 

○保健福祉課長（米山政則） さっきちょっとすいません答弁漏れまして、松川町では３５と

いうふうに申し上げたんですけれども、南信州広域連合の管内では１４の特別養護老人

ホームがございます。公設と法人合わせてでございますけれども、やはり５１４名の方

が今待機者となっているという状況でございます。ちょっとすいません、先ほどちょっ

と答弁漏れでございます。 

施設の老朽化等としての考え方ということですけれども、国は以前、地域の特養です

とか有料老人ホームとか、地域密着型施設の施設数につきましては、高齢者人口の３７％

というような考え方を示しまして施設整備を促してきておりまして、現在町全体ではお

おむねこのルール上にある状態でございます。 

こうした中で、団塊の世代が７５歳以上となる２０２５年を目処に、重要な要介護状

態となっても住み慣れた地域で自分らしい暮らしを人生の最後まで送り続けることがで

きるよう、住まい、医療、介護、予防、生活介護が一体的に提供される地域包括ケアシ

ステムの構築を今推進しているところでございます。 

この考え方からいきますと、施設から在宅へという方向性の中にあるわけでございま

すが、入所施設につきましては町として費用最小限を確保していく必要はあると思って

おります。 

ただ、今後の介護給付費の動向ですとか、その先ほどの３７％ルールというものを勘

案する中では、特に在宅での利用が増えている地域密着型施設、これにつきましては介

護保険事業計画の策定懇話会などで施設利用の必要性等また検討していかなければなら

ないというふうには考えておるところでございます。 
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○議長（森谷岩夫） 川瀬議員。 

○３番（川瀬八十治） ありがとうございました。 

時間の方もございます。また、ほかの時の質問ということで介護施設についての質問

はこの辺で終わりにしたいと思います。 

○議長（森谷岩夫） それではここでいったん川瀬議員の質問は打ち切りまして、残りは午後

に回したいというふうに思います。 

以上で休憩とさせていただきます。 

 

休  憩  午前１１時５８分 

再  開  午後 １時００分 

 

○議長（森谷岩夫） それではただいまから再開をいたします。 

川瀬議員。 

○３番（川瀬八十治） それでは午前中は、介護施設についての質問をさせていただきました。 

２つ目の質問になりますけれども、認知症についての質問をいたします。 

全国では２０２５年ではありますけれども、７００万人の認知症。６５歳以上は５人

に１人はということで認知症が確認されております。また、最近認知症によります交通

事故等が発生しております。 

認知症については、自分ではなかなかわからないという部分がありますけれども、そ

ういう交通事故等が増えていく中、本当に心配をしておるところでございます。 

松川町でも１３，０００人の中、６５歳以上の人が約４，２００人、またその中で介

護認定者は７４０人というふうに聞いております。また、その７４０人の半数に近い３

９０人の人が認知症とも言われております。高齢化社会になり、認知症がどんどん増え

ているということであります。 

これは他人事ではなく、自分も身近な問題ではないかというふうに考えておるわけで

ございます。 

それでは質問の方に移らさせていただきます。 

認知症初期集中支援推進事業ということがありますけれども、この事業についての内

容とまた日赤病院のオレンジチームがあります。オレンジチームと町の地域包括支援セ

ンター、ここの連携はどのような感じなっているのかをお聞きしたいと思います。 

○議長（森谷岩夫） 米山保健福祉課長。 
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○保健福祉課長（米山政則） この認知症初期集中支援推進事業でございますけれども、認知

症になっても本人の意思が尊重され、できる限り住み慣れた地域で暮らし続けることを

支援するということで、国が設置を推進しているものでございます。 

松川町でも平成２７年の９月に下伊那赤十字病院に委託をいたしまして、認知症初期

集中支援チーム、通称オレンジチームと呼んでおりますけれども、こちらが設置をされ

ました。 

当時県下では３番目の取り組みということで、早い段階での取り組みだったというこ

とでございます。 

これによりまして、認知症の人ですとか、その家族に対する訪問など早期に専門職が

かかりまして、早期診断、早期対応に向けた支援を行うことが可能になってきておりま

す。 

このオレンジチームの実績でございますけれども、平成２７年度につきましては訪問

実人数が５２名、延べ訪問件数では１９８回を数えております。また、今年度２８年度

につきましては、１２月末ではございますけれども、実訪問人数で９８名、延べ訪問件

数では５２３回ということで、１人あたり平均で５.３回の訪問を実施しております。 

認知症が疑われる方、または認知症を患っている方で、医療サービスですとか介護サ

ービスを受けていない方、または中断している方のそれらにサービスを受けているけれ

ども、対応に苦慮しているというようなそういった方の相談を受けているところでござ

います。 

この認知症になるリスクが高い方を抽出してオレンジチームが個別に訪問することで、

発症を未然に防いだり、医療機関ですとか、介護予防事業、介護サービスに早期につな

げることが可能になっております。 

この結果に基づいて、オレンジチームが各それぞれ医療機関ですとか、専門機関につ

ないでいるわけなんですけれども、地域包括支援センターへも３１.２％をつないでいた

だいております。 

包括支援センターにつないでいただくことで、介護予防事業ですとか、要支援のケア

プランに結びつけて取り組んだ結果、こうした連携が介護認定者の抑制に一定の効果を

上げる要因になったというふうに考えております。 

よろしくお願いします。 

○議長（森谷岩夫） 川瀬議員。 

○３番（川瀬八十治） 今、お答えいただきました。 
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実は認定する以前の問題でありまして、例えば認知症になっておるんですけれども、

お年寄り２名がおって、１人が認知症だということがあったときにどうしたらいいかと

いうようなことが１点あります。町の方へいってどういうふうに受け付けというかをし

たらいいかというのを１点ちょっとお聞きしたいのと、認知症サポーターの養成講座が

先月もありました。資料によりますと、平成２６年はサポーター登録数が８８０人とい

うふうに聞いております。養成講座を進めている中でありますけれども、今年度は何名

になったのか。また、その人たち、サポーターの方、どのような取り組みをなされてい

るかの質問でございます。 

よろしくお願いします。 

○議長（森谷岩夫） 米山保健福祉課長。 

○保健福祉課長（米山政則） まず、認知症を疑われる方、そういった方がどういったところ

に相談ということなんですけれども、やはり専門の知識を持ったオレンジチームへの直

接相談していただくのが一番いいかと思います。それはご本人に限らず、介護をされる

方という方にも相談に乗っておりますので、その相談によりまして必要な機関につなげ

ることができるというようなことでございます。 

また、ちょっとそれではちょっと敷居が高くて相談しにくいというような方につきま

しては、包括支援センターの方へご相談をいただければオレンジチームの方へも紹介を

いたしますので、ぜひそういった不安に思っていらっしゃる方いらっしゃったらそうい

ったところへ相談をかけていただければよろしいかなというふうに思います。 

それから認知症サポーター養成講座の関係でございますけれども、今年度２８年度に

つきましては２９６名の方が受講をされております。これまでに日赤奉仕団ですとか、

松川高校の生徒、それから小学校６年生、それから議会議員の皆さん、それから役場職

員というような中で、これまでに１，１７６名の方がこの認知症サポーターの養成講座

を受講をいただいております。 

サポーターの皆さんには、主に認知症の方の早期発見ですとか、徘徊による最悪のケ

ースに対しまして、町で見かけたようなときには対応を考えているところでございます。 

例えば職場においての対応ですけれども、その方の様子から早期にオレンジチームへ

つないでいただくですとか、例えば個人ですとけいちょう、それから徘徊等が発生した

場合には、その早期発見につなげるための支援員としてご活躍をいただければなという

ふうに思っております。 

私としては、町民全員の方がサポーターになっていただくということが理想的だなと
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いうふうには思っております。 

そんな中で、このサポーター養成講座につきましては、５人以上の集まりであればど

こへでも無料で講座を開催できるということでありますので、ぜひ大勢の方に受講をし

ていただければなというふうに思っております。 

お願いします。 

○議長（森谷岩夫） 川瀬議員。 

○３番（川瀬八十治） 今、サポーター２８年度含めて１，０００人以上の方が受講されて登

録されているということでございます。 

日赤のオレンジチームの中で、本当にサポートしてくれる方がいらっしゃいます。な

かなか人数が少なくて、全町網羅することはできないかと思いますけれども、できるだ

け多くのサポーターで認知症の方支援していただければいいかなというふうに思ってお

ります。 

次の事業でありますけれども、ＳＯＳのネットワークシステムについてであります。 

実は先ほどの新事業の中でありましたけれども、このＳＯＳネットワークシステム、

これについて少し教えていただければなというふうに思っております。 

それと合わせまして自殺対策、さらには推進福祉相談窓口業務委託というふうにあり

ますので、この２点について説明をお願いいたします。 

○議長（森谷岩夫） 米山保健福祉課長。 

○保健福祉課長（米山政則） ２９年度の新規事業ということで、今お話のございました２つ

ＳＯＳネットワークシステムの導入と自殺対策推進保健の相談窓口の業務ということで

ございます。 

まず、ＳＯＳのネットワークシステムなんですけれども、私が今年度からこの保健福

祉にお世話になりまして、年間を通じて行方不明になるというケースが何件かございま

す。当町に限らずほかの町、県外からも行方不明になったというようなことで、情報提

供を求める文書が二桁に上るというふうに認識をしております。 

こうした中で、危機管理係ですとか、あるいは松川町交番の協力を得る中で、昨年徘

徊高齢者等の捜索行動マニュアルというものを作成をいたしました。 

もしそういった事案が発生した場合には、家族や行政、関係機関が連携して一体とな

って対応することによって、そのそういった認知症、徘徊の高齢者等を早期に発見して、

生命の危険をできるだけ回避したいということで対策を打ったわけでございます。 

このＳＯＳネットワークシステムは、それを補完するものというふうに考えておりま
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して、認知症等で行方不明となる、心配のある方の親族等が事前にセンターに対象者を

登録していただきます。その一方、支援者となる方なんですけれども、例えば先ほどの

認知症サポーターですとか、介護サービスの事業所、あるいは社協、ボランティア、消

防団、民生児童委員等々がございます。また、宅配の業者ですとか、郵便局等もあるか

と思いますが、そういったものを想定しておりますけれども、それも支援者として事前

に登録をしておいていただくということで、仮にその対象者の方が行方不明になった場

合には依頼者は警察への捜索願とともにセンターへ通報いたしまして、センターが支援

者に情報提供していくということで、それによって早期に発見するというシステムです。 

そういう意味では、できるだけ多くの方に支援者になっていただきたいなというよう

な思いはございます。 

また、自殺対策の窓口の業務でございますけれども、県内の自殺者数というのが平成

２１年度から２７年度の集計で３，３００人余でございます。死亡、その死亡原因につ

きましては、そのがんとか心疾患に次いで多いというような状況でございます。 

こうした中で、自殺対策の基本法が改正されまして、市町村は自殺対策の計画を平成

３０年度までに策定をしなければならないというふうにされました。 

町ではこの動きに合わせまして、関係機関から構成されます自裁対策の連絡会を設置

をするとともに、専門の窓口を旧北名子保育園の地域活動支援センターあすなろの方と

併設をしております障がい者相談支援センターに委託をいたしまして、相談窓口を設置

するというものでございます。 

新年度の事業ということになりますけれども、いろんな困りごとにつきましてはそち

らの方でご相談いただければというふうに思っております。 

○議長（森谷岩夫） 川瀬議員。 

○３番（川瀬八十治） 今、お答えがありましたように、徘徊者については本当に家族も含め

まして大変な状況になるかと思います。 

チャンネル・ユー等で広報も含めまして、徘徊者できたときに流しておりますけれど

も、消防団も含めてどういう形で徘徊者を見つけることがこれは一番大変なことだと思

います。 

１つの例を聞いてみますと、一回出るとまたすぐ出てしまうと。比較的同じコースを

たどるというようなことを聞いておりますので、もしそういうことがありましたら参考

になるかなというふうに思っておりますし、また認知症の介護の方では非常に精神的に

疲れてしまって、悲しい事件も起きるときもあります。ぜひ、そういうことのないよう
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なサポートができればいいかなというふうに思っております。 

自殺対策等の窓口よくわかりましたので、そこら辺につきましてはまたいい方向に進

んでいったら報告をいただければ結構かと思います。 

それで今までで質問でありますけれども、町の職員の関係でございます。いろいろ事

業今２つほど新規事業がありますけれども、今までの中から含めまして、事業が増える

中、職員数についてでありますけれども、今の人数で対応ができるかどうかをちょっと

お聞きしたいと思います。 

○議長（森谷岩夫） 米山保健福祉課長。 

○保健福祉課長（米山政則） 特に地域包括支援センターの職員につきましては、私センター

長も兼ねておりますので、合計７名ということにはなっておりますけれども、今、産休

の職員もございまして、実際の対応はもう少し少ないというような状況でございます。 

認知症対策に限らず介護予防のケアマネジメントというのが今１９５件ございます。

そういった中で、職員１人あたりの受け持ち件数としては基準をかなり上回って今対応

しているというのが現状でございます。 

また、平成２８年度から総合事業に関するサービスの事業者が町指定になったという

ようなことであります。引き続いて平成３０年度からは、ケアマネの事業所につきまし

ても町指定となるということになっておりまして、そういった業務に対する指導、監督

についても地域包括支援センターでやっていきなさいというような形になっております。 

今後ますます負担は増えるというようなことでございますので、やはりまずその介護

予防という入り口にある地域包括支援センターの果たす役割を考えますと、介護給付費

の抑制というようなことの観点からも、将来的には増員も必要ではないかなというふう

には感じているところでございます。 

○議長（森谷岩夫） 川瀬議員。 

○３番（川瀬八十治） 今、お答えの中では、将来的にというお答えでありましたけれども、

やはりできるだけ早めの対応ということが必要じゃないかと思います。 

それこそ高齢化が進みまして、今言ったような事業がどんどん増えてきますと、さら

には事業が増えるんではないかというふうに思っております。 

職員一人ひとりのレベル上げていただきまして、できるだけ必要な部署には適材の人

数で業務を円滑に運営していただけるようなことをお願いいたしまして、私の質問を終

わりにいたします。 

○議長（森谷岩夫） 以上で川瀬八十治議員の質問を終わります。 
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◇ 佐 藤 史 人 ◇ 

○議長（森谷岩夫） 続きまして２番、佐藤史人議員。 

○２番（佐藤史人） 質問の前に一言ごあいさつというか感想を述べさせていただきます。 

３月１１日、私ちょっと用事がありましたので役場にまいりました。そうしましたら

役場の前の掲揚旗に日の丸の半旗が掲げられておりました。事情はあとで聞きましたが、

やはりそういったその東日本大震災の日に半旗を掲げるという行為、それからそれに気

づいた人、またそういったことに対して感じるということが大事だと思いました。 

やはり町民の立場に立っていろいろするという基本はそういうことだと思います。 

それでは通告に従いまして、本日はまず町民への教育施策についてと南信州まつかわ

ハーフマラソン大会の２つについて質問させていただきます。 

まず、最初に２９年度の町の施策を見たときに、やはり子育て支援の問題とそれから

高齢化社会を迎えたその福祉の大きな事業が挙がっております。 

いろいろな事業がございますが、来年度の子育て支援の重点施策について町長のお考

えをお聞きしたいと存じます。 

○議長（森谷岩夫） 深津町長。 

○町長（深津 徹） 佐藤史人議員の質問にお答えをしてまいります。 

お答えをする前に佐藤議員、今、国旗半旗の言葉がございました。 

３月１１日、１２日が日曜日で月曜日私の朝礼当番でございました。私１１日の日に

来てそれを見ておりますので、職員全員にその話をいたしました。職員に感謝をしまし

た。よく気がついてくれた。そういう心が大切だ。同じことを全職員に月曜日の朝礼で

言ったところでございます。 

さて、ご質問でありますけれども、教育関係についてでございます。 

子育て支援ということは、大きな第５次総合計画の中でも柱でもございますし、私が

ストップ人口急減社会を目指していくんだという方針の下の中で、出会い、結婚、出産、

子育て、仕事、住まい、この６つの項目について、横断的に総合的な政策を継続してい

くことが松川町の人口の若者定住につながっていくというふうに考えております。 

それらの政策を２８年度今年度から様々な形、すべてというわけにはいきませんけれ

ども、形として推し進めてきているところでございます。 

そうした中で、子育て支援でございます。 

これにつきましては、私も最重要課題と捉えて、２９年度もそうした子どもたちの育

っていく子育ての環境、ハード、あるいはソフト面、様々な面について優先順位をつけ
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ながら取り組んでいくところでございます。 

総合教育会議というのが始まっております。教育委員会に総合教育会議は町長の招集

ということでありますので、つい先日も会議を開きまして、２９年度の松川町の教育方

針等が教育委員会からも出され、協議がされておりました。それらを目指してやってい

くということになろうかというふうに思っております。 

また、子育ての支援につきましては、生まれてから保育園、小学校、中学校、それぞ

れ入学という大きな節目があるわけでありますけれども、今、この現代社会における子

どもたちが義務教育を終えるまでには、多大な経済的な負担も家族がしょっていくよう

な形になっております。それらもしっかりと数字を精査をする中で、２９年度の子育て

支援に向かっているところでございます。 

教育方針等につきましては、教育長の方からお答えをしてまいります。 

○議長（森谷岩夫） それでは高坂教育長。 

○教育長（高坂敏昭） 子育て支援についてのご質問でございます。 

２９年度の子育て支援、特に保護者の方の経済的負担の軽減という面では、入学祝い

金等の政策をとっていきたいというふうに考えております。 

それで、教育委員会という立場から考えたときに、やはりそういった支援は子どもた

ちの自立を支えるものでありたいという、そういう願いを持っております。したがって、

私どもの観点からしますと、子育ち支援というそういう観点で捉えていきたいというふ

うに考えております。 

ついこの間、ＮＨＫの番組で見えない貧困という、そういった番組をやっておりまし

た。衣服だとか、それから持ち物の形態とかスマホとかというそういった面ではみんな

同じように与えられているわけでありますが、しかし、見えない部分で大きな貧困があ

るという、そういう指摘の番組でございました。 

前も私お話をさせていただきましたが、貧困の循環という意味合いで、経済的な格差

が学力の格差につながるという、そういったことも指摘されております。 

町の教育委員会におきましては、そういった取り組みとして、まずは学習保証、学力

保証をしっかりとっていきたいということで、寺子屋の事業については２５年度から始

めさせていただきまして、昨年度延べ１，０００名を超える子どもたちが英語とそれか

ら数学の補習授業に参加をしております。 

また、小学校では、高学年の子どもたちを対象にして、算数の指導教員を置きまして、

５年生６年生の各クラスを２つに分けて少人数での指導を実施しております。 
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これについては、長野県の学力調査の中でその効果がはっきりと現れているという部

分も見えております。 

それから子どもたちの生活支援という部分でありますが、学校に対して不適応を起こ

している子どもたちも少なからずいるという状況の中で、なんとか学校外に子どもたち

の居場所を作っていきたいということで、子どもたちが集まって学習をしたり、それか

ら生活面の相談をしたり、雑談をしたり、また軽食の提供もできるような子どもカフェ

ということも現在考えております。 

それから学ぶ意欲を持った子どもたち、また能力のある子どもたちの支援のために町

の奨学金の制度につきましては、奨学金の拡充という形で金額の増額、それから返済期

間の延長ということで対応してきております。 

また、地域全体で子どもたちを支えていくという、そういうことも考えておりまして、

小学校におきましては学校の応援団というものが立ち上がっておりまして、地域の方々

が学校に入って、学校の教育活動をサポートしていくという、そんな体制もできており

ます。 

したがって、いかに子どもたちの自立を支えていくかという、そういう観点でこれか

らも政策を進めていきたい、そんなふうに思っております。 

以上でございます。 

○議長（森谷岩夫） 佐藤議員。 

○２番（佐藤史人） ありがとうございました。 

いろいろな支援体制の中で、直接子どもさんに対する支援ともう１つは私が保護者の

方から聞いているのは、その多様な環境の中で、その先ほど申されたように、貧困の問

題もありますし、それから学校に行きたくても行けないお子様とか、そういう環境に対

してその対応できないお子様について保護者の方のその悩みだとか、そういったことが

非常に多いということを聞きます。 

そのどこに行ったらその悩みを解決してくれて、明るい方向にその導いてくれるのか

とか、そういったその子育てやそのお子様のその教育についての悩みを相談できる体制

だとかそういうものが必要になってくると思うんですが、そこら辺のお考えについてお

聞きしたいと思います。 

○議長（森谷岩夫） 高坂教育長。 

○教育長（高坂敏昭） まつかわ大学で明橋大二先生の講演会がありまして、子育てに関する

講演だったんですが、たくさんの保護者の方々がその会に参加をしておりました。 
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そういった方々がなんとか自分が今迷っている子育ての悩みや不安というものを解決

したいという、そんな思いをもってあの講演会に参加をしていたなというふうに思うん

ですが、果たしてそういった方々が今持っている課題に学校や保育園が応え切れている

かというと、やはり不十分な部分はまだまだあるのかなというふうに思います。 

１０月に保育園の保護者を対象にした保育園のアンケートも実施をいたしましたが、

自由記述の中で一番多く求めているのは子どもの送り迎えの時、ちょっとの時間でいい

んで保育園の先生とお話をしたいという、こういう声がたくさんあがっておりました。 

児童福祉法の中でも保育園の果たす機能として子育てのための相談、指導、こういっ

た面でしっかりと援助をしていきなさいという、そんな文言が盛られております。 

したがって、そういう面で、保育園で子どもたちを預かるという、それだけではなく

て、やっぱり子どもを育てている保護者の方に寄り添って悩みや不安を解決していくよ

うな、そういった保育士としての研修を重ねていかなければいけないなというふうに思

っております。 

それから学校関係については、先ほどお話しがありましたが、不適応の子どもたちも

おりまして、そういった保護者の方々のために月に一回夜間ですが、不登校親の会を開

催しております。夜２時間から３時間保護者の方といろんな気楽な話をしながら、保護

者の方々の思いを聞いたり、心を開いて自分の思いを語ったりという、そんな場面も設

けております。 

これについても継続をしていきたいということで、関係の先生方にもお話をしている

わけですが、やっぱり先生方にしてもそういった保護者の思いを受け止められるだけの

力量が必要だというふうに考えておりますので、そういった場面での研修等については

これから力を入れていきたい、そんなふうに思っております。 

以上でございます。 

○議長（森谷岩夫） 佐藤議員。 

○２番（佐藤史人） それでは次の質問に移らさせていただきます。 

その学校とかそのお子様を教育する、子育てをする立場の職場環境は今年度について

はどういった施策を考えていらっしゃるのか、こども課長の方にお聞きしたいと思いま

す。 

○議長（森谷岩夫） 福島こども課長。 

○こども課長（福島敏美） 保育士等の職場環境の改善ということでございますが、当初予算

の中でもご説明させていただいておりますけれども、賃金の改定等も行う中で、同一の
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賃金体系をとっていきたいということで、引き上げの方もさせていただいております。 

また、昨年１２月の定例会におきまして、条例改正もお願いしまして、正規職員は今

までも産前産後、また育児休業等が制度化されておりましたけれども、臨時職員につい

ても取得ができるような形で改正の方もさせていただいております。 

既に１名の職員が育児休業を取得しておるところでございます。 

また、休息時間等が取れないというような部分もございましたので、そのあたりも保

育園の園長、また保育士の皆さんとも話をする中で交代ではありますけれども、休憩の

時間が確保できるというようなふうに改善の方を図っておるところでございます。 

よろしくお願いします。 

○議長（森谷岩夫） 佐藤議員。 

○２番（佐藤史人） 次、文部科学省が次の学習指導要領で主体的、対話的で深い学びの研究

を続けていかなければならないということです。深い学びとは何かということは非常に

難しいことだと思いますが、教育委員会をはじめ、教員、それからそれに携わる人々が

一緒になって考えていかなければならない問題だと考えます。 

次の質問に移らさせていただきます。 

えみりあが１１月にオープンし、それこそ町の社会教育まで含めた学びの拠点として

開設されたわけです。 

過日のえみりあの利用状況では、３５％の増だというご報告をいただきましたが、そ

の受け皿であるえみりあが本当に町民の皆さんの学習の場となる体制にあるのかどうか、

それを生涯学習課長にお聞きしたいと思います。 

○議長（森谷岩夫） 小木曽生涯学習課長。 

○生涯学習課長（小木曽雅彦） 今、えみりあ内の職員体制というお話かと思います。 

公民館関係職員、生涯学習男女共同参画係があのえみりあに詰めてございます。館長

はじめ計７人の職員でございます。そして社会教育施設管理人は３名、合わせて１０名

で管理運営をしておるという状況でございます。 

中央公民館がえみりあが竣工する前までは、旧北名子保育園とあと町民体育館２つに

分かれておりました。３.５人ずつという、そういう計算になりますが、今一体となって

７人、あるいは管理人さんも含めて１０人、全部が１カ所にそろって意思疎通、情報交

換は非常にしやすくなっておるという状況でございます。 

よって、体制的にはちょうどいいくらいかなという感じは持っておりますが、先ほど

ありました町民の学習を支えるといった視点では、私たち現状この社会情勢、あるいは



 －232－ 

学習課題等々を把握しながら、それぞれ連携とりながらスキルアップをしていく必要性

は感じております。 

以上でございます。 

○議長（森谷岩夫） 佐藤議員。 

○２番（佐藤史人） 今の質問で、使用団体が増えてくると。その中で、公民館としてできる

ことと、それから利用者である町民の皆さんが自主的にやっていく当然活動が大事だと

思いますし、町民主体が何よりの生涯学習の基本だと思います。 

先日、朝日新聞にこういった記事が載っておりました。男性に聞きました。地域デビ

ューしていますか。これが上でその続きで次の週に女性に聞きました。パートナーは地

域デビューしていますか。 

要するに私もそうなんですけれども、Ｕターン、Ｉターン、それから何らかの理由で

松川町に戻ってこられていらっしゃる方で、もちろん自治会にもまだ入っていないし、

そういう人の中にまずその地域デビューしていますかという質問で、４３％の人がして

いるというんですが、してないが今後はしたいという人が４０％。してないし、今後も

したくないという人が１８％いるんです。 

そうすると、松川町の中でも例えば１００人そのＩターンとかＵターンで戻ってきた

人がいる中で、１００人のうち４２人の人はもうしていると。してないが今後はしたい

という人がしてないが今後はしたいという人が４０人いますので、８２人の方はそうい

った活動に参加してもいいということですよね。だから４０人は予備軍でいるというこ

とです。 

そこにどう働きかけていくかということも大事ですし、それからこの女性に聞きまし

たというのは、パートナーは地域デビューしていますか。 

ある奥さんは料理教室に自分の代わりに応募させたってご主人を応募させてというん

です。やってみたら意外に面白かったということで、そういう目で見ればその確かに人

口減っていますけれど、そういうまだまだその公民館活動だとか、生涯学習の活動に参

加してないという部分があると思いますので、そういった人をどう捉えていくかという

のをちょっとお聞きしたいんですけれど。 

○議長（森谷岩夫） 小木曽生涯学習課長。 

○生涯学習課長（小木曽雅彦） 先般の公民館研究集会の中でも、同様の意見が出されており

ます。 

まさに私の身近なところでもＩターンの方がお見えになり、ちょっとしたきっかけで
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会話をしたことがございます。「私も趣味がない、どうやって参加していいかわからない。

自治会がなくなっちゃうと本当困っちゃうんだよ」というようなお話をしてくださいま

した。 

そんな中で、私たちが何ができていくのかなというのは非常に大きな課題でございま

す。 

そんな中で、様々な媒体、あるいは口コミを通じて情報発信をして、呼びかけをさせ

ていただいております。その中で、例えば自分たちがやりたいことを何かある人、こう

いった皆さんはぜひ公民館にお出かけください。自主企画講座という講座あります。１

人でもお仲間を増やして、それがやがての社会教育関係団体、自立した社会教育関係団

体になっていく。そういったのを支援をしてまいりますというような講座もございます。 

これはちょっとＰＲ不足の感があります。今度の公民館報の方でも紹介させていただ

いておりますが、たゆまない情報発信、そして会話、口コミ等が大いに必要ではないか、

そんなふうに感じております。 

よろしくお願いします。 

○議長（森谷岩夫） 佐藤議員。 

○２番（佐藤史人） 私も実は今、生涯学習課長からのご答弁にもあったように、今度その公

民館の自主活動で男飯をやるということで、私も既に申し込みしましたけれど、そうい

ったことが大きな活動に結びつくと考えております。 

本日の一般質問でコスタリカの話も出ましたが、どうかスペイン語講座を公民館の講

座でやっていただければと思います。講師がいなければＮＨＫにスペイン語講座。今、

講座もだいぶ変わりまして、旅行向けのものと実用向けのものもやっておりますので、

そういったのを取り上げてやっていくのもよろしいかと思います。 

それでは次のハーフマラソンの方の質問に移らさせていただきます。 

午前中の一般質問の中で、南信州まつかわハーフマラソン大会についての町長のお考

えはお聞きしましたのでそれは省略いたしまして、次の質問からいきたいと思います。 

南信州まつかわハーフマラソン大会は、１年目が果樹栽培１００年との冠がかかって

おりました。２回目は、町制６０周年施行の冠がかかっておりました。この第３回の南

信州まつかわハーフマラソンの一番のその売りはなんなんでしょうか。教育長お願いい

たします。 

○議長（森谷岩夫） そいじゃ高坂教育長。 

○教育長（高坂敏昭） ハーフマラソン大会についてのご質問でございます。 
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基本的には、第３回ということでありますので、やはりそこには継続性が求められる

なというふうに思います。とりわけ冠をつけなくてもその大会の中に意味があるという、

それを私たちは出していきたいというふうに思います。 

視点は２つであります。１つは地域づくりということです。 

いろんな方々がボランティアで応援をしてくださる中で、この大会が運営されている

ということでありますが、松川のハーフマラソンというその特徴をやはり我々がしっか

り認識し、ボランティアの方々もしっかり認識し、そこに松川の魅力が伝わるようなそ

ういった意味合いを込めてこの大会を運営していくということです。 

例えばこの松川の自然や気候、それから特産物等についても、ボランティアで関わる

人たち、運営をする人たちがその特徴をしっかり理解して、大会に参加してくださった

方々に伝えていく、これが１つ大きな大事な点ではないかなというふうに思います。 

２つ目は、先ほども地域デビューの話がありましたが、社会参加という視点でござい

ます。社会参加ということにつきましては、中学生、高校生等もボランティアスタッフ

としてこの大会に参加をしております。それから住民の方でぜひこの大会をサポートし

ていきたいという、そういう思いを持った方々もたくさんいらっしゃると思います。地

域の活動を自分たちが支えていくという、こういう経験と自信を与えるという意味では、

社会参加の視点も非常に大事かなということを思っております。 

それから大きな２つ目は、やはり教育委員会ではこのスポーツ振興という部分につい

ては外せないというふうに思っております。 

住民の方々がこのハーフマラソンに実際に参加して走ってくださるというようなこと。

また、ハーフマラソン大会をここで実行することによって、町民の皆さんにハーフマラ

ソンへの参加意欲も高めていくということ。また、それが町で主催しております駅伝大

会にもつながっていく、そんなふうに思っております。 

以上、大きな視点として地域づくり、それからもう１つスポーツ振興ということで、

この大会の意義を捉え、なおかつこれが継続することで意味があると思いますので、第

３回は継続のための第一歩というふうに捉えております。 

以上でございます。 

○議長（森谷岩夫） 佐藤議員。 

○２番（佐藤史人） よくわかりました。 

それでは昨年の１２月５日の日の全協で、第２回の南信州ハーフマラソン大会の実績

報告ということで、いろんな課題だとか、それから会計報告をいただいております。 
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その第３回に向けた大きな課題の中で、そのいろいろな課題がございましたが、その

中で私は一般質問で質問をしました。大会運営スタッフについて、ボランティアという

形で町民の皆さんが参加しているけれども、その形態について考える余地があるんじゃ

ないかということを前回の一般質問でしたんですが、その点については今回は少しは変

わるのか、それとも２回目を踏襲されてやるのか、そこを生涯学習課長にお聞きしたい

と思います。 

○議長（森谷岩夫） 小木曽生涯学習課長。 

○生涯学習課長（小木曽雅彦） ボランティアスタッフの皆さん方のご質問でございます。 

実際のところ７８５名のボランティアスタッフの皆様方に協力をいただき、この大会

が成功に、第２回成功に導いていただいたという、そういうような状況でございます。 

まず、核となる実行委員会の中核となる皆さん、おおむね３０名で組織しております

が、この皆さんに関してはやはり大会運営精通しておるというようなことでございます

ので、やはり企画等々に関しては、この皆さんを中心に考えてございます。 

大会スタッフ、ボランティアスタッフの皆様方には、自治会の皆様方は交通整理の方

で非常に頑張っていただいておるということ。あとそれぞれ関係団体がございますが、

それぞれの部署で頑張っていただいておるというようなことでございます。 

よって、こういう昨年度同様の形態、やはりこういう形を持っていかないと、なかな

か大会成功させていくには難しい問題があるのではないかって考えております。 

よって今年、（第２回）でお願いできればと考えてございます。 

よろしくお願いします。 

○議長（森谷岩夫） 佐藤議員。 

○２番（佐藤史人） どこのマラソン大会か、ちょっと言っちゃうといろいろと問題もあると

思いますので言いませんけれども、ある今年の１０月に第１回のハーフマラソンではな

くて、マラソン大会をやるところがございます。そこは２月に大きな新聞広告を出しま

して、１万人の笑顔に会えるボランティアを募集しますということで募集しています。 

まず、ボランティアの募集があって、マラソンの選手のエントリーの募集がありまし

た。先日の新聞で１万人はもう既に達したんで、１０月なのに今もうその選手のエント

リーは締め切られたそうです。 

やっぱり事業というのは、スタッフがボランティアのスタッフが本当に松川町のハー

フマラソン、一生懸命みんなでやって、町以外の人を呼び込もうという、そういう熱意

のあるところから生まれて、まずその中心になるスタッフが息が合わないといくら募集
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かけても集まってこないんじゃないかと思うんですよ。 

だから私は、そのマラソン大会がまずいとは言ってなくて、やはり３回目だったら今

年が無理だったら来年もしやるんでしたら、そういうことも考えていただいてやっても

らいたいなと思います。 

先日ある雑誌を見ておりましたら、スポーツくじはスポーツを育てていますという広

告が載っていました。図らずも南信州まつかわハーフマラソンは、このスポーツくじｔ

ｏｔｏの助成をいただいてやっているんです。 

これを見ると、スポーツくじは日本を強くします。スポーツの競技水準の向上に４２

１億円かけている。それからスポーツくじは、子どもたちの成長と夢を応援しますとい

うことで２３９億円。それからスポーツくじは、グラウンドの芝生化を進めています。

これで地域のスポーツ施設の整備ということで５３２億円で、今年度、長野運動公園総

合運動改修事業があって、競技場芝でできましたよね。そういうこともあるんです。 

マラソンに使うよりも、もっと子どもたちや町民のスポーツ施設にこの財源は使えな

いかなと考えます。その点についてはいかがでしょうか。 

○議長（森谷岩夫） 小木曽生涯学習課長。 

○生涯学習課長（小木曽雅彦） まず、ボランティアの話でございます。 

一昨年その前第１回大会に関しましても、有線放送、チャンネル・ユーですね、ある

いはチラシを通じて町内の皆さんにボランティアスタッフを募集をかけてきて、それで

あと実行委員の皆さん方にも協力いただいて、まちづくり懇談会の中の少しの間ですと

か、そういったときに募集をかけてきたことも経過としてはありました。 

そんな中で、何人か応募をしていただいて、当日ご活躍していただいたという経過も

ございました。 

ですからボランティアに関しましては、やはり全体に募集かけながら進めていくとい

うこと、今まで通りやっていく必要性があるかなということを感じたところでございま

す。 

あとスポーツ施設等々に関してでございますが、それこそ青年の家に関しては、人工

芝化というようなところで素案ができてございます。有益かどうかというの今観光局等

と通じて調査をしていく形が平成２９年度という形になろうかと思いますが、そういっ

た施設設備に関しましてもｔｏｔｏに関しての助成は目をつけておる状況でございます。 

よろしくお願いします。 

○議長（森谷岩夫） 佐藤議員。 
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○２番（佐藤史人） それでは南信州まつかわハーフマラソンについて、その実際には運営ス

タッフなんだけれども、ボランティアというか、ボランティアという意味がちょっと違

うと思うんですが、それについて今後ボランティアについての考え方をその実行委員会

の中で話し合っていく予定はないんでしょうか。 

○議長（森谷岩夫） 小木曽生涯学習課長。 

○生涯学習課長（小木曽雅彦） その都度ボランティアに関しては話をした経過はございまし

た。ただ、それを集中してそれ一本でじゃあどうしていこうかというような話はなかな

かそれ単独ではなくて、その流れの中でここの部署はこれだけ必要だけれど、この皆さ

んをどうしていこうかという、そんな具体的な話での形でございます。 

ボランティア募集に関しましては、先ほどお話し申し上げたとおり、やはりやってい

くというような方向で考えております。 

○議長（森谷岩夫） 佐藤議員。 

○２番（佐藤史人） わかりました。 

それでは最後にもう１つお聞きしたいんですけれども、今朝ほど一般質問の中でふる

さと納税の話が出ました。 

その私は、その返礼品云々というよりもこの町の事業に自分のお金を使ってください

という方が大事だと思います。 

実は私の知り合いに、ある南信州の自治体に多額のふるさと納税をしていらっしゃる

方がいます。その方に私は言いました。「そこだけじゃなくて松川町にもぜひそのふるさ

と納税してくれないか」と言いましたらその方はおっしゃいました。「じゃあ松川町はど

んな事業があるの」と言われました。その方は返礼品希望じゃないそうです。 

やっぱりそういったところのふるさと納税のお金を目的のために出してくださる方の

資金を、こういったその南信州まつかわハーフマラソンに使っていただけるようなやっ

ぱりマラソンにしていくのが大事じゃないかというふうに考えます。 

その点について、ちょっと教育長お考えをお聞きしたいと思います。 

○議長（森谷岩夫） 高坂教育長。 

○教育長（高坂敏昭） 目的を明確にしてということでございますが、私の立場からそこまで

踏み込んで話をするということは非常に難しいので、なんともお答えのしようがないわ

けでありますが、先ほどｔｏｔｏのお話もございましたが、実際にハーフマラソンを運

営していくという、その視点に立ったときに、いかに効率よく運営ができるかというこ

とを考えて現在ｔｏｔｏの補助金をお願いしているという部分もございます。 
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いろんな形の中で企業の協賛金等もあったり、それからふるさと納税の使途を明確に

した形でということも１つの方法だというふうに思いますが、また今後の検討材料とさ

せていただきたい、そんなふうに思います。 

以上でございます。 

○議長（森谷岩夫） 酒井まちづくり政策課長。 

○まちづくり政策課長（酒井 仁） 教育長の方から今後については検討するというようなお

話がございました。大蔵議員の方からもふるさと納税のお話がありまして、今現在町の

方では４つの選択肢の中から選んでもらうような形になっております。 

運営主幹等またありますので、担当課ともまた町内全域にもこういう事業があるから

ねというようなこともありますので、またそこの項目に賛同される趣旨、大きく町をア

ピールしたいというような各担当の方がそういう意見がありましたらそういうような形

に乗せていくように検討してまいりたいと思います。 

以上です。 

○議長（森谷岩夫） 佐藤議員。 

○２番（佐藤史人） やはり町の事業ということで、平成２９年度も５カ年計画の中の２年目

に入って、中間を迎えるわけです。１つの事業について、成果はどうであったかという

ことを真摯に受け止めて、新しい事業に着手していっていただきたいと思います。 

その中で、やはり事業をやるのは人間です。町民の皆さんが関われるような仕掛け作

りをしていただいて、本当にみんなが笑顔で暮らせる町にしていただきたいと思います。 

私が常々思うのは、笑顔になるには泣いたり笑ったりというか、怒ったりいろいろな

ものがあって初めて笑顔になれると思います。 

本日の一般質問は終わらせていただきます。 

○議長（森谷岩夫） 以上で佐藤史人議員の質問を終わります。 

 

◇ 中 平 文 夫 ◇ 

○議長（森谷岩夫） 続きまして５番、中平文夫議員。 

○５番（中平文夫） 昨日は彼岸の中日ということで、どなたもご先祖様のお墓にお参り行っ

たかと思います。私も昨日はちょうど名子区の戦没者慰霊祭並びに名子中部の地籍にあ

りますでんてんというとこにあります無縁仏の方々の慰霊祭ということに出席させてい

ただいて、改めて哀悼のまことを捧げてきたところであります。 

今日は通告に従いまして、核となる自治会活動の支援について、それと情報発信のメ
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ディア活用について、この２問についてご質問をさせていただきたいと思います。 

最初に核となる自治会活動の支援についてということであります。 

前回も自治会活動について若干質問をさせていただきました。 

内容については、高齢等を理由に区や自治会を退会した高齢者へのフォローというこ

とでありましたけれど、これについてはご返答は国が進める地域包括ケアシステム、あ

るいは町が行っている触れ合いサロン等々で対応するというご回答でありました。 

しかし、よく考えてみますと、それぞれ支援している方々は自治会の加入者、あるい

は使う施設が自治会所ということで、結局は退会して自治会に未加入の方をフォローす

ることもできないということを後日米山課長とも確認したとこであります。 

この件につきましては、また日を改めてご質問と提案をさせていただきたいと思いま

す。 

今日は、２月の全員協議会の折に報告事項として提出されました自治会アンケート実

施結果についてというの関連について質問していきたいと思います。 

以前、私が区会にお世話になっている時もそうでしたけれど、町政懇談会の折にも自

治会の現状を行政として把握してくださいというお話をさせていただいておりますけれ

ど、当時はまだ自治会は古くて新しい問題という認識でありまして、なかなか進まなか

ったような事情であります。 

最近ではいろいろの場で自治会に対する発言が目立ってきました。例えば前回の総括

質問の折にも自治会に関すること、あるいは福祉を考える会での副町長の発言も、自治

会に関することでありました。 

昨年の１１月頃にまちづくり課が中心となり実施したアンケートは、どんな形であれ

行政が自治会の現状を把握しようとしていることに対して、非常に敬意を表したいと思

っております。 

そこでこのアンケートの実施について、いつ頃からどのような形で質問内容を検討し

て、また自治会に依頼されたか、あるいはこういったことに関して区との何か連絡、あ

るいは連絡を取ったか等々についてお伺いしたいと思います。 

○議長（森谷岩夫） 深津町長。 

○町長（深津 徹） 中平文夫議員の質問にお答えをしてまいります。 

中平議員、自治会ということについてでございますけれども、議員になる以前から地

域、自治会ということに非常に中平議員は積極的なお考え、あるいは提案をいただきま

した。 
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城北自治会のまちづくり懇談会の中でも、中平議員以前、何回となくそういった質問

をいただいているところでございます。 

自治会という組織は地縁団体ということでございますけれども、地域づくりの中で戦

後松川町が、また日本がこうして成長してきた根底にあるのはやはり住民活動、この自

治会の組織の役割が大きかったというふうに認識をいたしております。 

時代が大きく変革する中で今、松川町でも自治会未加入者の方が２０％前後おられる

という状況下でございます。 

自治会アンケートにつきましては、このあと担当の方から報告してまいりますけれど

も、２３年度にも自治会のこれは自治会未加入者へのアンケートでございました。その

時にこの議場で私は、自治会未加入者アンケートという言葉がいけないというご指摘を

議員の皆さんからいただきました。その中に、自治会未加入者という言葉自体がもう自

治会に入らなくてはいけないというふうに締め付ける言葉であるというような質問をい

ただいて、私自身そこまで深くは考えていなかっただけに、難しい問題だなということ

を非常に痛感したことをしっかりと覚えております。 

今、現代社会の中で地域づくり、あるいは自治組織、助け合い、この言葉が最も見直

されたのは６年前のやはり３月１１日東北大震災だというふうに思っております。 

あの未曾有の災害は、大きな被害をもたらしたわけでありますけれども、代わりに残

された私たち、日本の国、これから１０年２０年先どういったまちづくりをしていくか

という形の中では大きな教訓をいただいたというふうに思っております。 

地域、助け合い、自助、公助、共助、そんな言葉を忘れてはならないというふうに思

っております。 

私が今日ちょうど持っております。いつも持ち歩いている中の中に新聞の切り抜きが

ございます。これはいつのかちょっとわかりませんけれども、ずっと持ち歩いておりま

す。自治新報という専門新聞紙の記事であります。その一説をちょっと読みます。 

「最近地域づくりが地縁社会の古いしがらみのようなものを連想させるという理由で、

若者が興味を示さなくなった」という冒頭の書き出しでございます。 

そうした中で、略しますけれども、文中の中に「住民の皆さんの満足度、満足すると

いうことはどういうことか。それは元気でいられる限り社会とつながり、可能な範囲で

社会に貢献することが人間の幸福感を増幅していくんではないか」という文書。 

「もちろん最近の災害を見ていると、住民自らが助け合いながら自分の身を守ること

がいかに大切であるかを痛感する」 
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そしてここに最後にこういう文書が載っております。「ＩＣＴの発達と分権的な社会構

造の構築により、人間は地縁社会から解き放たれて、自由に横のネットワークでつなが

ることができるようになったが、地縁社会は家族の延長線上にあるものであり、人間は

決してこれと無縁で暮らしていけるわけではない。ネットワーク社会が発展するにつれ

て、地縁社会のつながりもバランスよく維持されなければいびつな社会構造になってし

まう」 

それはいろいろ自由であり、情報化社会であり、横の連携もとりながらも、やはり日

本として大切な先ほどコスタリカに関連しても皆さん方からもご意見をいただいており

ます。見本としてやはり残していかなければならない、バランスよくやはりやっていく

ことが、社会構造を作っていくことが持続可能な地域づくりにつながるというふうに考

えております。 

以上です。 

○議長（森谷岩夫） 酒井まちづくり政策課長。 

○まちづくり政策課長（酒井 仁） 中平議員の方からいつ頃からと、また区との調整はとい

うようなご質問があったかと思いますので、その辺についてお答えしたいと思います。 

いつ頃からということなんですけれども、今、ちょうど町長の方から平成２３年の折

に一度そういうアンケートをしたというような経過ございます。その当時、私担当の係

長をしておりまして、なぜ、そのアンケートを行ったかということをちょっと今ふと思

い返してみたんですけれども、その当時から転入ですね、移住とかという方がいらっし

ゃいました。ただ、そういう方たちにここの地区は何々自治会だよということまではお

答えできるんですけれども、じゃあどんな行事があるの、じゃあ加入金とかあるの、じ

ゃあ月の会費はいくらなのというような具体的なことを平成２１年２２年だと思います

けれども、そういうことを問われました。 

その時に移住定住を進めている係なのにそのことを知らないなというようなことがあ

ったので、それと合わせて自治会に加入していない理由等含めて、自治会長さんたちに

もそのような調査をさせていただいた経過があります。 

今回自治会の実態アンケートというようなお話ありますけれども、こちらの方につき

まして、自治会長さんの方から相談がありました。「やめていく人がおるんだけれど、ほ

かの方はどうなのかな」そんなような経過もございます。 

また、名子の町政懇談会の折だったと思いますけれども、「そのようなことをやる予定

はないのか」というような後押しもありましたので、そんなことも鑑みまして行いまし
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た。 

これについては、多分担当の方も当初からそういうようなことをやらなきゃいけない

というような思いがあったらしく、ちょっと時期的には１０月１１月頃まで原案、原文

を作るのにかかってしまいましたが、そのような形で実施したところでございます。 

ただ、議員おっしゃるように、区だとか自治会さんとのその質問の内容について調整

あったかということに関しては、これは役場内も含めてなんですけれども、私たちのテ

リトリーの中でやってしまったということにつきましては、ちょっと反省するとこは持

っています。 

以上です。 

○議長（森谷岩夫） 中平議員。 

○５番（中平文夫） ありがとうございます。 

質問の内容は別として、こういうことが少しずつ前に進むということが非常に大切な

ことだろうと思っております。 

最新の広報の松川にアンケートの内容が記載されていました。加入率が７７.７３、自

治会に役割を再確認してもらいたいとか地域コミュニティーを大切に、あるいは自治会

加入のご案内を充実するというような役場の方針といいますか、今までの自治会に対す

る考え方がそこに書かれておったように見ます。 

前もちょっとお話ししたと思うんですけれど、案内する職員の方がどれだけ自治会に

対して自治会というものをどれだけ重要度が増しているか、あるいはそういうようなこ

とを認識しながら新しくＩターン、Ｕターンしてきた方々に説明しているかどうかとい

うのが１つの問題というか、そこらが重要になってくるんじゃないかなと思うんですよ

ね。 

それでそういう自治会に対するもろもろのことをよく理解した人が説明すれば説明を

受けた方もそれは心に響くだろうし、ただ単にパンフレットを見ながら説明するだけで

はなかなか心の中に響いていかないというようなことがあるもんですから、そういうよ

うなことも非常に重要じゃないかなと思っております。 

先ほど副町長が、先だっての福祉を考える会に出られて、その当時は正副議長と社会

文教委員の各議員の方も出席して、福祉の会を考える会というのを出席させていただき

ました。その時に町を代表して副町長があいさつされまして、地域の助け合いが必要で

あると。それには自治会活動というのが非常に重要であるというようなお話もされてお

りました。 
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新潟県にある聖籠町というところが、町内加入率が１００％ということで、そこにも

視察に行ってきたというお話もお伺いしました。 

ちょっと行った時期が前だったもんですから、その１００％の要因というのはどうや

らなかなかわからなかったようでありますけれど、そんなようなことでこの間の福祉の

考える会の中でも、それが呼び水になって１０個のグループに分かれて意見発表を行い

ました。 

福祉を考える会の中でも、やっぱり自治会というのが非常に必要で重要であるという

ことで、その中から移住された方から「自治会の内容もわからず、役の負担も苦痛であ

った」と。「高齢者世帯が退会後どう支えていくのか等々がわからない」とかいうような

お話も出ておりました。 

先ほど申したように、多分移住された方が町で窓口でお話を聞いて、説明していると

は思いますけれど、やっぱり心に響いてないからその方も自治会の活動等々がなかなか

理解できなかったと推測されます。 

そこでこの自治会についてのアンケートというのはとったところからがスタートにな

るもんですから、このアンケートをどのように読み取ってこれからどのように活用して、

あるいは推進させていくかをちょっとお話をお伺いしたいと思います。 

○議長（森谷岩夫） 酒井まちづくり政策課長。 

○まちづくり政策課長（酒井 仁） 今回のアンケートにつきましては加入金の話、まず入る

とき、また入ったあとの運営の話、あと役員体制の話というような形で主にはそのよう

な形であります。 

ですので、役員が負担であるから自治会をやめなきゃいけないというような理由があ

りましたので、それがそこにある１つの自治会のことなのか、いや、ほかのところはど

うなんだというような目揃いといいますか、辺ですけれども、ほかのところはどんなふ

うに活動しているのかというのをまず自治会長の皆さん、また町民の皆さんにお示しし

て、その中でまた皆さん方で考えていただければというようなことが第一歩だと思って

おります。 

共汗、ともに汗をかくというような字もありますので、加入の方につきましては一時

的には町の方へ皆さん転入届けだしてきますけれども、やはり近所に住む方、新しい家

が建つなというようなことがわかった折には、組長さんなりまたお隣さんなりちょっと

関心を持っていただいて、私以前の時には区長、自治会長会でお話ししたのは、待ちの

姿勢ではなく、待っている姿勢ではなく、こちらの方からこんにちは、こちらの方にい
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つ頃引っ越されてくるのかな。ここはこういうふうでやっていますというようなお声か

けもぜひ隣近所でやっていただけると大変ありがたいと。町の方でもそういうお声かけ

をさせていただきたいと思いますので、ともに汗をかければいいなというようなお話を

させていただいておりますので、そんなようなきっかけの１つにさせていただければと

思います。 

以上です。 

○議長（森谷岩夫） 中平議員。 

○５番（中平文夫） ありがとうございます。 

自治会からも呼びかけをぜひ行っていいただいて、町全体で自治会に加入していただ

ける方が増えていくようにしていきたいとそんなふうに思っております。 

毎年３月になるとまちづくり政策課から区長等役員及び世帯数に関する調書、あるい

は自治会長、町、委託委員等、組合に関する調書というのが各自治会に区を通して配布

され、人選してフィードバックされております。 

自治会では、環境衛生委員とか、健康推進委員、生活安全推進委員、その他もろもろ

の人選をして、そのほかにも日赤の奉仕団とか、先ほども地区公民館の部員になりてが

ないとか、いろいろ話がありましたけれど、そういった方々も含めて報告をするような

形がとられております。 

人選された方は当然町より通知が来れば作業にも行かなければなりません。そのほか

にも町から要請に基づき、河川清掃の各自治会の分担表を作ったりとか、実績報告、あ

るいは道づくり等々出席義務づけて、出不足金を徴収している自治会が大変であります。 

いろんなとこで話を聞きますと、町はまるで下請け業者みたいに区や自治会を使って

いると、そんな言葉をよく耳にしています。私も自治会長、区会議員の時にもそんな気

がしておりました。 

そこで１つお伺いしたいんですけれど、平成１８年だった思いますけれど、住みよい

まちづくり社会活動費という形で、自治会に交付金が支給されるようになりました。そ

の時のいきさつ等々を含めて基準を教えていただければと思います。 

○議長（森谷岩夫） 酒井まちづくり政策課長。 

○まちづくり政策課長（酒井 仁） いきさつ、また基準の話なんですけれども、いきさつに

ついては多分というようなもので申し訳ございません。その当時なんですけれども、４

月１２月に区長自治会長会ございましたけれども、１２月の区長自治会長会の折に、町

から自治会長手当てというようなものを以前は出しておりました。ただ、その自治会長
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手当てというのが各自治会によって、その自治会長さんの手当てになる、またある自治

会ではそれは自治会の収入になるというような形で、バラバラだというようなご意見を

何年か前にいただいたというような経過がございます。 

町としましては、そういうようなものの統一性を図るために、各自治会や区の自主財

源となるような形、現金で自治会長さんに渡すというふうではなく、町の補助金として

自治会を運営する補助金としてそういう趣旨でやった方がいいんではないかというよう

な形でそのような要綱を整備しました。 

計算の根拠につきましては、まず均等割というようなものがあります。それはどこの

自治会さん、区会さんにもそうですよ。あと世帯数割、これは数字で調整するため世帯

数割というものがあります。また、新規加入世帯の部分も加算ということでお願いしま

す。 

これは先ほど言いましたように、自治会の新規加入の方も奨励というわけではありま

せんけれども、声かけにして、新しく自治会員を確保してくれたというようなお礼の意

味も含めて、新規加入世帯というような部分も加算をさせていただきます。 

あと山間地の自治会につきましては、そちらの部分の草刈りだとかの範囲が広いとい

うようなこともありましたので、設立当日ではなかったと思いますけれども、山間地加

算というのもその中に含まれております。 

以上です。 

○議長（森谷岩夫） 中平議員。 

○５番（中平文夫） ありがとうございます。 

それについてこれからはちょっと提案になりますけれど、例えば河川清掃や道づくり

に出労すれば、それなりの出労手当てを別に支給して、そういった労に報いている近隣

の町村もあります。そうすれば出て当たり前という、そういう作業から若干なりとも気

持ちも変わってくるだろうし、あるいはそういうお金が自治会に入れば自治会活動する

費用を各自治会員からいただいている自治会費というのも軽減できるだろうし、そうい

うようなことも含めて一度検討していただければと思っております。 

そういうようなことも含めて、一度検討していただければと思っております。 

昔のように自治会に入って当たり前とか、自治会の役職は名誉職というのはもう古い

話であります。先ほども町長さんが地縁の社会を上手に使うという話もありましたけれ

ど、今は役職はなんとかお願いして引き受けてもらっているというような状況でありま

すので、なんとかそういうようなことで自治会活動に町が少しでも感謝するというよう
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な形を少し取れないかなというような気がしております。 

そんなようなことで、ちょっとお考えがあれば聞かせていただきたいと思います。 

○議長（森谷岩夫） 酒井まちづくり政策課長。 

○まちづくり政策課長（酒井 仁） 今、中平議員の方で河川清掃や道づくりにここの部分で

新しく加算をしたらというような提案がございました。 

また、関係各課と相談しまして、そういうようなものができるかどうか、また金額の

部分があるかどうか、妥当な金額がいくらかどうかということも含めまして、また検討

をさせていただきたいと思います。 

○議長（森谷岩夫） 小沢建設課長。 

○建設課長（小沢雅和） 河川清掃の関係ですけれども、出た人数によりまして算出しており

まして、また多い、少ないはあると思いますので、係の中で検討をさせていただきたい

と思います。 

○議長（森谷岩夫） 小沢建設課長。 

○建設課長（小沢雅和） 河川清掃に関しましては、算出して各自治会に出しておりますので

よろしくお願いします。 

河川清掃に関しましては、道づくりは出していませんけれども、河川清掃には出して

おります。 

○議長（森谷岩夫） そいじゃ中平議員。 

○５番（中平文夫） 今のは河川清掃の機械代とか写真代とかそれはいただいておりますけれ

ど、日当とかそういうものは多分まだだと。ちょっと勘違いだと思いますけれど。 

いずれにしても、前向きなご回答をいただきましたので、ぜひ内部で検討していただ

いて、いい方向に持っていっていただければと思っております。 

次に、情報発信のメディア活動についてということで尋ねていきたいと思います。 

松川町を発信するには、やっぱりチャンネル・ユーとホームページというのが重要な

アイテムになろうかと思っております。 

１つお伺いしたいのは、チャンネル・ユーが株式でその発行株式が９０％ということ

で町が保有しています。これは近隣の町村とも見てもまれなケースということで、その

ようになった経過とその利点をちょっと改めてお伺いしたいと思います。 

○議長（森谷岩夫） 酒井まちづくり政策課長。 

○まちづくり政策課長（酒井 仁） 経過と経緯というようなご質問です。 

数値的な資料、例えば松川町が今、中平議員がおっしゃったように９０％、ＪＡが５％、
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商工会が５％というような資料が残っていますが、ではどうしてそうなったのかという

資料については、実際のところこうだからという資料の方については確認できませんで

した。 

ただ、設立趣旨書、当時の広報まつかわ、当時の新聞報道等で推測しますと、１つと

しては光ファイバー網の整備を視野に総務省補助の活用をしていきたいと。農林水産省

の補助もあるが、遊休農地の解消や農家数の増加などの目標のクリアの条件が高く、総

務省の補助金を受けられる三セクへ組織変更を決定と。これとは別に国が進めるＥジャ

パン戦略に基づき、１つが公共施設間のネットワーク整備。２つ目が小中学校の校内Ｌ

ＡＮの整備と公共機関のネットワークと今の小中学校の校内ＬＡＮの整備。また、安価

で高速インターネット環境を町内全域に提供するという計画から発行株式の引き受けに

ついて、先ほどの数字ですね、９０％、５％、５％というような数字に決まったものと

推測しています。 

利点については施設整備に関わる補助金と高度情報化社会に向け、地域の情報通信を

担い、地域振興に寄与する組織として新会社と位置づけ、これに賛同する３者、ともに

資本の出資を決め、チャンネル・ユーが設立されたものと解しております。 

以上です。 

○議長（森谷岩夫） 中平議員。 

○５番（中平文夫） ありがとうございます。 

いずれにしても、そのほかにはやっぱり会社組織ということで、営業をする形でも非

常に自由にできるというのが１つの利点じゃないかなと思っております。 

それも含めて、ホームページ等の関連でちょっと質問させていただきたいと思います

けれど、ホームページの運用については平成２５年の１２月に米山議員の一般質問で、

当時の斉藤まちづくり政策課長が、「各課ごとに職員研修等を行い、入力処理を行い、反

映させる」という答弁がされておりました。 

これは、この運用方法は、果たして期待しているような成果が上がっているかどうか。

あるいはまたホームページの情報が鮮度を求められていると思いますけれど、客観的に

見て今のこの運用法がホームページをきちっと運用されているかどうかについてちょっ

とお答えをいただきたいと思います。 

○議長（森谷岩夫） 酒井まちづくり政策課長。 

○まちづくり政策課長（酒井 仁） 現在も新規採用職員を中心に毎年、調査研修会は開催し

ております。 
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しかしながら、これにつきましては職員の方に情報を常に提供するという意識がなけ

ればなかなか変わるものではありません。先ほどの一般質問、坂本議員の一般質問あり

ましたけれども、なんのためにこの仕事をするのか、じゃあどうこれを町民に案内して

いくのかというような高い意識を求められるのも実情であります。意識の醸成に努めて

まいりたいと思います。 

以上です。 

○議長（森谷岩夫） 中平議員。 

○５番（中平文夫） ありがとうございます。 

ただ、意識を高めるというのは、これはちょっと後で言いますけれども、多分無理な

話だと思いますので、ちょっと後で提案させていただきますけれど、今後松川町に住み

たいと思う人が松川とはどんなところかなということで知る重要なツールの１つにホー

ムページの閲覧というのがあると思うんです。 

そういった人々へのニーズに対して果たしてホームページが応えているかと思うと、

残念ながら合格点はつけられないと思っております。 

いくつか例を挙げてみます。ホームページの使い方というのがあります。これは２０

１２年の５月に作成されております。ホームページの多分ホームページ見るときにじゃ

あホームページの使い方から見ていこうかなということで見るだろうと思うんですけれ

ども、まず最初のトップページのメインのメニューが変更になっているけれど、そのま

んまになっているというのが１つ。 

もう１つ、皆さんの声というのがあります。大分類で４つ、中分類で４４、それで小

分類で３６５に分かれているんです。そこにいくつ声が乗っかっていると思います。た

かだか７つだけなんですよ。それも国民年金についてという声で７つしか載っていませ

ん。あるいは町長の部屋というのがあります。あいさつ、談話、町長よりのメールあり

ますけれど、あいさつと談話は載っていますけれど、町長よりのメールというのは１つ

も入っておりません。載っかっていません。 

せっかくホームページ作って、松川ってどんなところかなと思って検索しても皆さん

の声もない。町長へのメールもない。何にもない町。意見のない非常に静かな町という

ような印象になっちゃうんじゃないかなという気がします。まだまだほかにもいろいろ

あります。 

先ほどから各課ごとに職員を研修し、入力処理を反映させる方法。これは今の職員の

方々の仕事量から見ると到底無理な話だと私は思っています。各課ごとに任しておいて
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もそれはできない話です。もうぼつぼつその考えを捨てなきゃいけないと思います。 

そこで私は、これも提案であります。情報発信という意味でチャンネル・ユーの情報

発信とホームページの情報発信を共有化して管理するということをしていったらどうで

しょうかということを１つ提案しておきます。 

チャンネル・ユーの内部にも設置するか、あるいは役場内に設置するか、いずれにし

ても統一的に管理し、情報の鮮度を高めるということが非常に大切だと思っております。 

それとホームページいじるには、なかなか専門的なところも必要になってくるもんで

すから、そういうようなことも含めてきちっとした専門家を１人常駐させて、それで各

課ごとの情報をホームページに載っけるものはその人に作ってもらう。そういうような

ことをすれば、各課の職員の方々もホームページからの仕事からは抜けられるだろうし、

そうすれば各課の仕事の方もそちらの方に専念できると思っております。 

ホームページの仕事を各課ごとにやるというのは到底無理な話ですこれは。だからそ

こら辺はよく皆さんの方でもあれをしていただいて、精査していただいて、なんとかそ

ういうような方向。 

これからは観光局も正式に発足してくれば、当然新しくホームページもできてくる。

あるいはリンクされている町関係のホームページもこの間も見させてもらいましたけれ

ど、そういう人たちとの連絡とかいろいろ密にとって、もう少し松川を発信するにはど

うしたらいいかということをみんなで考えるにはやっぱりそういう方法がいいと思いま

すので、そういうような方向も含めて提案していきたいと思います。 

それについて何かお考えあればお聞かせください。 

○議長（森谷岩夫） それでは酒井まちづくり政策課長。 

○まちづくり政策課長（酒井 仁） 現在のホームページの方が平成２３年から運用を始めて

おります。その２年ぐらい前から構想準備をしております。 

今のホームページと違って、その当時はあまり注目されていなかったスマートフォン

というのがその当時と大きく変わっておると思います。 

今、スマートフォン現在７０％８０％の普及の方が所有しております。スマートフォ

ンで当町のホームページ見ることできますが、パソコンの画面が小さくなった部分で表

示されています。 

先進企業や先進の自治体では、もうそこのトップページにＰＣ版とスマートフォン版

というのがありまして、表示方法がもう当然異なってきます。 

また、今スマートフォン音声検索ですね、しゃべってぱっというような技術も進み、
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逆にキーボードで検索するというような形の環境下にある方がだいぶ少なくなってきて

いるということもあります。 

また、田舎暮らし、議員おっしゃったように移住定住先を手軽に探したいというよう

なニーズも上がってきているのも事実でございます。 

こういう言葉がいいかわかりませんけれども、住民候補者というような捉え方でいき

ますと、在住民と観光事業者という区分けもありますし、在住民、仮想住民と言い方か

わかりませんけれども、ほかの市町村と比較対照したいというような形もあろうかと思

います。そういうような新しいニーズもありますので、ホームページの更新方法、また

それ全部自体を変えてしまうという方法もありますので、そのものにつきましてはまた

研究は続けてまいりたいと思います。 

以上です。 

○議長（森谷岩夫） 中平議員。 

○５番（中平文夫） ありがとうございました。 

今は２つほどご提案させていただいておりますので、またぜひとも検討していただい

て、良い方向に進んでいっていただければと思います。 

今日はありがとうございました。 

○議長（森谷岩夫） 以上で中平文夫議員の質問を終わります。 

ここでお諮らいをいたします。 

休憩をとりたいと思いますが、ご異議ございませんか。 

（「異議なし」との声あり） 

○議長（森谷岩夫） それでは２時５０分まで休憩といたします。 

 

休  憩  午後 ２時４０分 

再  開  午後 ２時５０分 

○議長（森谷岩夫） それでは再開をいたします。 

 

◇ 島 田 弘 美 ◇ 

○議長（森谷岩夫） １１番、島田弘美議員。 

○１１番（島田弘美） それでは通告に従いまして、質問をさせていただきます。 

私の通告した内容は、人口減少社会における行政サービスのあり方についてと、それ

から職員の働く場での生きがいと人事についてとこの２点でございます。 
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順次質問をさせていただきたいと思いますのでよろしくお願いいたします。 

それでは最初に人口減少社会の行政サービスのあり方ということについて、一緒に考

えていきたいというふうに思います。 

１０年ほど前から団塊の世代の退職が始まり、支える人から支えられる人への大量移

行と同時に、現役時代に培われた豊かな知識経験を経て、余暇時間に恵まれた世代が地

域に戻ってきました。 

そして個人と社会の関わり方が多様な価値観への対応、つまり行政サービスの質的な

転換が必要となってきたものと考えます。 

行政サービスは人口構成を基本としていると思いますけれども、人口増加に伴う収入

増を前提として初めてサービスの予測が可能と考えられます。人口減少に社会に対応で

きる住民ニーズを把握した持続可能な行政サービスを提供するためには、質や量はもち

ろんでございますが、効率や効果などのコスト、そして町民が納得する税の使い道がど

うなのか。また、現在の水準をどう維持していくか、身近な問題を見た場合には自治会

運営１つ例をとってみますと、高齢化が進んで人口減少の中、この先このままの水準を

維持していくことへの再検証をしていく時期にきているのではないかというふうに考え

ます。 

町の第５次総合計画の基本方針の中にも、地域の絆と力を育み、安全安心なまちづく

りをとされております。 

こうした点を鑑みまして、今後、こうした背景の中で懸念される中でどのようにお考

えになられておられるか、この点について総論で結構でございます。町長のお考えをお

聞かせください。 

○議長（森谷岩夫） 深津町長。 

○町長（深津 徹） 島田議員の質問にお答えをしてまいります。 

人口減少時代の中で行政サービスをどうやって維持をしていくかということでござい

ます。 

今、ご質問の中にもありましたけれども、人口減少、地域コミュニティー、自治会組

織、先ほど来質問がありますけれども、すべてリンクしていることではないかというふ

うに思っております。 

まず、人口減少でありますけれども、国勢調査５年間で０.７％あまりが人口減少して

おります。松川町の人口減少率というのは、おおむね０.６から０.７％ぐらいで推移を

していっているというふうに思っております。 
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そうした中で、年少人口が５年間の中で２.７％あまりが減っているという、これは大

きく中止をしていかなくてはならない問題だというふうに思っております。それが人口

減少時代の中で先ほど来申しておりますけれども、子育て支援、子どもの育てやすい環

境を作る中で若者定住、促進を図っていく必要があるというふうに思っております。 

それからもう１点注視しなくてはならないのは、世帯分離というやり方もありますの

で、一概には言えないのですけれども、１世帯あたりが３.０２人という数字でございま

す。 

これはほぼどこの地方自治体もおおむね似たような世帯の人数になっておりますけれ

ども、３.０２という世帯数の中で地域コミュニティーをこれからどう維持していくか、

これは大きな課題だというふうに思っております。 

先ほど来答弁の中でも申し上げておりますし、質問の中にも出て おります。助け合

い、自治会、自助、公助、共助というような答弁もいたしましたけれども、しっかりと

その辺を捉えていかなければならないというふうに思っております。 

それから人口が減っていった場合、当然のことながら基準財政需要額が減り、収入額

も減ってまいります。税収が減ってくるということは基準財政需要額も減ってまいりま

す。収入額も減ってまいります。そうすると標準財政規模も下がってまいります。 

ですから人口が減ったからすべてが行政サービスがどんどん落ちていくというイコー

ルとは私はならないようにしていきたいというふうに考えております。 

ですからその辺は、やはり様々な住民活動、そうした中でしっかりと捉えていかなく

てはならない問題だというふうに考えております。 

○議長（森谷岩夫） 島田議員。 

○１１番（島田弘美） 今から町長の方から総論的にお話をちょうだいいたしました。 

そこで今、前の中平議員の方から質問がございましたけれども、私も全く同じことを

考えておりまして、自治会アンケートの報告が先ほど発表されました。そうした中で、

新聞紙上で私は見たこともありますし、それから全協でも説明がございました。 

新聞の見出しで見ますと、その大きく出ておりましたのでちょっと印象的に思ったわ

けですけれど、そのタイトルが未加入者の増加傾向を受け実施をしているとこういう見

出しでございました。 

先ほどの答弁を聞いておりますと、必ずしもそういうふうでもなかったというふうに

認識をしておりますけれども、そうすると先ほど中平議員もご質問をしておりましたの

で、あえて私は答弁ということを求めませんけれども、例えば先ほど課長も共汗ととも
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に汗をかくと、そういう視点の中でこの実施をしたんだというお話でございました。 

そうした中で、私もちょっとこのアンケートをせっかく実施したのにちょっと残念だ

ったなと思うのは、これだけせっかく自治会にアンケートをとった以上は、今のこの置

かれておる現状というものをもう少し把握した中でのアンケート調査をしてほしかった

のかなという気持ちもいたしております。 

例えば後ほどまたこの質問を申し上げますけれども、今、町長も維持をすることにつ

いては必ずしも人口が減ったからそういうことではないというようなお話もございまし

た。そうしたようなことのこれからの自治会のあり方そのもの、運営のあり方等々につ

いての若干のそうしたアンケートの実施をしてほしかったなという思いをいたしたとこ

ろでございます。 

この点については、中平議員の方の質問の中に私の考え方も入っておりましたので、

このことについては割愛をさせて次へ進めさせていただきたいと思います。 

そこで先ほど行政サービスのあり方、考え方として効率、効果、コストということを

申し上げました。今、行政に課せられた課題として総務省の公会計モデル導入が行われ、

町では本年度主要事業の１つとして公開系財務書類作成支援業務を新規事業として財務

書類を公表するとしております。これは町長の所信表明の中にもはっきりとこれは載っ

ておったわけでございます。 

この財政書類の中にこれから大変重要と思われる指標でございますけれども、行政コ

スト計算書というのが義務づけられております。今、町長の所信表明の中にもございま

したけれども、今、国、県、とりわけ地方財政の厳しさがあるといわれている中で、今

後の行政運営としてよりコストを意識した運営を図っていく必要があると考えます。ち

なみに当町の２７年度の４月から２８年３月までの行政コストは人件費や物件費などの

現実に現金支出を伴うものと、それから退職給与引当金、あるいは原価消却等現金支出

を伴わない現金現支出を合わせたものとなります。現金を伴わない費用と現金を合わせ

たものとなるわけです。また、収入については、いずれも現実に現金収入を伴うものの

合計となっております。 

そこで、今、行政運営を円滑に行う中では、各地区に区が設置され、自治会参画のも

とに区が存在し、町内の自治回数７２があります。地域事情によっては、おのおの自治

会に居住する世帯数は様々であり、格差が見られます。大きな自治会では２００前後、

小さな自治会では１０前後という中で、自治会の単位として地域においては行政に関わ

り事業や地域振興発展のために活動されております。高齢化による自治会の脱退や人口
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減少が進む中で、地域によっては今後成り立たなくなる恐れを感じています。 

これも総合計画の中に基本方針の中に載っておるわけですけれども、区会や自治会活

動の維持ということが掲載をされておるわけです。 

そこで行政運営のこれからの課題として、自治会組織の再編成は自主的に進められる

ことは非常にベターだとは思いますけれども、昔からのしがらみ等々の中でなかなか進

まないのが実情かと思います。これからの人口減少社会において効率化を考えると、行

政主導の下でその考えていく必要があるのではないかというふうに思います。この点に

ついてのお考えをお伺いをいたしたいと思います。 

○議長（森谷岩夫） 酒井まちづくり政策課長。 

○まちづくり政策課長（酒井 仁） 再編というような事柄、まず、行政コストに関わる再編

というような形の質問の趣旨だと理解しましてご答弁させていただきます。 

確かに松川町７２の自治会、加盟、加入個数に違いはございます。少ないところは、

一桁、また多いところは３桁ございます。 

行政主導という形で進める方法もありますが、まずはその島田議員、地域のしがらみ

というようなお話もございましたけれども、地域の皆さんがまずどう思っているか。そ

この中で、そこの部分が大切かとやっぱり思っております。自治会担当職員もおります

し、また自治会懇談会に町長はじめ職員まいりますので、またまちづくり政策課の方に

も相談いただければと思います。 

具体的に話し合いを持ちたいだとか、こういう困りごとがあるというような相談。ま

た近隣の様子はどうというようなことがそういうお話があれば、私どもの方はいつでも

聞く用意はございます。聞くというか、相談に乗るという意味でのする用意はございま

す。 

以上です。 

○議長（森谷岩夫） 島田議員。 

○１１番（島田弘美） 今、なんとなく積極性に欠けたちょっとご発言だったなというような

気がいたしておりますけれども、なぜこれ私申し上げたかというと、私がこの８年前に

議会にお世話になる前に住民の意見、皆様からそうした意見を聞いておりまして、それ

をいよいよこれは言わにゃしょうないぞと、こういう時代にきたからこれはやっぱしこ

れからはもう近い将来必ず高齢化やそれから人口減少が減っていくとその自治会自体が

成り立たなくなる自治体が、もう目に見えてきているんじゃないかなということであり

ます。 
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そうした意味で私はお聞きしたわけでして、これはやっぱしある程度この行政の指導

の下でこれ進めていかないとなかなかこれ進んでいかないという気がいたしております

が、その点についてもう一度お願いいたしたいと思います。どうですか、町長。 

○議長（森谷岩夫） そいじゃ深津町長。 

○町長（深津 徹） 行政主導ということでございます。 

行政主導でやったらどうだというのは何も今ここで言われたわけではない。もう２年

もぐらい前からも行政主導でやるべきだというふうにこういうふうに言われ続けており

ます。 

これなかなか難しい問題を控えているという、住民自治、あるいは住民の皆さん、私

どもの自治会もそうですけれども、何年か前に組合の編成を変えると言ったらもう蜂の

巣つついたようでした。自治会が合併じゃなくて組合の合併、人数がやっぱり減ってき

た。それだけやっぱり住民の皆さんの気持ちというのは様々だというふうに思っており

ます。 

今のご意見はまたしっかりと受け止めて研究していく必要はあると思いますけれども、

この場で進めていきます、いかない、この辺の答弁は差し控えたいというふうに思って

おります。 

それから先ほど来住民サービスということで、コスト、費用対効果だとか、あるいは

効率のいい行政運営、あるいは選択と集中、この辺の言葉は非常に使われる言葉でござ

います。これからも大切なことだというふうに思っておりますけれども、行政と民間の

違うのは費用対効果が数字で表れてこないというところがあります。 

もちろん現金いただいてやっているようなものはいろんな清流苑みたいなものはああ

いった形で出てまいりますけれども、いろんな様々な事業に補助金、交付金という形で

町はやってきております。 

それがそいじゃその補助金が、費用対効果ということでどういうふうに算定するか。

その住民の皆さんのモチベーション、地域への取り組み、きっと町も一緒になって考え

ておってくれるというふうに捉えて、一生懸命事業にいわゆる住民活動に前向きな気持

ちも出てくるでしょう。その辺のところが非常に微妙であるし、我々と職員一同、我々

もそうですけれども、そういったものが活かされているということをしっかりと把握し

ていく必要はあろうかというふうに思っております。 

以前だいぶ昔でありますけれども、補助金の全部精査をしました。ＡＢＣＤＥ、必要

なものどうのもの、一番最後はもう打ち切るもの、取り組んだんですけれども、なかな
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かいったん難しかったのを覚えております。 

それからもう１つ大きな例で費用対効果、あるいはＢＹＣと言われる。 

１つの例を話しますと、天竜川にはいくつも橋が架けてほしいという要望が出ており

ます。県、あるいは建設事務所はＢＹＣ、当然のことながら通行量調査をしてまいりま

す。今、宮ヶ瀬橋は取りかかっておりますけれども、取りかかる前に私の方へ町長こう

いう状況だ。利用の度数、費用対効果でいくと宮ヶ瀬橋まだまだ我慢をしなければなら

ない状況だった。その時に私が一番言ったのは、そいじゃ住民の気持ちはどうなんだと。

それはどういうふうにＢＹＣに表れていると。数値は少なくても、同じ町内の中で行政

役場がこっちであり、駅がこっちにあり、いろんなことで利用する。その住民生活をＢ

ＹＣでどう捉えるんだと、これはすごく強く抗議しました。それだけで判断されれば当

然のことながら、そういった住民生活というものも考えながらやっていかなければなら

ないというのが行政だというふうに認識をいたしております。 

○議長（森谷岩夫） 島田議員。 

○１１番（島田弘美） 今、ご答弁いただきました。 

自治会の再編、組合の再編というようなことで今お話がございましたが、これは大変

地域によって大変難しい課題だというふうにはこれは認識しております。 

これも徐々にやっぱし機会を捉えながら組織していかないと自治会が成り立たなくな

る自治会も出てくるよということでの危機感でございます。 

そして今、町長の方から費用対効果、ＢＹＣの問題のお話がされました。それを変わ

るものとして今回公会計の会計帳簿に移行していくよということをやってきたのが、い

わゆる行政コスト計算書なんです。その行政コスト計算書というのは、民間企業でいえ

ば損益計算書にあたるわけです。だからそこに今、費用対効果とそれから行政コストと

いうものが表示されてくるはずなんです。それをもってこれからはやっていく必要があ

るよと、意識を持ってやっていく必要があるよということを私は申し上げたいわけでし

て、そのことを認識をしていただきたいというふうに思います。 

そんなことで、大変難しい自治体の合併等々大変難しい問題があるわけですけれども、

ぜひ前を向いてひとつ進んでいっていただければなという思いをいたしております。 

続きまして、この今行政サービスのコストという問題を申し上げましたけれども、そ

れに加えてやっぱし今のまんまの事業をいつまでもいつまでもこれをずっと踏襲してい

くということは、大変職員の人数からいっても無理が出てくるんじゃないかなという思

いをいたしております。 
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したがって、行政として各種事業について、みんなどれも必要だといえばそれまでか

もしれませんけれども、やはりその先ほどもお話が出ておりましたけれども、各種事業

の徹底した見直しということもやっぱり追求をしていかないと、これいつまで経っても

中途半端になるとかそういう形になります。いわゆるその時によっては、事業によって

は、民間間の活力を導入してそちらに移行するとか、そういうことを考えていかないと、

今の人数で今の事業をそのまんま継続して新しいのがまた出てくる。そうするとどうし

ても職員に無理がいくという、そんなような気がいたします。 

いわゆる業務改革の棚卸しという問題が出てくるかと思います。そのこともやっぱり

しっかりそれも踏まえてやっていかないとまずいんじゃないかなという気がいたしてお

ります。 

いずれにいたしましても、近い将来、自治会の再編成につきましては、課題が遠から

ずくるような気がいたします。そんなようなことをよく意識していただいて進めていっ

ていただきたいなという思いでございます。 

それでは次に、職場の働く場の生きがいと人事管理についてということでご質問させ

ていただきたいと思いますが。 

今、国では働き方改革として、働く社会実現のための論議が行われております。町民

の方々と直接対応する職員は、常に町民の目線に立ち、何を求められているか、その内

容を的確に把握をし、導き出すことだと思います。 

日頃から努力されており、大変ご苦労いただいておることは思いますけれども、さら

にスキルアップに期待が大きいというふうに思います。 

政府は、アベノミクスの成長戦略の１つとして、女性活躍推進を推進しています。少

子高齢化の進む中で、人口の約半分を占める女性の活躍を積極的に促し、持続的な経済

成長を進めたいとの思いが込められております。 

そこで、当町における女性職員の活躍推進に対する現場として、管理職員の登用につ

いてどのように考えられているか。また、今の町庁舎全体での係長級以上の管理職は現

時点で全職員の何％ぐらいになるのか。また、今後の目標等がありましたらお考えとい

うかお示しいただければと思います。 

いかがでしょうか。 

○議長（森谷岩夫） 塩倉総務課長。 

○総務課長（塩倉智文） 女性の職業生活における活躍の推進に関する法律、これが女性活躍

推進法でございます。 
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これは平成２７年の９月に制定されました。この法律の第１５条には、地方公共団体

の長は特定事業主行動計画を定めなければならないとされておりまして、松川町もその

地方公共団体でございますので、平成２８年４月にこの目標というかを計画を策定して

おります。計画は２８年４月１日からの４年間ということで作っております。 

議員のご質問であります女性管理職の登用のも目標につきましてでございますけれど

も、平成３１年度までに課長職に占める女性の職員の割合を２０％とする。現在１名で

すのでもう１名増員ということです。 

それから係長職につきましては、２５％以上とするとしております。現在係長職につ

きましては２４％ですので、ほぼ達成はしておりますけれども、この女性、退職等も鑑

みますと２５％の率をキープできればいいかなというふうに考えております。 

○議長（森谷岩夫） 島田議員。 

○１１番（島田弘美） 今、ご答弁いただきました。 

平成３１年度までに課長職は２０％、１名増員と。それから係長級は２５％以上とい

うことで、ほぼこれは現在も達成しておるというお話でございました。 

この全国的に見ると、みんなどこも女性割合の管理職というのは３割ぐらい目標にし

ておるんですけれど、企業もそれぐらい目標にしておるということになっておりますけ

れど、ぜひ１名といわず課長職はこれは町長に人事権があるもんでだけれども、１名と

いわずそこら辺のところは考えていただいてやっていただきたい。 

管理職の登用については、様々な理由から希望しないケースがあるとお聞きしており

ます。特に女性の場合は、出産、子育て等生活環境に影響するだけに、厳しさがあるこ

とは承知をいたしておりますが、特にこれからは女性は特有の感性といいますか、いろ

いろお持ちになっておると、男性にはないそのあれをお持ちになっているということで

あります。 

ぜひ、組織の一員として、自覚と女性の教育に力を入れていただくことも必要という

ふうに考えます。このことが職員全体の意欲、喚起、推進に資するものと考えます。 

また、これからの行政運営により女性の目線に立った政策のためにも、町民の期待が

大きいのではないかというふうに考えております。この点についてはいかがでしょうか、

お考えは。感性等いろいろ今後は必要だと思うんですけれど、思いがあったらお聞かせ

ください。 

○議長（森谷岩夫） 吉澤副町長。 

○副町長（吉澤澄久） 管理職への女性の登用につきましては、先頃の総括質疑の段階でもご
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質問をいただきまして、私どもで答弁をさせていただいているとこでございます。 

男性だから女性だからということで、私ども全然その区分けはしておりません。 

今の係長職、あるいは課長職につきましては、昇任試験をお願いしまして、それを受

験されて合格になればそれのいわゆる資格があるということで判断をさせていただいて、

あとで人事異動の段階で登用をさせていただいているのが現状でございます。 

先頃次年度に向けての試験をさせていただきましたけれど、残念ながら女性の方のエ

ントリーはございませんでした。 

ところがこの間もお話ししましたけれど、係長クラスになるには主査クラスに今とど

まっている方がずいぶんいらっしゃるんですけれど、その方たちを係長の能力をお持ち

の方はずいぶんいらっしゃいますので、なんとか上げたいということ考えておりまして、

昇任試験は受けてないんですけれど、その辺を斟酌しながら登用を考えているところで

ございます。 

まだ、次年度の人事の内示等はこれからでございますので、そんなことも頭に入れな

がら人事異動をかけていきたいと思っているとこでございます。 

○議長（森谷岩夫） 島田議員。 

○１１番（島田弘美） 前向きなご答弁というふうに受け止めさせていただきますけれども、

総括質疑の中で松井議員の方から多分質問があった件だと思います。 

そんなことで、町民もそうしたご意見をいただいておりますので、町民からも、ぜひ

ともそうした面に目を向けていただいて、活力のあるその職場環境ということでお願い

をできればというふうに思います。 

それでは次に、時間の関係もございます。今、全国的にも大変こうした大きな職場に

なってきますと、人間関係という問題が非常にその取り沙汰されておりまして、長期的

に精神的に不調者、職場復帰ということで大変ご苦労をいただいて、職場に帰れないと

いうようなことの中で、大変体調不良や心の問題等で欠席をされるというようなこと。

そうしたことができることにおいて、周りの職員にもかなり影響も出てくるというよう

なことの中で、そこら辺のところでございますけれども、これは一般論的でございます

けれど、当町におきましてはそうしたことはないように思っておりますが、例えば長時

間労働であるとか人間関係、そういった過労というようなことで、精神的に不安定にな

る部分、私も前の職場の中ではそうした職員に遭遇したことがございます。 

周りの中ではなかなか気づきにくい点もあるかと思いますけれども、そうしたことで

どのような対応をされておるか。現時点の対応についてお話をいただければと思います。 
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○議長（森谷岩夫） 塩倉総務課長。 

○総務課長（塩倉智文） 平成２７年の１２月に労働安全衛生法というのが改正されまして、

それに基づくストレスチェックというのが義務化されております。 

松川町におきましても、当初予算で予算化いたしまして、昨年の１１月２１日から２

８日に実施いたしました。対象者が２５３名、提出者が２０９名ということで、８２.

６％の回収率でございました。 

こちらの結果につきましては、個人にのみ通知されまして、職場診断というような形

で上司や役場にはいただいております。 

高ストレス者が自ら医者やカウンセリングを受けるように推薦するためというセルフ

ケアが中心になっておりますので、受けていただけるように結果説明会やストレス解消

に有効や脳楽ストレッチというのの講習会を行ってきております。 

職場衛生委員会では、松川町の心の健康づくり計画というのを策定しております。こ

ちらの計画には、予防対策の実施やメンタルヘルスケアの実施、それから職場復帰プロ

グラムの支援などの指針を記載してあります。   

メンタルの不調に陥った職員が、職場に復帰するときには、衛生委員の委員、もしく

は、町の委託したカウンセラー、または労務管理心理講師相談役が面接を行いまして、

復帰のタイミングを計り、復帰後のケアをしている状態でございます。 

平成２８年になってケアについては、昨年よりずいぶん進んでいるように思っており

ますけれども、今後はこの心の健康づくり計画を職員の中に浸透させまして、休暇を取

る職員の方々に対する他の職員の理解を深める活動が必要になってくるというふうに考

えております。 

よろしくお願いします。 

○議長（森谷岩夫） 島田議員。 

○１１番（島田弘美） ぜひ、進めていっていただきたいと思います。 

時間の関係でちょっと申し上げられませんけれども、最後に先月初めて実施されたプ

レミアムフライデーが実施をされました。 

この点について政府は、経済効果、家族サービスだとかいろいろ子育ての環境づくり

とかという問題を取り入れて実施をしていくものと理解をいたしておりますが、この点

についてこれは最後ですから、町長にちょっと感想で結構でございます。感想で結構で

ございますが、どのように感じられておられるかお聞きをいたしたいと思います。 

○議長（森谷岩夫） それでは深津町長。 
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○町長（深津 徹） 課長が先日課長会議で話し合いをしましたんで、その話をしてくれるも

のというふうに思っておりましたけれども。 

マスコミで非常に取り上げられまして、都会あたり大企業、あるいは優良企業あたり

は大きく喜んでいる言葉も出ておりましたし、逆に自分の会社ではそんなに簡単には取

れないというようなことも出ておりました。 

先日、総務課長の方から課長会議でこれが議題になりました。どう取り組んでいくか

ということでございました。 

まだ、私どもには町の役場、そいじゃノー残業デーも設けてありますけれども、「そう

いった新しいものばっかに飛びついてやっていくのがいいかどうか」というような意見

もございましたし、やっぱりノー残業デーあるいはきちっと自分たちが仕事の中で常日

頃の仕事の中で休暇を取っていくということの方が先ではないかということでございま

した。 

課長会議の課長の皆さんのプレミアムフライデーに積極的に取り組んでいこうという

ような状況にはならなかったのが現状でございます。 

これもこういったことが上がってくるということは、国でやっぱり働き方、ライフワ

ークバランス、あるいは働き方ということを見直していこうよということで出てきてい

る問題だというふうに思っております。 

ただ、国はすべてを一律にああいったものをどんどんどんどんやってくるわけであり

ますけれども、それが各地方にまできちっと浸透するかどうかということについては、

やはり疑問もあるかなというふうに捉えております。決して否定するものではありませ

んけれども、現状はそんなふうに考えております。 

○議長（森谷岩夫） 島田議員。 

○１１番（島田弘美） 今、町長から答弁をいただきました。 

これはやるにするということになりますと、やっぱしそれはトップの指導力というの

が問われてくるんじゃないかなという思いをいたしております。 

それについては、職員のリフレッシュであるとか、職場の生きがいづくりという面に

大変今後寄与してくるんじゃないかなという思いがいたしております。 

そんなことを申し伝えて、私の質問を終わりにさせていただきます。 

どうもありがとうございました。 

○議長（森谷岩夫） これで島田弘美議員の質問を終わります。 

 



 －262－ 

◇ 米 山 郁 子 ◇ 

○議長（森谷岩夫） 引き続きまして１番、米山郁子議員。 

○１番（米山郁子） それでは通告によりまして質問させていただきます。 

通告質問でございますが、火災や災害に強い地域力のあるまちづくりということで、

実現に向けてどういうことに取り組まれているかということでございますが、松川の総

合計画の中に火災や災害に強い地域力のあるまちづくりの実現に向けての事業としまし

て防災計画の確立というものがございます。 

その中で、いつ起こるかもしれない災害は、私たち住民にとって大変不安のあるもの

でございます。 

先般の新潟の火災におきましても、あっという間に広がり、糸魚川市の大火として災

害に位置づけられております。 

松川町においても地震はもとより、土砂崩れや河川の氾濫等想定される災害はいくつ

もございます。 

いつ起こるかわからないこそ、常に町民の安全を守るために手立てが必要と考えます。 

そこで質問いたしますが、総合計画の防災の確立といたしまして、地域防災計画の見

直しを随時行うとございます。防災体制の確立を進めるために、熊本地震や糸魚川の火

災等最近直近ではございます。実態に即した計画の見直しは現在されているのかどうか

をお聞きいたします。 

○議長（森谷岩夫） 深津町長。 

○町長（深津 徹） 米山郁子議員のご質問にお答えをしてまいります。 

防災計画についてということでございます。 

私は、町長に就任したのが平成２３年３月１１日の東北大震災の直後でございました。

それだけに先ほど来申し上げておりますけれども、災害予防、健康予防、介護予防あり

ますけれども、災害予防には大きく力を入れてきたところでございます。 

町長になりまして一週間経って、職員全員に靴にしていただきました。それまではつ

っかけ、スリッパ等であったわけでありますけれども、現在すべてどんな靴でもいいと

いうことで、靴でおっていただきます。 

それから各区への防災倉庫、あるいは毛布等の配布、あるいは個別受信機の無料配布

等様々な形で防災に備えてきているところでございます。 

また、自主防災組織の育成、あるいは各自主防災組織での防災機材の購入等７５％の

補助ということでございますけれども、そうした形で一覧表を設けたり、そうした形で
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自主防災会の育成に努めているところでございます。 

また、どんな機材がそろっても、どんな体制がとれたとしても、最後の動くのはやは

り人間でございます。そうした意味では、やはり地域防災、地域の皆さんたちが自分た

ちの地域をどう守っていくか、それに行政も一緒になってどういう体制がとっていけれ

るかということが重要だというふうに認識をいたしております。 

防災計画等細部にわたりましては、担当課長の方からお答えをしてまいります。 

○議長（森谷岩夫） 塩倉総務課長。 

○総務課長（塩倉智文） では第５次総合計画には地域防災計画の見直しを掲げております。 

現在の防災計画につきましては、平成１２年に策定しまして、その後平成１９年、平

成２５年に見直しをかけてまいりました。 

現在の防災体制につきましては、平成２５年に全面改正を行った見直しをかけたもの

に基づいて行っておりまして、この計画によって防災訓練等を町の訓練等を行っている

のが状態でございます。 

平成２８年度は、防災計画に付随しますタイムラインの変更というのに国土交通省の

ご協力をいただきまして着手いたしました。主には天竜川水域の大雨による洪水の水位

の変化をどの値で国土交通省から町に伝えられるか。また、それはその情報を得た町は

防災対策本部の立ち上げをどのタイミングで行うか。それと避難勧告、避難指示のタイ

ミングをどのタイミングで行うかというのを時系列で一覧表にしてあるものになります。 

こういったようなものを随時変更していくというか、付け加えた計画というふうな形

にしていきたいと思います。 

議員のおっしゃるように、熊本の審査を受けたものということはどうなっているかと

いうお話ですけれども、現在のこの防災計画につきましては、東北の審査を受けた国の

法律改正が実情には改正ができていないのが現状でございます。 

計画のどこが変更になっているかの洗い出し作業に着手しておりますけれども、県が

県からは見直しにはコンサルタントを入れるほどの事務量があり、自前の職員で行うに

は限界があるというアドバイスがあります。毎年コンサルタントを入れてまで国の法律

を反映した計画が必要なのかという壁にぶつかっているというのが現状でございます。 

近隣の町村も見直しに手がついていない状態でございますので、国・県の支援を要望

していって、なんとか震災や熊本の震災等の状況を入れた計画にできるように働きかけ

てまいりたいというふうに考えています。 

○議長（森谷岩夫） 米山議員。 
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○１番（米山郁子） 随時計画については変更をしていらっしゃるということではございます

が、先日ホームページ見させていただきましたら、避難勧告等の判断基準及び伝達マニ

ュアルというのがございまして、それが２５年の１０月に作られたものなんですけれど

も、今、回答によりますと２８年のタイムラインの変更していらっしゃいますが、それ

についてはこのマニュアルには反映されているのかどうかをちょっとお聞きいたします。 

○議長（森谷岩夫） 塩倉総務課長。 

○総務課長（塩倉智文） マニュアルにはまだ反映ができていないのが現状でございまして、

今、天竜川水域のタイムラインのところで止まっております。これを完成したところで

また行動計画に反映していくというような考えでおります。 

○議長（森谷岩夫） 米山議員。 

○１番（米山郁子） そのまだ天竜川しかできてないということなんですけれども、先ほど来

行政はスピード感がないという問題意識を持っていらっしゃる。問題意識があってそれ

を解決できないというのがいかがかと思われます。 

こういう問題はやっぱりスピード感だと思いますね。本当に明日にでも起こる、今天

気予報の確立がよくなっていますから大丈夫ですけれども、予測はできるんですけれど

も、でも本当にそれはわからないわけです。ですから、もうそういうスピード感がない

という問題意識を持っていらっしゃるなら、やっぱりこれはきちんとしていただかなけ

ればならないというふうに考えます。 

それとあとコンサルタントを入れなければ改訂できないほどの容量というふうにお話

があったわけですが、これについても県からの支援はしながら行っていきたいというお

話でしたけれども、これはじゃあいつやっていただけれるのか、ちょっと回答をお願い

いたします。 

○議長（森谷岩夫） 塩倉総務課長。 

○総務課長（塩倉智文） ２９年度には着手ができないというふうに考えておりまして、予算

には盛ってありませんので、まだ目標としては定めていないのが現状でございます。 

○議長（森谷岩夫） 米山議員。 

○１番（米山郁子） では町長にお聞きいたします。 

２９年度は予算に上がっておりませんでしたが、じゃあ町長としていつ改訂していた

だけますでしょうか。 

○議長（森谷岩夫） 深津町長。 

○町長（深津 徹） 今、話を聞いておりました。 
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やはり取り組まなければならない問題だなというふうに聞いておりました。 

今、答弁の中で２９年度は無理なのでということでありましたけれども、補正が組め

るのかどうか、これからしっかりと考えてまいりたいというふうに思っております。 

○議長（森谷岩夫） 米山議員。 

○１番（米山郁子） ではぜひ２９年度はもう予算が経ってしまいましたので、ぜひそれ以降

対策をよろしくお願いしたいと思います。 

次の質問に移らさせていただきます。 

平成２５年６月の災害対策基本法で一部改正によりまして、高齢者、障がい者、乳児

等の防災施策において、特に配慮を要する方の災害発生時の避難等特に支援を要する方

の名簿の作成が義務づけられております。それについて現在、松川町としてその支援者

名簿の把握と名簿表の作成はどの程度進んでいるのかちょっとお聞きいたします。 

○議長（森谷岩夫） 塩倉総務課長。 

○総務課長（塩倉智文） 要援護者の避難の支援につきましては、支援者の名簿につきまして

は、保健福祉課で名簿の把握をしていただいております。保健福祉課で介護保険の認定

を行う際に交付されますひまわりタクシー券というのがあるんですけれども、このタク

シー券の利用者と要援護者が重なることから、最初の申請と同時に要支援者の登録申請

をお願いしております。 

避難をされたいときには、家の間取りまで把握したものというふうになっております。 

現在の名簿は、平成２９年の３月１０日現在で対象者が１，６０５人に対しまして登

録を３１０名という形で把握しております。 

この名簿を作っていただいておりまして、災害時には活用していくという形になって

おりますけれども、役場で持っているほか総務課でも出していただいて、また民生児童

委員にこの名簿を配布されておりまして、災害時はこの名簿を持った民生児童委員が地

域の避難所に駆けつけて、自主防災組織に要支援の方がこういう方々がいらっしゃると

いうことを告げていただいて、自主防災組織が避難所の救助を行ったり、町への救助の

要請を行っていただくというような段取りになっております。 

よろしくお願いします。 

○議長（森谷岩夫） 米山議員。 

○１番（米山郁子） 対象者１，６０５名のうち３１０名の登録ということでございますが、

そうするとちょっと低いように思われます。 

やはり高齢者が増えている中で、先ほどの認知症の方とか、どう対応していくかとい
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うお話もある中で、やっぱり３１０名しか登録されていない。そういうそのまだ低い把

握ができていないという状況において、どう考えられているのかちょっとお聞かせ願い

ないでしょうか。 

○議長（森谷岩夫） そいじゃ米山保健福祉課長の方で。 

○保健福祉課長（米山政則） それではお願いいたします。 

この災害者要支援台帳の関係ですけれども、保健福祉課では６５歳以上の高齢者の方

ですとか、介護保険の要介護３以上の認定の方。それから認知症で重度の方ですね。そ

れから身障手帳ですとか療育手帳、精神保健福祉手帳をお持ちの方ということで、それ

が先ほどのひまわり乗車券の対象になっている方ということでしたので、その方該当に

なった方にはそういったお声がけをさせていただくわけです。 

ただ、やはり家庭の中にはご家族と一緒に住まわれている方もいらっしゃいますので、

全部が全部やはりこの台帳に登録をされるわけではないということで、現在は一応は声

はかけさせてもらってありますけれど、それなりの状態だということであります。 

ただ、やっぱり私も考えますけれども、その災害弱者の方ということになりますと、

障がいの方や高齢者の方ばっかりじゃなくて、やはり妊婦の方ですとか子どもさん、そ

れから観光客の方もそうだというふうに思うんですね。 

ですので、これは保健福祉課だけではなくて全体で考えていかなければならないこと

かなというふうには思っております。 

お願いします。 

○議長（森谷岩夫） 塩倉総務課長、いいかな。 

米山議員。 

○１番（米山郁子） 全体で考えていくという方向は非常に良いことだと思われます。 

その中で、世帯台帳や人災台帳、擁護者助け合い台帳というのを役場の方で作ってい

らっしゃって、それを配布していらっしゃいますね。ここにあるんですけれど。こうい

うものを配布されて調査されているわけですけれども、やはり行政としてそのそういう

台帳を把握をきっちりされているかどうかということのチェック機能というのはどのよ

うにされているかちょっとお聞かせいただきたいと思います。 

○議長（森谷岩夫） 塩倉総務課長。 

○総務課長（塩倉智文） 今、議員のお手元にある台帳の類いですけれども、２月の自治会文

書でそれぞれの自治会長にお配りしてあります。また、区会にもお願いしておりまして、

それぞれの区で自治会でまとめたものについて、また区の避難所ごとの台帳として作っ
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ていこうということで投げかけていただいておる状態になっております。 

この名簿を同じ自治会の中の自治会外の人にもお願いして作ってもらったりというこ

とをぜひお願いしたいということでやっておりまして、この名簿をまず自治会長が持っ

てその自治会長がコピーを区会の自主防災会を大きな組織の方に持っていって、またそ

の中で総務課、町の台帳まで持っていくかということについて持っていくような体制が

取れればなというふうに思っております。 

この名簿中に要支援の名簿もございますし、それから特徴のある資格を持っている方、

バックホーが使えますよとか、看護師の免許がありますよとか、そういう災害時に役立

ちそうな資格を把握していただいておりますので、各自主防災会で集まったメンバーの

中にその資格がありますよという方にかつやくしていただけるような材料としても使っ

ていただけるようにというふうに考えております。 

また、次年度以降ですね、地域リーダーの養成の研修がありますので、作っていただ

いた名簿について、どういうふうに活用していくかということも含めて、また自主防災

会の皆さんと意識を持ちながら高めていきたいというふうに考えています。 

○議長（森谷岩夫） 米山議員。 

○１番（米山郁子） この調査については２月からということで、これからつなげていくかと

思われます。 

それでやはり災害においては、自助が７割で公助が２割と言われておりますけれども、

それは時間帯によってでもございますし、家族のいない昼間でしたらやっぱり公助が必

要であります。 

その中でやはり地域において、やっぱり防災マニュアルを定めて迅速かつ的確に活動

できるようにすることが大切であると言われているわけです。 

その中で、予算の中で見させていただいたんですが、集落支援員が総務の中に入って

いらっしゃいまして、危機管理をされる予定だということでございますが、その集落支

援員の危機管理についてどのような取り組みをされるおつもりなのかちょっとお聞かせ

ください。 

○議長（森谷岩夫） 塩倉総務課長。 

○総務課長（塩倉智文） 平成２８年の４月より消防署のＯＢを地域の集落支援員として雇用

しております。 

平成２８年度の主な業務につきましては、自主防災会の備品等の購入の補助や自主防

災会のリーダー研修の研修の主催。それから震災等の支援等を行っていただいておりま
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す。 

平成２９年度については、地域支援をさらに進めていこうということで、現在自治会

に投げかけておりましたその自主防災の台帳の整備なんかも彼の主導で行っているもの

でございます。 

台帳の整備を行っておりまして、この自主防災会の実態の把握も行っていきたいとい

うふうに思っております。 

自主防災会も毎年人が変わってしまったりして、継続性がないという悩みもあります

ので、そのあたりの支援につなげられたらなというふうに考えております。 

○議長（森谷岩夫） 米山議員。 

○１番（米山郁子） 集落支援員の方の仕事として、備品の整備台帳の作成とあと自主防衛の

実態の把握とございますが、集落支援の方のお仕事というのは集落への目配り、巡回、

状況把握等を行うとございます。 

また、市町村間での集落の現状、課題、あるべく姿等についての話し合いを促進し、

アドバイザー、コーディネーターとして参画、支援するとございます。それについて、

地域においていかに情報を集められるのか、またどう支援していかれるのかをお聞きし

たいんですけれども。 

○議長（森谷岩夫） 塩倉総務課長。 

○総務課長（塩倉智文） 平成２８年度は、自主防災リーダーの研修の中で、各地域の過去の

災害の爪痕というか、災害が起こって被害があった場所の見学ツアーを行っております。 

その中で、各自主防災会の皆さんに参加していただいて、それぞれの場所を地区ごと

に行ってきたわけなんですけれども、そういったところで地域に入って、自主防災会の

皆さんと話をしたりというようなことを２８年度は行ってまいりました。 

議員のおっしゃるように、各自治会との話し合いという面では７２自治会にプラス８

の区会がございますので、すべてに目配りをできるかということの課題もございますけ

れども、やっぱり座学になりますが、集合研修のような場を持って、こういうような自

主防災会の持ち方だとか、あり方というのを少しこちらから問いかけていくというよう

なことが役目になるかなというふうに思っております。 

○議長（森谷岩夫） 米山議員。 

○１番（米山郁子） 集落支援員につきましては、７２自治会がございます。計画的にやはり

進めていただいて、短期間で把握していただくような体制をぜひとっていただきたいと

いうふうに思っています。 
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あと防災マニュアルについてなんですけれども、これも区長が変わった場合にその防

災マニュアルを前の区長さんが持ってて、次の区長さんに引き継ぎができてないとか、

そういうことがあるというようにお聞きしまして、そのまた防災マニュアルを１，００

０円で買わなければいけないということをお聞きしたんですけれども、なんで１，００

０円で防災マニュアルを買わなければいけないのか、そんなに防災マニュアルに作る経

費は高かったんでしょうか。その辺のことをちょっとお聞きしたいんですが。 

○議長（森谷岩夫） 塩倉総務課長。 

○総務課長（塩倉智文） この防災マニュアルにつきましては、町で委託しております飯田の

ボランティア協会の大蔵氏が作成したものでございますので、町も買っているという状

態でございます。ですから増刷というような形でお作りしてお渡しすることができない

ということで、ボランティアセンターの費用になっていくというようなことで一冊いく

らという形で買っていただいている状態でございます。 

以上お願いします。 

○議長（森谷岩夫） 米山議員。 

○１番（米山郁子） 委託して作っていただいたものを使用しているということですが、ちょ

っと私調べさせていただいて、ネットで調べると出てくるんですけれども、これは春日

井市の市民防災マニュアルでございます。コピーしただけで１１枚、裏表すれば６枚で

済みます。 

こういう簡単なもんでも十分中身見ていただければわかると思いますけれども、こう

いうものでも十分で１，０００円もかけなくても皆さんに配布してみていただけるとい

うことも可能でございます。そういうところもやはりきちんと考えていただいて、各家

庭に持っていただく、そういうことが必要かと思われます。 

あと先だって、三遠南信のサミットにおきまして、三遠南信では連携してその災害時

の支援に取り組んでいくということがございました。それは三遠南信で非常に公益なん

ですけれども、この松川町としてその近辺の市町村とのその防災に対する広域の支援の

取り組みについてのなにかとりきめみたいなものはあるんでしょうか、ちょっとお聞か

せください。 

○議長（森谷岩夫） 塩倉総務課長。 

○総務課長（塩倉智文） 地方事務所というか、南信州広域連合やそれから県でも取り決めが

ございまして、例えば去年の熊本の震災の際なんかは飯田市に中心で支援物資を集めた

りというような形で、市を中心として連携をしたという実績がございます。 
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お願いします。 

○議長（森谷岩夫） 米山議員。 

○１番（米山郁子） すいません、具体的にはどのような支援をされたんでしょうか。物資の

具体的には。 

○議長（森谷岩夫） 塩倉総務課長。 

○総務課長（塩倉智文） まず、あれは時間で勝負でございましたので、県から飯田市に連絡

があって、とりまとめをしなさいというような形で各町村に回ってきました。ですから、

松川町はじゃあどの物資が出せますというような形で表明をいたしまして、それぞれの

市町村ですね、１４市町村のすべてを把握して、飯田市がとりまとめてじゃあこことこ

ことここの物資を運びましょうということを決めていただいて、飯田市が全体をとりま

とめたものを熊本まで運んだというような実績がございます。 

ですから多く出されたところと採用されなかったとこもありますけれども、まず、出

せる物資の把握とそれから選択というような形で連携をしたという実績がございます。 

○議長（森谷岩夫） 具体的に物資を言ってください。 

○総務課長（塩倉智文） すいません、水、毛布、食料ですね、そういうようなものです。そ

ういうようなものです。 

各自治体が持っていた備蓄品の中から提出していたということでございます。 

○議長（森谷岩夫） 米山議員。 

○１番（米山郁子） それはその他県ですよね。その支援は。松川町の災害において地域連携

として、豊丘が災害のときには松川町はどう対応するのか。松川町が災害があったとき

に豊丘や喬木や飯島、中川近辺の市町村がどのような対応をしていっていただける、そ

ういうその連携についてはきちっと話し合いができているかどうかをお聞きしたかった

んですけれども。 

○議長（森谷岩夫） 塩倉総務課長。 

○総務課長（塩倉智文） 身近な例でいいますと、火災が挙げられますけれども、地域連携と

いたしまして松川町で大きな火災があった場合は隣の村や町村から消防車を派遣してい

ただくとか、そういうお約束が既にできておりますし、松川から豊丘村や高森町へ派遣

するということもできております。 

ただ、地震のような大きな災害のときには、近すぎてお互いお互い様というか、お互

いが被災という状況になっていきますので、それはもう少し他県のそれぞれが災害協定

を結んである市町村からの派遣になるかというふうに思っております。 
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○議長（森谷岩夫） 吉澤副町長。 

○副町長（吉澤澄久） 災害の件でございますけれど、応援協定が結ばれておりまして、北部

地区、あるいは下伊那郡の単位、それからさっき申し上げました県の単位でこういう応

援協定はございます。 

それから今言った火災については、今消防署ができましたので、火災報がなると松川

町消防団だけで動きますけれども、これが大きな火災になったときには二次出動という

のがかかるんですね。それはやっぱり接している町村、例えば私どもの方でそういった

大きなものがあれば高森町さん、豊丘村さん、大鹿村さんの方から応援がくるというこ

とになっています。 

さらに私どもとそれから大鹿村さん、それから飯島町さん、それから中川村さん等や

っぱり消防の協定持っておりまして、何かあったときには応援をするという協定を結ん

でおりまして、毎年一回はその話し合いをしております。 

以上でございます。 

○議長（森谷岩夫） 米山議員。 

○１番（米山郁子） 毎年話し合いをされて協定については取り決めがあるということが理解

できました。 

続いて、昼間は松川町の企業はたくさんございますが、昼間の災害時におきまして企

業と行政間においてのその連携とか、そういうことについては取り決めや話などは何か

あるんでしょうか。ちょっとお聞かせいただきたいと思います。 

○議長（森谷岩夫） 塩倉総務課長。 

○総務課長（塩倉智文） 具体的にはまだないのが現状でございますけれども、例えば日赤病

院だとか、そういう病院とはもう既に防災計画の中でもうたってあるという状態になっ

ておりますので、まずはそういうところから大きな企業さんたちとはまだできていない

というのが現状でございます。 

○議長（森谷岩夫） 米山議員。 

○１番（米山郁子） やはり昼間は企業自体も防災マニュアルございますし、避難場所も決め

てある企業もございますが、やはり中小企業となりますとそこまで手が届かないという

か、そこまできちっとしたものがない、現実的に企業もいらっしゃいますので、やはり

企業においてもやはり目配りは必要じゃないかなというふうに思いますし、備品なんか

も企業でもし蓄えていただければ、それが使えるような方向も考えていただきたいとい

うふうに思っております。 



 －272－ 

あと地域防災指導員というのがあるというのは、ほかの地域であるというのを調べた

んですけれども、やっぱり防災の経験者として消防のＯＢや災害ボランティアの活動者

に助けていただいて、やはり区や自治会等の防災に関する経験者で募る自主防災組織が

そのものだというふうにも思いますけれども、区やその自治会によってかなりその防災

意識についての温度差があるというふうにお聞きしました。 

それで温度差があったら、それはやっぱりその町として一定レベルまでにしていかな

いと、これから防災に備えていくためには必要なことだというふうに思うんですけれど

も、その温度差を埋めるためにやっぱり自治会長が替わってしまうというところで、な

かなか引き継ぎができないということで、その標準化をして、それを一番いい自治会、

区、防災に対して意識が高い区の取り組みをそのままほかの区に水平展開していくよう

な考えはあるのかちょっとお聞きしたいんですけれども。 

○議長（森谷岩夫） 塩倉総務課長。 

○総務課長（塩倉智文） まず、区会や自治会の自主防災会の組織の活動に対しましては、毎

年７月頃に防災リーダー研修会を行っております。 

研修会には、先ほど申しましたけれども、飯田ボランティアセンターの大蔵氏を講師

に重要性だとか避難態勢の確立、それから減災という視点での講演を行っております。 

この大蔵氏のお話の中では、自主防災会の継続性というのをやはり重要だということ

で説いていただいておりまして、このためには自主防災会の役員については自治会の役

員が替わっても複数年担っていただくというような形で呼びかけをしております。 

１年で交代する役員では知識の積み重ねが難しいということで、標準化していくとい

うことには対策を２点ということで考えております。 

今、議員がおっしゃっていただいた先行組織の事例をリーダー研修会で発表していた

だくという方法。それからリーダー研修のほか出前講座に呼んでいただいて、組織の結

成の重要性を訴えていく方法だというふうに思っております。 

この先進事例の研修については、平成２７年度に一度行っておりまして、２つの自治

会がこういう組織の持ち方をしているということで、事例発表をしていただいておりま

す。 

そんなような形で、この自主防災のリーダー研修の席において、皆さんに説いていく

ということで、今は行っているのが現状でございます。 

以上、お願いします。 

○議長（森谷岩夫） 米山議員。 
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○１番（米山郁子） ぜひとも防災については住民のみんながやっぱり意識を高めていって、

やはりいつ起こるかわからない災害に備える必要があると思います。 

そして公助は１割に過ぎないと言われておりますけれども、やはり行政が統括してい

く。やっぱりいろいろなことをやっぱりまとめていただかないことにはやはり自治会、

区というのがこのバラバラになってしまいますので、やはりそこのところはきちっと町

で把握していただいて、その自主防災に向けた取り組みに本当に取り組んでいっていた

だきたいというふうに要望いたします。 

これにて、私の質問は以上といたします。 

○議長（森谷岩夫） 深津町長。 

○町長（深津 徹） 最後でありますけれども、今最後で言われた自主防災組織にも温度差が

あるということで、課長の方から温度差があるということはどういうことかという説明

はなかったんですけれども、議員はある程度認識をしておっていただけるのかどうかち

ょっとわかりませんけれども、時間がありませんのでそれについては話さないようにい

たしますけれども、確かに進んでいる自治会挙げろと言えばいくつかの自治会はこうい

うことをしてこういうふうでこうなんだ。 

温度差がある。それを地域の皆さんにどうやって知ってもらうか。住んでいるところ

はこういうとこ。 

それでだんだんに力を担当課も力を入れてきておりますので、自主防災の会議に行く

とはいって手を挙げて「機材機材って何をそろえば良いんですか」という質問が本当最

初の初歩的な。 

そういったものをできるだけ解消するように進んでいる自治会ではこういうものが用

意をしてこういうふうにやっておりますよ。いろんなこういう会議を開いておりますよ

ということを周知をさせていく。そして平準化ではありませんけれども、レベルアップ

を図っていく、これは非常に大切なことだというふうに受け止めております。 

○議長（森谷岩夫） これにて米山郁子議員の質問を終わります。 

 

◇ 菅 沼 一 弘 ◇ 

○議長（森谷岩夫） 引き続きまして６番、菅沼一弘議員。 

○６番（菅沼一弘） では通告に従いまして質問をさせていただきますが、午後一の川瀬議員

さんとの質問がかぶっておる点がありますので、気をつけながら質問をさせていただき

たいと思います。 
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まず、私は認知症の予防対策についてということで、川瀬さんは認知症の対策につい

てという同じような質問でございました。そんな中で私の場合は、認知症の早期発見と

在宅介護支援について。 

認知症はどうせ治らない病気だから医療機関にいっても仕方がないというような人が

多いのではないか。これが誤った考えだと思います。 

障がいの軽いうちに、障がいが重くなったときの後継人を自分で決めておくというよ

うな任意の後継人制度というのがあるわけですが、準備や手配をしておけば認知症であ

っても自分から生き方を全うすることが可能だと思いますが、そんなこと。 

それから認知症は、確定診断まで平均１５カ月かかっていく、そうでございます。認

知症の早期発見と在宅支援を医療と介護の両面で支える体制づくりが必要ではないかと

思いますが、そんな点について。 

第１点として、認知症の早期発見のための施策はとられているかどうかということを

お伺いをさせていただきたいと思います。 

○議長（森谷岩夫） 深津町長。 

○町長（深津 徹） 菅沼一弘議員のご質問にお答えをしてまいります。 

認知症についてでございます。 

これにつきましては、先般も質問に出ておりますけれども、全体的なことだけ私。 

なぜ、認知症なんだ。介護予防、健康予防、災害予防、３つの予防を掲げている中で、

介護予防の中でなぜ認知症なんだということでございます。 

私はやはり高齢になってもやはり先ほど申し上げました。社会との関わり、地域の関

わりをお年寄りになっても可能な限りしていくことが、その人を孤独にせずにならずに、

地域と関わって介護度が介護認定をできるだけ抑えていくことになるんだというふうに

思っております。 

そうした外へ出て行く、地域と関わりを持っていくという中で、やはりコミュニティ

スクール・カフェをやっております。 

やはりそうした中で、認知症、これはどうしても誰しもがかかっていく病気でござい

ます。以前は痴呆症、ぼけた、こういうふうに世間で言われてきた。今はそういう言い

方はしません。なぜならそれは認知症という病気だと。誰しもがかかる病気だ。いわゆ

る痴呆とかぼけた、これはある種のやっぱり差別用語になってまいります。誰しもが我々

すべての人間がかかりうる病気であるということがわかってきたということでございま

す。 
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それがやはり閉じこもり、そういったことにならないようにするためにも、やはり介

護予防の中で認知症対策というのが重要であるというように担当課とも話をする中で取

り組んでいるところでございます。 

細かいところは、保健福祉課長の方からお話ししてまいります。 

○議長（森谷岩夫） 米山保健福祉課長。 

○保健福祉課長（米山政則） 認知症の関係につきましては、ただいまお話ございましたよう

に、やはりその地域との関わりが非常に大事だというようなところ。それから早期発見

という、そういったところが非常に大事かなというふうに思っております。 

そんな中で、先ほど川瀬議員さんの答弁と重なる部分がございますけれども、やはり

その今、町で力を入れております認知症初期集中支援事業といたしまして、オレンジチ

ーム、それからオレンジ推進員を配置いたしまして、そういったところの窓口の設置で

すとか、あるいは地域での啓発活動等も行っているところでございます。 

それから合わせましてただいま準備を進めているところでございますけれども、オレ

ンジカフェの関係でございます。このオレンジカフェにつきましては、やはり施設を使

うということではなくて、民家を使って実施をしていきたいということでございまして、

やはりこれは地域の皆さんの理解があってこそというふうに考えております。 

そういった事業を通じて、地域との関わりを持ちながら進めていきたいというふうに

考えております。 

お願いいたします。 

○議長（森谷岩夫） 菅沼議員。 

○６番（菅沼一弘） ありがとうございます。 

次に、認知症と診断された場合、そのあとの相談体制について、どのような窓口があ

るのかというのは、先ほど川瀬議員さんの質問の中にもありましたが、住民は知りたい

と思いますが、そのようなことについての広報体制との用い方についてお伺いをしたい

と思います。広報体制、すいませんお願いします。 

○議長（森谷岩夫） 米山保健福祉課長。 

○保健福祉課長（米山政則） 認知症の相談窓口というのはやはり代表的なものはこのオレン

ジチームというような形になろうかと思います。あるいは地域包括支援センターの方に

なってくるかと思います。 

包括支援センターでは、絆だよりというのを年３回発行しておりまして、そういった

中でもこういったオレンジチームの関係につきましては、広報をさせていただいておる
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ところでございます。 

最近の認知症オレンジチームが立ち上がりましてからその相談について、若干そのデ

ータがありますのでご報告申し上げたいと思いますけれども、立ち上げから昨年の１２

月までというような中では１２２件の相談がございまして、やっぱり包括支援センター

からの相談を通じてということが５５％でございました。そのほかには医療機関ですと

か、本人やご家族といったようなところからご相談をいただいておるわけでございます。

あるいは相談方法といたしましては、電話によるものが５０％余というような形の内容

になっております。 

まだ、そういった今、形でご相談いただいておりますけれども、より広報の方は進め

て、またより相談しやすい体制を整えていきたいというふうに思っております。 

○議長（森谷岩夫） 菅沼議員。 

○６番（菅沼一弘） ありがとうございます。 

通告もさせていただいてはおるわけですが、その通告がかぶるような形があろうかと

思いますので、ですが認知症の老人対策についてということで認知症の患者の家庭看護

の方法についての啓発というのは、この間オレンジサポーターの講習なんかでは見させ

ていただきましたのでよくわかっているわけですけれども、長短期の保護施設を設置す

ることについてはいろいろ考え方があろうかと思いますが、先ほども特養の場合も平成

３３年頃計画していきたいなというようなお話もございましたが、その特養についてと

か、そういう施設的なものについて、今から着手というようなもう少し早くというよう

な形はいろんな関係でできるかできないかわかりませんが、そんなことも考えますが、

その点についていかがでしょうか。 

○議長（森谷岩夫） 米山保健福祉課長。 

○保健福祉課長（米山政則） 特養の受け入れの今後の計画ですけれども、受け入れといいま

すか増床の関係につきましては、平成３７年度までというようなことで現在計画を立て

ているところでございまして、これにつきましてはまだいろんな方向からまた検討して

いかなければならないということでございますので、今すぐというようなわけにはいき

ませんので、またこちらにつきましては逐次検討を進めてまいりたいというふうに思っ

ております。 

それから長短期の保護施設の設置というようなことのご質問でございますけれども、

町には緊急宿泊支援事業という事業がございます。これは例えば介護される方が冠婚葬

祭ですとか、ちょっと体調を崩してしまったというような場合に、年間４泊までという



 －277－ 

ようなことになりますけれども、デイサービスセンターをご利用いただいて、宿泊費の

８０％を補助するというような事業でございます。 

これは年間４泊までということになっておりますので少ないんですけれども、そのほ

かにも事前契約というのが必要になってくるんですけれども、町内の２つの事業所にお

きまして実費約３，０００円ぐらいになりますけれども、宿泊が利用できるという制度

もございます。これは実費になりますので特に何日ということは決まっておりません。 

それから３月ロングの利用につきましては、これは介護認定を受ける必要があるんで

すけれども、そのケアプランの中で例えば老人保健施設の認知症用の施設をご利用いた

だくことができますので、そういったところで長期短期のそういった保護施設というよ

うなことでご利用いただければというふうに思っております。 

○議長（森谷岩夫） 菅沼議員。 

○６番（菅沼一弘） ありがとうございました。 

認知症の対応型の通所介護ということはお聞きしてわかりました。 

要支援の１と２の認定の受け方というような形はどんな形で受けられるかと思います

が、どうでしょうか。 

○議長（森谷岩夫） 米山保健福祉課長。 

○保健福祉課長（米山政則） 介護保険を利用して介護サービスを受けていただくには要介護

認定を受ける必要がございます。 

要支援ということになりますと、軽い方ですね、要支援になりますので、これは介護

は必要ではないものの、日常生活に不便を来している人が利用をされるということにな

りますので、こちらにつきましてはまず申請をしていただいて、医師の意見書等をつけ

てまた申請をしていただくというような形になります。 

要介護の関係につきましては、介護が必要な方をその状況に合わせて５段階に分類し

ております。１から５までですけれども、最も軽い方、一般的には手段的日常動作の能

力の低下、排泄や入浴など部分的な介護が必要な方、それ以上の方が要介護というよう

な形になりますので、それぞれ要支援要介護につきましてはそういったまず包括とご相

談いただいて、書類的にはそういった医師の意見書、それから申請書等をお出しいただ

ければケアプラン等を作成していくというような形になろうかと思います。 

○議長（森谷岩夫） 菅沼議員。 

○６番（菅沼一弘） そういう形の中で、相談、介護支援についての町の考え方だとか、それ

から今、お話をお聞かせいただきまして体制がとられているということがよくわかった
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わけでございます。 

そんな中で、先ほども認知症のサポーターの要請についてということで、人口の高齢

化を伴い、認知症の方は増える一方でありますが、多くの町民の皆さんに認知症につい

て知識を持っていただくよう努めていかなければならないと思っておりますが、認知症

についての知識があれば防ぐことができた事故、あるいは認知症等に関係する知識があ

ったため、無事に認知症の方が事故もなく自宅に帰ったとか、それから近所の方に連れ

て帰ってもらえたというような事例が報道されています。 

厚生労働省によると、認知症のサポーターについて、認知症に対して正しく理解し、

偏見を持たない。それから２番目に認知症の人や家族に対して温かい目で見守る。近隣

の認知症の人や家族に対して自分なりにできる簡単なことから実践する。地域でできる

ことを探し、相互控除の努力、連帯、ネットワークづくりを作る。それからまちづくり

を担う地域のリーダーとして活躍するといったことが期待されており、平成２７年末に

全国の７００万人以上の方がいらっしゃるということであります。 

多くの町民に受講していただいておりますが、私も先般議員としてのサポーターの講

習がありましたので参加させていただきまして、サポーターについてはよくわかっては

おるところではございますが、今、厚生労働省からもそういう通達が出ているというよ

うなことで、今後もどのような形で担っていくかということをちょっとお伺いをしてい

きたいと思います。 

よろしくお願いします。 

○議長（森谷岩夫） 米山保健福祉課長。 

○保健福祉課長（米山政則） 認知症サポーターでございますけれども、先ほどの川瀬議員の

時にもちょっとご答弁させていただいたんですが、私としては町民の方皆さんが認知症

サポーターになっていただけるのが理想かなというふうに思っております。 

今、オレンジチームの中にそのオレンジ推進員を配置しておりますけれども、その主

な業務が地域での認知症啓発活動、それから地域での見守り活動のコーディネート、そ

れから認知症サポーターの養成講座、ステップアップ講座というのが主な業務になって

おります。 

それから合わせまして、認知症のサポーター養成講座の講師役といたしまして、キャ

ラバン・メイトという方もいらっしゃいます。町内に１３名の方今お願いをしておりま

すけれども、その方も合わせてその認知症サポーター養成講座に取り組んでいただいて

おるところでございます。 
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そういった方のお力をお借りする中で、１人でも多くの方にまたサポーターになって

いただいて、認知症になっても地域で暮らしていけるようなそんなような町になってい

けば良いかなというふうに考えております。 

○議長（森谷岩夫） 菅沼議員。 

○６番（菅沼一弘） 私もじきに高齢でございますので、そういう病気になりがちかもはしれ

ませんが、そんな中で考えますにやっぱりそういう認知症の知識などを教えていただき

ながら学習をしておけば、また何かの役に立つかなというようなふうで考えて今お話を

お聞きしたところでございます。 

先ほど事故人数が１，１７６名でよろしかったかどうか。それから今後町では社会福

祉に力を入れていくというような町長さんのお考えもあっただろうと思います。そんな

ことで、ここには社会福祉に力を入れていくということで、日赤病院も町内にもあり、

そんな点で特養の対策等はあと待機が３５人だというようなお話も先ほどされておりま

したが、これも広報などを通じて松川町はこういう認知症、それからこういう施設、こ

ういう町の啓蒙体制そういうものは用意されているよというような形の中で啓蒙してい

ただき、また松川町に住んでいただけるような家族ができればありがたいなと、そんな

ことを思うわけでございます。そんな点ちょっといかがでしょうか。 

○議長（森谷岩夫） 米山保健福祉課長。 

○保健福祉課長（米山政則） 先ほどございました今サポーター養成講座を受講された皆さん

１，１７６名ということでございます。 

やはり今後また社会福祉の方に力を入れていくというような中で、例えば福祉を考え

る集会であったりですとか、広報、それからまちづくり懇談会等でもそういったような

ことについては逐次触れていきたいなというふうに思っております。 

そういった中で、暮らしやすいまちづくりを進めていければというふうに思っており

ます。 

よろしくお願いいたします。 

○議長（森谷岩夫） 菅沼議員。 

○６番（菅沼一弘） ありがとうございます。 

じゃあ認知症の方をこれでいろいろお聞かせをいただきました。 

そんな中で次の質問でございますけれども、松川町で大島駅のとこに駐輪場があるわ

けでございますけれども、大島駅の置き場については当然自転車で通われて、あそこへ

置いて通学をするというような方が圧倒的かと思いますが、これは松川町だけではなく
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て、中川や大鹿の学生さん、大鹿とはちょっと遠いんでしょうけれども、学生が置いて

いかれる。 

そんな中で卒業してしまい、いらなくなった自転車をあそこに置きっぱなしで不法駐

輪として置いていってしまうというのが見受けられるわけですけれども、そんな点につ

いてどのような考えで今、あそこを管理されているかちょっとお聞かせ願いたいと思い

ますが。 

○議長（森谷岩夫） 田中産業観光課長。 

○産業観光課長（田中 学） 伊那大島駅の駐輪場は、自転車、バイク等を使って伊那大島駅

から通勤、通学をする皆様のための施設でございます。 

駅舎の南側に２棟ありまして、１棟が長さ９ｍ、幅４.８ｍで真ん中向かい合わせの駐

輪場となっておりますので合計で４列ございます。収容台数は７２台になります。平成

１４年に作られたものでございます。 

駐輪場の南側の方には、送迎車両の駐車場としてそこも含めて一体的にＪＲ東海から

町が年額３５万６千円というような金額で賃借をしている状況でございます。 

ただいま話になりました中川村ですとか大鹿村からも、賃借料の一部を負担金として

いただいておるような状況でございます。 

放置自転車の状況につきましては、正直近年定期的な調査の方は実施してきませんで

した。ですので、なかなか細かいところまで把握をしていなかったというのが現況でご

ざいます。 

先日、日曜日の朝早朝確認、何度か確認したわけなんですけれど、やはり議員おっし

ゃられますように、長期間放置されていると思われる自転車が１１台ほどございました。

そのほかにも使っていると思われますが、６台ほど置いたままの状態になっていた状況

でございます。 

放置自転車につきましては、やはり長期にわたりまして公共のスペースを独占してい

ることになりまして、ほかの利用者の皆さんに迷惑をかけることになります。また、環

境、美観的にも悪化しているような状況になりますので、このようなことにつきまして

は今後きちんと今の自転車につきましての対応を検討をしていきたいと思っております

し、また定期的な調査をやっぱりきちんとしていく必要があろうかと思っておるところ

でございます。 

実は平成２５年の時にも、やはりある議員の方からあそこに放置自転車があるよとい

うようなご指摘をいただきました。当時担当者が一週間おきに３カ月ほど調査をしまし
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て、１４台ほどの放置自転車をピックアップをしたところでございます。その後、防犯

登録番号ですとか、車体番号から、松川交番に所有者の調査を依頼をいたしまして、あ

と判明した１１名の方々に自転車の移転のお願い文書を出しております。しかし、実際

にはそのような文書がいっても、移動の方はしてもらえなかったというようなことで、

その当時のものが現在もちょっと残っているというような状態かと思います。 

これらの放置自転車の処分につきましては、やはり条例なり制度が必要がありまして、

やはり個人の所有物を勝手に処分ということができませんので、一定のこれから法整備

の方、制度的なものを作りまして、きちんと指導ですとか、また勧告ですとか、そのよ

うな保管期間ですとか、そのようなことを設けながら処分の方に移っていけるようなこ

ともこのあと考えていきたいと思っておるとこであります。 

以上であります。 

○議長（森谷岩夫） 菅沼議員。 

○６番（菅沼一弘） 確かにあそこは送迎のとこの駐車場も、草を刈っていただいたりしてい

る方がいらっしゃるのかなとは年間を通じては思ってはおります。 

それから今、大島駅なんかも本当にきれいにお掃除をしたりしている。今おいでにな

る方は一生懸命切符を売っていただいておるような気がしております。 

そんな中で、あそこで切符を売っていらっしゃる３名の方につきましては、今も３名

だと思いますけれども、その方たちは本当に切符を売って駅のあそこの待合所で声かけ

をしていただいたり、いろんなお話を聞かせていただいたり、案内をしていただく、そ

ういうような献身的な方たち３人だなというような感じを受けております。 

たまたまあそこにも丸茂タクシーの駅の駐車場があったりして、そんな中で良いなと

は思うんですが、また考えてみればあそこの駐輪場のとこは草が生えたりしたりしてい

るのは早めにやっぱり誰が処置していただけるのかはわかりませんが、ボランティアで

した方が良いのか、しても良いのかというような形もあろうかと思いますが、そんな点

も踏まえながらちょっとお願いをしたいと思います。 

○議長（森谷岩夫） 田中建設課長。 

○建設課長（小沢雅和） 送迎車両の場所の草刈りにつきましては、うちの産業観光課が担当

でございますので、職員がやる場合もありますし、あとシルバー人材の方々に委託をし

まして草刈りをやってもらうことがあります。 

なかなかちょっと期間が空いて伸びっぱなしの時もありますので、今後そういうこと

については気をつけながらやっていきたいと思いますし、またボランティアでやってい
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ただける場合は本当に歓迎というかありがたいことでありますので、またなんか良いこ

とをよろしくお願いしたいと思います。 

それからまた駅員さんの３名、それから丸茂タクシーさん等もあそこにいらっしゃい

ますので、やっぱりあそこの駐輪場を使う学生さんたちをはじめ多くの方々がやっぱり

安心してというところもあろうかと思いますので、またそれらの皆様とも改めて協力の

依頼を協力をお願いしながら、良い駅の駐輪場として管理をしていきたいと思います。 

○議長（森谷岩夫） 菅沼議員。 

○６番（菅沼一弘） 先ほどその処分について条例化というようなお話もございました。その

点も進めていただけるかどうか、ちょっとお伺いをしたいと思います。 

○議長（森谷岩夫） 田中建設課長。 

○建設課長（小沢雅和） 現在、町には放置自動車の処分の条例はございます。ただ、自転車

まではなかなかそこまでの大きな被害が今までなかったもんですから今までなかったわ

けなんですけれど、やはり具体的に今、指摘がございましたように、やっぱり１０何台

あるというような現状でもございますので、また今後のことも考えてもやはり必要なも

のだと思いますので、また検討していきたいと思います。 

よろしくお願いします。 

○議長（森谷岩夫） 菅沼議員。 

○６番（菅沼一弘） ありがとうございます。 

そしてちょうど今大島駅のことをお話をさせていただいたんで、通告には出してなか

ったんですが、大島駅の切符の売れ高は３１０万円余というような形のよろしいかどう

か。それでそれに対してこれからも切符を進めて切符を大いに利用して飯田線を利用し

ていただくという啓蒙などの活動なんかについてもお考えがあればお聞かせ願いたいと

思いますし、それから予算の中で修繕をするというような説明、それから整備などをす

るというようなお話がありましたが、そんな説明もできたらちょっとお願いできればと

思いますが。 

○議長（森谷岩夫） 通告外でありますが、そいじゃ酒井まちづくり政策課長。 

○まちづくり政策課長（酒井 仁） 私ども２９年度予算の見込みで大変申し訳ございません。

伊那大島の切符販売の売り上げの方は７５万３千円という形で予算計上しております。 

すいません、修正をさせていただきます。今７５万３千円というお話をしたのが切符

の売り上げの手数料の金額になりますので、売り上げになりますと少しお待ちください。

こちらの方なんですけれども、売り上げの販売額でいきますと、一般の乗車券ですね、
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近距離も含めてですけれども、大体１年を通して１，０００万円近くになるんじゃない

かなと思います。そこにプラスで定期券がございますので、定期券が１，５００万円か

ら１，６００万円ぐらいになろうかと思いますので、売上高で申しますと２，５００～

２，６００万円になるのではないかというような想定のお話で申し訳ございませんけれ

ども、そんな感じじゃないかなと思います。 

すいません、正確な数字がまだ出てないということと、２７年度の数字を持ってない

ということでご容赦願えればと思います。 

○議長（森谷岩夫） 菅沼議員。 

○６番（菅沼一弘） すいません、通告外の質問をさせていただきました。ありがとうござい

ました。 

そんな中で先ほども申し上げたとおり、認知症、それから今の駐輪場の件についての

質問をさせていただきました。条例も考えていただけるというようなお話でございまし

た。そんなことをお願いをしておきたいと思います。 

そんなことで私の質問は時間がまだ早いわけですけれども、終わらせていただきます。 

ありがとうございました。 

○議長（森谷岩夫） 菅沼一弘議員の質問を終わります。 

 

◇ 間 瀬 重 男 ◇ 

○議長（森谷岩夫） 引き続きまして１２番、間瀬重男議員。 

○１２番（間瀬重男） 通告をいたしました２項目について質問をさせていただきます。 

まず、最初に英語教育の現状と今後の進め方についてお伺いをしてまいります。 

私は２年前の９月議会におきまして、低学年からの英語学力の充実について質問をい

たしました。ですが、早め早めの大人の論理による早期教育には諸手を挙げられないと

いう前向きではない答弁でございました。 

リニア新時代を１０年後に、また３年後東京五輪オリ・パラホストタウンを目指す中、

コスタリカとの交流も本格的に動き出しております。 

このようにグローバル化していく情報化、国際化社会で、英語教育は非常に大切な教

科であり、課題でもあります。 

このたび文科省は、平成２８年度中に中央教育審議会により改訂内容が答申された次

期学習指導要領について、これまでの議論を踏まえた答申の素案が公表されました。 

これまでの知識偏重から脱却すると同時に、思考力や表現力を育成する方針が示され
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ました。小学校で英語が教科として本格的に導入され、新指導要領は５年生から３～４

年生に引き下げられ、２０２２年からとしていましたのが２年前倒しをされ、２０２０

年からとしています。 

急速に進むグローバル化に対応し、国際社会でも活躍できる人材の育成をするのが目

的とするとしております。 

今回の改訂は、２０２２年から２０２０年に前倒し実施ということで大変歓迎するも

のですが、英語にかかわらず新学習指導要領の導入についての見解をお伺いいたします。 

町長、教育長の見解をお伺いをいたします。 

○議長（森谷岩夫） 深津町長。 

○町長（深津 徹） 間瀬重男議員の質問にお答えをいたしてまいります。 

外国語教育についてということでございます。国の学習指導要領も変わっていくよう

でございます。 

教育委員会の方からお答えをしてまいります。 

○議長（森谷岩夫） それでは高坂教育長。 

○教育長（高坂敏昭） 外国語教育について、２年前にご質問をいただきました。 

基本的に考え方は変わっておりません。 

学習指導要領が改訂されるというその背景には、今、間瀬議員からお話がありました

ような国際化というそういった流れ、そして２０２０年のオリンピックの開催というこ

ともその背景にあるというふうに思っております。 

私どもは、学習指導要領に沿って、それぞれの学校で外国語教育、英語教育を進めて

いくという、そういう立場で進めていくという、そういう立場で進めていきたいという

ふうに考えております。 

小学校の３～４年生から外国語活動が、５～６年生から教科としての英語が始まると

いうことで、そのためには時数が週一コマ３年生以上は増えてまいります。それから当

然基本的には小学校では学級担任が外国語の指導をするわけでありますが、それでは不

十分だということで、専科教員の配置、それからアシスタントランゲージティーチャー、

ＡＬＴの配置等も当然必要になってくるわけでありますが、県の教育委員会にも働き賭

けをしながら、人的配置についても相談をしていきたい、そんなふうに思っております。 

以上でございます。 

○議長（森谷岩夫） 間瀬議員。 

○１２番（間瀬重男） ご答弁をいただきました。 



 －285－ 

現状と比べ良い点、また問題点が出てくると思うわけですが、読み書き、それから会

話、文法が基本となるわけでございますが、これからリニア新時代、またインバウンド

客や国際交流が盛んになる中で、日常会話ができることが大切と考えておるわけでござ

います。 

今、これから３年後というか、新指導要領においては、英語教師の配置とかそれは難

しい面が多少あるということで今お話をいただきました。 

学校当たり前、学校ばかりでなく、家庭や社会での英会話を町の政策として推し進め

ることをしたらどうか。町内在住の外国人の皆さんに協力をいただくとか、例えばチャ

ンネル・ユーを使い日常会話のワンポイントレッスンをするとか、進んでこれは簡単な

ことでありますが、地域の名称や案内板を日本語とローマ字表示にしてはどうか。リニ

ア新時代を迎える中で、将来はこの松川町を水と緑のくだものとそれから英語の町まつ

かわにしたらどうかというような思いがしております。 

こんなようなことについて見解があればお願いをしたいと思います。 

○議長（森谷岩夫） 高坂教育長、ちょっと全体の話はそいじゃ。 

○教育長（高坂敏昭） 英語の町というご提案をいただきました。 

実際に長野県の中で、この間間瀬議員の方からお話があったような低学年から英語教

育を実施しているところもございます。それは国の特区制度を使って学習指導要領外の

学習という形で展開をしている。例えば軽井沢町、それから下諏訪町、それぞれ町とし

ての考え方があってやっているというふうに認識しておりますが、松川町でそういった

形、英語の町というふうなことで町民挙げてということが果たしてふさわしいかどうか、

これはしっかり考えていかなければいけないというふうに思っております。 

教育委員会としてできることは、文部科学省が示している学習指導要領に沿ってしっ

かりと子どもたちに英語の学力をつけていくこと、そういうふうに認識をしております。 

以上でございます。 

○議長（森谷岩夫） 間瀬議員。 

○１２番（間瀬重男） 今すぐというわけにはいかないと思いますが、将来的にはなんとなく

そういう夢も持つことが大事ではないかと思います。 

学習指導要領の改訂で一歩英語教育が私は進むと考えます。低学年は物覚えが大変よ

いので今後が楽しみであります。 

今後、松川町の英語教育を今もおっしゃったかもしれませんが、どう発展させていく

のか、どう導いていくのか、この点についてご見解をいただきたいと思います。 
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○議長（森谷岩夫） 高坂教育長。 

○教育長（高坂敏昭） 先ほどもお話をさせていただいたとおりでございますが、あえて付け

加えさせていただきますと、２０２０年からの実施の前段階として教員の確保、それか

ら時間割の設定等大きな課題がございます。 

町の教育委員会では、そういったことも踏まえて２０１８年度から試験的な先行実施

をしていきたいとそんなふうに考えております。 

以上でございます。 

○議長（森谷岩夫） 間瀬議員。 

○１２番（間瀬重男） 今、教育長申された１８年からいろんな取り組みをされているという

ことで結構だと思うわけでございます。 

それでは英語教育については、私の質問はここで終わりにしまして、２つ目でござい

ます。小中学校へのエアコンの設置についてお伺いをしてまいります。 

やはりこのことについては、このところ多く取り上げている課題であります。新年度

当初予算に保育園に３，０００万円のエアコンの設置費が計上されました。名子中央保

育園には既に新築に伴い設置をされていますが、未設置の全保育園に設置されるとのこ

とで、保育園児の保育環境等の向上につながり大変ありがたく結構なことであります。 

これまでに小中学校へのエアコンの設置も何人かの議員さんからも要望をしてきまし

たが、答弁では財源のこともあるが、児童生徒に多少の暑さにというか、そういう環境

に我慢することも教育であるとの答弁もありましたが、今の世の中、なかなかこの考え

方はどうかと思うわけであります。 

地球温暖化の進む中で、家庭や事業所、役場庁舎にもエアコンがあります。また、近

隣町村の学校でも設置や整備が進んでおり、教育環境と学力向上のために大変重要と考

えます。 

今、校舎や体育館、給食棟等の整備がされ、また建物の耐震補強もされ、安全安心も

担保されてきました。少子高齢化の中で、子どもは地域の宝であります。子育て支援が

大きく叫ばれる中、エアコンの今後の整備計画が望まれます。 

これについて、今後の整備計画等について、お考えをいただきたいと思います。 

○議長（森谷岩夫） そいじゃ福島こども課長。 

○こども課長（福島敏美） 今現在、小中学校へのエアコンの整備計画というのが具体的に何

年度にやるという計画は今現在持っておりません。 

というのは、中学の給食棟と同じ学校施設環境改善交付金という国交付金を使ってい
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きたいということで、以前議会の方でもお話をさせていただいてきております。そのよ

うな中で、給食棟完成後において計画していきたいということで、これから子どもたち

の健康の維持ですとか、学力の向上等考える中で、検討、協議してまいりたいというふ

うに思っております。 

○議長（森谷岩夫） 間瀬議員。 

○１２番（間瀬重男） 現在のところでは、計画がないということの答弁かと思います。 

中学校の給食棟に大きな投資をされるわけでございますが、その後にとの答弁でござ

いました。 

ぜひともこれについては、今までにもいろんな要望がありました。松川町のいろんな

整備が進む中で、大きな課題はこの辺にあるのではないかと思いますので、ぜひともこ

の問題について進めていっていただきたいと思います。 

今、給食棟が終わったらとのお考えと言いましたが、そこら辺をちょっともう一度お

伺いしたいと思います。 

○議長（森谷岩夫） ちょっとお諮らいをいたします。 

まもなく５時になりますが、このまま引き続いて進めたいと思います。よろしゅうご

ざいますか。 

（「異議なし」との声あり） 

○議長（森谷岩夫） それではただいまの件について答弁を願います。 

福島こども課長。 

○こども課長（福島敏美） 今現在は、平成２９年度の中学校の給食棟の建築に全力をあげて

まいりたいというふうに思っております。 

そんな形の中で、これからそれ以降の計画になりますので、そのあたりは実施時期で

すとか、どのような形でやっていくかというのはそれ以降の協議してまいりたいという

ふうに思っております。 

○議長（森谷岩夫） 間瀬議員。 

○１２番（間瀬重男） 小中学校へのエアコンの設置については、私の質問の内容は今の答弁

を聞くしかございません。給食棟のあとという中で、またしっかりと検討をしていただ

き、整備計画を進めていっていただきたいと思うわけであります。 

そんな中で、私の質問はこれで終わります。 

○議長（森谷岩夫） 間瀬重男議員の質問は終わりました。 

ここでお諮りをいたします。 
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２時間ほど経っておりますが、休憩をとりたいと思いますが、よろしゅうございます

か。 

（「異議なし」との声あり） 

○議長（森谷岩夫） ５時１０分まで休憩といたします。 

  

休  憩  午後 ４時５８分 

再  開  午後 ５時１０分 

 

○議長（森谷岩夫） それでは再開をいたします 

 

◇ 黒 澤 哲 郎 ◇ 

○議長（森谷岩夫） ７番、黒澤哲郎議員。 

○７番（黒澤哲郎） それでは５時を過ぎた中で最終の質問ということで、長い時間になりま

したが、よろしくお願いしたいと思います。 

それでは通告で２つの質問をしております。 

最初の質問は、前回質問をした部分についての引き続き検討結果をお伺いするという

質問であります。 

町長がチャンネル・ユーの社長の是非についてということで、前回も質問をさせてい

ただきましたが、前回の部分でも法的問題についての解答の部分はなかったということ

と、町長の方でも検討するということでありましたので、その部分についてお伺いをす

るものであります。 

社長を兼任する理由と正当性、こういうことについてしっかりお伺いをしたいなと思

っておりますのでよろしくお願いいたします。 

○議長（森谷岩夫） 深津町長。 

○町長（深津 徹） 黒澤哲郎議員の質問にお答えをしてまいります。 

チャンネル・ユーの社長が町長が兼務しているという案件についてでございます。 

まず、法的な問題でございますけれども、法的には問題がないというふうに認識をい

たしております。 

この件につきましては、このあとまちづくり政策課長の方から説明をいたします。 

また、先般、臨時取締役会を開きました。この件につきましても、皆さんに諮ったと

ころでございます。もちろん部外者が社長に就任、取締役会は取締役は１５人以内とい
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うことで決定をされておりまして、今のところは株式を持っている３団体からそれぞれ

取締役をお願いしているのが現状でございます。 

そうした中で、私自身もその昔、町長に対してそうした質問もしたことがあった経過

もございます。そうした中で議決権のない社長が就任し、責任問題等、それからチャン

ネル・ユーの経営状況、今このところ非常に黒字になり、良い経過をたどっているわけ

ではありますけれども、現状を総合的に判断をいたしますと、取締役の皆さんから「町

長、今、社長を継続すべし」というふうにご意見をいただいたところでございます。 

とりもなおさず取締役会の中で決定をしていく案件だというふうに認識をいたしてお

ります。 

○議長（森谷岩夫） 酒井まちづくり政策課長。 

○まちづくり政策課長（酒井 仁） 首長が役員に就任する件についてということですが、こ

れにつきましては地方自治法の１４２条が該当するのではと考えています。 

参考までに条文をちょっとお読みさせていただきます。 

普通地方公共団体の長は、当該普通地方公共団体に対し請け負いをする者及びその支

配人、または主として同一の行為をする法人、括弧書きあります（当該普通地方公共団

体が出資している法人で政令に定めるものを除く）の無限責任社員取締役執行役、もし

くは監査役、もしくはこれに準ずべき者、支配人及び清算人たることができないと記載

されております。 

文末はできないとの表現でございますが、先ほど括弧書きの部分、当該地方公共団体

が出資している法人で、政令に定めるものを除くという部分がチャンネル・ユーにあた

ると解しております。 

参考までに政令、これは地方自治法施行令第４章執行機関第１節地方公共団体の長及

び補助機関並びに普通地方公共団体の長と他の執行機関との関係の中というようなとこ

ろに第１２２条になりますけれども、こちらの方に政令が記載されております。 

地方自治法第１４２条に規定する当該地方公共団体が出資している法人で、政令で定

めるものは当該地方公共団体が出資金、資本金、その他これらに準ずるものの１／２以

上を出資している法人とすると記載されております。 

ですので、チャンネル・ユーの方につきましては、町の方で９０％を出資しておりま

すので、地方自治法１４２条の例外規定、括弧書きですね、そこの政令に定める法人で

あるため問題ないと考えております。 

以上です。 
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○議長（森谷岩夫） 黒澤議員。 

○７番（黒澤哲郎） その法的部分についてはまたあとでとしたいと思いますが。 

まず、町長の答弁の中で、先ほども取締役会では継続ということで、臨時取締役会を

開いてそういうことになって良いことになったというふうにお答えがあったわけですけ

れども、その私が考えるのに取締役会というのは会社組織の中の会議であるわけでして、

会社としては町長が社長であった方がこりゃいいんじゃないかなと思います。ほかの民

間会社でも、町長が社長であってくれればこんなにありがたい会社はないんじゃないか

なと思います。 

私が言っているのは、要するに町の中で要するに行政として町長がこの株式会社チャ

ンネル・ユーの社長であるべきかどうか。その正当性となぜ必要かということをお聞き

しているわけでして、それを判断するのは取締役会じゃなくて課長会議なり議会にかけ

るなり全協で話し合うなり、住民と話し合うなり、そういう場じゃないかなと思うんで

すが、それについてはいかがですか。 

○議長（森谷岩夫） 深津町長。 

○町長（深津 徹） チャンネル・ユーは株式会社でございます。そうした意味では、やはり

株主総会、あるいは取締役会というのが、取締役会がやはり議決の機関になるんではな

いかというふうに認識をいたしております。 

○議長（森谷岩夫） 黒澤議員。 

○７番（黒澤哲郎） それは会社内での問題ですよね。 

だから私は、町長に町長職に専念してもらいたいし、専門家でない株式会社チャンネ

ル・ユーの業務は他の人にやっていただくのがチャンネル・ユーのためでもあるんじゃ

ないかなということを述べさせていただいておるわけでありまして、会社としては最高

の議決機関かもしれませんけれども、町の町長が兼務するということの是非についてお

聞きしているわけですから、庁内でその議論をしなきゃいけないんじゃないかなと思っ

ているわけです。 

そのことに関して今、答弁いただかなかったのですけれども、もう一度お願いいたし

ます。 

○議長（森谷岩夫） 深津町長。 

○町長（深津 徹） 課長会議や議会やこういった場で同意を得た方が良いということですか。 

その辺のところはやはり先日も専務、あるいは取締役会の中で、いろんな話が出まし

たけれども、そういった話は出なかったのが現状でございます。 
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やはり取締役会の意見を聞いて判断していくということではないかというふうに認識

をいたしております。 

○議長（森谷岩夫） 黒澤議員。 

○７番（黒澤哲郎） そのような答弁だと繰り返しになってしまうんですけれど、取締役会と

いうのは会社の会議ですよね、会社の中での会議でありますよね。だから先ほども言っ

たように、会社であれば町長とかが社長になってもらっていた方が当然良いのかなと思

うわけでありまして、町長としての職務をやりながら株式会社の社長、チャンネル・ユ

ーの社長をやるということの是非とか、正当性については庁内、役場の中なり議会なり

そういう中で話をするべきことじゃないかなというふうに私は考えています。 

町民の皆さんも聞かれていると思うので、どちらがどういうふうなのかというのはま

ただと思いますが、私はそうすべきだと思っています。 

だから会社の取締役会ではいいんじゃないかというふうにはなっても、町の役場の中

でいいかどうか、町長としてということが重要かなと思って発言をさせていただいてお

るということですので、町長もよくそこのところは理解していただきたいなと思います。

再度いかがですか。 

○議長（森谷岩夫） そいじゃ深津町長。 

○町長（深津 徹） どういうことかを今しっかりと認識をしたことでございます。 

今、ここで私も明確にそれにしますという答弁は避けてまいりたいというふうに思っ

ております。 

○議長（森谷岩夫） 黒澤議員。 

○７番（黒澤哲郎） 私の言っていること一応町長理解してくれたということですので、また

それについてどういう対応をしていただくかということはぜひ検討をしていただきたい

と思いますが。 

それでは先ほどの法的問題についてでございます。地方自治法の１４２条、それから

政令の部分で１２２条ということで出資金の１／２以上の法人ということで話がありま

したけれども、この括弧部分というのは平成３年の法改正によって、長の兼業禁止規定

の緩和がされたというふうにいわれているわけですけれども、そこで平成１５年の東京

高裁の判例、判決の中には、地方公共団体が主となって設立しというのは出資金１／２

以上とかそういうことですよね。本来その地方公共団体が直接行うことも考えられる事

業を代わりに行うという性格を持つ法人については、適用除外を認めたものなんですね、

長の。そういう判決が下っているわけです。 
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だから地方公共団体が直接行うことも考えられる事業を代わりに行う、そういう公共

性のある事業をやる法人の長であれば兼任してもいいよという、そういうことになるわ

けです。 

じゃあそういうことになりますと、じゃあチャンネル・ユーが地方公共団体が直接行

うことを代わりに行っている事業者である、そういう法人であるかどうかということが

左右される部分になってくるんじゃないかなと思うわけです。 

じゃあ果たしてチャンネル・ユーが公共性のある、要するに町の代行を行う、直接行

うことができる事業を代わりに行うそういう公共的な法人であるかどうか。 

例を言えば社協のような法人は、そういうふうにいえると思いますが、昔要するに平

成３年当時という、有線放送の時代、テレビもアナログ放送だったり、チャンネル・ユ

ーが電話の代わりをしていたりという、有線放送、そういう施設であったときとは違っ

て、今は電話もそうじゃない。今はチャンネル・ユーの活動はテレビ放送、それから有

線放送の案内等になっているわけですが、これが果たしてその町の公共事業、町が行う

べく事業を代行しているのかどうかという判断で左右されてしまうのではないかなと思

うわけです。 

そしてさらに町が委託契約を結んで請負契約ですか、お金を出してこういう放送をし

てくださいという契約を結んでいるということは、本来そういう事業をやっている法人

ということじゃないわけですよね。町が依頼してやってもらっているわけですから。 

だから本来的にそういう町の公共団体、要するに公共団体が直接行うことを代わりに

やってくれている事業を行う法人だったとすれば、その要するに町がお金を払わなくて

もそういう放送をやってくれているんであれば、公共性の高い法人だといえるんじゃな

いかと思うんですが、そうじゃなくて請負契約を結んでお金を払ってやってもらってい

るわけですから、そこのところが当てはまらないんじゃないかなというふうに解するわ

けです。 

課長の見解はいかがでしょうか。 

○議長（森谷岩夫） 酒井まちづくり政策課長。 

○まちづくり政策課長（酒井 仁） 違反、その部分についてどう思うかということなんです

けれども、私どもの方、先ほど中平議員の方でありましたけれども、設立趣旨の中で国

の施策に基づいてＥジャパンですか、そういうようなネットワーク化という部分につき

ましては、国の補助金をいただきながら有利な補助金をいただきながら、高速情報網を

作っていきたいというのが設立当初の趣旨というふうに理解しておりますので、そこの
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部分が違反しているか違反していないかということについては、私の方で明言は避けさ

せていただきます。 

○議長（森谷岩夫） 黒澤議員。 

○７番（黒澤哲郎） 法的には問題ないというふうに答えられたので、私は問題があるんでは

ないかというふうに言っているんで、反論をしていただきたいと思うので、明言を避け

たいというようなそういう答弁はないと思います。 

この平成１５年１２月２５日の判決から、私は問題があるんではないかと言っている

わけです。いかがですか。 

○議長（森谷岩夫） 再度課長。 

○まちづくり政策課長（酒井 仁） 平成１８年だと記憶しておりますけれども、実はここの

国の会計検査がございました。チャンネル・ユーのインターネットの光整備の方になり

まして。 

その折にこちら第三セクターですので、その部分も国の会計検査院の方から調査をさ

れておりますが、そこの部分でもこれは補助金をもらうに値する団体ではないというよ

うなご指摘はなかったので、違法ではないと考えています。 

○議長（森谷岩夫） 黒澤議員。 

○７番（黒澤哲郎） 会計監査員が法的判断をする部署ではないので、その答弁はあたらない

と思っていますけれども、そういう意味で私は慎重に考えなきゃいけないということを

申し上げているわけです。 

一応地方自治法の１４２条に例外として括弧書きで認められている部分はあるけれど

も、それに該当するかどうかというのはしっかり見極めなきゃいけないということであ

るし、基本的にはそういう会社の法人の長になるべきじゃないということを地方自治法

１４２条ではうたっているわけです。 

だからこそ、じゃあなぜならなきゃいけないのかという理由があるんですかというふ

うにまたお伺いしたい。町長職を専念するべきじゃないか、しっかりやってもらうべき

じゃないか。もっと適任者いるんじゃないかと私はいっているわけです。なぜやらなき

ゃいけないんですか。 

町長もさっき言われました。「自分も議員の時にそう思って質問した」って言ったじゃ

ないですか。それなのになぜやるんですかって私はあえて聞きたい。いかがでしょうか。 

○議長（森谷岩夫） そいじゃ深津町長。 

○町長（深津 徹） なぜやっているんだ、深く考えずにきてしまっている部分も、その辺は
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私のお詫びしなきゃならないところかもしれませんけれども、現状はそういうことでご

ざいます。 

○議長（森谷岩夫） 黒澤議員。 

○７番（黒澤哲郎） 私は、チャンネル・ユーのためにも、町のためにも、町長には町長職に

専念していただいて、チャンネル・ユーには株主、出資者である町民の中からでもいい

ですし、優秀な優れたそういう経営能力、情報の専門家、そういう人たちに集まってい

ただいて、素晴らしいよりよい経営等情報発信をしていっていただける会社になってい

ただきたいなと、そういう意味を込めて申し上げておりますので、町長にも深くまた検

討をしていっていただきたいなと思います。 

○議長（森谷岩夫） そいじゃ深津町長。 

○町長（深津 徹） しっかりとチャンネル・ユーに、私もチャンネル・ユーとの関わりは非

常に長いです。１０年以上の関わりを持ってきておりますけれども、やはり当時はどち

らかというと私も監査もやりましたし、やっている時代から考えますと非常にあの当時

というのはどちらかというと町の基幹的な要素。それは非常に脆弱な経営体質があった

からだというふうに思います。 

それから十数年経ち、今しっかりと職員、専務を先頭にして、会社としての経営とい

うものが成り立つように、ただ満足じゃないです、これは報酬やいろいろのこと、ある

程度皆さん犠牲的な精神の中でやってもらっておる部分もありますけれども、時代背景、

あるいは会社の経営内容を見ますと大きく変わってきているというふうに思っておりま

す。 

そうした意味では、昔はずっと町長が社長でありました。そうした意味ではこれから

まさにえみりあの中に入ってチャンネル・ユーがしっかりとチャンネル・ユー自身が発

信をし、地域のいわゆる情報発信の基地として大きく成長していくにはこれはまだ私の

一存、ここで今どうこうは言いませんけれども、そういった意味では変わってきている

なということは痛感をしております。 

○議長（森谷岩夫） 黒澤議員。 

○７番（黒澤哲郎） まさしくそのとおりかと思います。今までの経緯もあるかと思いますが、

先ほども申しましたが、そういった意味で町長ぜひ町の中で検討すべきことだと思いま

す。町長が兼務するかどうかということは。取締会じゃなくてと思います。 

この議場にこの監視カメラか何かわからないんですが付いたんですね。チャンネル・

ユーの方にお聞きしたら、あれは中継用のカメラだということなんですけれども、誰が
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つけたんでしょうかということでお伺いしたらチャンネル・ユーが付けたということで

すけれども、そういったことも町の施設にああいう中継カメラ、固定のカメラが議場の

中に付くのに我々も知らなかったわけですけれども、なんか町長が社長だと何でもスム

ーズにいっちゃうのかなとか、そんなことはないにしても勘ぐってしまうわけです。 

それでこの契約もそうですけれど、疑ってはいけないのかもしれないけれども、疑わ

れても仕方がないそういう金銭のやりとりとかそういうことになっていきますので、私

は明確な方がいいかなというふうに思っております。 

そんなことでぜひ町の立場でご検討をいただきたいということであります。 

さて、残り時間も少なくなってきましたけれども、もう１つの質問に移らさせていた

だきます。 

所信表明に関しての質問ということで、町長からは曖昧だというふうに指摘を受けま

したが、まずは町長の所信表明と今年度の予算の説明を議会初日にお伺いをしました。 

まず、その感想は、なんともあまり変わっていないなというか、悪く言えばですね、

よく言えば一貫性があるともいえるかと思いますが、そういった町長がいつも言われて

いる方向の中での予算編成であり、所信表明だったかと思います。 

一般質問の冒頭、坂本議員が質問された中で私も言っているわけですけれど、町長、

行政改革のことも議員時代に質問されてきていて、私も行政改革、いろんな改革につい

ては質問をずっとしてきていきますが、頑張ってやっていると。だけれども、道半ばで

先ほども私１人じゃできない。職員も一緒になってでないとできないというふうに言わ

れておりました。しかし、やはり町長２期目も半分終わってもう６年が経過したわけで

あります。じゃあいつになったら完成するのか。私はいつまでにやるのかということが

大事だということをいつも常に言っておりますが、町長３期目やって１２年計画でその

行政改革をやるつもりでいるのか、そこら辺ですよね。 

もう町長４年間の半分終わるわけです。そこら辺のところ、そういう意気込みなり、

いつまでにそういう改革やるのかというのやっぱり目標じゃないですけれども、きちっ

と目標を立てて、プラン、ドゥのドゥをいつまでにやるかというのがないと、チェック

ができないんですよ。だから前に進まないわけです。 

下手すると町長、改革できないまま終わってしまうかもしれないということ。その部

分について、町長の意気込みなりをぜひお聞かせ願いたい。 

○議長（森谷岩夫） 深津町長。 

○町長（深津 徹） 行財政計画をいつまでにということですね。 
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昨年２８年度今年度でありますけれども、昨年様々なことについて議会でも質問もい

ただいております。 

それを担当課長もそれなりに答えをしているんでありますけれども、私の方でそいじ

ゃ２９年度にはいろんなその職員の働き方、あるいは職員の問題等については、昨年来

大きく取り組んでおりますので、やはり２９年度を目処に方向性を出していくべきとい

うふうに考えております。 

それからそいじゃＰＤＣＡが完成したのかとか、あるいは報連相が完成したのかとい

う問題につきましては、私もそうしたことを誰が町長になってもできる職場を作ってい

きたいというのが私の夢でございますので、やはりこれ２期目の私もまもなく半分が過

ぎてまいりますので、しっかり取り組んでまいりたいというふうに思っております。 

○議長（森谷岩夫） 黒澤議員。 

○７番（黒澤哲郎） 不断の努力といいますか、常にそういう達成するようにやっていくとい

うことはすごく大事なことだと思います。 

ただし、その計画をして実行をしていくというのには、先ほど米山郁子議員からもあ

りましたけれど、いつまでにやるのかということも大事です。ぜひ、町長の方でも各課

長なり指示を出すときにいつまでにやるんだ、できたのかどうか、業務管理という話も

私質問をしてきました。２年前になりますけれど。月間計画、年間計画ができているの

か、予算執行スケジュールができているのか、そういう業務管理をきちっとやってない

から国庫補助も返さなきゃいけなくなったような体育館の屋根の工事ができなかったり

したんじゃないかという話をしました。 

そういうことですので、しっかりいつまでにやるのかということを町長からも指示を

出してもらいたいと思います。 

その労務管理の改革マニュアルについてもそうです。総務課長の答弁聞いていると、

考えていきたいとか、検討していきたいとかいう答えが多いですけれど、思いを聞いて

いるわけじゃなくて、していきたいという個人の思いじゃないわけです。やっぱり町の

そういう役職として検討するのかどうか、検討した結果はどうかということです。 

それでまだできていないというような答弁がありますけれど、まだできていないとい

うと、これからやる予定のように聞こえますけれども、現状でできていないわけで、じ

ゃあまだできていないんならじゃあいつまでにやるのかということになるわけです。 

だからそこら辺のところは、町長の方からきちっと詰めていってもらいたいなと思う

わけであります。 
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あと所信表明聞いた中で、ぜひやっていただきたいなと思ったのは、この人事交流で

あります。平成２９年度にはまた県に１人いくということでしたけれど、町村間の交流、

ぜひニセコ町かなんかには派遣してもらいたい。それで先進行政を学んできてもらいた

いと思いますし、近隣でもいい、民間でもいい、ぜひそういうことに取り組んでいって

もらいたいなと思います。 

それで人事評価も下から上への評価も２９年度にやるっていって答弁がありました。

じゃあどんなふうにやるのか、また全協かなんかで説明があるのかなと楽しみにしてお

りますけれど、きちんとやっていただきたい、そういうこともね、そんなふうに思って

おります。 

もう時間がなくなってきましたけれど、これも先ほどありました自治会再編の話。こ

れも自治基本条例に合わせてそういうのを整備するべきだという話を私も一般質問でし

ました。町長も「自分もそう思っているし、そういうふうにやってきた」と言っていま

した。 

さっきね、いろいろみんな考えがあって難しいと。島田議員からみんな難しいから頼

んでいるわけであって、行政やっぱり音頭をとるべきだと思うんです。 

それで賛成があれば反対がいるわけですよ。でも難しいからといって何にもしなんで

いたら解決しないわけで、ぜひ決断をしてガイドラインを作るだとか、国だったら再編

したら町村合併じゃないけれど、お年玉じゃないけれど、つけてやらしたじゃないです

か。ああいうことでもいいですけれど、ぜひそういう話し合いが動き出す取り組みをや

っぱりきっかけ作りを行政がやるべきじゃないかなと私は思っているわけです。 

その点について一言お聞きします。 

○議長（森谷岩夫） それじゃ深津町長。 

○町長（深津 徹） 今の件でありますけれども、私自身も目標として石を投げる行政を石を

投げていきたい。石を投げて、そして住民の間で波紋が広がって物事をやっていく。い

つも待っている行政では駄目だ。それが私の先ほどどなたかの答弁の中にも出た行政の

意識の転換、発想を図ってまいりますというの、これ私の１つの大きな柱であります。 

ですからすべての今言われたような案件について、町長もっと行政が主導で、これ確

かに難しい難しいじゃ前へ進んでいかない。だけれども、ある程度判断をしていかんな

らん、これは町長としての責任がございます。 

私自身も石を投げる行政をやりたいというのは、町長の就任時の私の希望であります

ので、今のご意見、賛同するすべて１００％わかりましたというわけにはいかないんで
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すけれども、非常に重く受け止めながら今後進んでまいりたいというふうに思っており

ます。 

○議長（森谷岩夫） 黒澤議員。 

○７番（黒澤哲郎） 町長いろんなことをやってきていただいておりますが、反対のないこと

はやりやすいわけです。難しい問題は英断が必要なわけですけれども、ぜひそういう難

しい問題をクリア、町長、決断をしてやっていっていただきたいなと、最後にお願いを

いたしまして、私の質問を終わりたいと思います。 

ありがとうございました。 

○議長（森谷岩夫） 以上で黒澤哲郎議員の質問を終わります。 

通告のありました一般質問は以上で終わります。 

 

散 会 

○議長（森谷岩夫） 以上をもって、本日の日程は全部終了しました。 

これにて散会といたします。 

 

午後５時３５分  散  会 



 

 

 

 

 

 

平成２９年 松川町議会 第１回定例会 

（第 １７ 日 目） 
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平成２９年第１回松川町議会定例会会議録 

（ 第 １７ 日 目 ） 

 

 

平成２９年３月２２日（水曜日）    午後３時００分 開議 

 

 

開議宣告 

議事日程の報告 

日  程 

第 １ 議案第１０号 平成２８年度松川町一般会計補正予算（第８回）について 

第 ２ 議案第１１号 平成２８年度松川町国民健康保険事業特別会計補正予算（第４回）

について 

第 ３ 議案第１２号 平成２８年度松川町後期高齢者医療特別会計補正予算（第２回）に

ついて 

第 ４ 議案第１３号 平成２８年度松川町介護保険事業特別会計補正予算（第３回）につ

いて 

第 ５ 議案第１４号 平成２８年度松川町公共下水道事業特別会計補正予算（第３回）に

ついて 

第 ６ 議案第１５号 平成２８年度松川町農業集落排水事業特別会計補正予算（第３回）

について 

第 ７ 議案第１６号 平成２８年度松川町保養宿泊施設事業特別会計補正予算（第３回）

について 

第 ８ 議案第１７号 平成２８年度松川町発電事業特別会計補正予算（第２回）について 

第 ９ 議案第１８号 平成２８年度松川町水道事業会計補正予算（第３回）について 

第１０ 議案第１９号 平成２９年度松川町一般会計予算について 

第１１ 議案第２０号 平成２９年度松川町国民健康保険事業特別会計予算について 

第１２ 議案第２１号 平成２９年度松川町後期高齢者医療特別会計予算について 

第１３ 議案第２２号 平成２９年度松川町介護保険事業特別会計予算について 

第１４ 議案第２３号 平成２９年度松川町公共下水道事業特別会計予算について 
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第１５ 議案第２４号 平成２９年度松川町農業集落排水事業特別会計予算について 

第１６ 議案第２５号 平成２９年度松川町保養宿泊施設事業特別会計補正予算について 

第１７ 議案第２６号 平成２９年度松川町発電事業特別会計予算について 

第１８ 議案第２７号 平成２９年度松川町水道事業会計予算について 

第１９ 議案第２８号 松川町使用料徴収条例の一部を改正する条例の制定について 

第２０ 発議第 １号 地方議会議員の厚生年金制度への加入を求める意見書の提出につい

て 

第２１ 継続審査・調査について 

第２２ 町長あいさつ 

閉  会 

 

出席議員  １４名 

（別表のとおり） 

欠席議員  ０名 

 

地方自治法第１２１条の規定により説明のために会議に出席した者の職・氏名 

（別表のとおり） 

本会議に職務のため出席した者の職・氏名 

（別表のとおり） 
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午後３時００分 開 議 

開議宣告 

○議長（森谷岩夫） 出席議員が定足数に達しておりますので、ただいまから平成２９年第１

回松川町議会定例会を再開いたします。 

 

議事日程の報告 

○議長（森谷岩夫） 本日の議事日程につきましては、お手元に配布のとおりであります。 

本日の会議に説明者として理事者、各課長、局長の出席を求めてあります。 

佐々木代表監査委員の出席をいただいております。 

株式会社チャンネル・ユーのケーブルテレビ生中継を許可をしてあります。 

 

日  程 

＝＝＝ 日程第１ 議 案 審 議 ＝＝＝ 

◇ 議案第１０号 平成２８年度松川町一般会計補正予算（第８回）について 

◇ 議案第１１号 平成２８年度松川町国民健康保険事業特別会計補正予算（第４回）につい

て 

◇ 議案第１２号 平成２８年度松川町後期高齢者医療特別会計補正予算（第２回）について 

◇ 議案第１３号 平成２８年度松川町介護保険事業特別会計補正予算（第３回）について 

◇ 議案第１４号 平成２８年度松川町公共下水道事業特別会計補正予算（第３回）について 

◇ 議案第１５号 平成２８年度松川町農業集落排水事業特別会計補正予算（第３回）につい

て 

◇ 議案第１６号 平成２８年度松川町保養宿泊施設事業特別会計補正予算（第３回）につい

て 

◇ 議案第１７号 平成２８年度松川町発電事業特別会計補正予算（第２回）について 

◇ 議案第１８号 平成２８年度松川町水道事業会計補正予算（第３回）について 

○議長（森谷岩夫） 日程第１、議案第１０号、平成２８年度松川町一般会計補正予算（第８

回）について、日程第２、議案第１１号、平成２８年度松川町国民健康保険事業特別会

計補正予算（第４回）について、日程第３、議案第１２号、平成２８年度松川町後期高

齢者医療特別会計補正予算（第２回）について、日程第４、議案第１３号、平成２８年

度松川町介護保険事業特別会計補正予算（第３回）について、日程第５、議案第１４号、

平成２８年度松川町公共下水道事業特別会計補正予算（第３回）について、日程第６、
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議案第１５号、平成２８年度松川町農業集落排水事業特別会計補正予算（第３回）につ

いて、日程第７、議案第１６号、平成２８年度松川町保養宿泊施設事業特別会計補正予

算（第３回）について、日程第８、議案第１７号、平成２８年度松川町発電事業特別会

計補正予算（第２回）について、日程第９、議案第１８号、平成２８年度松川町水道事

業会計補正予算（第３回）について、以上議案第１０号から第１８号の平成２８年度各

会計補正予算につきましては、審査を各常任委員会に付託してあります。その結果を順

次報告をお願いをいたします。 

初めに社会文教常任委員会の報告を坂本勇治委員長。 

○社会文教常任委員長（坂本勇治） それでは社会文教常任委員会の報告をいたします。 

本定例会において、社会文教常任委員会に審査を付託されました平成２８年度松川町

一般会計補正予算（第８回）、平成２８年度松川町国民健康保険事業特別会計補正予算（第

４回）、平成２８年度松川町後期高齢者医療特別会計補正予算（第２回）、平成２８年度

松川町介護保険事業特別会計補正予算（第３回）について、去る３月１３日と１５日に

委員会を開催し、理事者、関係課長、係長の出席を求め、慎重に審査をいたしました。

以上の審査の過程と結果を報告いたします。 

まず、一般会計補正予算（第８回）であります。 

福祉医療費について、第６回の補正で１８３万円の増額をして、今回３６６万円を減

額していることについての質問がありました。「前の補正では、インフルエンザが例年よ

り早い時期に流行し始めたため増額したが、予想より流行が抑えられたために今回減額

するものだ」との説明がされました。 

「介護保険事業特別会計への繰越金の２，８００万円減額の理由は」との質問があり

ました。「以前から予防には重点を置いてきているが、コミュニティ・カフェの利用も年々

増えている。認知症についてもオレンジチームを立ち上げ、予防に力を入れている」と

の答弁でした。「今後、利用状況を検証し、さらなる介護給付費の削減につなげてほしい」

との要望が出されました。 

めばえ支援についての質問がありました。「平成１４年から始めた事業で、延べ件数は

７０件で、実数では４３組の利用があり、出生につながったのが６０.５％になっている。

２８年度当初５件の申請を見込んでいたが、現在５件申請が見込まれ、計１０件分に補

正するもので」との答弁がありました。 

国保への基盤安定繰出金についての質問がありました。「国保の軽減は７割、５割、２

割の３種類の軽減がある。これまで７割と５割の分について軽減の補助の対象になって
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いたが、２割についての軽減対象となってきたことと、補助率もそれぞれ上がっている

ことで増額になっている」との答弁がありました。 

予防接種の委託料の件についての質問がありました。「日本脳炎、水疱瘡、インフルエ

ンザの予防接種が見込んでいたより減ったことで今回減額をした」との答弁でした。「こ

れからも啓発活動に力を入れ、接種率向上をお願いしたい」との要望がありました。 

「小学校費の備品購入でタブレットがある。ハード面の整備は非常に良いことだが、

利用に精通した人材や教育ソフト等の整備についての考えは」との質問がありました。

「ＩＣＴの推進の関係で、今回放課後子ども教室と児童館の一体化に関わる補助金を使

い、タブレット端末を放課後子ども教室に整備を図るものです。中央小が６０台、北小

が４０台で合計１００台を予定している。ソフト、ランを使ってそれぞれつなぐ形にな

り、整備も今後新年度と含めて一体的に行う。学校との連絡会を２回ほど開催しており、

今後学校放課後子ども教室、児童館で連携して、先生方の視察研修等を行い、有効に活

用していきたい」との答弁がありました。 

続いて平成２８年度特別会計についてであります。 

介護保険事業のオレンジカフェについての質問がありました。 

「名子北部の民家を借りて行う事業で、専門のスタッフとボランティアの方をお願い

して、１回の利用が５名から１０名で、本人が認知症でその家族の利用で５組くらいを

想定している」との答弁がありました。「事業を検証をしていく中で、空き家対策もかね

て各地区に点在させて近場で利用できるように進めてほしい」との要望が出されました。 

同じく介護保険事業の委託介護サービス給付費３，６００万円の減、施設介護サービ

ス給付費２，２００万円の減についての質問がありました。「居宅介護サービスは訪問介

護が主なもので、施設介護サービスは特別養護老人ホームや介護老人保健施設になるが、

いずれも利用者の減による」との答弁がありました。 

次に、地域密着型介護サービス給付費の増とデイサービスの一部が地域密着型に移行

したことについての質問がありました。 

地域密着型介護サービスは町が指定するもので、小規模多機能コスモス、デイサービ

スセンター福本、グループホームコスモスまつかわ、グループホームいきいき、介護セ

ンターななすぎの５施設があります。 

「昼間はデイサービスや訪問介護を行い、宿泊もできるという施設で、複数の施設を

組み合わせるよりも地域密着型サービスを使い、１つの事業所で多様なニーズに対応で

きることもあり、利用者がかなり多くなってきていることによる増額である」との答弁
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がありました。 

平成２８年度松川町国民健康保険事業特別会計補正予算と平成２８年度松川町後期高

齢者医療特別会計補正予算については質疑はありませんでした。 

以上、平成２８年度補正予算に関わる質疑を終了し、議員間討議を行いましたが、再

質問等ありませんでした。 

採択の結果、平成２８年度松川町一般会計補正予算（第８回）、平成２８年度松川町国

民健康保険事業特別会計補正予算（第４回）、平成２８年度松川町後期高齢者医療特別会

計補正予算（第２回）、平成２８年度松川町介護保険事業特別会計補正予算（第３回）に

ついて、全員の賛成で当委員会では原案のとおり認めることが妥当と決しましたのでこ

こに報告いたします。 

以上、よろしくご審議をお願いいたします。 

○議長（森谷岩夫） 次に、総務産業建設常任委員会の報告を黒澤哲郎委員長。 

○総務産業建設常任委員長（黒澤哲郎） それでは報告をいたします。 

平成２９年３月９日・１０日、松川町議会総務産業建設委員会報告。 

総務産業建設常任委員会の報告をいたします。 

本定例会において、総務産業建設常任委員会に審査を付託されました平成２８年度松

川町一般会計補正予算（第８回）、平成２８年度松川町公共下水道事業特別会計補正予算

（第３回）、平成２８年度松川町農業集落排水事業特別会計補正予算（第３回）、平成２

８年度松川町保養宿泊施設事業特別会計補正予算（第３回）、平成２８年度松川町発電事

業特別会計補正予算（第２回）、平成２８年度松川町水道事業会計補正予算（第３回）に

ついて、去る３月９日・１０日委員会を開催し、理事者、関係課長、係長の出席を求め

慎重に審査をいたしました。審査の経過を報告します。 

まず、一般会計補正であります。職員手当、共済費、時間外勤務手当減の理由と影響

について質問がありました。 

時間外勤務手当てと社会保険料の減につきましては、「実績共済組合の負担金の減につ

いては、ダブって計算をしておりましたので減額するもの」との説明がありました。 

地方創生拠点整備交付金事業の中の移住体験住宅整備事業についての質問がありまし

た。「宗源原の旧国交省官舎の払い下げ住宅２棟を移住体験用として改修し、積極的に活

用していく」との答弁でありました。 

商工振興費の中の制度資金の保証料補給金減の７００万円についての質問がありまし

た。「町の方で１５５万円と県の方で４３３万円の減ほかで町の方が３１件、うち小口資
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金が２１件、県の方が３０件となっていて、小口運転資金が多くなっている」との答弁

でした。 

農業振興費の報償費が３２０万円の減についての質問がありました。「有害鳥獣対策の

報奨金で、防護柵が整備されたことによる捕獲頭数の減によるもの。大型おりの捕獲頭

数は少なく影響は少ない。新たな試みとして電動ガンによる寄せ付けない対策を行って

いく」と答弁がありました。 

「総務費の中の１８節の職員用事務机椅子移住体験住宅のエアコンなどの旧中央公民

館のものを活用できないか」との質問がありました。「ＯＡ対応機器を全体で行っており、

バランスを考えて同じものをそろえたい。備品管理において棚卸しを行った後、再利用

を行っている」との答弁がありました。 

財政調整基金８，０００万円、公共施設等整備基金増２，０００万円の積み立てにつ

いて、今回の補正で計上しなければならない理由について、総括質疑での答弁の確認の

質問がありました。 

「今年度の不用額節約額を見通した結果、ここの部分で積み立てても良いのではない

かと考えた。決算が出てから対応していく、これも１つの方法。この時期２９年度見通

しを精査する中で、政策的に基金に積み立てていく、これも１つの方法だと考えている」

と答弁がありました。 

特別会計については質問がありませんでした。 

以上が審査の主な内容です。 

議員間討議を行った結果、一般会計補正予算の中で別紙のとおりとありますけれども、

これはまた後ほど提出されるかと思いますが、財政調整基金８，０００万円、公共施設

等整備基金増２，０００万円の積み立てを削除し、減額分を予備費に計上する修正案が

出され、討論、採決も行いましたが、修正案に賛成３、反対３、同数により委員長判断

で修正案を可決いたしました。 

修正以外の部分については、原案どおり全員賛成でありました。 

以上、委員会報告といたします。 

○議長（森谷岩夫） 各常任委員会の報告を終わります。 

ただいまの報告につきまして、総務産業建設常任委員長より修正案の報告がありまし

たが、修正動議が提出されていますので修正案以外についての質疑といたします。 

質疑ありませんか。 

（「なし」との声あり） 
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○議長（森谷岩夫） 質疑なしと認めます。 

それでは平成２８年度松川町一般会計補正予算（第８回）について、修正動議が４名

の議員より提出されております。 

本会議をいったん休息し、委員会室において議会運営委員会の開催をお願いしたいと

思います。 

その間、暫時休息といたします。 

 

休  憩  午後 ３時２０分 

再  開  午後 ３時３５分 

 

○議長（森谷岩夫） ただいま開催されました議会運営委員会の協議結果の報告を求めます。 

松井悦子議会運営委員長。 

○議会運営委員長（松井悦子） それではただいま開催をいたしました議会運営委員会の協議

の結果をご報告をいたします。 

黒澤哲郎議員、間瀬重男議員、熊谷宗明議員、佐藤史人議員、この４名から議案第１

０号、平成２８年度松川町一般会計補正予算（第８回）についてに対する修正案が提出

されましたので、この取り扱いについて協議をいたしました。 

提出された修正案は、地方自治法第１１５条の２及び松川町議会会議規則第１６条の

規定による修正動議の提出要件を満たしておりますので、本会議で議題とすることに決

定をいたしました。 

審議の順序といたしまして、発議者による修正案の説明後、修正案に対する質疑の後、

原案及び修正案に対する討論を行い、修正案から順に採決を行います。 

採決の結果、修正案が可決された場合は、修正案の部分を除く原案を採択し、修正案

が否決された場合は原案について採決を行います。 

先ほど申し訳ありません。修正案の部分を除く原案を採決しでございました。失礼い

たしました。修正案の部分を除く原案を採決し、修正案が否決された場合は原案につい

て採決を行います。 

以上の審議順序となりますので、よろしくお願いをいたします。 

以上、ご報告を申し上げます。 

○議長（森谷岩夫） ただいま議案第１０号、平成２８年度松川町一般会計補正予算（第８回）

についてに対する修正動議が提出者黒澤哲郎議員ほか３名の議員から提出されました。 
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この動議は地方自治法第１１５条の２の規定により要件が整っております。修正動議

の案が議席に配布をしてあります。 

ここで発議者に修正案の説明を求めます。 

黒澤哲郎議員。 

○７番（黒澤哲郎） それでは修正動議の提出をしましたので、その申請にあたっての文書か

ら申し上げたいと思います。 

松川町議会議長森谷岩夫殿。 

発議者松川町議会議員黒澤哲郎、発議者の連署、松川町議会議員間瀬重男、松川町議

会議員熊谷宗明、松川町議会議員佐藤史人。 

議案第１０号、平成２８年度松川町一般会計補正予算（第８回）に対する修正動議。 

上記の動議を地方自治法第１１５条の２及び会議規則第１７条２項の規定により、別

紙の修正案を添えて提出しますということであります。 

議員の皆さんほかお手元に資料が回っているかと思いますのでご覧いただきたいと思

いますが、３枚綴りになっておると思います。 

最後のページからいきたいと思います。 

議案第１０号、平成２８年度松川町一般会計補正予算（第８回）に対する修正案。 

議案第１０号、平成２８年度松川町一般会計補正予算（第８回）の一部を次のように

修正する。 

第１表歳入歳出予算補正の一部を次のように改める。 

ご覧のとおりでありますが、歳出２款の総務費、１項総務管理費、これを６億８，９

１１万３千円とするものであります。 

１３款予備費、１項予備費１億７，７３６万３千円と改めるというものであります。 

１ページ前へ戻っていただきたいと思います。 

修正案に関する説明書ということでございます。 

中段の歳出の事項別明細書をご覧いただきたいと思いますが、３目の財政管理費の部

分、最後の説明の部分でございます。財政調整基金に８，０００万円、公共施設等整備

基金増ということで２，０００万円の計上があるものをこれを全額減、削除ということ。

それからその部分を予備費の方に計上するということであります。 

補正の額が６，６３２万円になる補正額が変更になり、予備費の方は合計１億７，７

３６万３千円というふうになるというものであります。 

詳細は以上でございます。 
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修正案の内容は以上であります。 

それでは引き続いて修正の理由について述べさせていただきたいと思います。 

議会の初日、それから２日目と総括質疑がございましたが、その総括質疑の中でも質

問をさせていただきました。 

この歳出の財政調整基金８，０００万円、それから公共施設等設備基金増２，０００

万円、合わせて１億円でございますが、なぜこの時点でこの３月の時点で積み立てをす

る必要性があるのかという、そういう質問を総括質疑でさせていただきました。また、

先ほど報告をいたしましたように、当該委員会、総務産業建設常任委員会、まちづくり

政策、財政を担当しておりますので、そちらの委員会でも質問、討議をさせていただい

たわけであります。 

なぜ、ここでこの１億円の歳出、積み立てをしなきゃいけないかというそういう質問

に対して、先ほど委員会報告にあったように、ここで積み立てをしなければならない、

どうしてもしなければならないという理由は回答がなかったわけであります。 

さらに修正する理由として、この時点で積み立てをした場合、この財源はこの１年間

に出た不用額、余ったお金と予備費からの部分が財源となってこの１億円の積み立てを

計画されているということであります。 

この時点でこの１億円を積み立てをするということ自体については反対をするわけで

はありませんけれども、この時期の問題があるかと考えているわけです。この時期に積

み立てをしますと、まちづくり政策課の答弁にもありましたように、収支に影響をして

くる。つまり決算に影響をしてくるということであります。決算の実質収支、要するに

歳入と歳出の差額ですね、この部分が影響してきます。そして単年度収支も影響してき

ます。もちろん実質収支比率にも影響してきます。要するに決算指標が大きく変わって

きてしまうという影響が出るわけです、この時期に積み立てをしますと。 

要するにここで積み立てをすることによって、正しい決算の指標が出なくなってしま

う。言い換えると決算指標をここで積み立てをすることによって動かすことができる。

操作することができるということになってしまいます。 

そういったデメリットが、この時期に積み立てをするということについてはあるわけ

です。 

だからこの積み立てをするならば、決算が出てから積み立てをするべきではないかと

いうのが修正案の基本的な考え方であります。 

お手元に説明用にもういくつか何枚かの綴じ込みの資料を用意させていただきました。 



 －311－ 

新しい議員の方もいらっしゃりますし、町民の皆さんも聞かれているかと思いますの

で、ちょっとお話をさせていただきたいと思うわけですが、用意させていただいた資料

は実質収支、単年度収支、実質収支比率、これの解説の文書が１枚目であります。 

常日頃町長は、この決算指標、こういうデータ非常に大事だということで財政運営を

されてきていたかと思います。 

その中、この資料の中にその実質収支の説明もありますので、ちょっと読ませていた

だきますが、形式収支から継続費や繰越明許費に伴って、翌年度に繰り越すべき一般財

源を控除して求める。これが最も重要な収支率で、この実質収支が黒字の場合、黒字団

体。赤字になると赤字団体というこの実質収支を標準財政規模で除した指標が実質収支

比率で、赤字団体の場合、この比率が都道府県で５％、市町村で２０％以上になると地

方財政再建特別措置法を準用した財政再建を行わないと起債が認められなくなると。こ

の収支は、累積の黒字、または赤字を示すというふうになっています。 

そして、単年度収支、この実質収支というのは、要するに歳入から歳出を引いた簡単

にいうとそういうわけです。だからこれがプラスならば黒字、要するに余ったお金とい

うことです。マイナスから赤字、足りなかったということになるわけですが、ここで大

事なことはこのあとも出てきますけれども、こういう地方公共団体の場合、できれば収

支がぴったり合う方が良いというのが基本だと思います。余らすのも足りないも良くな

いというのが基本だと思います。 

単年度収支というのは、その年度中に発生した黒字、または赤字をいう。当該年度の

実質収支から前年度の実質収支を差し引いて求めると。大事なところに波線を引いてお

きましたので、ここからですが、この単年度収支は一定の期間において赤字になるのが

健全である。一定の期間をおいて。要するにずっと黒字ばっかじゃいけないよ、要する

に時々赤字になるのが健全であるということですね。時々赤字にならなければ黒字がた

まる一方であるが、こういった状況は家計では許されても租税を徴収する統治団体とし

ては許されないからであると。 

要するにこれは、普通の家計と違いますよと。予算、歳出、歳入はなるべくあった方

が良いということですね。 

それから黒字が累積するようであれば黒字を取り崩して、すなわち単年度収支を赤字

にして財政水準を引き上げるか、または租税等を引き下げるか、税金を引き下げるか、

いずれにしても市民に還元すべきであるというふうに解説されています。 

とはいってもこの収支が３年以上連続して赤字になるような場合は、放漫財政の危険
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があるって書いてありますけれど、要するにこの単年度収支、要するにずっと実質収支

が黒字になっているのが連続して続いているということはあまり良くないことですよと。 

それでずっと黒字が続くようであれば、ちゃんとそれを取り崩して行政水準を上げる。

要するに町民のために使うか、税金を下げるか、そういうことに町民に還元しなきゃい

けないよということを解説しているわけであります。 

なぜ、こんな解説をさせていただいたかといいますと、参考のために平成２４年度か

らの決算カード、当町の決算カードをつけておきました。これは町長が非常に重視して

いるこの指標であります。 

この収支がここに出てくる数値が変わってきてしまうわけですね。ここに実質収支、

それから実質収支比率、単年度収支皆出てくるわけです。この指標を見ながら健全財政

運営が行われているかどうかというの判断する材料の１つにもなるわけです。 

この指標が意図的に変えられてしまうような今回の積み立ては、あるべきじゃないと

いうふうに考えて修正をするわけです。 

これを見てみますと、この決算カード、町長が就任した平成２３年度からの実質収支

が載っております。ちょうど平成２４年の決算カードを見ていただいて、右半分の決算

概要というところに平成２４年度と平成２３年度があります。５番目に実質収支という

のがあります。平成２３年度は２億８，２２１万４千円、要するに２億８，０００万円

の実質収支、余りが出たわけです、黒字になったわけです。 

２４年度は３億２，８００万円、右のページいって２５年度は３億４，９００万円。

平成２６年度は実質収支４億７，１００万円あまり。そして去年の９月に行った決算、

平成２７年度決算では４億９，６００万円余という５億円近い値が出ているわけです。

この６年間、ずっと実質収支は増え続けています。 

先ほど申し上げたように、時々赤字になって調整するべきですよという解説があった

ようにずっと黒字。そしてなおかつその収支がずっと増え続けている。５億円あまりに

もなっているというのが事実です。 

確かに町長は、これだけじゃなくて、財政調整基金やその他貯金の残高、貯金の繰入

額等総合的に判断しながら財政運営をやっているんだと、バランスを見ながらというふ

うに言われています。 

確かにこれもそういう方法、そういうことは大事なことかというふうに考えますけれ

ども、あくまでも決算の値を意図的に操作するというような結果的にそういう形になっ

てしまう今回の補正予算でのこの積立金への歳出、これはまさしく平成２８年度９月に
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行われる決算の実質収支が１億円も薄くなくなるという形に直結するわけです。 

これは総合的、バランス的に考えたとしても、決算は非常に大事な指標であります。

操作された決算指標ではあってはならないんではないかなというふうに思います。 

そしてこの決算を見てきちっと反省を行い、当初予算を組んでいく、予算を執行して

いくという、この要となる決算指標に影響を与える今回の補正での積み立て。半年待っ

て９月の決算を見て積み立てても何ら問題がないわけです。現在１２億円近い１２億円

の財政調整基金があって、来年度予算２９年度予算で１億円取り崩したとしても十分に

回っていくお金はあります。 

町長は１２億円ぐらい財政調整基金はほしいと言っていますけれども、これも一般的

には一般的なパーセンテージで言えば、６億円とかうちの財政規模で言えば６億円とか

７億円とか８億円程度でも何ら問題ない基金の大きさです。１２億円あれば十分良いと

は思いますけれども、でも今、積み立てることによってこういう財政指標が決算の指標

が変わってきてしまうということは、私は非常にデメリットである、問題であるという

ふうに考えるわけであります。 

そういった意味で、この決算を操作、意図的ならずしも動かす結果をもたらすという

ことは、民間でいえば決算をそうするということは本当に悪い言い方かもしれませんけ

れども、粉飾決算と言われても仕方がない、そういうような形になるわけです。 

粉飾決算と言っているわけではありません。そういうふうに民間で言えばとられかね

ないような決算指標を操作しているという形になるわけです。 

住民にとっては、きちっと当初予算を作ってこれだけ使いましたというのはストレー

トに出ていった方がわかりやすいんではないかなというふうに思います。 

行政側にしてみれば、憤慨するような言葉を使いましたけれども、町長自身の答弁の

中にも決算で積み立てていく、そういうやり方も１つの方法としてあるというふうにご

自身でも述べられていましたし、ここで政策的、バランス的に考えて積み立てていく方

法もある、二通りあるということを答弁されていました。 

では政策的バランスを考えてってというのは何を指すのかということです。私の考え

る上では、この決算指標を考えて、この決算指標というのは表に出ていく指標ですので、

当町が健全財政であるかどうかを表す指標になっているわけです。その指標に影響を与

えてしまう今回の積み立てというのは、今回ここでするで必要はない。決算が終わって

からすべきではないかという。 

以上のような理由がこの修正動議の理由でございます。 
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議員の皆さんにもしっかりご判断、討論をいただければありがたいなと思っておりま

す。 

以上であります。 

○議長（森谷岩夫） 修正案の説明が終わりましたので、 この修正案に対する質疑を行いま

す。質疑はありませんか。 

（「なし」との声あり） 

○議長（森谷岩夫） 質疑をなしと認め、質疑を終結をいたします。 

次に、修正案及び原案についての討論を行います。討論はありませんか。 

熊谷議員。 

○９番（熊谷宗明） それではこの修正案に賛成の立場で発言をさせていただきます。 

今、黒澤議員からお話があった部分とダブるかもしれませんけれど、私も総括質疑の

時にこの財政調整基金のことについて質問をいたしました。その時町長は、「起債残高を

上げないように新たな起債を起こしてどう基金を使ってバランスをとっていくか。その

ために財政調整基金は１２億円は確保したい」と答弁しております。 

財政運営上、このことはこのことについては私も認識をし、理解をしているところで

ございます。 

ただ、財政運営全体を見たときに、平成２８年度当初予算の予備費は１，０００万円

でした。また、平成２９年度の予備費についても１，０００万円でした。 

予備費というのは、災害時に議会を開けない、そういう状況下で使っていく大変大切

な財源であると私は理解をしております。 

このスタートの段階でこの予備費を持てない状況の中で、各課から上がってくる予算

案の査定の中でどんどん切らざるを得ないという。結局９月の繰り越しを当てにしてそ

こで戻すということにつながって、補正を頻発というような要因になってくるというよ

うな議論をしてきたわけでございます。 

また、昨年度決算では９回の補正がありまして、一般会計で５億円以上の不用額が生

じたわけでございます。 

日々の予算の執行状況の管理ができているか、また眠っているお金が３億円近く１２

年間続いている。このお金の存在が財政規律として整合性があるのかという議論もあっ

たわけでございます。 

今回の補正等平成２９年度の財政運営全体を見たとき、私としては前年度踏襲型とい

うふうに理解をして、決算審議が活かされていないという判断をいたしまして、今回の
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修正案については賛成ということでお願いをしたいと思います。 

以上。 

○議長（森谷岩夫） ほかにございませんか。 

佐藤議員。 

○２番（佐藤史人） 私も修正案の賛成の立場から意見を述べさせていただきます。 

議員になりまして、２７年度の決算書及び２８年度の当初予算案を見る中で、４月か

ら始まる当初予算に計上されなかった各課から出ているいろいろな提案について、この

間の総括でもお聞きしましたところ、その復活については９月の決算の結果を見なけれ

ばわからないという、そういうお答えをいただきました。 

じゃあその中で１年をかけてやる事業が、９月に起案されては不可能に近いと私は思

いました。 

その中で今、残っているその不用額を積み立てるのではなくて、いったん予備費の中

に繰り込んでおけば、その部分については今からその２９年度の予算案の中に計上され

なかった分の準備ができるんじゃないでしょうか。 

そういう意味で、私は今回の一般会計補正予算の修正動議に賛成いたします。 

○議長（森谷岩夫） ほかにはいかがでありますか。 

米山議員。 

○１０番（米山俊孝） 私は修正動議の必要はないという立場で発言をさせていただきます。 

まず、修正しなくても７，７００万円余の予備費が組み込まれておるという状況の中、

全体の収支のバランスがこのことによって修正を加えなければ大きく逆に反転するとか、

そういった大きな形の変化が起きるとは私は思いません。 

それとただ私としては、その不用額がそもそもあること自体については、この不用額

は活用していっていただきたいというその思いはあります。ただ、こちらのこれらの町

長も起債残高についてどんどん減っていってしまっている現状を見る中でというような

思いの発言もされております。 

やはり財政運営を任せた以上、その執行兼、それは執行者にあるということであって、

大きくこの内容によって町の財政が変化するということはないということを思う中で、

修正の必要はないという考えを表明させていただきます。 

以上です。 

○議長（森谷岩夫） ほかにはどうですか。 

島田議員。 
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○１１番（島田弘美） ちょっと私も修正動議は必要ないというふうに考えておりまして、先

ほど黒澤さんの方から説明がありました。 

問題は対年度収支でございますけれども、単年度収支が時には赤字になった方が健全

であるよとこういうご説明でございました。 

一定期間において赤字になるのが健全であるという、そういうお話でございました。 

私ずっとこの決算カード今ずっと眺めてきたわけでございますけれども、時には６，

０００万円ぐらいの赤字の単年度収支の時期もございました。一番増えているなと思っ

たのが、２６年度１億２，０００万円ほどの単年度収支で黒字になっているというのが

見られるわけですけれども、あとのところを見ますと４，０００万円とか２，０００万

円、あるいは２，４００万円というようなこの町の財政規模かいって、これがどの程度

のことの水準で申し上げるのかということを判断したときに、この程度のものでそのず

っと赤字が良いんだという、ずっとというわけにもいきませんけれども、こうしたこと

を見てみますと私は何らこれに対して、この部分について修正をする必要はないという

ふうに判断をいたします。 

したがって、修正案については反対をいたす立場であります。 

○議長（森谷岩夫） ほかにはいかがであります。 

中平議員。 

○５番（中平文夫） 修正案に賛成か反対かということを言う前に、ちょっと私この問題に関

しては非常に難しい問題だったもんですから、いろいろの方からご意見をいただいたり、

あるいは自分で調べたりいろいろさせていただきました。その結果をちょっと報告して

から修正案についてのお話ししたいと思いますけれど。 

基金の積み立てについての今までの流れを、ずっと皆さんからお伺いしたり調べたり

させていただきました。今までは当初は専決事項として積み立てられていたというよう

なことを記憶しております。しかし、その金額が大きいために議会から指摘で、昨年度

から決算で不用額が確定した段階で、９月の予算にて計上したというように記憶してお

ります。しかし、今年度は年度内に積み立てをしたいというように、基金についての理

解をしております。 

よく考えてみますと、最終的に９月の段階で多少の誤差はありますけれど、目的は同

じになろうかと思います。 

先ほど黒澤議員が民間ではうんぬんと話しておりましたけれど、民間でも確かに私も

会社経営をしておりまして、操作ということは合法的な操作はやっております。何でや
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るかというと引当金という形で積み立てをして、利益を減額するというのはどこの会社

でもやっております。これは合法的なもんですからそんなに問題になることじゃないと

思っております。 

私はこの修正案が出されて、皆さんからいろいろのお話も聞き、修正案を出された方々

の考えも理解はさせていただきました。また、原案を出された執行部の方からも、文教

の方に酒井課長にきていただいて縷々説明していただいて、そちらの方もお話もお伺い

することができました。 

私は年度末に予定されているであろう不用額の適正化を図るために基金へ移行すると

いう、こういう安易な考えであればそれは修正しなきゃいけないとは思います。しかし、

この間いろいろな方、外部の方からもいろいろお話聞きましてそうではないと。執行部

には執行部の考えがあってやっているというように判断しております。 

結論からいきますと、今回は基金部分の金額を減額して、それを予備費への移行とい

う修正でありますけれど、私はもろもろの意見を自分なりに理解、納得して結論出しま

すと、この案件は修正案を出してまで修正する案件ではないというように判断しました

ので、私は修正案には反対をします。 

しかし、こういうふうになったのも、執行部の方が基金へ移行する時期について、も

う少しポリシーを持ってきちっとやっていっていけば、そんなに問題になることではな

いだろうと思っております。 

先の３月の総括質問のとこにもありましたけれど、「基金へ積み立てる以前に町のため、

町民のために事業を追加した方が良いんじゃないか」という意見があって、執行部の方

からは「３月時点からの追加はできない」というような意見が大半でありました。 

しかし、先ほどの全協の中でも、今年度中に地方創生整備うんぬんということで、こ

れを交付金を受けるために一生懸命皆さんの方も頑張ってやろうとしています。やる気

になれば３月の時点でも事業を追加してできるというように思っております。 

１２月の補正を見れば、３月の上がりというのは大体予想できますので、そこら辺で

執行部の方も先ほど修正で賛成された方にもありましたけれど、執行部の方でも一番最

初の予算を立てるときに削られた事業の中で、何が大事かということを初めから予定し

ておいて、それを少しでも実行する、そういうような姿勢をぜひ見せていただきたいと。

それが条件であります。私は。 

それで先ほども言いましたように、修正案には反対といたします。 

以上です。 
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○議長（森谷岩夫） ほかにはございませんか。 

間瀬議員。 

○１２番（間瀬重男） 私も修正案に賛成というか、ここに発議として名前を連ねております

ので、賛成の立場でご意見を申し上げます。 

今まで議会の中でいろんな説明があったわけでございますけれども、やはり町民の目

から見た中で、この１億円というあれが貯金をされる。貯金をするということは、私絶

対反対ではありませんけれども、やはり不用額というものの流れがよくこれではわから

ないのではないかという、単純な考えではありますけれども、修正に対してのやはり皆

さんの意見を聞く中で今回修正をしていただいて、決算を売っていただきたいという考

えでございます。 

以上、賛成の立場からご意見を申し上げました。 

○議長（森谷岩夫） 討論はほかにはございませんか。 

（発言する者なし） 

○議長（森谷岩夫） 討論なしと認めます。 

それでは採決を行います。 

議案第１０号、平成２８年度松川町一般会計補正予算（第８回）に関する修正案につ

いて、賛成の方の起立を求めます。 

（起立７名） 

○議長（森谷岩夫） 賛成７名であります。 

よって、議案第１０号、平成２８年度松川町一般会計補正予算（第８回）に関する修

正案は、可決されました。 

次に、ただいま修正議決した部分を除く原案について採決をいたします。 

修正部分を除くその他の部分については、原案のとおり決することに賛成の方の起立

を求めます。 

（起立１３名） 

○議長（森谷岩夫） 全員賛成であります。 

よって、修正議決した部分を除くその他の部分は、原案のとおり可決されました。 

失礼しました。 

続いて各常任委員長の報告について、議案第１１号から議案第１８号の質疑はござい

ませんか。 

（「なし」との声あり） 
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○議長（森谷岩夫） 質疑なしと認めます。 

質疑を終結し、討論を行います。討論はありませんか。 

（「なし」との声あり） 

○議長（森谷岩夫） 討論なしと認めます。 

それでは議案第１１号から議案第１８号を一括して採決を行いますが、ご異議ござい

ませんか。 

（「異議なし」との声あり） 

○議長（森谷岩夫） 異議なしと認めます。 

採決を行います。 

議案第１１号から議案第１８号について、各委員長の報告のとおり決定することに賛

成の方の起立を求めます。 

（起立１３名） 

○議長（森谷岩夫） 全員賛成であります。 

よって、議案第１１号、平成２８年度松川町国民健康保険事業特別会計補正予算（第

４回）について、議案第１２号、平成２８年度松川町後期高齢者医療特別会計補正予算

（第２回）について、議案第１３号、平成２８年度松川町介護保険事業特別会計補正予

算（第３回）について、議案第１４号、平成２８年度松川町公共下水道事業特別会計補

正予算（第３回）について、議案第１５号、平成２８年度松川町農業集落排水事業特別

会計補正予算（第３回）について、議案第１６号、平成２８年度松川町保養宿泊施設事

業特別会計補正予算（第３回）について、議案第１７号、平成２８年度松川町発電事業

特別会計補正予算（第２回）について、議案第１８号、平成２８年度松川町水道事業会

計補正予算（第３回）については、原案のとおり可決されました。 

 

◇ 議案第１９号 平成２９年度松川町一般会計予算について 

◇ 議案第２０号 平成２９年度松川町国民健康保険事業特別会計予算について 

◇ 議案第２１号 平成２９年度松川町後期高齢者医療特別会計予算について 

◇ 議案第２２号 平成２９年度松川町介護保険事業特別会計予算について 

◇ 議案第２３号 平成２９年度松川町公共下水道事業特別会計予算について 

◇ 議案第２４号 平成２９年度松川町農業集落排水事業特別会計予算について 

◇ 議案第２５号 平成２９年度松川町保養宿泊施設事業特別会計補正予算について 

◇ 議案第２６号 平成２９年度松川町発電事業特別会計予算について 
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◇ 議案第２７号 平成２９年度松川町水道事業会計予算について 

○議長（森谷岩夫） 日程第１０、議案第１９号、平成２９年度松川町一般会計予算について、

日程第１１、議案第２０号、平成２９年度松川町国民健康保険事業特別会計予算につい

て、日程第１２、議案第２１号、平成２９年度松川町後期高齢者医療特別会計予算につ

いて、日程第１３、議案第２２号、平成２９年度松川町介護保険事業特別会計予算につ

いて、日程第１４、議案第２３号、平成２９年度松川町公共下水道事業特別会計予算に

ついて、日程第１５、議案第２４号、平成２９年度松川町農業集落排水事業特別会計予

算について、日程第１６、議案第２５号、平成２９年度松川町保養宿泊施設事業特別会

計補正予算について、日程第１７、議案第２６号、平成２９年度松川町発電事業特別会

計予算について、日程第１８、議案第２７号、平成２９年度松川町水道事業会計予算に

ついてを議題といたします。 

議案第１９号から第２７号の平成２９年度各会計予算につきましては、審査を各常任

委員会に付託してあります。その結果を順次報告お願いいたします。 

初めに社会文教常任委員会の報告を坂本勇治委員長。 

○社会文教常任委員長（坂本勇治） それでは社会文教常任委員会の報告をいたします。 

本定例会において、社会文教常任委員会に審査を付託されました平成２９年度松川町

一般会計予算、平成２９年度松川国民健康保険事業特別会計予算、平成２９年度松川町

後期高齢者医療特別会計予算、平成２９年度松川町介護保険事業特別会計予算について、

去る３月１３日・１５日に委員会を開催し、理事者、関係課長、係長の出席を求め、慎

重に審査をいたしました。以上の審査の過程と結果を報告いたします。 

まず、一般会計であります。 

太陽光発電売電益での入学祝い金２万円を支給する経緯の説明について質問がありま

した。「公共施設の屋根に太陽光発電施設を設置して、全量売電により売電益を得て、そ

れを子育て支援に使っていくよう計画をし、既に５カ所の設置は完了し、運用しており

ます。学力向上のための備品や給食費等も検討してきましたが、小中学校入学時の保護

者負担は大きく、その準備金の支援として入学祝い金にした経緯です」との答弁です。 

軽自動車税が前年度に比較して大きく伸びている点について質問がありました。平成

２８年度は軽自動車税の税額改正を見込む中で、車両の初年度登録データ入力の中で、

１３年を経過した車両の正確な台数を把握することができなかったことが原因である」

との答弁がありました。 

「シルバー人材センター登録車のうちＩＪＵ、移住者の職歴や高度な技術は活かされ
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ているか」という質問がされました。現在、把握できていないが有資格者や技能習得者

等も採用できるよう取り組んで、人口増につなげていきたい」との答弁がありました。 

下伊那赤十字病院への補助金と町の負担についての質問がありました。「基本的には、

３０年までの３年間が予定されているが、地域医療を守るためには今後も継続していか

なければと考えている。補助金の使い道については、独立採算性であって、経営に直接

的には参画していけない」との答弁でしたが、議員からは「補助金を出している以上、

経営の改善努力を病院側とともに積極的にかつ慎重に行っていってほしい」との要望が

出されました。 

未満児の保育料についての質問がありました。「町では２人、３人目で未満児も含めて

所得制限を設けず１／２無料の軽減を行っている。３歳以上児に比べ未満児の保育料は

保育士の配置や給食の分高く設定している。未満児については、近隣町村と大きく変わ

りはないが、３歳以上児についてはかなり軽減の対策をとっている。未満児の保育料に

ついては、施設の受け入れ体制等と合わせて考えていく」との答弁がありました。 

まつかわ大学実行委員会への補助金５５万円についての質問がありました。「２９年度

も４回行い、３名の講師、吉沢正巳さん、藤田紘一郎さん、江川紹子さんとほかに１名

はソウルオリンピック銅メダリストの山口香さんです。オリンピアに絡めてホストタウ

ン事業で４５万円の予算を計上している」との答弁でした。 

「ひまわり乗車券の８８０万円は、２８年度より２０万円減額になっている。運転免

許の返納者も増えている中、設定根拠は」との質問がありました。利用対象者の要綱の

適正化と２７年度の実績が８５７万円だったので、免許返納者増に対応できると考えて

いる」との答弁がありました。 

お年寄りの交通事故も年々増えているようで、自己抑制のためにもコミュニティーバ

スの運行の見直しを含め、他課との連携した事業拡大を要望しました。 

国際交流事業旅費についての質問がありました。「草の根技術協力事業の中の農村開発

事業で、松川町の歴史的取り組みとオルティナ市職員との取り組みとの交流観察を行う

ための２人分の旅費で、３年間計画されている」との答弁がありました。 

「図書館前の駐車場の整備は良いと思うが、イベント児には公民館駐車場は満車にな

る。駐車スペースを広げるために体育館東側の藪についての考えは」との質問がありま

した。「地権者としばらく話ができていないので、今借りている駐車場の更新の際にお話

をしていきたい」との答弁でした。「誠意と熱意を持って進めてほしい」との要望が出さ

れました。 
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「ハーフマラソン大会への補助金３９０万円は、昨年より３０万円高いが、その理由

は」との質問がありました。「スタート前の受け付けが煩雑になり時間がかかっていた。

今回ゼッケンを事前に送付して、受け付け時につけてきていただき、時間を短縮したい。

そのための送料分が増額になっている」との答弁がありました。 

続いて平成２８年度特別会計について報告します。 

「介護給付準備基金繰入金８，０００万円について、基金があることで運営に余裕が

出る。なぜ、繰り出し基金をゼロにするのか」の質問がありました。「会計監査により指

摘され、基金高ゼロにするようにとの指導があり、それに従う形で全額繰り入れをする」

との答弁でした。 

「なお、予防活動を継続していくことにより、３０年以降も保険料は同額でいける見

通しだ」との答弁がありました。 

「国民健康保険の広域化システム改修は、被保険者に影響があるか」との質問がされ

ました。「被保険者に基本的に影響はないが、長野県全体で把握していくことで、転入転

出の動きや病院間の情報共有を今後行うことで、特定健診の受診率の把握等健康指導に

役立つと考えている」との答弁がありました。 

国保への一般会計からの法定外繰り入れの５，０００万円についての考えについての

質問がありました。「国は一般会計からの繰り入れは解消するよう指導している。予防に

力を入れている自治体には、保険料負担を軽減していく方向だと聞いている。６月の本

算定前の結果を見極める中で扱いを検討していく」との答弁でした。 

平成２９年度松川町後期高齢者医療特別会計について、質疑はありませんでした。 

以上、平成２９年度一般会計と特別会計予算に関わる質疑を終了し、議員間討議を行

いました。 

再質問では、「青年の家の２９年度予算の県補助金と町の予算の流れを再度説明いただ

きたい」の質問に、「２９年度の工事請負費のトータルが２，７７５万円で、緊急防災減

災事業債で２，１００万円と県補助金１，５００万円、また起債事業の国庫負担分３０％、

６３０万円の差し引きで２，９７０万円でおおむね工事金となる」との答弁でした。「起

債は借りる部分もあるが、諸経費として一般財源は１９，０００円です」との答弁でし

た。 

介護保険特別会計への繰り入れについての質問もありましたが、先ほどの説明、答弁

は国からの指導ということで質疑を終了しました。 

採決の結果、平成２９年度松川町一般会計予算、平成２９年度松川町国民健康保険事
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業特別会計予算、平成２９年度松川町後期高齢者医療特別会計予算、平成２９年度松川

町介護保険事業特別会計について、全員の賛成で当委員会では原案のとおり認めること

を妥当と決しましたのでここに報告いたします。 

よろしくご審議をお願いします。 

○議長（森谷岩夫） 次に、総務産業建設常任委員会の報告を黒澤他哲郎委員長。 

○総務産業建設常任委員長（黒澤哲郎） それでは総務産業建設常任委員会の報告をいたしま

す。 

本定例会において、総務産業建設常任委員会に審査を付託されました平成２９年度松

川町一般会計予算、平成２９年度松川町公共下水道事業特別会計予算、平成２９年度松

川町農業集落排水事業特別会計予算、平成２９年度保養宿泊施設事業特別会計予算、平

成２９年度松川町発電事業特別会計予算、平成２９年度松川町水道事業会計予算につい

て、去る３月９日・１０日委員会を開催し、理事者、関係課長、係長の主席を求め慎重

に審査をいたしました。審査の結果を報告します。 

まず、一般会計であります。 

労務管理心理相談員の賃金に関連して、職員の研修費として総額どのくらい予定して

いるか質問がありました。「おおむね４００万円であります。賃金の労務相談員の部分２

４０万円、報償費の２２５万円、旅費、委託料等を見込んでいる」との答弁でした。 

清掃費の中の美化推進費、環境調査員は何名で構成されているか質問がありました。

「全員で１０名、上片桐地区から２名、生東区から２名、大島地区からは１名ずつの推

薦という形で、１０名という形で調査員の方を毎年お願いしております」という答弁で

した。 

「２８年度の予算に木質バイオマス利用活用研究事業２２６万４千円、検討委員会で

１１万３千円を盛って研究し、アンケート調査もしてきている。新たな事業としては、

本年度予算には載っていないが」という質問がありました。「現在まだ調査中で、今年度

末に上がってくる予定。喫緊に最終的な打ち合わせを協議する予定」と答弁がありまし

た。 

「まつかわの里プールの報償費インストラクター料、委託料のところに子ども水泳教

室の講師委託とあるが、違う人を頼んで別々に計上しているか」との質問がありました。

「報償費は個人でインストラクターをやっていただく方。委託料は法人でインストラク

ターをお願いする分ということになっております」という答弁でした。 

「入湯税は目的税としてと理解しているが、その税についてどこの部分に予算化され
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ているか。質問がありました。「特定目的税という扱いになっておりませんので、基本的

には一般財源という形、特定目的税的に活用していくことは１つの研究材料」と答弁が

ありました。 

「住宅費委託料で空き家に対する業務計画策定ということで約６５０万円ほどの予算

化されているが、内容は」との質問がありました。「空き家対策での国の補助金のタイプ

には除去事業タイプと活用事業タイプという事業の２通りがあり、除去事業タイプは壊

すにあたって国が２／５補助、地方公共団体が２／５、あと民間の１／５。活用事業タ

イプは、国費が１／３、地方公共団体が１／３、民間が１／３となっていて、これを利

用していただきたいと考えての計上である」との答弁でした。 

都市計画費の委託料８００万円、道路の見直しマスタープランについて質問がありま

した。「県作成の松川町の都市計画のマスタープランや県域マスタープランの飯田下伊那

のマスタープランがある中、都市計画法に従い、町独自のマスタープランを作りなさい

という国からの指示で動いている」との答弁でした。 

「道路橋梁の維持費、作業員の賃金について、道路作業の人数が適正か」との質問が

ありました。「今現在週３回出てきてもらっている。季節にもよるが、作業員が高齢のた

め無理のない範囲で行ってもらっている。人数の関係は検討していく」との答弁があり

ました。 

商店街の街路灯取り替え補助について質問がありました。「商工会で調べていただいて

いる。ＬＥＤランプの施工も検討したが、今回は普通の電灯の方で交換するということ

で８０万円の予算とした」との答弁でした。 

「予備費の１，０００万円、昨年も１，０００万円ということで繰越金を当てにして

いくという予算取りは財政規律上問題ではないか」との質問がありました。「歳入と歳出

の方が合わなくて苦労している部分もある。予備費を５，０００万円持つか１億円持つ

のが良いか、５００万円が良いのかというような議論等もある中で、不要不急の何かあ

った折にはここで対応できる部分と考えている」との答弁でした。 

以上が一般会計予算で審査した主な内容でございます。 

続いて特別会計であります。 

特別会計については、一括して審議を行いました。 

公共下水道、農業集落排水事業の光熱費で前年比７８万円の減、１７４万円の減とあ

るが、理由についての質問がありました。「電力使用量は、２７年度と２８年度あまり変

わっていない。契約プランの変更によるもの」との答弁でした。 
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「上下水道事業経営審議会委員会報酬３万円とある。公共下水等の農集排の統合につ

いて検討されるのか」との質問がありました。「会計の統合につきましては、平成３１年

の予定で準備しており、審議会では経営状況をお知らせして、料金の値上げ等につきま

して、必要性などを審議いただく」という答弁でした。 

「発電事業において、太陽光発電のパネルの経年劣化で２０年後には大量の処分費用

が発生すると新聞等でも懸念されている。処理費用を計上しておくべきでは」との質問

がありました。「経年劣化は２０年間で最大２０％程度と予想されている。現段階から処

理費の計上はまだ早いという考え方である」との答弁でした。 

「保養宿泊関係の予算の中で、使用料及び賃借料、この中でカラオケリース料ほかで

２５４万８千円とあるが、リースが良いか購入が良いか検討すべきでは」との質問があ

りました。「カラオケのリース料は９０万円ほど、その他で自動滅菌器、アイスクリーム

の機械など細かいものがたくさん積み上がっての金額である」との答弁でした。 

以上が、特別会計予算で審査をした主な内容でございます。 

議員間討議を行い、採決の結果、当委員会では平成２９年度当初予算総務産業建設常

任委員会担当部分について、原案どおり認めることが妥当と決しましたので報告をいた

します。 

以上であります。 

○議長（森谷岩夫） 各常任委員会の報告を終わります。 

ただいまの報告について質疑ありませんか。 

（「なし」との声あり） 

○議長（森谷岩夫） 質疑なしと認めます。 

質疑を終結し、討論を行います。討論はありませんか。 

（「なし」との声あり） 

○議長（森谷岩夫） 討論なしと認めます。 

採決を行います。 

議案第１９号から議案第２７号について、各委員長の報告のとおり決定することに賛

成の方の起立を求めます。 

（起立１３名） 

○議長（森谷岩夫） 全員賛成であります。 

よって、議案第１９号、平成２９年度松川町一般会計予算について、議案第２０号、

平成２９年度松川町国民健康保険事業特別会計予算について、議案第２１号、平成２９
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年度松川町後期高齢者医療特別会計予算について、議案第２２号、平成２９年度松川町

介護保険事業特別会計予算について、議案第２３号、平成２９年松川町公共下水道事業

特別会計予算について、議案第２４号、平成２９年度松川町農業集落排水事業特別会計

予算について、議案第２５号、平成２９年度松川町保養宿泊施設事業特別会計予算につ

いて、議案第２６号、平成２９年度松川町発電事業特別会計予算について、議案第２７

号、平成２９年度松川町水道事業会計予算については、原案のとおり可決されました。 

 

◇ 議案第２８号 松川町使用料徴収条例の一部を改正する条例の制定について 

○議長（森谷岩夫） 日程第１９号、議案第２８号、松川町使用料徴収条例の一部を改正する

条例の制定についてを議題といたします。 

説明を求めます。田中産業観光課長。 

○産業観光課長（田中 学） 議案第２８号、松川町使用料徴収条例の一部を改正する条例の

制定について。 

＝ 議案第２８号 朗読・説明 ＝ 

○議長（森谷岩夫） 説明を終わります。 

質疑を行います。質疑はありませんか。 

（「なし」との声あり） 

○議長（森谷岩夫） 質疑なしと認めます。 

質疑を終結し、討論を行います。討論はありませんか。 

（「なし」との声あり） 

○議長（森谷岩夫） 討論なしと認めます。 

採決を行います。 

議案第２８号について、原案に賛成の方の起立を求めます。 

（起立１３名） 

○議長（森谷岩夫） 全員賛成であります。 

よって、議案第２８号、松川町使用料徴収条例の一部を改正する条例の制定について

は、原案のとおり可決されました。 

 

◇ 発議第１号 地方議会議員の厚生年金制度への加入を求める意見書の提出について 

○議長（森谷岩夫） 日程第２０、発議第１号、地方議会議員の厚生年金制度への加入を求め

る意見書の提出についてを議題といたします。 
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説明を求めます。熊谷宗明議員。 

○９番（熊谷宗明） 発議第１号、地方議会議員の厚生年金制度への加入を求める意見書の提

出について。 

地方議会議員の厚生年金制度への加入を求める意見書の提出について。 

地方自治法第９９条の規定により、関係機関に提出するため主題のことについて別紙

のとおり意見書の議決を求める。 

平成２９年３月２２日提出。 

提出者松川町議会議員熊谷宗明、賛成者松川町議会議員黒澤哲郎、間瀬重男、同島田

弘美、同米山俊孝、同川瀬八十治、同佐藤史人。 

それでは朗読をもって発表させていただきます。 

地方議会議員の厚生年金制度への加入を求める意見書（案） 

地方分権時代を迎えた今日、地方公共団体の自由度が拡大し、自主性及び自立性の高

まりが求められている中、住民の代表機関である地方議会の果たすべき役割と責任が格

段に重くなっている。 

また、地方議会議員の活躍も幅広い分野に及ぶとともに、より積極的な活動が求めら

れている。 

しかしながら、昨年実施された統一地方選挙において、町村では議員への立候補者が

減少し、無投票当選が増加するなど、住民の関心の低下や地方議会議員のなり手不足が

大きな問題となっている。 

こうした中、地方議会議員の年金制度を時代にふさわしいものにすることが、議員を

志す新たな人材確保につながっていくと考える。 

よって、国民の幅広い政治参加や地方議会における人材確保の観点から、地方議会議

員の厚生年金制度加入のための法整備を早急に実現するよう強く要望する。 

以上、地方自治法第９９条の規定により意見書を提出する。 

平成２９年３月２２日。 

衆議院議長、参議院議長、内閣総理大臣、内閣官房長官、財務大臣、総務大臣、厚生

労働大臣あて。 

松川町議会議長。 

以上、よろしくご審議お願いいたします。 

○議長（森谷岩夫） 説明を終わります。 

質疑を行います。質疑ありませんか。 
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（「なし」との声あり） 

○議長（森谷岩夫） 質疑なしと認めます。 

質疑を終結し、討論を行います。討論はありませんか。 

（「なし」との声あり） 

○議長（森谷岩夫） 討論なしと認めます。 

採決を行います。 

発議第１号について、原案に賛成の方の起立を求めます。 

（起立１３名） 

○議長（森谷岩夫） 全員賛成であります。 

よって、発議第１号、地方議会議員の厚生年金制度への加入を求める意見書の提出に

ついては、原案のとおり可決されました。 

 

＝＝＝ 日程第２１ 継続審査・調査について ＝＝＝ 

○議長（森谷岩夫） 日程第２１、継続審査・調査についてを議題といたします。 

各常任委員長、議会運営委員長からから目下委員会において、審査及び調査の件につ

いて、議会会議規則第７４条の規定により、閉会中の審査・調査の申し出がありました。 

お諮りいたします。 

各委員長からの申し出のとおり、閉会中の審査及び調査をすることにご異議ございま

せんか。 

（「異議なし」との声あり） 

○議長（森谷岩夫） 異議なしと認めます。 

よって、各委員長から申し出のとおり、閉会中の審査及び調査することに決定いたし

ました。 

 

（閉会決議） 

○議長（森谷岩夫） 以上をもちまして、本定例会に付議された議案はすべて終了いたしまし

た。 

 

＝＝＝ 日程第２２ 町長あいさつ ＝＝＝ 

○議長（森谷岩夫） 日程第２２、町長あいさつであります。 

深津町長、あいさつをお願いいたします。 
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○町長（深津 徹） ３月６日に開会をいたしました平成２９年第１回松川町議会定例会、本

日最終日となりました。 

長時間にわたりましてご協議をいただきましたこと感謝を申し上げる次第でございま

す。 

また、年度末ということで、様々な事業も間に挟まれる中、大変に忙しい日程の中で

あったというふうに推察をいたします。 

ご協議を上程をいたしました案件につきまして、２８年度一般会計の補正予算案につ

きまして、修正動議が採決をされました。私どもしっかりと精査をする中で上程をいた

したんでありますけれども、残念でございます。 

先ほど黒澤議員の方からも、ここで修正案を出した説明がございました。様々な決算

指標に対する説明もございましたけれども、私自身すべて把握をいたしております。そ

うした中で、将来を見渡す中、基金を積み立てをお願いをしたかったわけでございます。 

先ほどの説明の中にございませんでしたけれども、将来への松川町の負担比率、将来

松川町の住民の皆さんが負担をしていく比率というのは松川町はゼロでございます。し

かしながら、ゼロでありますけれども、マイナスのパーセントが出ております。えみり

あを建設した年には、１を超えますと将来の負担比率が出てまいりますけれども、マイ

ナスの７０数％、８０％弱だったというふうに思いますけれども、そうした数字がござ

います。 

また、予算規模見ていただいたとおり、非常に大きな予算規模を私は上程をいたしま

した。財政、お金、国、県のお金を動かしながら、また交付金事業を使いながら、また

基金を使いながら毎年住民の要望に応え、そして懸案事項に取り組んできているところ

でございます。 

先ほどの全協でも、これからの報告がございましたけれども、様々な福祉施設等大き

な予算等を計上をしなくてはならない事業もたくさんございます。そうしたことを見据

えながらやっていきたいというふうに思っております。 

補正予算案について修正がなされたわけでございますけれども、これにつきましては

重く受け止めてまいります。 

また、２９年度の当初予算案につきましてお認めいただきましたこと心から感謝を申

し上げる次第でございます。 

昨日、提案型まちづくり事業の報告会がございました。８団体の皆さん方が２８年度

地域活性化のために取り組んでいただいた事業の報告会があったわけでございますけれ
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ども、議員の皆さんも何人かご出席をしていただいておりましたけれども、一般質問等

にも出てまいります。地域住民の皆さんの活動という言葉が出てまいりますけれども、

まさにあの提案型まちづくり事業につきましては、地域の皆さんたちがなんとか自分た

ちの手で地域を活性化、あるいは整備していきたいという強い思いの中で町の方に申請

を上げていただき、町もバックアップし、一緒になって事業推進に努めている事業でご

ざいまして、これは非常に私はまさに住民活動の大きなバックアップになっているとい

うふうに思っている次第でございます。 

また、一般質問等の中にも様々な形で出てまいりましたけれども、笑顔という言葉が

ございました。地域住民の皆さんたちが笑顔で過ごせる町。第５次総合計画にもありま

す。一人ひとりが輝く笑顔あふれるまち。どうしたら笑顔が生まれるんだろう、どうす

ることが良いんだろうということもずっと私も聞きながら考えておりました。笑顔があ

ふれる、様々な要因があろうかと思いますけれども、未来がある、自分のやったことが

かなえられる、そういったことがやはり未来への向けての笑顔が出てくるんではないか

なというふうに思った次第でございます。 

これら日本全国、国の政策等に追うところが大きいわけでありますけれども、やはり

笑顔あふれるまちを目指していくにはどうしたら良いんだ。活動をした皆さんが満足し

てやはり笑顔あふれるまちにつながっていくんではないかなというふうに思っておりま

す。 

やはり汗を流した人たちが報われる社会を作っていかなければ笑顔は生まれないなと

いうことを痛感した次第でございます。 

今朝ほど２８年度の特別交付税の交付額が決定をしてまいりました。２億７，０００

万円ということで、特別交付税２８年度今日の午前中に決定をいたしてまいりました。 

３％の減でございます。しかしながら、県全体では４.６％の減ということを考えます

と大きなお金をいただいたなというふうに思っております。予算現額では１億７，００

０万円あまりでありますので、余剰金ちょうど１億円ぐらいが余剰金として残っていく

ものというふうに考えております。 

これらは３月３１日の専決補正になろうかというふうにも思っております。 

長時間にわたりましてご審議をいただきましたこと、また２９年度の年度当初予算案、

それから補正につきましてもしっかりとご協議をいただいて、またこれから前に進んで

いけますことに感謝を申し上げまして、閉会のあいさつといたします。 

大変にありがとうございました。 
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閉  会 

○議長（森谷岩夫） これにて平成２９年度第１回松川町議会定例会を閉会といたします。 

 

閉  会  午後４時５５分 



 

 

 

 

 

 

議員・説明員・事務局出席表 
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Ⅰ．議 員 出 席 表 

議 席 

番 号 
氏    名 

第１日 第２日 第１６日 第１７日 

3月 6日 3月 7日 3月 21日 3月 22日 

１ 米 山 郁 子 ○ ○ ○ ○ 

２ 佐 藤 史 人 ○ ○ ○ ○ 

３ 川 瀬 八十治 ○ ○ ○ ○ 

４ 大 蔵   洋 ○ ○ ○ ○ 

５ 中 平 文 夫 ○ ○ ○ ○ 

６ 菅 沼 一 弘 ○ ○ ○ ○ 

７ 黒 澤 哲 郎 ○ ○ ○ ○ 

８ 坂 本 勇 治 ○ ○ ○ ○ 

９ 熊 谷 宗 明 ○ ○ ○ ○ 

１０ 米 山 俊 孝 ○ ○ ○ ○ 

１１ 島 田 弘 美 ○ ○ ○ ○ 

１２ 間 瀬 重 男 ○ ○ ○ ○ 

１３ 松 井 悦 子 ○ ○ ○ ○ 

１４ 森 谷 岩 夫 ○ ○ ○ ○ 
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Ⅱ．地方自治法第 121条の規定による出席者の職・氏名 

職   名 氏    名 
第１日 第２日 第１６日 第１７日 

3月 6日 3月 7日 3月 21日 3月 22日 

町      長 深 津   徹 ○ ○ ○ ○ 

副 町 長 吉 澤 澄 久 ○ ○ ○ ○ 

教   育   長 高 坂 敏 昭 ○ ○ ○ ○ 

総  務  課  長 塩 倉 智 文 ○ ○ ○ ○ 

まちづくり政策課長 酒 井   仁 ○ ○ ○ ○ 

住 民 税 務 課 長 北 村   稔 ○ ○ ○ ○ 

会 計 管 理 者 塩 倉 智 文 ○ ○ ○ ○ 

保 健 福 祉 課 長 米 山 政 則 ○ ○ ○ ○ 

環 境 水 道 課 長 下 沢 克 裕 ○ ○ ○ ○ 

建 設 課 長 小 沢 雅 和 ○ ○ ○ ○ 

産 業 観 光 課 長 田 中   学 ○ ○ ○ ○ 

こ ど も 課 長 福 島 敏 美 ○ ○ ○ ○ 

生 涯 学 習 課 長        小木曽 雅 彦 欠 欠 ○ ○ 

議 会 事 務 局 長 加 山 隆 浩 ○ ○ ○ ○ 

代 表 監 査 委 員 佐々木 光 男 ― ○ ― ○ 

観光局設立準備室長 片 桐 雅 彦 ― ― ○ ― 

生涯学習・男女共 同参画係長  片 桐 比呂巳 ○ ○ ― ― 

Ⅲ．本会議に職務のため出席した者の職･氏名 

職   名 氏    名 
第１日 第２日 第１６日 第１７日 

3月 6日 3月 7日 3月 21日 3月 22日 

議 会 事 務 局 長 加 山 隆 浩 ○ ○ ○ ○ 

書       記 佐 藤   愛 ○ ○ ○ ○ 
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以上、会議の内容に相違なきことを認め、地方自治法第１２３条の規定によりここに

署名する。 

 

 

 

平成   年   月   日 

 

 

 

 

松川町議会議長   森 谷 岩 夫 

 

 

 

 

署 名 議 員   川 瀬 八十治 

 

 

 

 

署 名 議 員   大 蔵   洋 
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